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『世界経済総合データベース』作成の

　　　　　　　　現状について＊）＊＊）榊＊）

片　野　彦　二

　　　　　　　　　　　　　　1．はしがき

　統計学の発展という論理的基盤を無視することはできないが，信頼性の高い

経済統計の整備と共に計量経済学が急速な進歩を遂げたことも事実である。し

かし，経済統計の蓄積が膨大な量となるにつれて，個々の研究者が計量分析を

行う以前の段階における統計の収集・整理といった統計それ自体のハンドリン

グの作業が，研究者にとって大きな負担となってきている。計量分析を行う研

究者は，分析以前の段階においてデータの収集・整理に多くの労力と時間を費

やし，実際の研究の実施に大きな障害となっている。実証研究歴の長い研究者

（乃至研究機関）は，過去の研究実施の過程で蓄積してきたデータを個人的な

．〕神戸大学では，現在，日本を中心とする主要諸国の主要経済指標を内容とする大規

模経済統計データベースであるr世界経済総合データベース』の作成作業を進めている。

この作成作業プロジェクトには，1990年3月31日をもって定年退官される神戸大学経済

経営研究所教授能勢信子博士も有力なメンバーの1負として参加され，種々有益な助言

を賜っている。筆者は，作成作業プロジェクトの代表者としてこの一文を草し，能勢博

士の御助力に対し深甚なる感謝の意を表わすこととしたい。なお，本稿は，帷界経済

総合データベース』に関わる科学研究費申請に当たって文部省に提出した諸種の計画書・

申請書及び研究成果報告書，及び「DATABASE　FORUM」　（近刊掲載予定）に提出

した原稿，等に基づき，加筆・訂正したものであ糺

川　『世界経済総合データベース』の概要に関しては，拙稿「経済情報データベース構

築に当たっての問題点一『世界経済総合データベース』の場合」，国民経済雑誌Voi，

155，No，1．1988年1月号を参照されたい。

州なお，この研究は，海外学術研究（代表者　片野彦二：62041147．63044162．0104

4090），試験研究2（代表者　片野彦二：01830001）及び総合研究A（代表者　片野彦

二：63301081）による科学研究費補助金の交付を受けて実施したものである。
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（乃至研究機関の）ファイル（乃至データベース）として保管・利用している

場合もあるが，新しい研究の開始に当たってはデータのアップデートは不可避

であり，これにも多くの労力と時間を割がなくてはならないのが実状である。

しかも，その多くはデータベース管理システムによって維持・管理さ札ておら

ず，公開利用に供されてもいない。必要なデータが常に適正に維持・管理され

ており，必要とする研究者が適時に自由に最新のデータを利用して分析・研究

を行なえるように整備されたデータベースの公開は，経済学・経営学及びその

他の関連分野における研究基盤の整備という点において，学術研究の推進に大

きな貢献をもたらすものであることは確かである。

　このような研究者の二一ズに対しては，最近における情報処理・通信機器の

発展が，これを充足する効率的な手段を提供することになった。膨大な量の経

済統計を内容とする大規模経済統計データベースの構築とそれの遠隔地からの

利用が可能となったことにより，統計そのもののハンドリングは簡素化され，

研究者は容易に計量経済分析に自己の能力を集中できることになった。

　一般に利用可能な大型経済統計データベースの現状を見てみると，その殆と

が商業べ一スで運営されている。このような商業べ一スで運営されるデータベー

スの利用への依存は，乏しい研究費を効率的に使用して研究を行なわざるをえ

ない研究者を財政的に非常に圧迫する。われわれはかかる事態への対策として，

学術情報ネットワークを通して，国内外の研究者が，世界の何処からでも，容

易に安価に利用できることを目的とし，大規模経済統計データベースの一つと

して『世界経済総合データベース（WEDB）』の構築を進めている。さらにこ

れを基礎とする『神戸大学経済情報システム（KEIS／WEDB）』の開発も行っ

ている。

　　　　　　2．　『世界経済総合テ　タベース（WEDB）』

WEDBは，日本を中心とする世界の主要諸国の国民経済計算統計（乃至国



　　　　　　　　　　　　　　　下世界経済総合データベース』作成の現状について（片野）

民所得統計），外国貿易統計，その他の主要経済指標を整理・統合し，世界経

済を全体として体系的に表示できるデータ・モデルの上で構築されるものであ

る。

　各国のデータは，原則として，それぞれの政府の公式資料に基づいて入力す

る。その利用に当たっては，著作権等に対する配慮から，各国政府の担当官庁
　　　　　　　　　　　　　　（1）
からの了承を得ることとする。

　財貨・サービス及び資金の国際フローについては，できる限り，主要諸国問

でのフロー・マトリックスを表示できるようにする。爾余の世界については一

つの地域として扱うが，個別に扱う国の数が増えるにつれて「爾余の世界」地

域は縮小する。

　主要諸国のデータについては，各国のデータベース・センターとの緊密な連

携をとることにより補完し，データベースの内容の充実を図ることを将来目的

としている。これは学術情報の分野における国際協力の一環として積極的に推

進されるべきものと考える。　　　　　　　　　　」

　これらのデータの入力及び検索を管理するシステム（データベース管理シス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
テム：DBMS）は，現在，科学研究費補助金（試験研究：B）による研究及び
　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
神戸大学と日立製作所との共同研究によって独自に開発している。WEDBに

（王）各国政府及び国連における著作権管理は，最近になって急速に厳しくなってきて

いる。このことを重視して，　r世界経済総合データベース』作成グループは，できる

　だけ早い時期に各国政府及び国連の担当官との間で「経済統計データベースと著作権

問題」に関する共同研究を行い，　『世界経済総合データベース』の公開利用に当たっ

て著作権問題に関してトラブルの発生しないよう万全の措置を構ずることを予定して

　いる。

（2）科学研究補助金（試験研究（B〕），研究課題「『世界経済総合データベース』の国

際的利用促進のためのシステムの拡充及び汎用化」　（課題番号：01830001）の下で，

平成元年度より同3年度までの3カ年計画により本研究を実施している。

（3）研究課題「大型統計データベースのためのDBMS（データベース管理システム）

の開発」の下で，平成元年度より同3年度までの3カ年計画により本研究を実施して

　いる。
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蓄積されるデータの量が膨大なものであること，さらには一度に検索されるデー

タの量も非常に大きいものと予想されるために，既存の（市販乃至メーカー提

供による）DBMSの処理能力では対応しきれないために，新たに独白のDBMS

の開発を必要とするものと考えた。

　WEDBに類する学術研究利用を目的とし容易に安価に研究者の利用に供さ

れる大規模経済統計データベースは，未だ世界のいずれの国においても構築さ

れていない。しかし，その必要性は各国の研究者の等しく認めるところである。

これらのことは，本データベース構築グループのメンバーの一部が昭和62年度

科学研究費（海外学術研究）補助金の交付を受けて欧米諸国において実施した

『社会科学関連データベースの整理・公開に当たっての国際協力の可能性に関
　　　　　　（4）
する実態調査』の結果と、して，明らかしたところでもある。

　世界経済に関するデータベースに対する世界各国での二一ズが上記のような

状況にあるために，いずれは何処かの国（最も可能性の高いのは米国）でこの

種のデータベースの構築が行われることは当然に予想される。この場合，国際

通信ネットワークを通してそれを利用することは可能であるが，それには多額

の利用料金（通信回線使用料金を含む）の支払が付随する。研究費の乏しい日

本の研究者が米国その他の国の研究者に伍して優れた業績を上げるためには，

日本国内において我が国独自のデータベースを作成し，文部省の学術情報セン

ター等のネットワークを通して安価に容易にこのデータベースを利用できる研

究基盤の整備を行う必要がある。

　他面，我が国は従来から学術情報に関しては欧米諸国からの受入超過国であっ

た。これは社会科学の分野において特に顕著である。ところが，現在では，学

術情報の提供に積極的な姿勢を示す必要に迫られている。これの対応を誤れば，

我が国の今後の国際学術協力の推進に大きな障害とならないとも限らない。

（4）当該研究による研究成果報告書は，「社会科学関連データベースの整備・公開に

当たっての国際協力の可能性に関する実施調査」として既に公表している。
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WEDBが実用化された段階において，これを国内外を問わず学術研究のため

に公開利用に供することは，わが国の国際学術協力の実をあげるのにも大きく

貢献しうるものと考える。

　データベース構築という研究基盤の整備に関わる作業は，現在においてすら

分析を中心とする研究に較べて正当な評価を受け難い状況にある。それ故に，

かかる作業に全力を傾注しようとする研究者（特に若手研究者）が少ないのが

実状である。しかも，WEDBのような大型経済統計データベースの構築は個

人レベルでは実現不可能であり，数名の専門家グルーブの共同研究作業によっ

て初めて可能となる。しかし，かかるグループの編成は極めて困難である。こ

のような事情が，社会科学の分野においてWEDBが意図するような大規模経

済統計データベース作成を阻害してきているものと考えられる。

　神戸大学におけるWEDB作成プロジェクト・グループは，データベース作

成という研究基盤整備の必要性を痛感し，これを実施しようとする希少なグルー

ブの一つであり，本データベースの作成に積極的な意欲を持っている。この作

成作業を成功させるために，本グループは，科学研究費補助金（試験研究：B）

による研究及び神戸大学と日立製作所との共同研究により独白のDBMSの開

発を行っているし，さらには他の科学研究費補助金（国際共同研究）により

WEDBの実用化に関する国際共同研究をも実施，当該データベースの公開利

用のための準備を進めている。

　神戸大学における社会科学系各部局には，従来から，世界主要諸国経済及び

国際経済関係の統計データが多く蓄積されている。ところが，これらは何れも

若干の研究者の個人的な利用にのみ委ねられ，学内においてすら公開利用され

ていない状況にある。このことへの反省と，さらには世界経済に関する本格的

なデータベース利用に対する需要の急増への配慮から，本グループはWEDB

の構築を計画し，昭和63年度及び平成元年度において科学研究費補助金（研究

成果公開促進費：データベース）の交付を受け，その作成作業を続けてきている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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　本グループは，上記の補助金により，

1．　昭和63年度においては，

　（1）経済企画庁「国民経済計算統計」

　　　　　　（昭和30～昭和62の四半期・年次・年度データ），

　12）大蔵省「外国貿易統計」

　　　　　　（昭和53～昭和62の月次・四半期・年次・年度データ），

　（3〕米国商務省「国民所得統計」

　　　　　　（1955～1987の四半期・年次・年度データ），

等を入力し（ファイルの作成），

2．平成元年度においては，

　（1）上記入力データの更新，

　（2）英国・西ドイツ・カナダ・中国等の「国民所得統計」

　　　　　（最新10カ年分），

等の入力を予定している。

3．　さらに，次年度以降においては，斑入力データの更新，新規データの入力

に加えて，ファイルとして入力されているデータを，WEDBのデータモデル

に移すためのデータのチェック及び編集作業を開始し，当該データベースの公

開利用に向けての準備をさらに一歩進める予定である。

　本グループは，既に，日本及び米国の主要経済指標の一部をテストデータと

して利用し，従来のシステムのもとで，昭和63年11月に米国スタンフォード大

学において「『世界経済総合データベース』の実用化に関する国際共同研究」
　　　（5）

を行った。その結果，　『世界経済総合データベース（WEDB／KEIS）』は高

く評価され，それの改善と共に本データベースの国際的利用への第一歩の足が

かりを得た。

（5）本共同研究は，昭和63年度科学研究費補助金（国際共同研究）の交付を受け，実

施されたものである。

6



　　　　　　　　　　　　　　r世界経済総合データベースj作成の現状について（片野〕

　スタンフォード大学での国際共同研究会においては，利用者サイドからの，

予定していた以上の大量のデータ及びシステムの検索・転送の要望に対処する

必要が指摘され，より大量のデータ処理とより高速の情報通信を可能にするよ

うにシステムの拡充を実施しなければならなくなった。このために，別途科学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
研究費補助金（試験研究：B）の交付を受け，上記の要望に対応できる新しい

システムの開発を現在進めている。さらに，このシステム開発をより有効にす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
るために，神戸大学と日立製作所との共同研究をも実施し，大規模統計データ

ベースのための管理システムの開発プロジェクトをも実施している。この新し

いシステムが完成次第，それによって入力したデータを維持・管理できるよう

に整備した上で，学術情報センターのネットワーク等を通して国内外の大学・

研究機関に所属する研究者に，試験的な公開利用を開始することを予定している。

　　　　　3．　『神戸大学経済情報システム（1〈ElS／WEDB）』

　『世界経済総合データベース（WEDB）』の整備は，国内外を問わず，多く

の研究者からのその実用化の早期実現が期待されている。特に，世界の主要諸

国の主要経済指標を国際フロー部分のマトリックス表示を併せて持つ本データ

ベースは，世界経済の実証分析に不可欠であり，しかも本データベースにリン

クして利用者への提供が予定されている「応用統計分析システム」の一つであ

る分散型計量シミュレーション・システムは国際経済政策協調の分析には不可

欠なツールの一つであると考えられる。

　神戸大学におけるWEDB作成プロジェクト・グループは，昭和63年度文部

省科学研究費補助金（試験研究（B））の交付を受け，「世界経済総合データベー

スを基礎とする神戸大学経済情報システム」（KEIS／WEDB）の開発を行なっ
　　（8）

ている。WEDBは日本を中心とする世界の主要諸国の経済情報をデータベース

（6）注（2）を参照のこと。

（7）注（3〕を参照のこと。



　経済経営研究第39号（I・皿）

化するものであり，既に主要諸国の国民経済計算統計等のデータを数GB程度

蓄積している。また，KIES／WEDBは国内外の利用者に情報通信ネットワー

クを通して自己のパソコン（PC）でKEIS／WEDBの利用を可能にするもので

あり，統計データ，経済分析モデル及び分析用ソフト（分散型計量シミュレー

ション・システム，等）のアップロード及びダウンロードをサポートする。国

内外の利用者は，適当な通信ソフトにより，KEIS／WEDBが収納する纐十デー

タ，経済分析モデル及び分析用ソフトを自己のPCにダウンロードして利用し

たり，その分析結果及び自己が入手した新規データをKEIS／WEDBにアップ

ロードしてKEIS／WEDBの内容充実に貢献することが期待されている。

　このKEIS／WEDBの国際的利用に当たって解決すべき問題点を明確にする

ために，昭和63年度に米国スタンフォード大学において，　「KEIS／WEDB構

築プロジェクト」のメンバーとL．R、クライン教授が主催する「世界リンク・

プロジェクト」の米国内メンバーとの国際共同研究会を，科学研究費補助金

（海外学術研究（共同研究））の交付を受けて実施した。

　この国際共同研究会は，KEIS／WEDBの内容及び利用方法に予想以上の評

価を与えた上で，積極的にKEIS／WEDBを利用することを前提として，以下

のようなシステムの拡充及び汎用化を強く要望した。

　　（1）現在利用者側で準備を予定しているPCは，40MB程度のハードディス

　　　ク積載のものであるが，利用に当たってダウンロード及ぴアップロード

　　　される情報量及びそれらを管理するPC用DBシステムを考慮すれば少な

　　　くとも80MB以上のハードディスク積載のPCを利用者に準備させる必要

　　　があるとの要望が強く提出されているので，これに対応して従来のシス

　　　テムの拡充及び汎用化を至急に行うこと。

　　（2）現在使用しているPC用DBの多くは，応用システムとのインターフェ

　　　イスが公開されていないために汎用性に乏しく，しかも情報通信速度も

（8）　湖2〕を参照のこと。
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　　　　　　　　　　　　　　『世界経済総合データベース』作成の現状について（片野）

　　　遅いため，さらに汎用性が高く，情報通信速度の早い通信システムとす

　　　るために，従来のシステムの拡充及び汎用化を至急に行うこと。

　われわれは，これらの要望に応える必要性を考え，KEIS／WEDBの国内外

での実用化促進をさらに一歩前進させるために必要な「システム」の拡充及び

汎用化を，科学研究費補助金（試験研究：B）による研究及び神戸大学と日立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
製作所との共同研究でもって現在推進中である。

　われわれは，上記のシステムの拡充及び汎用化の成果に基づいて，平成2年

1月にハワイのイースト・ウエスト・センターにおいて，科学研究費補助金

（海外学術研究（共同研究））の交付を得て，再度前記の米国側研究者との国際

共同研究会を開催し、研究成果の評価を問うと共に、WEDB／KEISの実用化
　　　　　　　　　　　　　　　　（1o〕
への一層の努力を行なう予定である。

　　　　　　　　　　　　　4．　む　　す　　ぴ

　なお，われわれは，このWEDB／KEISの一般公開を少なくとも数年以内に

は開始したいと念願しているが，運営組織の制度化等の未解決の問題を多く抱

えているために，公開期日を確言できるまでには至っていない。しかし，それ

以前の期間においては，小規模ではあるが試験的な公開を実施し，利用者の要

望に対応することとしたい。

（9）注（2吸び（3〕を参照のこと。

（10）　科学研究費補助金（国際学術研究）：研究課題「『世界経済総合データベース』

の実用化に関わる国際共同研究」　（課題番号：01044090）の下で，平成元年度より同

　3年度までの3カ年計画の初年度言十画としてこれを実施する予定である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



日本船の混乗問題

山　本泰　督

　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に

　日本船への外国人船員の混乗問題は，つねに労使間の重要な争点であった。

それは外航海運企業の合理化策と海員組合の雇用確保対策との衝突ないしは妥

協の産物であったといってもよい。

　1970年代後半における近海船のマルシップ問題，さらに本年10月に労使の合

意をみた外航船についての混乗問題は，ともにそのような性格を持っている。

　この二つの混乗問題における労使および行政当局の対応を跡付けるとともに，

混乗問題を考える視点を整理すること，それがここでの課題である。

　　　　　　　　　　　　　I．　マルシップ問題

　日本船の国際競争力の回復をはかるために，賃金の安い途上国船員を雇い入

れ，日本船で就労させることを認めるべきだという混乗論は，すでに1975年に

当時の日本船主協会長から，仕組船の認知をも含めたいわゆる「菊地構想」と

して提唱されていた。しかし，当時の混乗論議は，海員組合の反応を見るため

の問題提起といった性格のもので，具体的に労使交渉の議題として取り上げら

れるに至らなかった。

　その後，1970年代の終り頃から，日本船を外国船主に裸用船に出し，外国船

主の手で船長，機関長，通信士等の少数の日本人船員以外は途上国船員を混乗

させた上で，その船舶を改めて用船し運航する，いわゆる「マルシップ」が，

近海船主のあいだで船員費の削減を図る合理化策として，ひろく利用されるに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u
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いだった。近海航路に就航している中小型船では，大型船に比して相対的に乗

組員数が多いところから，日本船の商船員費が直ちに国際競争力の喪失に結び

ついたため，近海船企業の倒産や撤退が相次いでいたが，競争力回復を目指し

た合理化策として，このようなマルシップの運航が工夫されたものである。

　マルシップ問題にたいしては，海員組合は1981年から船員職業安定法違反と

して，船員労働委員会でこの問題を取り上げ，その実態調査とともにマルシッ

プに関する国内諸法規の適用等について行政側の明確な対応を要求した。マル

シップ問題についてはフィリピン東方で銃撃された「へつぐ」号や九州南西方

で米国原子力潜水艦に衝突された「日昇丸」事件などの報道を通じて，失業船

員がマシニング・ブローカーを経由して，マルシップに雇用されているという

船員職業安定法違反の事実やまた船員保険に加入できず保険・災害補償につい

てなんの保障も与えられていない状況が，ひろく知られることとなった。

　このような状況を背景として，船員中労委職安部会でマルシップ問題につい

て討議が進められ，そのとりまとめを受けて運輸省は1983年12月に「外国人に

貸し付けられている日本船舶に係る日本人船員の配乗に関する船員職業安定法

等の適用について」の通達を出した。

　通達はマルシップに配乗された日本船員にたいする雇用責任の所在の明確化

とかれらへの船員保険の適用をその主要な内容としている。マルシップに雇用

される日本人船員の雇用形態としては，1．日本船の裸貸渡しを受けた外国の

船台杜が，日本の代理人（配乗のみを業としているもの）を通じて日本人船員

を雇用する形態（ケースI），2．船舶所有者が外国の会社に船舶を裸貸渡し

する際，外国の会社の要請によるか，船舶賃貸借契約を条件として船舶所有者

が日本人船員を派遣している形態（ケースI），3．船舶所有者から船舶の裸

貸渡しを受けた日本の会社が，外国の会社にその船を再び貸渡しする際，日本

人船員を派遣する形態．（ケース皿），があるが，日本の会社が日本人船員の雇

用に責任を持つケースI及び㎜を適正な雇用形態として行政指導をおこなうこ

12



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船の混乗問題仙本）

とどなった。

　つぎにマルシップに配乗する日本人船員の配乗基準については，改正船舶職

員法第20条に基づく配乗基準の特例を設けた。すなわち，わが国が「船員の訓

練，資格証明および当直の維持に関する国際条約」　（STCW条約）を批准した

ことに伴って，船員法が改正され，1983年4月から改正法が実施されることと

なったが，改正船舶職員法では，日本国籍の撤白は日本国が責任をもって管理・

監督をするという，いわゆる旗国主義を採用しており，マルシップについても

職員は船舶職員法にしたがって，法定数の職員を配乗することが義務付けられ

た。しかしマルシップにたいする法定配乗基準の適用には，5年間の猶予期間

を置くこととし，猶予期間中は一定の条件のもとに法定配乗基準9名を6名に

軽減する特例措置が設けられた。この特例許可を受けるためには，1．船員の

募集経路および雇用形態を記載した書類，2．船員保険が適用される雇用形態

であること，3．就業規則または労働協約を必要とした。

　また行政指導の実効をあげ，船員の保護を図るために，マルシップに雇入れ

られる船員については，雇入契約の公認前に，海運局・船員職業安定所で船員

個票の審査を受け，これを公認申請に際し，添付することとした。

　上に述べた船舶職員法20条特例を受けたマルシップは，約200隻である。海

員組合は，マルシップについて船舶職員法の実施状態の点検活動とあわせてマ

ルシップに乗組む日本人船員及び途上国船員の組織活動を進めた。乗組員の組

織化にあたっては，国際運輸労連（ITF）および韓国海員組合と連絡，提携し

て活動が進められ，1984年7月末には，マルシップ123隻が組織され，労働協

　　　　　　ω
約が結ばれた。

　マルシップ問題にたいする海員組合の対応は，マルシップの存在そのものに

たいする非難ではなく，マルシップに乗組む日本人船員の雇用，安全の確保，

およびそれと関連した未組織船員の組織化対策に限定されていた。それは，マ

（1）　全日本海員組合『第39年活動報告書』118～25ぺ一ジ。
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ルシップの合理化策を採用していた船舶が，乗組員の全てを日本人船員で配乗

した場合には，国際競争力が失われていることが，あきらかな近海船であった

ことに関係している。海員組合は，大型外航船については，この時期に混乗を

容認していなかったのである。

　一方，運輸省のマルシップに乗組む日本人船員にたいする保護措置は問題が

表面化してからも，かなりの時間的な遅れがあって，ようやく実現した。

　　　　　　　　　　　　　I．外航船の混乗問題

　　　　　　　1．海造審「プラッギング・アウト防止策」報告書

　海運造船合理化審議会海運政策部会では，その小委員会にプラッギング・ア

ウト防止策にかんするワーキング・グループを設け，検討を続けたが，約1年

の審議の後，ユ988年12月「プラッギング・アウト防止策について」の報告書を

とりまとめた。その内容は，臼本船のプラッギング・アウトを防止する当面の

緊急措置として，すでに近海船で実施されている海外貨渡し方式による混乗を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
外航船一般に拡大するというものであった。

　すなわち，日本と同様にプラッギング・アウトに悩んでいる欧州諸国では，

船員費の低下，プラッギング・アウトの防止のため，船員配乗の国籍要件等を

緩和した新しい船舶登録制度（第二船籍）を設ける動きがある。これは欧州諸

国では船舶の登録制度と船員の国籍要件が結びついており，また外国人船員を

雇用した場合には自国人船員と同一の賃金を支払うことを義務付けていたので，

船員コストの上昇，競争力の低下を招いた事情があったところから，船員配乗

の国籍要件等を緩和した新しい船舶登録制度を別個に設けたものである。これ

に対して，わが国の船舶登録制度では船舶の国籍を定める場合，船舶所有者の

国籍のみを問題としており，配乗される船員の国籍等には関係がないから，欧

州諸国のような新しい船舶登録制度を設ける積極的理由はない。

（2）運輸省『外航海運の現状』平成元年7月，98～109ぺ一ジ。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船の混乗問題（山本）

　日本外航海運企業が配乗権を持つ日本船での外国人船員の雇用については，

陸上部門における外国人労働者の国内受入問題に関わる閣議了解事項を準用し

て，外国人船員を配乗しないよう行政指導がおこなわれてきた。しかし，日本

船でも外国の海運企業に裸用船でいったん貸し渡し，外国企業がこれに外国人

船員を配乗した上で，ふたたび日本外航海運企業が定期用船するもの（海外貨

渡し方式による混乗）については，従来から外国人労働者の国内受入問題の範

囲外とされており，すでに近海船等について労使間の合意により実施されてい

る。ただし，船舶船員法では，同法に基づく海技資格を持つ職員を一定数配乗

させること（通常の外航船舶の場合は9名）が義務づけられており，国籍要件

とは関係がないが，混乗船の場合でも，実質的には日本人職員の配乗が義務づ

けられている。ただ配乗数については，昭和58年4月29日以前にすでに海外貨

渡方式による混乗船であったものについては，船舶職員法第20条の特例許可を

受けることにより，有資格職員の配乗数は6名に緩和されている。

　プラッギング・アウト防止対策は焦眉の魚となっている。したがって，日本

船の国際競争力を回復し，プラッギング・アウトを防止するためには，当面，

労使合意に基づきすでに近海船等においてこれまで広範囲に実施され，一定の

歯止めをかけた形の制度として定着している海外貨渡方式による混乗を外航船

舶一般に拡大することが現実的な対応策である。

　この場合において，船主サイドからは，日本人職員4名との混乗が主張され

ているが，船舶職員法上の問題については，各般毎に安全性を確認しつつ，配

乗の特例を認めている第20条特例許可制度の運用により対応する方向で，関係

者合意のうえ，取扱いを決定することが望ましい。

　報告書は上に要約した内容を基本的骨子としているが，海員組合を代表する

労働者委員はワーキング・グループの討議のなかで，！．日本船の海外貨渡方

式による混乗の拡大は，便宜置籍船と同様に過剰船腹の増大とダンピング競争

を引き起し，マーケットをふたたび破滅的に低下させるおそれがある。　2．外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
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航海運を対象とした特別な円高対策の実施等の政策支援措置の強化，ナショナ

ル・ミニマムの設定等を通じ，国家の助成により一定数の日本人職員を確保し，

船員労働力の保全を図るべきである，とする指摘，意見を述べて，混乗導入に

反対した。この反対見解は報告書末尾に付記された。

　　　　　　　　2　海員組合第44年度（1989年度）活動方針

　1988年11月の海員組合全国大会で決定された第44年度活動方針では，外航海

運対策と船員対策について，つぎの内容を決定した。

　「外航海運は，わが国経済と国民生活を守る重要な基幹産業である。それを

支えているのは日本人船員にほかならない。しかし，船主が脱日本人船員政策

を性急に進めたため，日本商船隊の大半を外国人船員に委ねる危機的状況が起

こり，日本人船員の土壌が大きく崩れつつある。

　このような事態にたいし，政府はいまだに労使の自助努力の問題だと，……

船員行政が皆無であることをさらけだしている。

　船主の混乗論は，コスト至上主義に基づくもので，10年来，官公労使が取り

組んできた船員制度近代化を否定し，やがては企業本来の経営努力や所与の技

術をも喪失し，海運ブローカーに堕する，わが国外航海運破壊の考え方である。」

このような情勢判断に基づいて，　「4万人を超える離職船員が生活不安に曝さ

れている状況の下で，労働政策，社会政策が確立されないまま，さらに失業が

増大することになる日本籍船への外国人船員の導入には断乎反対して斗う．。」

こととした。

　船員対策では，海技知識と技能を伝承する外航船員を「国民生活を支える船

員」と位置づけ，後継者の保全・育成・確保が，わが国の総合安全保障から必

要であるとし，具体的対策として，日本商船隊の中核として，一定規模の近代

化船を中心とした日本籍船と日本人船員のナショナル・ミニマムを国の政策と

して定めさせること，専属雇用体制を維持するため，中期雇用計画を基盤に，
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船主に雇用責任の完全遂行を迫｝），雇用を守り抜く等を基本とした諸対策を示

した。

　さきにみた「プラッギング・アウト防止策」報告書の末尾に示された少数意

見は，このような海員組合の活動方針の決定と対応していた。

　　　　　　　　　　　　　3．海員組合の対応の変化

11）外航雇用対策委員会「新たなマルシップ混乗の双り組みに関する報告」

　海造審プラッギング・アウト防止策報告書が公けにされた後，海員組合は報

告書に付記させた組合見解を，具体的に運動論にどう結びつけてゆくのかにつ

いて，汽船外航雇用対策委員会・外航第1部会で検討し，組合長に建議するこ

とにした。委員会は1988年12月から翌年6月まで5回の審議を重ねた後，ユ989

年7月，「新たなマルシップ混乗の取り組みに関する報告」を取りまとめ，組
　　　　　　　（3）
合長に報告した。

　この報告は，第49回定期全国大会において，日本船主協会の海外貨渡方式に

よる混乗構想を，わが国の船員教育制度や安全基準のあり方を根幹からつくが

えす実質的な日本籍船への外国人船員の導入とみなし，断乎反対する方針を決

定したこと，また海造審プラッギング・アウト防止策報告が，当面プラッギン

グ・アウトを防止するためには，海外貨渡し方式による日本人船員と外国人船

員との混乗がもっと現実的かつ有効な方策であるとの考えを示したことを含む

混乗問題をめぐる対応の推移に触れたのち，混乗問題に対する対応のあり方に

ついてつぎのように述べる。

　「市場原理を棚上げした方策や裏付けを持たない対応では，外航船員の基幹

職域としての近代化船の確保や，プラッギング・アウトの進行を止め得る確か

な方策とはなり得ず…，」したがって「現状を放置することなく，組合主導で

FOC化を防ぎ，日本人船員の職域としてとどめることが，より現実的で安定

（3）全日本海員組合『第44年度活動報告書」52～55ぺ一ジ。
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した職域の確保と開拓につながるものであるとの認識を得た。」

　　「海造審ワーキング・グループの報告は……緊急避難として打ち出されたも

のであるから，……われわれは，新たなマルシップ混乗に取り組むに当って，

あくまでも当面するプラッギング・アウトを防止する視点のみに止めることと

し，その条件整備に当っては，現行の海上労働市場の秩序とシステムを大きく

変更しない範囲とすることを前提とした。」

　ここに示された対応方針は，組合の前年度大会の活動方針から離れ，海造審

ワーキング・グループの論理に沿ったものになっている。したがって，プラッ

ギング・アウト防止のための混乗導入は当然容認しなければならないし，労使

間に残された課題は，日本人船員を何名配乗させるか，またその賃金・労働条

件をどのように設定するかという条件についての交渉に限られてくる。

　それにしても，前年度の大会で決定した活動方針と，この報告が示した対応

方針がどのように結びつくのかは，きわめて判り難い。活動方針が船主側の混

乗論議をコスト論至上主義と非難したが，コスト論とは市場原理を無視した形

での日本人船員の雇用維持は不可能と主張していることにほかならない。市場

原理を棚上げした方策ではプラッギング・アウトの進行を止めえぬとの対応方

針は，大会決定の活動方針が内包している海運市場及び船員労働市場の市場秩

序の改変とどのようにつながるのか，不分明のまま残されている。

　ともあれ，上記の対応方針に沿った対策として，この報告では，外航船員の

雇用確保と保全育成対策，政策支援事項とならんで，「特別マルシップ導入対

策」として，つぎのものを揚げている。

　職域確保，海技の伝承，船舶の安全，海運秩序維持の観点から，マルシップ

導入に当っては，つぎの条件整備を図り，対応する。

．1．配乗基準

　（1〕日本人船員数はSTCW条約批准にともなう現行のマルシップ特例措置に

　　よる9名の配乗構成を求める。

18
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　（2）配乗資格については，国内法，特別措置による資格基準及び国際条約と

　　の整合を図り，一定の資格軽減措置を求める。

　（3〕以上により職員，KW／Oまたは下位免状もしくは甲機経験部員，船舶

　　料理士による各配乗基準を設定する。

2．　対象船舶

　（1）原則として新造船とし，プラッギング・アウト防止の主旨に沿う船舶に

　　限定する。

　／2）LNG，LPG船など特殊船舶については適用外とする。

3．管理機構

　（1〕官公労使からなる20条委員会で，1船箪位で承認を得ることとする。

　（2〕官，労使間で前（1）の事前審査をおこなう管理システムを設定する。

4．運用方法

　（1）各社の労使合意による船舶につき，1船ごとに前記管理機構を通じて認

　　可を受ける。

　（2〕各社協議に当っては，プラッギング・アウトを防止し，所属船員の雇用

　　と海上職域を守ることとして，次の主要点を踏まえ取り組む。

　　（イ〕海上職域拡大につながる，マルシップ導入については積極的に対応す

　　　る。在来船舶の代替船としての導入には海上職域数に見合う複数混乗船

　　　舳の開拓を義務付ける。

　　（口〕部員の雇用計画，資格取得の教育計画，実船訓練を含む配乗計画の十

　　　分なチェックとともに，船舶の安全，乗組員の福祉対策について必要な

　　　条件を整備する。

5．船員保険の適用

　　日本人船員については，船員保険の適用を図る。

6．外国人船員の扱い

　（1〕ITF加盟組合員（本組合の特別組合員または出身国のITF加盟の組合員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！9
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　　とする。

　（2）労働条件は，ITF活動による本組合が承認する基準を適用する。

（2）組織方針の決定から労使協言義へ

　工989年8月4日の海員組合中央執行委員会では，外航雇用対策委の「新たな

マルシップ混乗の取り組みに関する報告」に基づいて，マルシップ混乗問題に

ついての中執原案を決定した。　「報告」には，混乗導入が第2の緊急雇用対策

につながり雇用縮小を招くとした反対意見も添付されていたが，中執原案は報

告の基本部分をそのまま採用したものであり，中執原案は8月7日から1ヵ月

間の大衆討議に付せられた後，9月7日開催の汽船部委員会で組織方針として
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
採択の可否を決定することとなった。

　汽船部委員会では，中執原案の「新たなマルシップ混乗の取り組み」にたい

し，賛否両論が続出した。反対意見は，混乗では部員の職域を守ることができ

ない。混乗導入が現在の外航船員の雇用確保につながるか，大会方針を堅持し

て断乎反対すべきだ等が主要なものであり，また時間をかけて討議し大会決定

に委ねよとの見解もあったが，本部側は発展途上国の船員が世界の海運に進出

しており，そのことにより外航船員の職場が奪われてゆくなかで，混乗は組合

員の生活と日本海運を守ってゆく上でのトライアルであると理解を求めた。無

記名投票の結果，賛成84票，反対35票（投票総数119票）の賛成を得て，原案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
を組織方針として取り組むことが決定した。

　海員組合が新たなマルシップ混乗導入を組織方針として決定したことを受け

て，9月19日外航労使は船員政策協議会を開催してこの問題にかんする労使協
　　　　　（6〕
議に入った。

　組合側は，協議にあたって，方針決定には反対論も多く，環境も整ってない

（4）　『船員しんぶん』1989年8月7日号外，8月25日。

（5）討議内容については，　『船員しんぶん』1989年9月15日，25日，　『海員』1989年

　10月号参照。　　　　’

（6）　『船員しんぶん』1989年10月5日。
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なかでの対応であったため慎重に取り組む必要があること，とくに雇用不安を

起こさないこと，官・労使全体の問題であるので政府に対しても相応の対応を

求めること，船主団体の責任で対応を進めてゆくことの4点を取り組みに当っ

ての基本認識として示した。

　船主側は組合方針にたいし5項目の問題提起をおこなった。1、近代化船の

隻数を量的に固定した考えには立ち難い。2．職域の確保は海上職域と陸上職

域で措置したい。3．コスト競争で9名は受け入れがたいので再考願いたい。

4．対象船舶の船種を限定した取り組みは避けたい。5．在来船舶の代替の場

合は職種バランス等の問題から画一的対応は避けたい。

　協議の確認事項は，つぎの内容であった。

1．　船主団体は，新たなマルシップ混乗導入にさいし，所属船員の雇用調整な

　ど，雇用不安を一切生じさせないよう取り組む。

2．今後の外航船員の保全・育成を図るため，官労使による「外航船員中期展

　望委員会」を設置する。

3．外航海運政策と船員政策について，次の事項を重点に政策支援を求める。

　（1）部員の海技免許取得の軽減措置および講習費用の援助。

　（2）新たなマルシップ混乗船の行政当局による審査機構の設置。

　（3）外航船員の所得税減免措置，とくに新たなマルシップ混乗船に乗船する

　　日本人船員についての所得税免除措置。

　（4〕外航船員の保全・育成基盤を確立するため，近代化船をはじめとする日

　　本籍船の建造促進措置。

4．具体的な内容については，小委員会を設置し，協議する。

　なお船員政策協議会の確認に基づき，外航海運労使は，5月25日運輸大臣に

たいし，新たなマルシップ導入に伴う政策支援として，さきに協議会で決定し

た4項目についての支援を陳情している。

　その後，小委員会での協議折衝を重ねたが，10月25日船員政策協議会常任委
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て7）
員会で，新たなマルシップの混乗導入について労使の合意をみた。合意内容の

骨子は，次のとおりである。

　1．　日本人船員の配乗人数は9名とする。

　2．　対象船舶は原則として新造船とする。

　3．船種は特定せずプラッギング・アウト防止の主旨に沿う船舶とする。

　4．　マルシップ混乗の管理機構として，労使で構成する「マルシップ混乗管

　　理委員会」を設置する。マルシップを導入する船社は教育・訓練研修の実

　　旅や雇用・職域の確保，配乗基準・定員等に関する書類を管理委員会に申

　　請じ承認を得たのち，行政当局の同様の管理機関に申請する。

　5．　日本人職員の定員が9名を下廻る場合は船舶職員法20条の特例制度で運

　　周する。一船ごとに航行の安全について，海上安全船員教育審議会船舶職

　　員部会の20条間題小委員会での審査を受ける。

　6．混乗手当をはじめとする新混乗制度の労働条件は別途継続協議する。

　この合意成立にあたって最大の問題点は日本人船員の配乗人数であった。組

合側が9名を主張したのにたいし，船主側は国際競争力上，4名を求めていた

が，最終的には船主側が大巾に譲歩し，組合の主張通り9名を認めたものであ

る。9名の内訳は職員6名，職員化した部員2名，部員（司しゅう部）1名と

みられる。日本人船員配乗人数は，すでにみたように船主側が制度の導入を優

先させ，組合主張を認めたが，船主側は議事録確認事項のなかで「当面9人と

して協定するが，国際競争力上，近い将来減員してゆくことを了解してほしい」

とし，状況によっては，将来，日本人船員9名未満の配乗とすることについて，

組合側の理．解を求めた。これについて組合側は「現状の組織下では9人は譲れ

ない線である。船主要望の問題はその時点における雇用環境などを十分考慮し

て，改めて協議することにしたい」と回答している。この確認内容にも示され

ているように，マルシップ混乗が進行してゆく今後の過程で，配乗人員数が改

（7）　『日本海事新聞』1989年10月26日，10月27日。
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めて労使間の争点になる可能性は，かなり高いものと予想される。

　上に述べたユ0月25日の新たなマルシップ導入に関する労使合意は，11月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
の海員組合定期全国大会の汽船分科会議で承認された。ただ，この分科会にお

いても，代議員から昨年の大会方針に違反するとの意見が出たほか，全面的な

混乗になるのではないかとの危惧が示されるなど批判的意見も多く論議が沸騰

した。これに対し総括答弁に立った中西組合長は，無原則な混乗拡大をさせな

いよう協定した。FOC化があまりに急激に進むなかで，日本船をわれわれの

手の届くところに置いておかねばならない。船隊構成のなかで日本船が1割し

かないところでいくら海運政策を主張しても力を持たず，現実的ではない。今

後の協定はかなり細かくチェックしており，今後はこれを踏まえ日常活動を通

じて歯止め策が崩れないようにしていくことが必要だとし，今回の組合決定が

オーナー会社の壊滅や部員の根こそぎ論につながらぬよう取り組んでゆきたい

と述べた。

　また，この大会で決定をみた第45年度活動方針では，外航雇用対策のなかで，

「新たなマルシップ混乗の取り組みにあたっては，組合の対処方針にもとづい

て諸条件の整備を図り，部員の雇用確保を柱として厳正に対応する」としてい

る。

　　　　　　　　　　　㎜　混乗問題をめぐる問題点

　日本船への外国人船員の混乗をめぐる問題は，きわめて多岐にわたっている。

日本人船員の雇用確保ないし日本人船員労働力の保全・育成という視点に限定

しても，なお取り上げるべき論点はきわめて多い。ここでは，ユ989年10月に労

使合意の成立をみた新たなマルシップヘの混乗導入に関連したいくつかの問題

を取り上げることにする。

（8）　r日本海事新剛1989年11月9日。
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　海造審ワーキング・グループにより「プラッギング・アウトの防止策」報告

書が発表されてから，1年足らずのうちにプラッギング・アウトの防止策とし

ての新たなマルシップヘの混乗導入について労使の合意が成立している。この

ことは，海員組合が日本船への混乗導入について，従来きわめて強い反対をし

ていたことを考慮に入れると，予想外の早さで合意が成立したといってよいだ

ろう。この合意成立には，外航海運労使が置かれている経済社会環境の変化が

大きく関係していると思われる。経済社会環境の変化とは，長期にわたって低

迷していた海運市況が1987年後半から復調のきざしを示し，1988年から今年と

活況をみるにいたったことが，そのひとつである。いまひとつは市況の回復と

ともに信頼できる技能をもった途上国船員労働力の不足が感じられ始めたこと

である。長期不況のあいだのプラッギング・アウトにより先進国の多くの船員

は失業し，海上から去ったが，その間，途上国船員にたいする需要は持続的に

増加した。そのため，途上国における船員教育訓練制度の不備や設備の不足と

相侯って，質的に信頼しうる船員，ことに職員，下級職員の不足を生み出した。

また同時に先進国で極端なプラッギング・アウトの進行の結果として，自国船

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
員の安定的供給確保が困難な事例が見受けられる。

　この海運市場および国際的な船員労働力市場の変化は，船主側にとってはつ

ねに抱いているコスト引下げへの欲求とともに信頼できる船員労働力の安定確

保の必要を感じさせるし，また海員組合側にとっては，緊急雇用対策で1万人

弱まで減少した外航船員については，混乗導入が雇用確保に役立つ程度は不確

かであるにしても，それが直ちに雇用縮小に結びつく危険性が少ないと判断さ

せたと想像される。言い方を換えれば，不況が深刻な時期であれば，組合は外

国船に職域を拡大する努力を払っても，日本船への混乗提案には強い反対を示

したはずである。

（9）海事産業研究所r外国海事情報』のこの1年間の収録記事では世界の船員不足事

　情の記事が増加している。
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　しかし，船主側の信頼できる船員労働力の確保の必要性はつねにコスト引下

げの欲求と結びついて存在している。したがって，たとえば途上国船員への教

育訓練計画をも含めた良質の低賃金労働力の安定的給源を確保することができ

れば，船主は日本船での混乗問題に魅力を感じないか，あるいは配乗日本人船

員数の低下を要求することになろう。また海運市況の変化も同様に船主の行動

に変化を与えよう。

　その点に着目すれば、新たなマルシップヘの混乗合意内容は，今後かなり大

きな変化が生じる可能性を含んでいる。まだ賃金，労働条件についての協定も

成立しておらず，また部員の職員資格取得にかんする政策支援の内容等も明確

でない段階で，今後の動向をうかがうことは，もとより不可能だが，船主側か

ら日本人配乗員数の引下げ，対象船舶の範囲の拡大，賃金・労働条件の見直し

等の諸要求が交渉議題として持ち出される可能性は大きいといえよう。

　一方，組合側は国際化された船員労働力市場において，他の低賃金労働力の

給源と供給競争をおこなわねばならぬ状態に置かれているだけに，組合員の雇

用確保のためにとりうる選択肢は，きわめて限られている。

　船員の雇用確保，さらにひろく船員の保全・育成という観点に立って，先進

国の船員労働力市場に青年を吸引し，市場内に定着させるためには，陸上諸産

業の賃金・労働条件に少なくとも匹敵するだけの賃金・労働条件の確保と雇用

の継続性，安定性の保障が必要である。この先進国の船員費の高さは，円高の

影響をも考慮に入れれば，近代化船と在来船との乗組員の生産性の格差がある

にしても，途上国からの船員給源との供給競争では対抗できない。途上国船員

の組織化，ITF協約の適用も，現行の協約賃金水準では格差を相対的に縮小す

るに止まる。

　また船員の海技資格についての国際基準条約の基準改訂とその基準のポート・

ステート・コントロールの実施も，途上国船員の技能水準の向上ないし供給量

の部分的縮小には効果があっても，競争状態の改善には，役立たないと考えら
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れる。

　もっとも，日本人船員の高い船員費が，途上国船員と質的に異ったサービス

の提供と対応していることを示すことができれば，途上国船員からの供給競争

の脅威はなくなる。日本人船員の技能のポテンシャル能力が大きく，したがっ

てそれが安全性ないし運送のサービスの確実性と結びついているということは

云えよう。しかし，この点に基づいて船主側に供給価格差を受け入れさせるに

は，かなりの困難が予想される。いまひとつの可能性は，日本人船員（職員の

ばあい）が，海上職域と陸上職域の双方にわたって職務遂行能力があり，両職

域のジョブ・ローデイションを経ながら，キャリヤ形成をおこなうことである。

ただし，この可能性はむしろ海運企業の経営戦略と関連しており，組合が関与

するには困難が伴うから，これについては，これ以上触れることは避けよう。

　日本人船員の提供するサービスが外国人船員と比べて質的相違を生じること

になりうるいまひとつの要因は，自国商船隊の総合安全保障上の機能と関連し

ている。アメリカ商船隊が国防上の理由で補助を与えられている事実やまた欧

州諸国がプラッギング・アウト防止のため第2船籍を設立したことは，国防上

の理由が関係していると考えられることからすれば，この要因は組合にとって

検討の価値があろう。すでに海員組合は，かなり以前からその活動方針のなか

に，海上輸送の安全確保と海洋環境の保全，経済安全保障の見地から一定比率

の日本籍船と日本人船員の確保が必要であり，国がそのナショナル・ミニマム

を維持すべきだと主張してきた。

　しかし，海上輸送の安全確保なり経済安全保障について云えば，行政当局が

相当量の船隊を保有する自国船社に行政的影響力を行使でき，かつその船舶，

乗組員の質がすぐれているのであれば，船籍，乗組員の国籍は関係を持たない。

船籍，乗組員の国籍が意味を持つのは国防ないし安全保障と関連している。わ

が国では意識的にか，無意識でか，商船隊と国防との関連について確めること

をしないできている。国際的な政治状況が大きく変化してきていると予想され
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るが，しかし，この問題は改めて問われるべきである㌔もともとプラッギン

グ・アウトの防止がなぜ必要なのかという問いは，究極のところ，この問題に

帰着するからである。

　プラッギング・アウトを防止すべき根拠がもし薄弱であるなら，自国商船隊

および白国人船員を維持するための方策を考えることは無意味となる。その国

の海運業あるいは自国商船隊は産業構造調整の対象として改めてその取扱いが

問われねばならない。そしてその国の船員も，雇用確保のための方策は問われ

なければならないが，同じ職業を維持するための方策は必ずしも考慮に入れる

必要はないのである。
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現在価値一減価償却の展開

中　野　　　勲

　　　　　　　　　　　　　　　1．序　論

　いかなる場合に、いかなる減価償却方法がもっとも妥当適切であるか、とい

う規範的な問題は、容易に答えられうるものではないが、小稿の目的は、いわ

ゆる「現在価値」にもとづく減価償却のモデル構造を再検討し、そこから新し

い減価償却の理論と公式を導き出すことである。具体的には、現在価値公式に

おいて割引の対象となる、諸未来期間における見積純現金収入について新しい

解釈をくわえ、この変数を部分的に内生変数化する。ここから、新しい減価償

却費公式が得られる。この公式が、いかなる場合にいかなる償却方法と整合す

るかを検討する。

　もちろん、財務会計の諸目的にとっての、かかる減価償却情報の有用性はあ

きらかにされないので、たとえ上のことに我々がある程度成功したとしても、

そこから直ちに、その結論が実践に移されるべきだ、といったことは、とても

主張はなされえないであろう。

　　　　　　　　2．現在価値にもとづく一減価償却モデル

　資産の本質を、それがうみだすであろう将来の純現金流入の割引現在価値と

みる見解は、アメリカ会計学においてかなり確立された見解であり、これはま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
た、資産の本質を「将来の効益」とみる近年のFASBの見解とも調和するも

（1）Financia1A㏄ounting　Standards　Board，Statoment　of　Financia1A㏄ount－

ing　Concepts，No6，Elements　of　Financia1Statements，D㏄ember1985，Para－25．
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のと、考えられよう。そこで、これを固定資産と減価償却の問題に適用するア

　　　　　　　　　　　　　　12）
ブローチが、以前から存在した。

λo－01／（1＋r）十0里／（1＋r）三十・・・…　十Cπ／（1＋r）π

…………
i1）

　　ここで、〃：一償却資産の取得原価。α：第i年度において当該資産が

　　提供するサービス価値（一般には、その年度に流入すると予想される、償

　　却費差引前の現金流入額によって近似される）。r：（1）式の両辺を等し

　　くさせる割引率。

　（1）式は、将来の現金流入の割引現在価値を取得原価に強制的に等しくし

ているので、そこでの現在価値額は、その資産の将来効益を正確に測定してい

るとはいえない。取得原価主義の枠のなかでの、資産価値の保守的評価をあら

わしているのである。

　未来事象が確実性をもって正確に予想されうる、と仮定しよう。この確実性

の条件のもとでは、第1年度末の資産価値は、つぎの（2）式のようになる。

λ’＝C。ノ（1＋r）十Cヨ／（工十r）三十・　　十C、／（1＋r）蜆■’

一・・… i2）

（1）X（1＋r）と（2）との間の差をとると、

（2）O．G．Lade11e，The　Ca1cu1ation　of　Depreciation，The　Accountant，No－

vember29and　December6．1890．H．R．Anton，Depreciation，Cost　A11oca－

tion　and　Investment　Decisions，A㏄ounting　Researoh，Apri11956．R．L．

Dixon，Decreasing　Charge　Deprθciation，a　Search　for　Logic，The　Account－

ing　Review，October1960．I．N．Reyno1ds，Se1ecting　the　Proper　Depreciation

Method，The　A㏄ounting　Review，Apri1王96王．H．Bierman，Jr．，Depreciab1e

Assets＿Timing　of　Expense　R㏄ognition，The　A㏄ounting　Review，Ootober
上96ユ．

30



λo（1＋r）一λ1＝0、

現在価値一減価償却の展開（中野）

　　　　　・…・・……（3）

ゆえに、第1年度減価償却費D（1）は、

　D（ユ）＝λo一λ1＝Cl一λo　r

第i年度の減価償却費D（j）を一般的に求めると、

λ一一1＝C、／（1＋r）十q＋、／（1＋r）空十・

　　十　0記／（1＋r）冊十1一一

〃二q＋、／（1＋r）十q、。／（1＋・）2＋・・

　　十　0刑／（1＋r）π一｛

…………
i4）

・・…… i5）

（6）

したがって、

λH（1＋r）二〃＝q．

ゆえに、

D（±）＝λH－Ai＝C、一A’一1r （7）

　この（7）式から分かるように、第i年度の減価償却費D（三）は、その年

度の現金流入予想額qと、その資産の当年度の利用から予定される純利益

”■1rとの間の差額として、もとめられるのである。

　現実においては、上のいずれのデータも、正確に測定することは不可能であ

る。まず、どの未来年度についての純現金流入も、それに関連するすべての経

営活動からの結合生産物であり、したがって、当該固定資産に起因する流入額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
部分を分離することは、不可能なのである。第二に、割引利子率rであるが、

13）A．L，Th．m・・，Th・A11。。・ti・・P・・b1・mi・Fi・…i・1A・。。。・li・gTh。。。y，

American　A㏄ounting　Association，1969．A．L．Thomas，The　Anocation

Prob1em：Part　Two，American　A㏄ounting　Association，ユ974．
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これの決定は、上の（1）式からも分かるように、未来の現金流入額qの正

確な測定に依存している。しかし、このような未来事象を正確に予測すること

は、ほとんど不可能である。

　したがって、　（7）式にしたがって、現在価値にもとづく減価償却を文字ど

うりに実践することは不可能だ、と結論せざるをえないであろう。しかし、こ

こで、未来純収入qについて、若干の新しい考え方と解釈を導入すると、そ

の現在価値一減価償却概念が、いかなる償却費公式を含意するかを、明らかに

しうるであろう。

　　　　　　3．固定資産のサービス価値の部分的な内生変数化

　この経済学的減価償却にかんするすべての著者達は、上のqを、外生変数

と考えている。しかし、これは少し妥当性を欠くのではないか、と筆者は考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
る。かって、Ladeneによって適切に述べられたように、それは、ある年度中

にその資産から取り出されたサービスの原価および価値と密接な関係を持って

いる。　「減価償却」が当年度中に提供されたサービスの取得原価をあらわすの

に対して、「サービス享受価値」qとは、その資産から抽出された同じサー

ビスのカレントな（当期の）市場評価額を意味する、と言えよう。ゆえに、

qは、その年度申に取り出されたサービス島または減価償却費D（j）の、あ

る関数である、と考えられよう。

　　　q＝∫（D（｛））

　おそらく、ある未知の評価係数Mを導入して、qは、この評価係数と当年

度減価償却費との積である、と仮定することができよう。つまり、減価償却費

においては当年度サービスは歴史的過去原価で評価されているのに反して、サー

ビス価値qにあっては、その同じサービスがカレントな、今期の収益貢献度

（4）O．G．Lade11e，op－cit．，The　A㏄ountant，December6．1890，p．669．
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を反映する大きさとなるように評価替えされるのである。反証がない限り、再

評価係数Mは、当該固定資産の全耐用年数をつうじて一定である、と仮定し

てよいであろう。　（Mが期問的に変動する場合については、後に考察する）。

　　　q＝∫（D（｛））

　　　　　：M×D（1）　　　　　　　　　　…………（8）

　このように、我々は、現在価値モデルにおける割引対象をもって、未来の現

金流入そのものとは見ずに、当該資産が提供するであろうサービスの、ある評

価額と見るのである。この評価額は、従来仮定されていたような、減価償却費

をのぞくすべての費用を差し引いた後の、純現金流入額としては測定されえな

い。なぜなら、これは、当該固定資産以外のすべての諸生産要素の貢献をも含

んでいるからである。

　上の（1）および（2）のqの代わりに、　（8）のMxD（i）を代入すると、

　　　λo二M・D（1）／（1＋r）十M・D（2）／（1＋r）2＋・・…・

　　　　　　十M・D（π）／（1＋r）π　　　　　　　…・・……・（9）

　　　〃＝M・D（2）／（1＋r）十M・D（3）／（1＋r）2＋……

　　　　　　十M・D（η）／（1＋r）π一　　　　　　　・・・………（10）

（9）×（1＋r）から　（10）を引くと、

　λo（1＋r）一λ1：M・D（1） ・・・・… @（11）

故に、

D（1）＝λo－Al＝M・D（且）一λo・r ・…・ @（12）

故に、
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D（1）＝λ。r／（M－1）．
…………

i13）

　この（13）式において一応減価償却費の公式が出たわけであるが、これが有

意義であるためには、M＞1でなければならない。　（さもないと、償却費がマ

イナスになる）。合理的な経営行動を仮定すると、この条件は満たされるであ

ろう。もしもM＜1とすると、M・D（｛）＜D（｛）、つまり固定資産の利用価値が

そのコストよりも小となって、経営者は損失を被るからである。

　一般皇勺に、第i年度の減価償却費を（ユ3）式のような形に表現しよう。その

ために、上の（5）式および（6）式において、C、（j＝1，2，……，〃）の代わ

りにM・D（｛）を代入する。そうすると、第i年度減価償却費D（｛）を表わ

す一（7）式において、そのqがM・D（｛）によって置き換えられる。

D（i）＝〃丁」Al

　　　＝M・D（｛）一Ai’1・r．

故に、

D（｛）＝〃．lr／（M－1）．
…… @　（14）

　この（14）式はどのように解釈されうるであろうか。右辺分子は、第i年度

首の未償却原価にもとづく予定純利益である。その分母において、まず、M

は、歴史的原価にもとづく減価償却費をその固定資産サービスの経済価値へと

評価増しする係数である。　（Exl，1．40）。したがって、M－1は、当該固定資産

からの期間サービスのグロスの価値額からその取得原価（償却費）を差し引い

た差額、つまり当該資産が当期中にもたらした純利益への貢献額が、その減価

償却費のうちに占める割合を、表している。　（ex．1．4－110：0．4）。そこで、

（14）式の右辺は、〃■’r、すなわち当期の予定利益をM’一1、すなわち純利益

貢献額／減価償却費で割るので、その結果は、当期の見積り減価償却費が算出
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されることが分かる。

　上の（13）と（14）とを比較すると、ともに、各年度首の未償却残高に対し

て一定率r／（M－1）を乗ずることにより、各年度の償却費が測定されている

ことが明らかとなる。これは、定率法の特徴である。結論として、このセクショ

ンで取り上げた形の現在価値一減価償却モデルは、M’が毎期不変であると仮

定すると、定率法の採用と調和するものである。このことを次節で証明しよう。

　　　　　　　4．現在価値モデルと定率法減価償却との関連

　「定理1」期間減価償却費をもって当期首と当期末との・未来の固定資産サー

ビス割引現在価値の間の・差額と考え、しかも、そのサービス価値とは各期末

の現金流入そのものではなくて、むしろ各期減価償却費に比例する値と仮定し

よう。この場合、もしも固定資産サービスの評価係数Mが毎期一定であるな

らば、定率法減価償却が論理的にこの仮定と調和する。

（証明）

　定率法の特徴は、（1）各期首の未償却原価にたいして一定率を乗ずることによっ

て当年度減価償却額が決定される。（2〕その一定の償去口率は、1一（8／〃）’ノπと

して決定される（8は残存価額）。このうち、前者は、前節において、その率

がrノ（M－1）である、として、説明したのである。

　後者は、次のように、容易に証明することができる。今、その一定の償却率

をD児となづける（取り扱いの便宜のため）。

D児＝r／（M－1）．

D（1）＝λ。一λ1であるから、

λ1＝λo－D（1）＝λLλor／（M－1）：（1－D月）〃、

〃：→」D（2）：λ」λ’D月＝（1－D月）〃＝（1－D月）2〃・
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An＝S＝（1－DR）λn－1＝（1－D児）2λ炉宅＝・

　　＝（1－D況）πλo．

故に、

（1－D五）日＝8／λo．

D児＝1一（8／λo）1μ．

（Q．且D．）

　要するに、D月：r／（M－1）＝1一（8μ。）吻である。我々の現在価値一減

価償却モデルにおいては、第n年度末において残存価額8に未償却原価がなれ

ばよいのであるから、定率法一償却率の決定にさいしては、未知の（固定資産

サービスの）再評価係数M等の値には思い煩うことなく、通常の定率法の償

却率決定のばあいと同じく、取得原価にたいする残存価額の割合を数値として

見積もることにより、1一（8／〃）吻の公式を用いて、処理すれば良い。

　　5．操業サービス・コストとストッキング・サービス・コストとの

　　　　　和としての減価償却

　上の（14）式の減価償却費は、情報として、どのような意味内容をもってい

るのであろうか。私見によれば、それは、当該年度に提供された設備操業サー

ビスにかんするコストと、　（商品等の在庫の必要性に類似した）今年度よりも

後の諸年度の設備サービス層をも同時に手持ちしていなければ今年度の設備利

用も不可能となる、という意味での、その諸未来年度用サービスの手持ちのた

めの費用、つまりストッキング・サービス・コストとの、2つの部分から構成

されているのである。一

　このことは、フォーマルには、以下のように証明されうる。
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我々の減価償却公式（14）を若干展開すると、次のようになる。

D（1）＝λHrノ（M－1）

　　　：（1／（ルf－1））　・r・　lC、／（1＋r）十C工、、／（1＋r）2

　　　　　＋　……　十　C、／（1＋r）n＋1一一；

　　　＝（Cノ（1＋r））・r・（！／（ルτ一1））十1C工、、／（1＋r）2

　　　　　＋　……　十　C、／（1＋r）n＋1一㍗

　　　　・r・（1／（M一且））

（15）

この（15）の最後の式において、その第1項は「操業サービス・コスト」をあ

らわし、第2項は「ストッキング・サービス・コスト」を表現している。

　第1項のq／（1＋r）は、第i年度純サービス価値の取得原価をあらわし、

したがって、これにr（利回り）をかけると、当該サービス利用からの見積り

純利益が得られる。他方Mは、上で定義されたように、その資産からの第i

年度サービス価値qの・その年度の減価償却費にたいする・比率であるから、

M－1は、C、一D（｛）、すなわち第i年度の純サービス利益の・減価償却費に

たいする・割合を、表している。故に、1／（M一且）は、第i年度減価償却費の・

年間純サービス利益にたいする・比率を表す。これを第i年度の純見積り操業

サービス利益（q／（1＋r））・rに乗ずると、減価償却費のうちの操業サービス

費用部分が得られる。

　つぎに、第2項であるが、q、、／（1＋r）2＋……十C、／（1＋r）祀十Hは、第i年

度より後まで利用されない諸サービス層の原価合計を表す。したがって、これ

に対してrをかけると、この「ストック」部分にたいする貨幣投資を正当化す

るために必要な年間純利益額を示している。ゆえに、これが、さらに1／（M－

1），減価償却費一利益比率、と掛あわされた場合、年間減価償却費中のストッ

キング・サービス・コスト部分をもたらすことが、分かるであろう。
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　以上2つの考察をあわせると、我々の（14）の減価償却費公式は、「操業お

よびストッキング・サービス・コスト合計」という意味をもつ会計情報を算出

することが、わかるのである。かりに、各年度に提供される操業サービス価値

が毎年均等である、と仮定しても、ストッキング・サービス・コストのほうは、

固定資産の未償却残高が毎年減少して行くことに対応して、下落㌧て行くので

ある。したがって、この場合にも、（定率法的に）費用額が漸減して行く償却

方法が、我々の理論と整合することになる。

　しかし、今迄の議論は、Mが毎期一定である、という仮定にもとづいてい

る。もしも〃が時間の経過につれて変化するならば、何等かの、他の減価償

却方法が理論整合的なものとして導き出されるかも知れない。

　次飾では、世界的にもっともよく用いられている定額法減価償却が妥当とさ

れるのは、Mがどのようなパターンで変化して行く場合であるか、を考察す

る。

　　　6．固定資産の収益性が漸減する場合における定額法の妥当性

　常識的に考えると、固定資産の収益性が毎期ほぼ一定の場合に定額法が妥当

適切であるとおもわれるであろう。しかし、パラドクシカルなことに、まさに

このような場合には、上の（14）式で示したように、定率法が我々の理論では

論理的なのであって、その理由もすでに説明した。これから証明することは、

これまたパラドクシカルなことであるが、定額法（直線法）が論理的なのは、

固定資産の収益性一・・Mで表される・一・が一定のパターンで逓減する場合の

みなのであ乱以下、このことを証明しよう。

　もしも定額法が我々の理論において正当化されるべきであるならば、

D（土）＝D（｛十1）

　　　　（1＝1，2，一…・・，η一1）．
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すなわち、

（r／（M、一1））ムH＝（r／（M、、r1））A二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・（16）

ここで、M、およびM三、、は、第｛年度および第｛斗1年度減価

償却費についての、可変的な再評価係数である。

いくらか整理すると、

（M工、、一1）／（M、一1）＝Aソλj－1＜1．

一…・ @（17）

ゆえに、

M二。1＜払 ……
i18）

　（18）は、もしも定額法が我々の理論と整合すべきであるならば、M1、、が、

M、よりも小さくならなければならないことを、示している。すなわち、M工が

通時的に減少しなければならない。払というのは、第｛年度における、当額

固定資産の純サービス価値と減価償却費の間の比率であるから、この意味の固

定資産収益性が逓減する場合にのみ、定額法が我々の理論の中で正当化されう

ることを示す。

　この結論はパラドクシカルで、不合理なように思われるかもしれない。しか

し、けっしてそうではないのである。もしもM、が通時的に減少し、その減少

度が要求利益の通時的な減少度よりも強いならば、どうか。この場合には、当

該企業は、そのギャップを埋めるために、その固定資産を一層強く稼働させる

であろう。このことは、減価償却費の、相対的にヨリ強い発生をひきおこす。

かくして、他の条件が等しいならば、M、の減少度が強ければ強いほど、（それ

を補填するための）減価償却費のヨリ大きな相対的増大が生じ、これが、M，
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が一定とした場合の定率法的な減価償却費パターンに付加されるので、その合

計である、期間減価償却費額は、M工のある特定の減少パターンの場合に、毎

期定額となることがありうるわけである。

　具体的には、固定資産サービスの評価係数Mが毎期均等に減少する場合に、

定額法減価償却が我々の理論の範囲内で正当化されうることが、厳密に証明さ

れうるのである。

　「定理2」

　上の定理1と同じ減価償却観のもとにおいて、もしも固定資産サービス価値

の評価係数Mが毎期一定額ずつ減少するならば、定額法減価償却が妥当であ

る。

　（証明）

　　　上の（16）式から、

”一1／（M二一1）＝Aソ（M、、1－1）、

ゆえに、

λHM工、1一〃■1＝A工M正一A工．

M工、、一（AソλH）M工：（〃一’一A一）／λH

　　　　　　　　　　　　　＝D（｛）／λj■’、

　これは一階線型定差方程式であるが、これの右辺のD（三）は定額法償却を前

提においているので一定値Kとおくことができる。

〃、、、一（A一／AH）M三＝K／〃一1
…・一

i19）

　この定美方程式をM、について解くことを考える。教科書にも解の公式があ

るが、ここでは、この論文を自己完結的にするために、逐一解いてみる。
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M’2＝（λI／Ao）M1＋K／A。．

M3＝（〃／A1）M呈十K／Al．

　　＝（λ2A’／（λ’λ。））M』十（ム2ノ（メ’メ。））K＋

　　　　　Kμ1．

　　＝（λ2／λo）M’1＋（λ2／（λ1λo））K＋K／λ1．

M4＝（λヨ／λ2）M’3＋K／λ里

　　＝（〃〃λ1／（〃λ1λo））M1＋（λ3〃／（〃λ1〃））K

　　　　　＋（〃／（〃〃））K＋K／〃

　　＝（λ3／λo）Ml＋（λ3／（λ1λo））K＋

　　　　　　（λ3／（λ2λ1））K＋K／λ2．

M、：（〃一ソ〃）M、十（ノーI／（〃〃））K＋（λH／〃〃））K

　　＋・・・…十（〃一ソ（〃．払卜3））κ

　　十K／〃一2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・……・（20）

したがって、また、

M工十1＝（Aソλo）M’1＋（Aソ（〃λo））K＋（Aソ（λ2λ1））K

　　　　＋……　十（A工／（λHλH））K＋K／〃一1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……一（2！）

M，とM、、、との差をとると、

M、一M工、、＝（（λH－A一）／λo）M1＋（（”■LAユ）／〃λo）K

　　　　　　　＋（（”一LA！）／λ宮〃）K＋……十（（λH－A一）／

　　　　　　　〃一2〃一3）K＋（（λ卜」A一）／〃■2λH）K一κ／〃一1

　　　　　　＝（K／λo）MI＋K2／（λ1λo）十K2／（λ王λ1）十　・“…
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　　　　　　　　　十K雪／（〃一里λH）一K／λ三一1

………
i22）

　MHとM’エとの差をとるために、　（22）式において、｛の代わりに｛一1を

代入すると、

M‘．rM、：（K／λo）M1＋K2／（〃〃）十・’・・I．十K里／

　　　　　　（λト払三一2）一K／〃■2．

…・…一
i23）

　（22）と（23）との差をとることにより、隣接する2組のMの差分を比較

してみると、

（M、一Mミ、、）一（M’、．、一M’、）＝K2／（A卜2λ卜1）一K／λH＋K／〃I里

　　　　　　　　　　　　＝K・用卜2λ三一’）一K（ムー■正一λH）／（λ！一2λH）

　　　　　　　　　　　　＝K・用卜虻’）一K2／（λ三■2・λH）

　　　　　　　　　　　　＝0、

　　　　　　　　　　　（Q．E．D．）

　　　　　　　　　　　　　　　7．結　　論

　現行の取得原価主義のもとにおいて、いかなる状況のもとで、いかなる減価

償却方法が妥当であるか、という問題について、一定の見通しを与えうるよう

な理論を提示することが、筆者の目的であった。まず、出発点において、固定

資産の取得原価をもって、その財が生み出すと予想される未来的純収入の割引

現在価値と考える、いわゆる「経済学的減価償却」観を採用した。この理論で

は、今迄の論者達は、それら諸未来年度の純収入ないし固定資産サービス価値

について、それらは外部から与えられる「外生変数」とみなしていた。ここか
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ら、それらの予測可能性について疑義が発生し、この減価償却モデルの実行可

能性が疑問視されてきたのであった。

　筆者は、それに反して、それら固定資産の各年度サービス価値は、純粋の外

生変数では無くて、むしろ、部分的には内生変数である、と考える。つまり、

それらサービス量を取得原価で評価したものが減価償却費であり、また、それ

らをその現在的な市場価値で評価したものがサービス価値である、と仮定した。

いい替えれば、減価償却費にたいしてある再評価係数を乗じたものが、現在価

値計算における割引対象としてのサービス価値である、と想定したのである。

　この思考を現在価値モデルに入れると、そこから1つの減価償却費公式が導

きだされた。それによると、もしも再評価係数Mが毎期コンスタントであれ

ば、（常識的に予想される定額法とは反対に）定率法が、理論整合的なものと

して、導出された。また、このMが直線的に、毎期一定額づつ減少するなら

ば、（常識的に予想される逓減的減価償却ではなく）定額法が理論整合的であ

ることが、証明されたのであ糺

　このように、常識と食い違った結論が、減価償却方法の選択にかんして出て

きたのは、減価償却費の意味内容として、固定資産が毎期提供する操業サービ

ス・コストと、来期以降の諸サービス層への投資とその保持が今期のその操業

サービスの実現にとって不可欠である、という意味での、ストッキング・サー

ビス・コストとの2つから成ることから、来ている。つまり、たとえ、毎期の

操業サービスとしては同一レベルの量が提供されたとしても、後者のストッキ

ング・サービス・コストは、残存サービス層の漸減のために、だんだん低下し

てゆくわけである。ここから、皮相な常識論に反した、償却方法選択論が生じ

たわけである。

　序論でも書いた通り、かかる会計方法選択の結果として生産される財務情報

がどのような目的にどの程度有用であるかは、まったくここでは考察してはい

ない。したがって、たとえ上の理論展開に我々がある程度成功したとしても、
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そこから直ちには、その結果が実践に移されるべきだ、というつもりは、まだ

筆者にはないのである。
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定　道　　　宏

　　　　　　　　　1．統計データベースセンターの性格

　いわゆる「データベース」と「統計データベース」の違いは何か。また，統

計データベースサービスセンターとは何か。

1．1統計データベース

　データベースは，コンピュータ内に蓄積された大量のデータの集合であるが，

単なる集合ではなく，所望の情報が効率的に検索しうるように，データレコー

ド（情報の記録単位）間の関係が分かるような構造で蓄積されたデータの集合

である。一言でいうならば，「データベース」は構造化されたデータの集合で

あり，構造化されていない単なるデータの集合である「データファイル」と明

確に区別される。

　データには，大きく分けて，人名や文献といった「文字データ」と給料や株

価といった「数値データ」とがある。

一ク

　数値データであっても，　「統計分析するため」ではなく，単に「知るため」

のデータであるならば，文字データと変わりがない。たとえば，円やマルクの

今日の為替レートは幾らであるとか，NTTやトヨタの今日の株価はいくらで
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あるかのデータは，数値データであるが，単に知ることが目的の情報であるか

ら，文字データと同じである。しかし，円やマルクの最近1週間の為替レート

の動きであるとか，NTTやトヨタの最近6ヵ月間の月中株価の動きであると

かの時系列データは，明かに統計分析するためであり，数値データであるとい

える。

　さて，データベースという言葉はよく耳にする言葉であるが，限定形容詞

「統計」のついた「統計データベース」は耳新しい言葉である。これまでの

「データベース」が対象としてきたデータは，人事情報，文献情報，特許情報，

信用情報といった「知るため」のデータであり，その特徴は文字データであっ

た。データの内容としては，個体の属性情報であった。

　これに対して，最近注目されている「統計データベース」が対象とするデー

タは，経済時系列，財務諸表といった「統計分析するため」のデータであり，

その特徴は数値データである。数値データの特徴は，データの形式がベクトル

または行列の表形式であることにある。

　「ベクトル形式のデータ」は，国または産業の経済指標にみられる時系列デー

タであり，「行列形式のデータ」は，企業の経営指標にみられる財務諸表デー

タである。

一夕…¥11∴ll∴＿表
　以下では，「知るため」の文字データからなる従来のデータベースを「情報

データベース」と名付け，「統計分析するため」の数値データからなるデータ

ベースを「統計データベース」と呼ぶこととする。

　情報は，一般に，文字情報及び数値情報を含んだ広い意味で解決されるが，

ここでは，「情報」を文字情報のみを表す狭い意味で用い，　「統計」を数値情
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報を表すものとして用いている。したがって，経済「情報」といえば，これこ

れの原因で景気がよくなったとか，悪くなったとかの経済事情を意味し，経済

「統計」といえば，景気の動きを表す景気指標の統計データを意味する。

　従来の「データベース」は，その主流が「情報データベース」であった。デー

タベースに関する理論も情報データベースの理論であって，統計データベース

の理論ではなかった。

　「知るため」の情報を効率的に検索するためのデータ構造として，つぎの3

つの代表的な構造が提唱されてきた。

一一一?烹烹
　しかし，これらのデータ構造は，いずれも所望の属性を持った個体をすべて

見つけ出し，知らせるためのものであった。

　情報データベースの具体例としては，ハイラーキ型構造には人事情報データ

ベース，リレーショナル型構造には文献・1青報データベース，ネットワーク型構

造には特許1青報データベース，部品展開情報データベースなどがある。

　「情報データベース」の特徴は，このように，特定の属性を持った個体を検

索し，存在すれば，その個体に関する情報を知ることにあり，’情報を「知る」

ことが究極の目的である。検索される情報の内容は，該当する個体の総数ある

いは個体名であり，データ量としては比較的少ない。

　統計データベースは，従来のデータベース理論ではほとんど取り上げられな

かったものであり，最近話題になっているのもそのためである。データベース

の理論家達の多くは，統計データベースも従来の情報データベースと同じよう

に論じることが出来ると断言している。成るほど，情報データベースと同じよ

うに，統計データベースを単に「知るため」のデータベースとして位置づける
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ならば，彼らの言う通りであろう。

　しかし，統計データベースを，単に「知るため」ではなく「統計分析するた

め」のデータベースと位置づけるならば，データ名に関する情報を「知る」だ

けではなく，　「統計分析するため」に必要な全ての数値データを抽出しなけれ

ばならない。前半の「知る」ところまでは，情報データベースと同じであると

言えるだろうが，後半の「統書十分析するために必要なデータを抽出する」とこ

ろが，統計データベースに固有なところである。

　統計データベースは，このように，　「知るため」のメタデータ部分（データ

名及びその属性）と「抽出するため」の数値データ部分からなり，前半の「知

る」ところが如何に効率的なデータ構造でであっても，後半の「抽出する」と

ころが非効率的なデータ構造であっては，統計データベースのデータ構造とし

ては適切でない。統計データベースの持つこの2重構造性のゆえに，従来の情

報データベースの理論をそのまま適用することが出来ないのである。

　「統計データベース」の特徴は，このように，特定の属性を持ったデータを

検索し，存在すれば，そのデータ名に関する必要な数値データを全て抽出する

ことであり，抽出した数値データを「統計分析する」ことが究極の目的である。

検索される情報の内容は，データ名ではなく，統計分析に必要な数値データで

あり，したがって，データ量としては大変多いものとなる。

1．2　統計データベースセンター

　統計データベースセンターは，統計データを作成する「開発センター」と統

計データをデータベース化して利用者にサービスを提供する「サービスセンター」

とに大きく分けることが出来る。
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開発センター 利用者

サービスセンター 利用者

開発センター 利用者

統計内容 開発センター サービスセンター 統計データベース名

経済統計 各　　官　　庁 日本経済新聞社 NEEDS－TS
有価証券報告

三　洋　証　券 三　洋　証　券 PASPORT
株　　　価

山　一　証　券 山　一　証　券 SANLINE

　開発センターは，統計データを作成し，提供するセンターであり，中央政府

及び地方政府，政府関係機関が主たる開発センターである。中央政府の開発し

た社会経済統計データは磁気テープでサービスセンターまたは利用者に提供さ

れる。日本銀行，日本興業銀行，証券会社，日本経済新聞社，東洋経済新報社

なども開発センターであり，金融証券統計データ，企業財務統計データなどを

作成し提供している。
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　サービスセンターは，開発センターから購入した統計データをデータベース

化し，利用者にオンラインでデータのサービスを行うセンターである。TSS

オンラインサービスでは日本経済新聞社が二一ズTS（NEEDS－TS）でマクロ

経済時系列及び企業財務データを提供している。また，パソコンネットワーク

サービスでは山一証券がサンライン（SANLINE）で，また三洋証券がパスポー

ト（PASPORT）で株価データを一般利用者に提供している。

　ちなみに，データベースサービスセンターの主流は，言うまでもなく，情報

データベースのサービスセンターである。情報データベースサービスセンター

の多くは，自前でデータを作成する開発センターでもある。また，中には，開

発センターではなくサービスセンターでもなく，その代理店としてデータベー

スサービスを提供するセンターがある。特に，外国で開発されたデータベース

について，日本の企業が代理店サービスを行うケースが多い。洋書販売をして

いる紀伊国屋及び丸善がDIALOGの代理店として出版案内情報をオンライン

で提供している。

　代表的な情報データベースサービスセンターとして，次のようなものがある。

データベースの内容 情報データベース名 サービスセンター

科学技術，経済一般 DIALOG DIALOGInfomationServices社
一般文献目録 BRS BRS杜
科学技術文献目録 JOIS 日本科学技術情報センター

医学文献目録 MEDLINE 米国国立医学図書館（NLM）

化学文献抄録 CA　Searoh 米国化学学会

特　　許 ORBIT Pergamon　Info1ine社

PATOLIS ㈱日本特許情報機構

信用調査 BIGS ㈱東京商工リサーチ

COSMOS ㈱帝国データバンク

株式市況 QUICK ㈱QUICK
ニュース・新聞記事 TELECOM ㈱日本経済新聞社

案内・予約・買物 CAPTAIN （㈱NTT

座席予約 JALNET ㈱日本航空
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　　　　　　　　　　　2．統計データベースの範囲

　統計データベースは出来る限り広い範囲の分野をカバーすべきか，それとも

特定の分野に特化すべきであるか。

21　般統計データベース

　文献情報データベースにおいて，DIALOGやBRSが全分野の文献をカバー

し，JOISが科学技術文献に特化しているように，統計データベースについて

も，統計データのカバーする範囲により，一般統計データベースと特定統計デー

タベースに分けられる。

＿一
?撃P1二11二∴ニニニニ

　政治，経済，社会，文化の全分野をカバーする一般統計データベースは理想

的ではあるが，現実的ではない。統計データベースの性格が「統計分析するた

め」の統計データを拍出することにある以上，分析の対象となる分野を限定し

た統計データベースこそが現実的であり，商用的にも有用である。

　さて，一般統計データベースを分析対象分野から捉えると，マクロ経済統計，

国際金融統計，企業財務統計，地方自治体統計などの各統計データベースが考

えられる。統計分析と置き換えれば，各統計が分析の対象となる一分野を構成

していることが分かる。

　日経の二一ズTSは，マクロ経済統計，国際金融統計（IFS），法人企業統計

からなる一般統計データベースのオンラインサービスを行っている。

2．2特定統計データベース

　一般統計データベースが対象とする分析分野がかなり広範囲であるのに対し
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て，上場企業の財務統計，多国籍統計，証券市場統計，貿易統計といった狭い

特定の分野を分析対象とするデータベースが，特定統計データベースである。

　日経の二一ズTSは，上場及び非上場企業の財務統計からなる特定統計デー

タベースのオンラインサービスを行っている。山一証券がサンラインで，また

三洋証券がパスポートで株価データをパソコン通信で一般利用者に提供してい

る。

　神戸大学では，わが国の海外進出企業の財務統計をDDX－TP回線でオンラ

インサービスを行っている。また，現在，通関統計（貿易統計）のデータベー

スを構築中であり，近々パソコン通信でオンラインサービスを行う予定である。

　　　　　　　　　　3．統計データベースの加工度

統計データベースサービスセンターはどの程度まで加工したデータを利用者

に提供すべきであるか。

3，1統計データの加工度

　統計データベースの性格が「統計分析するため」の統計データを抽出するこ

とにある以上，利用者にとって分析し易い様に加工したデータを提供するのが

よい。しかし，必要以上にデータを加工してしまうと，分析面での融通性が失

われることにもなる。利用者の範囲と分析と内容に応じて，提供するデータの

加工度を決める必要がある。

　汎用的分析から専門的分析に応じた加工度から統計データを分類すると，無

知エデータ，検索向き加工データ，分析向き加工データの3つに大分類するこ

とが出来る。

　無知エデータとは，国富調査，事業所統計，家計調査などに見られる個票ま

たは集計票データおよび月報，四朗報，年報として公表される各種統計刊行物

にみられる集計表データである。
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検索向きデータは，時系列に特有な期調整，価格調整，季節調整，分類調整

など統計分析向きに基礎加工の施されたデータである。

統計データの加工度

無知エデータ　　　　個票・集計表（センサスなど）

　　　　　　　　　　各種統計月報，年報など

検索向き加工データ　統計分析向きに基礎加工の施

　　　　　　　　　　されたデータ

分析向き加工データ　計量モデル分析，I　O分析の

　　　　　　　　　　ための入力データ及び分析結

　　　　　　　　　　果のデータ

　分析加工向きデータは，計量モデル分析，I　O分析といった特殊分析のため

に加工されたデータである。

　統計データベースの性格が「統計分析するため」の統計データを抽出するこ

とにあることから，無知エデータ及び検索向き加工データまでが統計データベー

スでカバーされるべきデータの加工度であると言える。したがって，統計デー

タベースが提供する以上の加工度を必要とするデータは，利用者自身によって

加工されなければならない。

　統計データベースサービスセンターの申には，統計データベースと連動して

利用できる高度の分析加工するためのアプリケーションパッケージを用意して，

利用者に対して統計データベースサービスと共に分析処理も行わせる処理セン

ターとしての機能を有しているものがある。

　統計データベースサービスセンターが処理センターとしての機能を備える場

合，処理センターの機能はあくまで「特定利用者」に対するサービスであり，

本来のサービスセンターの「一般利用者」に対して不利に成らないような配慮

が，特に，料金面で必要である。言い替えれば，データ使用の費用と統計処理

の費用とを峻別し，料金を別建てにする必要がある。
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3．2統計データベースの基礎加工

　統計データベースのカバーする範囲は，無知エデータと検索向きデータであ

ると述べたが，検索向きデータに施される基礎加工について見てみよう。基礎

加工は，統計分析を行う前に必要な最小限の加工であり，データの実質内容に

変更を加えないで，比較可能なデータにするために「調整加工」または「集計

加工」を行うものである。

　調整加工で特に問題となるのは，時系列データであり，次のようなものがあ

る。

①期種（データの頻度）

②評　　価　　価　　格

③基　　　準　　　年

日，週，月，4半期，半期，暦年，年度

名目，実質

指標及び実質価格の基準年

④季　　節　　調　　整

⑤運　　　続　　　性
集計法の違い（S　NAと旧国民所得統計）

分類定義の違い（産業分類など）

　期種の調整加工では，例えば，月次データがあれば，3ヵ月集計することに

より4半期データ，12ヵ月集計することにより暦年データまたは年度データを

作成することが出来る。この場合，月次データは無知エデータであるが，4半

期データや年次データは検索向き加工データである。

　同様に，名目データとそのデフレータがあれば，実質データを作成すること

が出来る。もちろん，実質データが無知エデータとして格納されているならば，

そのまま検索抽出される。

　季節調整では，通常，主要な系列について，季節調整済みデータが無知エデー

タとして保持される。しかし，そうでない系列については，季節調整加工が横
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索時に施されて利用者に提供されなければならない。

　他方，集計加工では，異なる統計調査における産業分類の違い，企業財務統

計における勘定科目の違い，などが問題であり，比較可能なデータに成るよう

に集計が可能であれば，集計されたデータを検索向き加工データとして提供す

る。

　統計データベースにおいて，検索向き加工データの整備が十分でないと，サー

ビスセンターが本来行うべき基礎加工を利用者の負担に転嫁することになり，

統計データベースの発展にとって好ましくない。

　たとえば，利用者が実質季節調整済みの四半期データを欲している場合，サー

ビスセンターは，利用者の要求しているデータが統計データベースに格納され

ていなくても，基礎加工により作成することが可能であるならば作成して，所

望のデータを利用者に提供すべきある。その場合，基礎加工に要したコンピュー

タ費用を利用者に転嫁すべきではない，つまり，その費用を料金に含めるべき

ではない。なぜなら，利用者の所望するデータが検索向き加工データとして統

計データベースに保持されていれば，直接検索され抽出することが出来るから

である。

　統計データベースにおける検索向き加工データの豊富さが利用者にとってま

すます有用となるが，基礎加工の費用を利用者に転嫁できないのであれば，サー

ビスセンターにとっては検索向き加工データをどの程度の大きさにするがが重

要な問題となる。

　　　　　　　　　　4．統計データベースの処理形態

　情報データベースでは「知る」ことが目的であるから，利用者が所望する完

全な形でデータの提供が行われるが，統計データベースでは「統計分析」する

ことが目的であるから，分析に適した形でデータの提供が行われ，統計処理は

利用者に任される。したがって，情報データベースの場合，サービスセンター
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の大型コンピュータ（メインフレーム）で全ての処理が行われるが，統計デー

タベースの場合には，基礎加工処理はサービスセンターのメインフレームで行

われるが，その後の統書十処理は，通常，利用者の端末（ターミナル）で行われ

る。

4．1メインフレーム処理形態

　統計データベースセンターの中には，先にも触れたように，データベースと

連動したアプリケーションパッケージを装備していて高度の統計分析処理も行

う情報センターの機能を有するものがある。この場合，利用者は，統計データ

ベースからのデータの検索もその統計処理もすべてサービスセンターのメイン

フレームで行うことになる。したがって，統計データベースの利用者側からみ

た場合，傭報データベースの利用者と全く同じ立場にあるといえる。

　メインフレーム処理形態の統計データベースサービスセンターとしては，米

国ではDRI社（EPS）とわが国では日本経済新聞社（NEEDS－TS）が有名で

ある。

メインフレーム処理形態の統計データベースサービスセンター

サービスセンター 利用者端末

＜…　　　　・＞

　このようなメインフレーム処理形態の統計データベースの利用は，アプリケー

ションパッケージを利用して高度の統計分析を行おうとする特定の利用者にとっ
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ては非常に有益であるが，パソコンで処理できるような統計分析を行おうとす

る一般利用者にとっては魅力的ではないであろう。

　統計データベースサービスセンターは，「統計分析」するためのデータを提

供することにあるから，メインフレーム処理形態の場合でも，一般利用者のた

めにデータのみの提供サービスが受けられるように配慮する必要がある。

4．2　ターミナル処理形態

　ターミナル処理形態の統計データベースサービスセンターは，利用者に必要

なデータを提供することを主業務とし，副業務としてパソコンでは処理できな

い大型ないし高度の統計処理を行うものである。16ビットないし32ピットのパ

ソコンの普及にともない，パソコンで処理できる統計分析は利用者に任せ，パ

ソコンで処理できない統計分析や特殊な図形処理はサービスセンターのメイン

フレームで行う。

　このようなターミナル処理形態の統計データベースの利用は，纐十データベー

ス利用の普及を促進するものであり，パソコンで統計分析を行おうとする一般

利用者にとって非常に有用である。

ターミナル処理形態の統計データベースサービスセンター

サービスセンター 利用者パソコン端末

＜…　　　　・＞

ターミナル処理形態の統計データベースセンターとしては，

①オーストリア経済研究所の経済社会科学検査センターWSR
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　　　　　（経済データベースWIFO／EDBS），

②米国ペンシルバニア大学のCiCi－WHARTON

　　　　　（経済データベースと計量経済モデル分析システムAREMOS），

③神戸大学経済経営研究所付属経営分析文献センター

　　　　　（多国籍企業財務データベース）

などがある。

　WSRは，E　C各国の社会経済統計データの統計データをOECD，IMF，ド

イツ国立銀行，オーストリア政府等から購入，データベース化し，EC諸国の

政府機関及び金融機関に対してオンラインサービスを行っている統計データベー

スセンターである。また，中国に対しても，衛星通信でデータ提供サービスを

行っている。

　CiSi－WHARTONは，計量経済モデル分析を行う情報処理センターであるが，

同時に経済統計データベースサービスセンターでもある。一般利用者はセンター

から通信及び計量モデル分析の行えるプログラム（AREMOS）を購入し，そ

のプログラムを用いてセンターから必要なデータを抽出し，計量モデル分析を

行う。また，パソコンで処理できない膨大な計量モデルの分析には，センター

のメインフレームで分析を行い，分析結果を抽出することが出来る。

WHARTONサービスセンター

利用者パソコン端末

　IBM　PC－AT

電話回線
経済データベース

〈・…　　　　＞

計量モデル分析
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　経営分析文献センターは，わが国の海外進出企業の財務統計データベースサー

ビスセンターであり，一般利用者にはセンターからデータ通信の行えるプログ

ラムを無料で提供している。利用者は，そのプログラムを用いてセンターから

所望のデータや世界地図を端末に表示したり，必要なデータを抽出してパソコ

ン端末のMS－DOSファイルに格納することが出来る。パソコンでは，抽出し

たデータを，たとえば，LOTUS123で統計処理することが出来る。

経営分析文献センター

利用者パソコン端末

PC9800シリーズ

多国籍企業財務
電話回線

データベース　＜…　　・＞

DDX－TP
地図情報システム

　　　　　　　　　　5．統計データベースのユーザ言語

　サービスセンターの「統計データベースシステム」は，利用者とコンピュー

タが対話をしながら問題解決を遂行する対話型情報システムである。統計デー

タベースが利用者にとって如何に使いやいものであるか否かは，利用者とコン

ピュータ間で使用される言語とその言語を用いて行われる対話の仕方に大きく

依存する。

5．1ユーザ言語

　統計データベースシステムに対して利用者が用いる言語がユーザ言語である。

利用者はユーザ言語を用いて統計データベースシステムに質問や要求を出す。
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　ユーザ言語は，大別して，次の4種類に分けられる。

　　（1）コマンド　動詞で始まる簡単な命令文

　　12）メニュー　択一方式のメニュー表

　　（3）自然言語　日常語に近い文

（1）コマンド言語

　コマンドは，利用者がコンピュータに命令する指令語である。使用できる指

令語は予め定められいる。利用者はコンピュータに指令を1つずつ与えながら

対話する。指令の順序を間違えると，当然，答えの得られないことが起こる。

利用者は論理的な手続きに従って指令を与えなければならない。利用者はコマ

ンドの意味を熟知していなければならないが，その構文まで覚えておく必要は

ない。指令語（動詞）を与えれば，必要な情報はコンピュータが要求してくる

から，それに応答すればよい。データベースのユーザ言語として代表的なコマ

ンドは，SQL（StructuredQueryLanguage）である。

　SQLは，データベース言語として標準化されている言語である。sQLには，

利用者のユーザ言語とデータベース管理者（DB　Administrator）用の言語が

ある。ユーザ言語を見れば，データベースサービスが利用者に提供しなければ

ならない基本機能を知ることが出来る。

　ユーザ言語としてのSQLコマンドには，次のようなものがある。

　①選択コマンド　［側1項目を抜き出す。

　　　se1ec七氏名，年齢，給与from従業員表

　②整列コマンド　［例］給与の大小順に並べる。

　　　se1eot＊　from従業員表　order　by給与

　③条件選択コマンド　［例］月給が50万円を超える従業員を選びだす。

　　　se1ect＊　from従業員表where給与＞500000

　④分類コマンド　［例］役職別の人数，平均給与を計算する。

　　　se1ect役職，count（＊），avg（給与）from従業員表　gr㎝p　by役職
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　利用者が要求することは，検索することではなく，検索されたデータである。

したがって，検索することはデータベースサービスセンターの仕事であり，利

用者が必要とする仕事ではないから，検索に要する費用を利用者に負担させな

いように配慮すべきである。検索に要するコンピュータ時間は，データベース

のデータ構造とデータベース管理システムの良さに依存して決まる。それゆえ

に，サービスセンターは効率の良い統計データベースシステムを開発すること

によって検索に要する自己費用の削減を図ることが出来る。

（2〕メニュー言語

　メニューは，データベースに対する種々の要求を分類して，階層的な索引表

にしたものである。利用者は上位の索引表にリストされた要求の中から一つを

選び，順次，下位の索引表へと進み，所望の要求が見つかるまで選択する。

　メニュー言語の特徴は，コマンド言語とは異なり，利用者が要求の順序を決

めるのではなく，表示されるメニューの順序にしたがって，要求を選択するこ

とにある。つまり，メニュー言語では，要求の順序がシステムによって固定さ

れている。したがって，メニュー言語では，コマンド言語におけるような要求

の順序を考える必要がなく，利用者にとって非常に分かりやすく，使いやすい

言語であるといえる。

　メニュー言語における「使いやすさ」という長所は，同時に，自由性を犠牲

にする結果となり，短所でもある。コマンド言語では，利用者はコマンドを自

由に組み合わせて，いろいろな要求を実行することが出来るが，メニュー言語

では，利用者はメニューで与えられた要求しか実行できないからである。

　コマンド言語は，一般に，専門用語的であり，要求の内容を分解してコマン

ドの順序を決めなければ成らず，手続き的であり，習熟するまでは非常に使い

難い言語であり，初心者向きではない。事務用（OA）プログラムの多くがメ

ニュー言語方式であるのも，こうしたメニュー言語の「使いやすさ」にある。
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（3）自然言語

　自然言語は，データベースに対する利用者の要求を日常語に近い言語で記述

しようとするものである。日常語はどちらかといえば，曖昧な言葉であり非論

理的な言葉でさえある。「管理者の給与を知りたい」との要求を出しても，管

理者とは取締役以上なのか部長以上なのか課長以上なのか明確でないし，また，

給与と言っても月給なのか本棒のみなのか分からない。にもかかわらず何等か

の答えが得られる。これが自然言語の特長であろう。

　曖昧な言葉を理解するには，そのための知識データベースが必要であり，非

論理的な言葉を理解するにも，そのための推論データベースが必要である。人

工知能分野の先端技術が自然言語の開発に不可欠である。

5．2　対話方式

　自然言語が究極のデータベース言語であろうが，現実は自然言語から程遠い

世界にある。そうなると，実用的な言語はコマンド言語かメニュー言語かと言

うことになる。コマンド言語は汎用的であるが，別れるまでは非常に使い難い

し，別れるのに時間もかかる。メニュー言語は固定的で汎用性に欠けるが，非

常に使いやすく，別れるのにも時間がかからない。両者の特長を活かす対話方

式はないものだろうか。

　コマンド言語による要求方式は，ユーザ主権型であり，逆に，メニュー言語

による要求方式は，システム（コンピュータ）主権型である。そこで，各種の

メニューの内容と利用者に提示するメニュー順序を吟味することによって，

「使いやすい」と「汎用性」の2つの特長を活かした対話方式を探ってみよう。

　メニューの内容とメニューの提示順序に着目すると，ユーザの要求は複数の

段階過程を経て行われ，判断決定は「全体の処理過程を制御」するものと「各

段階の処理を選択」するものとに分けられる。この二つの制御権がシステムと

ユーザの何れに存在するかにより四つの対話方式が考えられる。
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対話方式
メニューの提示順序1メニュー内の選択

①システム要求型 システム　　1システム

②システム主導型 システム　　1ユーザ

③ユーザ主導型 ユーザ　　　1ユーザ

④システム誘導型
ユーザ（システム）1ユーザ（システム）

（1）システム要求型

　すべての判断及び決定はシステムが行い，システムの要求に対してユーザは

データを入力するだけである。システムの要求に対して誤ったデータや不完全

なデータを入力すると，システムは正しいデータの再入力やデータの追加入力

を催促する。

（2）システム主導型

　全体の処理過程はシステムによって制御され，ユーザは各処理段階で処理メ

ニューから所望の処理方法を選択する。

（3）ユーザ主導型

　処理過程の種類及び各処理段階の処理方法の種類は何れもシステムによって

固定されているが，その選択はユーザに任されている。

／4）システム誘導型

　処理過程の制御も各段階における処理方法の選択もユーザ側にあるが，シス

テムも推論機能と学習機能により，システムが望ましいと判断する制御または

処理方法をユーザに教示し誘導する。ユーザはシステムが示唆する判断を考慮

して次の処理を決定する。

　以上，四つの対話方式を見てきたが，　「使いやすさ」と「汎用性」の二つの

特長を活かした対話方式としては，一般利用者に対しては「システム主導型」，
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熱線利用者に対しては「システム誘導型」が望ましい。

　　　　　　6．統計データベースサービスセンターへの要望

　最後に，まとめとして，統計データベース利用の普及を図るために望ましい

と思われるデータ提供サービスのあり方を箇条書に列記しておこう。

（1）統書十データベースは分野を限定する。

　政治，経済，社会，文化の全分野をカバーする一般統計データデータベース

は理想的ではあるが，現実的ではない。統計データベースの性格が「統計分析

するため」の統計データを抽出することにあるから，分析の対象となる分野を

限定した統書十データベースこそが現実的であり，商用的にも有用である。

（2）統計データベースは無知エデータ及び検索向きデータを充実する。

　統計データベースの性格が「統計分析するため」の統計データを抽出するこ

とにあることから，無知エデータ及び検索向き加工データまでが統計データベー

スでカバーされるべきデータの加工度であると言える。したがって，統計デー

タベースが提供する以上の加工度を必要とするデータは，利用者自身によって

加工されなければならない。

13）サービスセンターはデータ提供サービスに十分な配慮を講じる。

　統計データベースサービスセンターの中には，統計データベースと連動して

利用できる高度の分析加工するためのアプリケーションパッケージを用意して，

利用者に対して統計データベースサービスと共に分析処理も行わせる処理セン

ターとしての機能を有しているものがある。しかし，統計データベースサービ

スセンターが処理センターとしての機能を備える場合，処理センターの機能は

あくまで「特定の利用者」に対するサービスであり，本来のサービスセンター

の「一般利用者」に対して不利に成らないような配慮が，特に，料金面で必要

である。言い替えれば，データ使用の費用と統計処理の費用とを峻別し，料金

を別建てにする必要がある。
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（4〕基礎加工の費用は利用者に転嫁することは望ましくない。

　統計データベースにおいて，検索向き加工データの整備が十分でないと，サー

ビスセンターが本来行うべき基礎加工を利用者の負担に転嫁することになり，

統計データベースの発展にとって好ましくない。基礎加工に要したコンピュー

タ費用を利用者に転嫁すべきではない。なぜなら，利用者の所望するデータが

検索向き加工データとして統計データベースに保持されていれば，直接検索さ

れ抽出することが出来るからである。

（5）検索に要する費用も利用者に転嫁することは望ましくない。

　利用者が要求することは，検索することではなく，検索されたデータである。

したがって，検索することはデータベースサービスセンターの仕事であり，利

用者が必要とする仕事ではないから，検索に要する費用を利用者に負担させな

いように配慮すべきである。検索に要するコンピュータ時間は，データベース

のデータ構造とデータベース管理システムの良さに依存して決ま乱それゆえ

に，サービスセンターは効率の良い統計データベースシステムを開発すること

によって検索に要する自己費用の削減を図ることが出来る。

（6〕サービスセンターはターミナル処理形態が望ましい。

　ターミナル処理形態の統計データベースサービスセンターは，利用者に必要

なデータを提供することを主業務とし，副業務としてパソコンでは処理できな

い大型ないし高度の統計処理を行うものである。このようなターミナル処理形

態の統計データベースの利用は，統計データベース利用の普及を促進するもの

であり，パソコンで統計分析を行おうとする一般利用者にとって非常に有用で

ある。

（7）ユーザ言語はメニュー言語で，対話方式はシステム誘導型が望ましい。

　ユーザ言語は「分かりやすさ」と「使いやすさ」の観点から，コマンド言語

よりもメニュー言語が望ましい。対話方式としては，　「使いやすさ」と「汎用

性」の観点から，一般利用者に対しては「システム主導型」，熟練利用者に対
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しては「システム誘導型」が望ましい。

（本稿は，財団法人統計研究会「統計データベース利用の普及とデータ提供シ

ステムの改善に関する調査研究報告書」平成元年3月に提出した論文の一部で

ある。）
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現地人管理者と日本的経営

吉　原　英　樹

　　　　　　　　　　1．　グローバル経営のアキレス腱

　現地人管理者の不満

　海外の日本企業ではたらく現地人の管理者のなかには，モラールが高くなく，

能力を十分に発揮していない者が少なくない。かれらは海外子会社の経営のあ

り方にさまざまな不平や不満をもっている。

　　目標，権限，責任などが明確でない。

　　日本人でないと一定レベル以上には昇進できない。

　　会議が多く，長時間で無関係の人間まで参加が要求される。

　　権限委譲が少なく，現地人管理者は日本人社員と相談なしではなにひとつ

　決定できない。

　　重要な事項は日本人社員が日本の本社と連絡をとりながら決めている。

　　日本人であれば，若くてポストが低い者でも情報にかなり自由に接するこ

　とができる。ところが，現地人は重要な情報から遮断されることが少なくな

　い。

　　コンセンサス経営というが，日本人社員だけのコンセンサス経営である。

　　日本人社員の出向期間は3年から5年程度と短く，見方が短期的で海外子

　会社への帰属意識が弱く，現地にとけこもうとしない。本社の方を向いて仕

　事をしている。

　　欧米人と比較して，率直で開放的なところが少ない。表現力がとぼしい。

　自由に議論することがむずかしい。
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　　日本人は現地人を信用していない。また現地人を理解しようと努力もあま

　りしない。

　　日本的経営の背後にあるロジックがよくわからない，日本人はそのロジッ

　クを説明してくれない。

　　日本人と現地人管理者にはちがうシステムが適用される。海外子会社には

　ふたつの管理システムがある。

　以上は，アメリカ，ヨーロッパ，アジアの日本企業の現地人管理者の不平や

　　　　　　　　　　　　　　　（1）
不満のコメントの代表的な例である。日本人社員からすると，以上のような不

平や不満のなかには納得できないものが少なくないであろう。しかし，ここで

指摘しなければならないのは，現地人管理者がこのような不平や不満をもって

いるという事実である。かれらは，不平や不満のためにやる気をなくし，自分

の能力を十分に発揮できないでいる。

　現地人管理者に不平や不満が多く，かれらが自分の能力を十分に発揮できて

いないことは，それだけでも日本の多国籍企業にとって重大な問題である。し

かし，問題はそれだけにとどまらない。海外の日本企業には現地の優秀な人材

が多くないというもうひとつの問題があることを見落してはならない。

　日本企業の海外子会社は現地の人，とくに優秀な人にとってはあまり魅力的

な就職先ではない。優秀な人であればあるほど昇進意欲は強く，また，重要な

意思決定に参画したい欲求も強い。かれらは，自国企業あるいは世界的なアメ

リカ，ヨーロッパの企業の子会社などに就職できるから，魅力の低い日本の子

会社への就職をさけるであろう。実際，これまでのところアメリカやヨーロッ

パにおいては，現地の一流の人材は日本の子会社にあまり多くきていない。

　日本企業の海外子会社の管理者のなかに現地の一流の人材が少ないこと，現

にいる現地人管理者が不平や不満をもち，能力を十分に発揮できていないこと

（1）吉原英樹，林吉郎，安室憲一著『日本企業のグローバル経営』東洋経済新報社，

　1988年，P，155～157．
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は，日本の多国籍企業にとって重視しなければならない問題である。国内企業

や輸出企業と比較したときの多国籍企業のひとつの本質的な強みは，進出先国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
の人材を白杜の経営資源として活用できることである。日本の多国籍企業は，

多国籍企業の本質的な強みをまだ生かしていないのである。

　現地の優秀な人材を活用できていないということは，ミドルの管理者だけで

なく経営者クラスの人材についてもいえる。これまでのところ，アメリカ，ヨー

ロッパ，アジアの日本企業の場合，社長など経営幹部は大部分が日本人である。

現地人が社長になっている海外子会社は，おそらく全体の一割程度ではないだ

ろうか。日本の多国籍企業は，経営者クラスの人材の活用という点でも不満足

な実績しかあげていないのである。

　各社は最近，海外に製品開発センターや研究所などをつくりはじめている。

このR＆Dの海外進出にともなって，現地の優秀な技術者や研究者を採用し，

かれらを動機づけ，かれらの能力をひきだすという課題に直面しなければなら

なくなるであろう。

　日本的経営で成功する海外工場

　いま上で，日本企業は現地の人材の活用の点で十分な成果をあげていないと

指摘した。この指摘は，たしかに現地人の中問管理者，経営幹部，また技術者

や研究者にはあてはまるが，工場の従業員，具体的には作業者と第一線の管理

者にはあてはまらない。日本企業は海外工場で現地の作業者を雇い，かれらを

動機づけ，かれらにその能力をよく発揮させることに成功している。現地人の

第一線の管理者についてもそのようにいえる。

　イギリスに進出している日本企業を研究したホワイトとトレバーによると，

イギリス人労働者は日本的な作業慣行をうけいれているという。また，長年ね

むっていたイギリスの労働倫理が，日本的な生産システムのもとでその眠りか
　　　　　　　　　　　（3）
ら目覚めたとものべている。

（2）　同上書，p．155～157．
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　トヨタ自動車は，GMとの合弁会社NUMMI（New　United　Motor　Ma㎜一

facturi㎎Inc．）において乗用車を組み立てている。その合弁会社の工場は，

GMの既存の工場を引き継いだものである。生産設備は基本的にGM時代のも

のが使われている。労働者もおなじくGM時代からいた労働者を引き継いでい

る。生産管理，品質管理などがトヨタ式に変わっただけである。

　そのNUMMIの工場の生産一性はGMの工場の平均的な生産性の二倍である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
という。NUMMIの奇跡といわれるほど大きな成果をあげているのである。

　英国とNUMMIの事例はほんの一例である。日本企業はいまやアメリカ，

ヨーロッパ，アジアなど世界各国で現地生産をしている。日本的経営（いまは

主として生産管理，品質管理などに注目している）が海外工場で高い生産性と

高い品質を実現していることを伝える調査報告書は多い。日本的経営が現地式

の経営より劣っているとのべているものや，日本的経営のために海外工場の経

営がうまくいかなかったとのべた調査レポートは，筆者はいままでのところ目

にしていない。

　日本企業の海外工場においては，日本的経営のもとで現地の第一線の管理者

や作業者は動機づけられ，活性化し，自分のもつ能力をよく発揮している。そ

してその結果として高い成果をあげている。

　これまでの検討から，海外の日本企業には明るい面と暗い面のふたつの面が

あるといえそうである。明るい面は海外工場である。他方，暗い面はオフィス

である。では，なぜ海外の日本企業には明暗のふたつの面があるのであろうか。

　海外工場にみる日本的経営の特徴

　海外の日本企業において，工場は明るいのにオフィスにはさまざまな問題が

あり，暗いのはなぜだろうか。

（3）M．White　and　M．Trevor，ぴπder　Jαρ伽θ8e　Mαπαg舳e耐，Heinemann，

　1983　猪原英雄訳『ジャパニーズ・カンパニー』光文社，1986年，邦訳，p．199。

（4）　B眺加es8Weeた，Apri127．1987，p．53．
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　ひとつの説明は，日本的経営の限定的国際性である。日本的経営は海外工場

の作業者や第一線の管理者には通用するが，オフイスの従業員，とくにミドル

の管理者や経営幹部には通用しないという考えかたである。

　ほんとうに日本的経営の国際性は工場レベルに限定されるのであろうか。こ

の点について考えるために，つぎに海外の日本企業の工場の明るさとオフィス

の暗さを日本的経営に関連づけてみていくことにしたい。

　まず，海外工場の明るさからみていくことにしよう。日本的経営のいかなる

特徴のため海外工場では高い成果があがるのであろうか。ここでは四つの特徴

を指摘したい。

　第一は雇用安定である。解雇やレイオフは従業員にとって最大の不安であろ

う。日本的経営の雇用安定の特徴は，その不安をやわらげるから従業員を動機

づける効果をもつ。

　第二は昇進の可能性である。日本企業は海外においても内部昇進を実施する

ことに努力している。ポストに空席ができたとき外部の労働市場に人材を求め

るのではなくて，既存の従業員のなかから昇進させようと努力している。実際，

海外工場の第一線の管理者には，作業者として入社した者が昇進している例が

数多くみられる。作業者でも管理職のポストに昇進できることは，当然のこと

ながら作業者の動機づけに好ましい効果をもつ。

　第三点として，平等主義をあげることができる。作業者と上司や専門家のあ

いだの差をできるだけ小さくする努力がはらわれる。同じ食堂で同じメニュー

のものを食べる。同じトイレを使用する。トヨタとGMの合弁会社のNUMMI

に例をとると，トヨタ式生産システムのもとでGM時代の階層性はうすれたと

いう。英国誌『エコノミスト』の記者はつぎの光景を報告している。「同社社

長であり，トヨタ創始者の子息である豊田達郎氏が工場の大食堂でチーズバー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
ガーを買うために行列にならんでいたのである。」

（5）　『エコノミスト』　（これは日本の雑誌）1985年12月16日，p．56．
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　情報に関しても平等主義が志向される。社長や工場長は年に一，二回，小規

模の企業では毎月一回定例的にゼネラル・ミーティングをもち，作業者をふく

めて全従業員に工場や会社全体の業績や環境動向などについて情報を提供する。

　第四点として，意思決定への参加をあげることができる。アメリカ，ヨーロッ

バの企業においては，一般に上司や専門家が決めたことを決めたとおりの方法

で作業することが作業者のなすべきこととされている。日本的経営のもとでは，

現場の作業者はさまざまな改善アイデアをだすことを期待されている。上司や

専門家は，作業者のアイデアや提案を受けとめ，作業者といっしょになって製

品，部品，作業方法などの改善にとりくむ。

　以上，雇用安定，昇進の可能性，平等主義，意思決定への参加の四点をみた。

これらの四つの特徴が工場の作業者や第一線の管理者の動機づけにプラスの効

果をもつことは見やすいことであろう。日本的経営は，これらの特徴のために，

かれらによって積極的にうけいれられるのである。

　つづいて，海外の日本企業のオフィスの問題点を日本的経営に関連づけてみ

ていくことにしたい。

　　　　　　　　　　2．　日本中心のワンウエーが原因

　現地人管理者の疎外感

　さきに，海外工場の良好なパフォーマンスに貢献していると思われる日本的

経営の特徴として，四点をあげた。雇用安定，昇進の可能性，平等主義，参加

の機会である。ここで，これら四点が現地人管理者にどの程度あてはまるかを

みることにしたい。

　まず第一は雇用安定である。さきに現地人管理者の不平や不満のコメントを

列記したが，そのなかに雇用安定で不平や不満をのべているものはなかった。

実際，これまでになされた研究や調査によると，海外の日本企業の現地人管理

者が現地の企業や他の外国企業と比較して，日本企業におけるほうが雇用安定
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の点で劣ると不平をのべている例はない。雇用安定の特徴は，現地人管理者に

よっても肯定的にうけとめられていると考えてまちがいないであろう。

　第二は昇進の可能性である。この点にかんしては現地人管理者はあきらかに

不満である。日本人でないと一定レベル以上には昇進できないというさきのコ

メントにみられるように，現地人管理者は昇進に制約があると考えている。

　昇進の可能性にかんするかれらの不満は，海外子会社の社長はほとんどのば

あい日本人であること，つぎに，社長以外でも経営幹部，とくに財務や技術な

ど主要なポストの長には日本人がつくことが多いことにもとづいていると思わ

れる。日本企業は，ヒトの現地化に努力しており，現地人の登用は中間管理者

のレベルまでは進んでいるが，トップ・マネジメントのレベルにはまだおよん

でいない。現地人のミドル管理者にすれば、トップ・マネジメントのレベルヘ

の昇進を期待しているわけである。

　第三の平等主義はどうであろうか。現地人は重要な情報に接することが困難

である。海外子会社のなかでは，ふたつのシステムがあり，日本人と現地人に

は別々のシステムが適用されている。さきにみたこれらの不平や不満のコメン

トからして，現地人管理者は平等主義の面でも満足していないことがわかる。

　第四番目は参加の機会である。この点にかんしても現地人管理者は不満をもっ

ている。権限委譲が不十分なため，現地人だけではなにごともきめられない。

重要な決定は日本人社員が下す。現地人は意思決定の過程に実質的に参加でき

ない。コンセンサス経営というが，そのなかに現地人は含まれておらず，日本

人だけのコンセンサス経営である。これらのコメントは，現地人管理者が参加

の機会の点で不平や不満をもっていることをあらわしている。

　以上，日本的経営の四つの特徴について，工場の一般従業員とオフィスの中

間管理職にわけてみてきた。その結果，第一番目の雇用安定という特徴にかん

しては両者のあいだに差がないことがわかった。雇用安定は，工場の従業員に

よってもまた管理者によってもともに肯定的にうけとめられている。ところが，
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他の三つの特徴にかんしては，工場の従業員と管理者のあいだにちがいがある

ことがわかった。工場の従業員は，日本的経営のもとで昇進の可能性がある，

より平等的である，参加の機会がふえている，とうけとめている。他方，現地

人の中間管理者は，昇進の可能性には制限がある，日本人社員とのあいだに差

別がある，意思決定過程への参加は制限されている，というふうに否定的にう

けとめている。同じく海外の日本企業においてであるが，工場の一般従業員と

オフィスの中間管理者は経営のあり方を基本的にちがうようにうけとめている

のである。

　さきに，海外の日本企業には明るい面と暗い面の両面があること，そして，

この明暗の両面は日本的経営の国際性には限定があることによって説明できる

という考え方を紹介した。日本的経営は，工場レベルでは通用するが，オフィ

ス，とくにミドルの管理者やトップ・マネジメントのレベルでは通用しないと
　　　　　　　　（6〕
いう考えかたである。

　ところが，本稿のこれまでの検討は，日本的経営の限定的国際性の考えかた

に疑問をなげかけている。現地人管理者が不平や不満をもつのは，昇進の機会

が限られているためであり，また平等主義ではなくて日本人社員とのあいだに

差別があるためであり，さらに重要な意思決定過程には参加できないためであ

る。つまり，現地人管理者には日本的経営が適用されていないためなのである。

　もし仮に，日本的経営が工場の作業者に適用されているのと同程度に現地人

管理者にも適用されるならば，昇進の可能性は大きく広がる。また，平等主義

の考えにもとづいて日本人社員と現地人管理者は，たとえば情報への接近につ

いても差別はなくなる。重要な意思決定過程にも現地人管理者は実質的に参加

できるようになる。このようになれば，現地人管理者の疎外感は大幅に解消す

るであろう。かれらの不平や不満も減少し，かれらは動機づけられて活性化し，

（6）つぎを参照。石田英夫著『日本企業の国際人事管理』日本労働協会，1985年，p．

　V．
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自分の能力をよく発揮するようになるのではないだろうか。

　つまり，海外の日本企業で現地人管理者がフラストレーションを感じ，活性

化せず，能力をよく発揮できていないのは，日本的経営のためではなくて，逆

に日本的経営が実施されていないためであると考えられるのである。

多国籍化の伝統的発想

　日本企業のこれまでの多国籍化の発想のひとつの特徴は，日本中心のワン
　　　　　（7）
ウェーである。海外にまで拡大したグローバルな経営システムにおいて，中心

は日本の親会社であり，海外子会社は周辺組織である。経営資源は中心の日本

の親会社から周辺の海外子会社に一方向的に移転する。戦略は日本の親会社に

よって決定され，海外子会社はその戦略を実施する。日本の親会社がコントロー

ルし，海外子会社はそのコントロールのもとで機能する。日本の親会社は，戦

略の確実な遂行を確保するために海外子会社に日本人社員を送りこむ。

　この日本中心のワンウエーの発想は，　「日本人による日本の親会社のための

経営」ということもできよう。海外子会社の経営において主役を演じるのは，

日本から派遣される日本人社員であり，現地人の経営幹部や管理者はその日本

人杜員の脇役でしかない。現地の優秀な人材を確保し，かれらを動機づけて活

性化し，かれらの企業化精神を鼓舞し，かれらに意思決定をしてもらうという

考えかたは，日本中心のワンウエーの発想からはでにくいといえる。

　多国籍企業のばあい，経営システムは本国親会社と海外子会社をカバーして

グローバルに広がる。日本人社員は本国親会社にいる人も，また海外子会社に

出向している人も，そのグローバルな経営システムのメンバーとして考えられ

ている。ところが，海外子会社の現地人従業員のばあい，管理者や経営幹部で

も経営システムのメンバーとして考えられているかどうかはかならずしも明確

でない。日本人の管理者や経営幹部は，グローバルな広がりをもつ経営システ

ムにおいて内部メンバーである。これにたいして海外子会社の現地人管理者や

（7）前掲『日本企業のグローバル経営』p．40～43．
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経営幹部は，内部メンバーであるとはいいにくく，周辺的なメンバーといえよ

う。

　さて，これまでの日本企業の多国籍化の特徴としてもうひとつ，受身的な海

外進出を指摘できる。

　アジアなど発展途上国については，現地政府の輸入代替工業化政策などのた

めに，日本からの輸出は困難ないし不可能になり，日本企業はやむをえず現地

生産にのりだしていった。アメリカ，ヨーロッパの先進国のばあい，貿易摩擦

のためやはり仕方なく輸出を現地生産におきかえていった。発展途上国につい

ても，また欧米の先進国についても，日本の企業にとって現地生産はかならず

しも魅力的な戦略ではなかった。日本で生産し，輸出するのがベストである。

その戦略が各国政府の輸入規制などの政策のために実行できない。やむをえず

現地生産にのりだしていく。

　このように日本企業はこれまでのところ，さまざまな外圧のもとで自分の意

思に反して仕方なく多国籍化をすすめてきたといえる。日本企業は多国籍企業

の本来の優位性を追求するために，みずから積極的に多国籍化をすすめてきた

のではないのである。現地の優秀な人材を管理者や経営幹部，また技術者とし

て採用し，かれらのもてる能力をひきだすという点で，日本企業がこれまであ

まり大きな成果をあげていないとしても，日本企業のこれまでの多国籍化の基

本的なパターンからみて，それは納得できるともいえよう。

　悪循環

　日本人による経営という特徴は，海外子会社の初期にとくに顕著である。既

存企業を買収する場合は別であるが，新しく会社をつくるときには海外子会社

の社長をはじめ，そのほか財務，生産，技術など主要部門の責任者に日本人出

向社員がなることが多い。海外子会社の多くは，比較的小規模でスタートする。

そのような企業に現地の優秀な人材はなかなかきてくれない。日本の親会社の

経営方針や経営戦略を理解し，日本の親会社と連係プレーをすることのできる
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現地人は，なかなか採用できない。

　さて，日本人による経営がスタートする。この経営体制のもとでは，現地人

の管理者や経営幹部はさきにのべたように昇進の可能性にとぼしく，また重要

な意思決定の過程に実質的に参加できる余地も多くない。情報についても，日

本人社員と差別される。現地人管理者は，このような経営のあり方を知るにつ

れて，不平や不満をもち，かれらのモラールは低下していく。優秀な人材はや

めていくかもしれない。

　現地の優秀な人材があまりいない。現にいる現地人の多くは不平や不満をも

ち，モラールが低い。このような状況をみて，日本の親会社は現地人に頼るこ

とはできないと考え，日本人社員を送りこむ。その結果，日本人による経営の

特徴は弱まるどころか，かえって強まっていく。

　日本人による経営がつづくかぎり，現地の優秀な人材は日本企業になかなか

きてくれない。現にいる現地人はフラストレーションを感じ，自分の能力を十

分に発揮しない状態になる。

　悪循環である。

　アメリカ，ヨーロッパ，それにアジアの海外子会社のなかに，このような悪

循環におちいっているところは少なくない。日本企業が多国籍企業の本質的な

強みのひとつである現地の優秀な人材の活用可能性を実現するためには，この

悪循環を断ちきらねばならない。

　　　　　　　　　　　　3．現地人を中にいれる

　意思決定への参加と情報共有

　海外の日本企業のオフィスにはさまざまな問題があること，とくに現地人の

ミドル管理者に優秀な人材が少なく，現にいるかれらの多くはさまざまな不平

や不満をもち，低いモラールで仕事をしていることは，しばしば指摘されてい

る。この現地人管理者の問題の原因として日本的経営をあげる人が少なくない。
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日本的経営は工場では通用するが，ホフイスのホワイトカラー，とくにミドル

以上の管理者や経営幹部には通用しないという考えかたである。しかし，さき

に検討したことから明らかなように，この考えかたには疑問がある。現地人管

理者の不平や不満を分析すると，かれらは日本的経営の特徴に不満をもってい

るわけではない。かれらが不満なのは，日本的経営の特徴がかれらに適用され

ていないことにたいしてである。かれらには昇進の機会がかならずしも大きく

ない。重要な意思決定には参加できる余地が多くない。情報への接近の点で，

日本人杜員と平等でない。

　日本的経営が海外工場で高い成果をあげているのは，現地人の作業者や第一

線の管理者に雇用の安定，昇進の可能性，参加の機会，平等なあつかいという

特徴のためである。ところが，現地人の管理者には雇用の安定の特徴はあては

まるが，それ以外の昇進の可能性，決定への参加，情報接近にかんする平等に

ついては，日本的経営の特徴があてはまっていないのである。

　現地人管理者が不満をもち，かれらのモラールが低いのは，日本的経営の特

徴のためではない。日本的経営の特徴がかれらに適用されていないからである。

現地人管理者の問題を解決するためには，かれらに日本的経営の特徴を適用し
　　　　　　　　　　　（8）
なければならないのである。

　さきに，日本的経営の特徴として四つをあげた。そのうち第一の雇用安定に

ついては，すでに現地人の管理者にも適用されている。

　第二の特徴は昇進の可能性である。現地人の管理者からすると，昇進の可能

性はかならずしも大きくない。海外子会社の社長はほとんどが日本人である。

それ以外にも経営幹部には日本人が多くいるし，主要部門の責任者には日本人

がいることが少なくない。このような状況は現地人管理者の昇進の可能性をせ

（8）　冨田光彦の研究によると，イギリスの日本企業の英国人ミドル管理者は日本的経

　営を受け容れているという。冨田光彦稿「日本的経営の有効性一英国人ミドルの反

応一」　r組織科学』第23巻第2号，至989年11月。
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ばめている。

　昇進の可能性にかんしてなすべきことは明らかである。まず，日本人社員の

数をへらし，現地人管理者のポストをふやすことである。つぎに，できれば社

長も日本人ではなく，現地人がなるほうがいい。自分たちでも社長にまでなれ

るということが事実で示されることによって，現地人管理者の昇進可能性にか

んする不満は大幅に減少するであろう。

　第三の特徴は意思決定への参加である。この点にかんしては，まず日常業務

の意思決定の権限委譲をすすめることがひとつのポイントである。そのうえで

重要な意思決定の過程に現地人が実質的に参加するように意思決定のあり方を

　　　　　　　　　　　　（9）
変えていかなければならない。

　たんにフォーマルな意思決定の会議に現地人管理者が出席して最終的な意思

決定の過程に参加するだけでは十分でない。フォーマルな意思決定のミーティ

ングは，しばしばセレモニーの場でしかない。問題を検討し，解決のためのさ

まざまな対策を考えだす会議に当初から現地人が参加することがのぞましい。

打ち合わせの会議，根まわしのミーティング，正規の会議のあとの二次会，さ

らに三次会，インフォーマルな個人的な会合などにも現地人が参加するように

ならなければならない。

　第四の特徴は情報共有である。重要な情報，企業機密に属するような情報に

は，現地人は管理者でもなかなか接近できない。現地人管理者はそのことから，

日本人社員はわれわれを信用してくれていないと考えるようになる。実際のと

ころ，日本人社員はこれまでは現地人の管理者や幹部をかならずしも信用して

（9）産能大教授の花田光世によると，アメリカの日本企業のアメリカ人経営幹部の意

思決定への参加の程度は，かれらの職務満足ならびに企業の業績と正の相関関係があ

　るという。

V1adimir　Pucik，Mitsuyo　Hanada，and　George　Fifie工d，Mα几αge肌e耐

ωJ肋rεαπd伽酬εc痂eπεssoゾエ㏄αj批召。阯痂es土πJαραmsθ一〇ωmd

　σ．S．Corporαiえ。π8，University　of　Michigan，November1989，p，28－29．
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いないといえるであろう。

　これまでどおり海外子会社において日本人による経営をつづけるのであれぱ，

現地人管理者を信用せず，かれらに重要な情報をあたえなくてもよいかもしれ

ない。しかし，現地人の優秀な人材を管理者として採用し，かれらに高いモラー

ルでそのもてる能力を発揮してもらおうとするならば，かれらの不信感を解消

しなければならない。そのためには，企業機密に属するような情報といえども，

日本人社員と差別せずに接近できるようにしなければならない。

　以上，昇進の可能性，意思決定への参加，情報共有の三つの点にかんして，

現地人管理者の問題を解決するためになすべきことをみてきた。なすべきこと

は，要するに，現地人管理者も日本人社員と基本的には同じようにあつかうこ

とであるといえる。

　これまでは日本の多国籍企業のグローバルな経営システムにおいて，日本人

社員はその経営システムの内部メンバーであったが，現地人はその経営システ

ムの内部メンバーとはいえず，周辺的なメンバーであった。さきにのべたなす

べきことは，現地人管理者をグローバルな経営システムの中にいれることであ

るといえる。現地人管理者も日本人杜員と同様にグローバルな経営システムの

内部メンバーとしてあつかうことがなすべきことの要点である。

　経営者の決断

　海外の日本企業の現地人管理者の問題を解決するためには，現地人管理者の

昇進の可能性を高め，意思決定への参加の機会を増大させ，そして情報共有を

すすめなければならない。これらの対策をすすめると，海外子会社に出向して

いる日本人の役割は減じていく。日本の親会社から出向してくる日本人社員の

総数はへるし，海外子会杜の社長をはじめ重要なポストのいくつかにも日本人

にかわって現地人がつくようになろう。海外子会社の経営においてこれまでは

日本人が主役の座を演じてきたが，しだいにその主役の座を現地人にゅずりわ

たしていくことになろう。
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　海外子会社の経営における主役の座が日本人から現地人にシフトしていくこ

とは，じつは日本の親会社の観点からものぞましいことである。

　ひとつは，海外子会社に日本人を出向させるコストが高いことである。ある

大手の電機企業に例をとると，35歳の標準的駐在員（妻と子供二人）の給与を

現地人のよく似た同僚の給与と比較すると，日本人はアメリカ人の1．4倍，英

国の2．9倍，韓国の3．1倍，台湾の4倍，マレーシアの4．9倍，インドネシア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
の10倍であった。　（1986年10月調べ，1ドル＝165円で換算）。なお，この給与

比較には日本人社員が日本で受けとるボーナスの額はふくまれていないから，

ボーナスを加えて比較すると日本人出向社貝と現地人管理者の給与格差は，さ

らに大きくなる。

　海外の日本企業に日本人社員を多く派遣すると，派遣コストのためにその海

外子会社の業績が悪化することもありうる。派遣コストという点からして，日

本人社員の派遣を減らす圧力は高まっているのである。

　もうひとつの理由は，日本人社員の海外勤務忌避症である。最近では，アメ

リカやヨーロッパの先進国についても，日本人社員のあいだで海外勤務を希望

する者は多くない。とくに，海外子会社の重要なポストにつく30代あるいは40

代の社員については，海外勤務をさける人が多い。海外勤務の金銭的ならびに

非金銭的なインセティブを少々工夫しても，優秀な人材を確保することがむず

かしい状態になっている。

　海外子会社の重要なポストに現地人を登用し，かれらに意思決定の過程に実

質的に参加させ，情報にも接近できるようにすることは，一石二鳥の効果を発

揮するといえる。これまでにみたように，現地人管理者のモラールを高め，か

れらを活性化する効果が第一の効果である。つぎに，日本の親会社にとっての

問題である海外派遣の高いコストと海外勤務忌避症に対処する点で，現地人の

（10）神戸商科大学教授の安室憲一の報告資料にもとづく（関西経済研究センターのグ

　ローバル経営研究会で配布）。
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登用をすすめることは効果がある。

　日本人にかえて現地人を登用すべしという意見は，じつはなにも最近になっ

てでてきたわけではない。いまから15年もまえにすでにタイ，インドネシアな

ど東南アジアの日本企業において，現地人の登用をすすめなければならない状
　　　（u）
況にあった。しかし，現地人の登用は東南アジアの日本企業において，またア

メリカ，ヨーロッパの日本企業においても，かならずしもはやいテンポですす

んできたわけではない。さまざまな理由があるが，ひとつの理由は，日本人に

かわることのできる優秀な現地人の人材を日本企業はこれまでのところなかな

か採用できなかったのである。ところが，最近になって状況は大きく変化しは

じめている。

　日本企業の商品のなかから世界商品が多く生まれており，それらの製品ブラ

ンドは世界に知れわたっている。日本企業のなかから世界的企業がいくつか生

まれている。日本企業の知名度は高まっている。また，日本的経営への関心が

最近は高まっている。その関心は肯定的な関心が多い。

　さらに，アメリカ，ヨーロッパ，アジアの日本企業のなかには，10年以上の

歴史があり，企業規模もそうとうのレベルに達しているところがいくつかでは

じめている。松下，トヨタ，日本電気，キヤノンなど現地の優秀な人材を採用

できるようになっている企業がしだいに増加している。

　おそらく10年以上も以前であれば，日本人にかえて現地人を登用すべしとい

う意見は，現実的な意味をあまりもたなかった。現地の優秀な人材を採用でき

なかったからである。ところがいまや日本企業は，各国の優秀な人材を採用で

きるようになってきている。現地人の登用は，実現可能な状況になっているの

である。

　このようにいうと，海外子会社における現地人管理者の問題は，時間の経過

とともに自然に解決されていくと思われるかもしれない。じつはそうではない。

（11）吉原英樹著r多国籍経営論』白桃書房，1979年，p．265．
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現地人管理者の問題を解決するためには，日本の本社のトップ・マネジメント

の決断が必要であると考えられる。

　さきに現地人管理者の問題の悪循環についてみた。日本人による経営が行な

われる。そのもとでは現地の優秀な人材がなかなか日本企業にきてくれない。

現在の現地人管理者は，不平や不満をもって低いモラールで仕事をする。その

ために，日本人社員が中心になって海外子会社の経営にあたらなければならな

い。海外子会社における現地人管理者の問題を解決するためには，さきに指摘

したように，この悪循環を断ちきらなければならないのである。

　悪循環を断ちきるためには，思いきった手をうたなければならない。そのた

めには，トップの決断が必要になるのである。

　海外の日本企業にいる日本人社員は，また日本の親会社にいて海外子会社の

管理にあたっている実務の担当者は，海外子会社の経営の実態にくわしい。か

れらは，日本人にかえて現地人を登用することに慎重である。あえて無理に実

行すれば，さまざまな問題が生じるのではないかとおそれる。そのために思い

きった手をなかなかうちだせない。悪循環を断ち切れないのである。

　日本の親会社のトップ・マネジメントは，海外子会社の現場からはなれてい

るから，海外子会社の実態をよく知らない。この特徴は当面の問題にまどわさ

れずに海外子会社の現地人管理者の基本的な問題に対処するうえでは，有利な

特徴といえる。トップ・マネジメントは，海外子会社のかかえるさまざまな問

題にうといために，かえって思いきった手をうてる。悪循環を断つ決断は，トッ

プ・マネジメントなら下せるはずである。

　　　　　　4．　「あいっらの会社」から「われわれの会社」へ

　日本的経営の根底にあるひとつの考えかたは，人本主義ないし従業員主義で

ある。それはひとつには「会社はわれわれのもの」という従業員主権の企業観

として具体化する。日本では，新卒の新入社員が家族や友人に「ぼくの会社」
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「わたしの会社」という言いかたをする。

　この従業員主権の企業観は，じつは日本に独特なもので，アメリカやヨーロッ

パあるいはアジアでもほとんとみられない。外国では株上主権の企業観が一般

的である。一般の従業員だけでなく，ミドルの管理者，さらに経営幹部でも

「会社は株主のもの」と考えている。

　では，従業員主権の企業観は日本企業の海外子会社の現地人従業員によって

も共有されているのであろうか。

　これまでに検討したように，現地人の管理者の多くは疎外感をもっている。

昇進の機会はかぎられている。重要な意思決定の過程になかなか参加できない。

重要な情報への接近はむずかしい。現地人管理者は，日本人社員から差別され

ている。日本企業のグローバルな経営システムの内部メンバーは，日本人だけ

である。現地人は，一アウトサイダーないし周辺的なメンバーにすぎない。現地

人管理者の多くはこのように感じ，考えているのではないだろうか。

　かれら現地人管理者にとっては，自分がつとめている当該の海外子会社およ

びその親会社である日本企業は，　「われわれの会社」ではないであろう。　「あ

いつ（日本人）らの会社」であろう。

　現地人を日本の多国籍企業のグローバルな経営システムの中にいれるべしと

いう筆者の主張は，じつはかれらにも「われわれの会社」という従業員主権の

企業観を共有してもらうべしとの主張である。現地人管理者が自分のつとめて

いる当該の海外子会社およびその日本の親会社を「われわれの会社」と思うよ

うにならなければ，日本的経営は海外子会社において真に定着したということ

はできないであろう。

後記：本稿は拙著r現地人社長と内なる国際化一グローバル経営の課題一』東洋

　　経済新報社，1989年にもとづいている。
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情報関連財の取引形態

井　川　一　宏

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　人類の経済活動の中心は，農業から工業へ，そして情報・サービスヘと移動

している。この情報化・サービス化の流れの中で，生産・消費活動，および取

引形態も，対応した変化を示している。

　本稿の目的は，経済活動が一情報を中心としたものに移行するに従って，その

比重が大きくなる情報関連財の生産・消費，および取引に，どのような特徴的

ごとが出現しているかを明らかにすることである。その事項はデータとして相

対的比重が高いとは必ずしも言える段階にないものもあるが，それが「特徴的

である」と留意しておくことで根底にある潮流の理解が深まると考えられる。

　情報関連財を大きく2つに分けて考えておくと便利である。1つはハードと

呼ばれる情報機器であり，その生産ノウハウも含められるであろう。もう1つ

はソフトと呼ばれる情報そのものであり，データ，分析手法，メッセージがそ

の内容である。科学技術の発達によって，情報機器の質的向上・生産コストの

低下がもたらされ，需要の延びをともなって，将来性のある分野として情報機

器産業は注目されている。機器の使い勝手も需要者の要求に見合うようノウハ

ウが開発され，その内容も要求の多様化に合わせた開発が必要となっている。

情報そのものが経済財として重要となるには，それだけの理由がある。もちろ

ん1つには情報機器の発達によって，それまでなかった形の情報が生産可能と

なったことが挙げられるが，他方では，情報の利用分野の増加が認識されるこ

ととなった点も見落せない。すなわち，入手した情報は比較的たやすく複製
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（コピー）できるため，多方面に低コストで利用可能になり，保存可能である

場合には追加的情報を補充するだけで蓄積情報が生かされることとなる。また

情報を結合・選択することによってその価値をさらに高めることが可能であり，

加工情報・分析情報と「1青報が情報を生む」側面があるので，情報の利用価値

は急速に拡大するのである。

　情報関連財が重要となっていることに加えて，その取引を通常の財の取引と

同様な形態で行うことが困難である点も，情報化社会の1つの特徴をもたらし

ていると考えられる。取引が容易でない場合には，情報関連財の確保が経済活

動におけるキー・ファクターともなる。他の経済主体から購入することができ

なければ自らが開発・生産を行う必要があり，私有の情報関連財の販売・利用

には細心の注意が必要となる。重要な財でしかも取引が困難であれば，その財

の確保が最優先され，このことがさらに競争を激しくし，取引を困難とするこ

とにもなろう。

　したがって，本稿では，取引の困難性とそれに対応する経済行為を明示的に

することも目的とされる。情報関連財の内容は多様であり，一様な取扱いは必

ずしも可能ではないが，情報機器の技術ノウハウ，およびデータと分析ノウハ

ウを主として念頭において以下論じることにする。これによって，捉えきれな

い財については個別の議論を要する（あるいは既存の理論が活用できる）が，

そのマイナスよりもここでは分析が少しでも具体的となるメリットをとりたい

と考えている。

　以下，次節では情報関連財の取引の特徴を，第3節では特に情報の非対称性

が存在する場合の取引形態について考察する。第4節ではその取引形態を，取

引契約の仕方と組織による市場の内部化の2面から検討する。

　　　　　　　　　　　　2．情報関連財の取引

（1）．情報機器産業において，この分野の企業が最も重視しているものは生産
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技術ノウハウである。もちろんその内容は多様であるが，企業として存続でき

るためには何らかのノウハウにおいて優位を占める必要がある。したがってノ

ウハウを収集・開発・蓄積することによって，生産・流通における優位を維持・

獲得することが企業の戦略となってくる。1つの技術ノウハウは多方面に応用

可能であるので，それが生産技術の場合には生産物の多様化となり，それが管

理技術である場合にも異業種の生産・流通をてがけることになる。生産工程の

結合を容易にするノウハウは，多段階の工程をそれぞれ最適なところ（時間的・

空間的）に振り分け，その後それらをネットワークとして総合する生産形態を

可能にさせる。これらの場合にも，そのノウハウが活用しつくされるようにい

ろいろな可能性をさぐり，実行してゆく必要にせまられる。さもなければ類似

の他企業の進出を許し，競争が激化してゆくだけでなく，得られたはずの利益

を見逃すことになるからである。つまり1つのノウハウを活用するためのネッ

トワークが形成され，複数のネットワークが互いにからみ合うという状況に必

然的に進行することになる。技術ノウハウは設計図にすべて集約できるわけで

はない。労働者が学習・研究によってノウハウを獲得・開発して保有しなけれ

ばならない部分もある。もともと最先端と考えられる部分ほど研究・開発が進

行形であるので，労働の役割が大きいのである。したがって技術ノウハウ担当

の労働者の獲得・養成も欠かせない。しかも，ノウハウの変化に対応できる能

力を持った労働者が必要となり，このことは異なる生産工程の労働者，異なる

事業部の労働者についてあてはまるので，技術ノウハウを持った労働者を多段

階の工程・多数の事業部に進出させることが必要となる。進出させるだけでは

不十分で常に新しいノウハウを保持させる必要があるので，そのためのネット

ワークが形成される。また，1つのノウハウを持つ労働者はそれらの多工程・

多事業部のどこでも役立つので，労働者の分担する仕事の多様化も生じる。つ

まり，技術関係の労働者の役割が増大すると，専門的労働者だけでなく，何ん

でもこなせる労働者も必要となるのであ乱しかもこれらのスペシャリストと
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ジェネラリストは互いにノウハウ伝達のネットワークによって結合されていて，

複数のノウハウについて考えると，複数のネットワークがからみ合う状況が生

じることになる。

　情報機器の取引きにはいくつかの特徴がみられる。1つは生産コストの捉え

方が困難であることである。技術ノウハウの研究・開発コストは，そのノウハ

ウを直接販売しない場合，いずれかの関連生産物の価格に転化されなければな

らないが，研究・開発と生産物の対応関係は必ずしも明示的でないのである。

また生産物の価格の多くがそこに含まれるノウハウに依存している場合，物理

的な限界費用は小さい（ノウハウは低コストで複製できるから）ので，独占的

利益をあげるように価格設定できる。価格設定にあたって生産コストよりも需

要関数に関心が払われることになる。2つ目はこの需要側に関連している。情

報機器の利用価値はその機器と結合される情報（ソフト）によって左右される

ので，ソフトの質と価格は機器の需要関数を大きく左右する。しかもそのソフ

トの価格（価値）の決定も容易でないので，機器の価格の決定も簡単でなくな

る。例えばハードとソフトを同一企業が供給している場合には，それらの相互

作用を考慮して，利益を最大とするようにそれぞれの価格を決定すればよい。

しかしそれらが別の経済主体によって供給される場合には，相互に相手の出方

を考慮に入れた対応にせまられ，結果的には望む利益を獲得できないかもしれ

ない。それぞれが利益を最大とするようにそれぞれの価格を決定する場合，相

手の反応の仕方によっては自分の利益が縮小されるからである。もちろんこの

場合，双方が協力して利益を大きくすることも可能であるが，総利益をどのよ

うに分配するかについては競合するであろう。ハードとソフトを供給する企業

とハードだけを供給する企業がハードの市場で競争している場合には，ソフト

の利用可能性が問題である。両方を供給する企業はソフトを自らのハードのみ

と結合可能にしたいが，逆にハードだけの供給者はソフトの利用にフリー・ラ

イダーとなることを望むからである。また場合によってはソフトとハードを結
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合するソフトの供給者も出現することにもなろう。

　（2）．いずれにしても，情報機器の取引においては，その機器に結びつく技術

ノウハウが競争者（潜在的競争者も含む）にもれないようし，逆に競争者を含

む他の経済主体の持つ技術ノウハウを獲得する努力がなされる。これによって，

各経済主体の優位が維持できるからである。つまり，その経済主体（企業）固

有のノウハウと関係しないものはノウハウを公開した取引が可能であるが，固

有のノウハウに関連するものの取引には注意が必要なのである。

　取引が同一相手と継続的になされるケースでは，取引されるノウハウ（機器

も含めて考えてよい）の価格は，長期的にはノウハウのかなりの部分が共有さ

れることになることから，その価値を反映したものとなるであろうし，この場

合，取引主体間で何らかの協調的契約が必要となるであろう。なぜなら，ノウ

ハウの購入者がそれを開示すると供給者が増して価格が低下する利益が生じる

が，他方で販売者の優位がおびやかされてしまうからである。ただし，販売者

の技術ノウハウ開発力が高い場合には，継続的に高度な技術ノウハウを含む機

器が取引されることになるので，購入側が開示するインセンティブは小さくな

るとともに，販売側が開示の禁止を求める強制力も強まることになろう。開示

の禁止を破ると将来の高度技術機器の取引から得られる利益を失うので購入側

はそれに従うことになる。この意味から，供給側は研究・開発力の確保に努力

することになり，技術ノウハウの取引は企業の系列化（ときには同一組織化）

を生むことになる。

　技術ノウハウの取引において，取引主体はそこから得られる費用・利益を全

て勘定に入れた価格を設定することが難しい理由のもう1つには，技術ノウハ

ウの持つ外部経済性がある。技術ノウハウの応用は多様であり，取引時点では

気付かなかった活用も見出され，それが企業内で生じて内部経済を生む場合も

あれば，他の経済主体に利益を与えて外部効果を持つ場合もある。この面が多

数の企業相互間に生じると大きな外部効果となる。技術ノウハウを保有するこ
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とから生じる外部効果（あとで発見される利用価値を含む）を取引主体が内部

化できない場合，外部経済の及ぶと考えられる範囲を同一の組織内に取込んで

しまうとか系列化してしまうという手段で，技術ノウハウの生む利益を自らの

ものにする努力もなされる。

　他方，取引が継続的でない場合には別の困難も発生する。取引対象である技

術ノウハウ（それを含む情報機器）の内容を完全に把握しないまま取引契約を

実行せざるをえない場合がそれである。購入側は信用のある販売（生産）者を

選ばなければならない。価格よりも内容に対する信用が重要であることから，

長期的に経済活動を行い，優良とされている企業が相手に選ばれるであろう。

たとえ訴訟になっても交渉相手に足るからである。

　（3）．情報そのもののソフト産業において同様のことが言える。情報は低コス

トでコピーでき，一度開示されると容易に普及するので，通常の射よりも減価

のスピードが早い二また情報の価値の決定は容易でないので，取引に多くの困

難をともなうのである。情報を供給する企業は，情報の収集・分析・開発に努

めると同時に，コピー可能な情報を小さな限界コストで多方面に応用する道を

開発することになる。つまり，情報が多方面に利用されるにともなって，情報

生産の多様化・ネットワーク化がすすむことになる。また，情報の生産に参加

する労働者は，情報の需要を先取りするかたちで，しかも次々と新しいアイディ

アを投入しなければならない。したがって，労働者は多様な才能と同時に専門

的知識を必要とすることになる。そのためには多様な専門家を組織化する必要

もでてくる。

　情報の取引における価格決定にも困難をともなう。情報の生産コストよりも，

アイディアの価値が価格に反映される場合には，結局は情報を利用する側の評

価がそのアイディアの価値を決めることになるからである。つまり主観的に評

価され，その評価は利用者によって異るので，一律の価格が設立しにくいので

ある。また情報の価値は他の情報によって影響されやすい。独自のアイディア
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と類似のアイディアがある場合に価値が低下する場合もあれば，異ったアイディ

アとの結合によって価値が上昇する場合もある。逆にこのことは，情報の生産

側で，需要側の価値観とその変化をす早くキャッチしながら，独自のアイディ

アと他のアイディアとの複合による価値を追求することも求められる。

　（4〕．情報取引が継続的に行われる場合に，情報のコピーに対する法律的保護

がなければ，取引者のメンバー制とか企業の系列化が必要となる。コピーが容

易であれば，需要者はコピーで済ませることができ，逆に再コピーして供給す

ることも可能になれば，情報の市場価値は急落し，生産コストをカバーするこ

とができなくなる。ただし，情報の蓄積がさらに別の情報の需要を引き出すケー

スでは，供給側は情報を小出しにすることで需要側を取引相手に引き止めるこ

とができ，その相手にコピーをしないよう要求する力を持つことになって，情

報開示のリスクは小さくなるであろう。また他の情報との関連によって価値が

影響される場合には，異った情報供給者間でその外部経済を内部化するような

組織が成立することにもなろう。他方，取引が単発的である場合には，コピー

に対するコントロールは容易でないので，信頼がおける相手とだけ取引がなさ

れることになり，信用力を売る仲介専門家も出現することになる。

　　　　　　　　3．取引者間の情報の非対称性と信頼関係

　（1〕．情報関連財の取引に限らないが，特にこの財については，財の内容を知っ

ている程度が異なることから生じる取引上の困難が多い。1ノウハウ・情報は取

引者がそれを完全に知っている場合には取引する必要がないからである。財の

価値を供給者が良く知っていて，需要者が無知である場合には，価格を不当に

高くするとか，品質を下半に下げるなどの行為がなされる可能性がある。この

可能性は需要側に財に対する情報収集のインセンティブと取引でだまされない

ための手段（契約）を考案させることになる。逆に供給側は無知で需要側が財

の内容について知識を持っている場合には，供給者側がだまされる可能性があ
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り、情報を収集し，良い契約方法を見出す必要にせまられる。当時者問での自

由な行動にまかせると社会的に不都合が出たり，一方が常に不当な利益をあげ

る場合には，公的機関の市場介入とか法律的な保護が必要となる。

　情報関連財の取引で問題となるのは，財の内容に対する情報の非対称性だけ

ではなく取引者の行動それ自体に対する不確実性がある。すなわち，財の内容

について問わない場合でも，需要側がコピーを作って供給価値を下げたり，逆

に供給側が非常に多くのコピーを販売して需要側の使用価値を下げるといった

ことが容易になされるからである。この場合，財の取引においてその品質・価

格だけではなく，供給者・需要者の行動について契約しておかなければならな

い。その契約の監視とか実行の強制が当事者間だけでは困難であれば，やはり

公的機関・法律の助けを借ることになるであろう。

　（2〕．情報関連財の内容に関して客観的評価が可能であり，財のコピーが容易

でない（コストが高い）場合には，取引契約において通常の財と同様に扱って

問題はない。つまり，その財を生産するコスト（供給側）とその財を利用する

ベニフイット（需要側）が限界的に等しいところで価格と取引量が決定される

ことになる。

　しかし，財の内容は確定しているが，財のコピーが簡単である（コストが低

い）場合には，上述のように，販売者・購入者が取引相手に予想できない損失

を与えながら利益をあげることのないように配慮する必要がある。販売者・購

入者が「そのような行為」を行わないことを取引契約において明示し，それが

実行されれば問題がない。ただし，そのような行為の予想されるすべてについ

て契約しておくことは不可能に近く，もしそれが可能としてもその契約に違反

していることを立証し，必要な場合には損害賠償で解決することは容易ではな

い。すなわち当事者間で解決することは難しいのである。この場合自由な契約

によって問題を処理するよりも，財のコピー可能性を禁止するという法的処置

の方が経済システムの効率的運営にそったものと考えられる。著作権・知的所
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有権などを法的に保護すれば良いのである。もちろん法的保護だけですべてが

解決するとは言えず，違法あるいはすれすれのところで市場メカニズムをさま

たげる行為は存在する。したがって，完全性を高めようとすれば，すでにふれ

たような取引主体間の系列化・組織化が1つの経済行動となるであろう。

　（3）．次に財のコピーは容易でないが，情報関連財の内容について評価が難し

い場合を考えてみよう。評価が難しいと言う場合に主観的評価に違いがある場

合と情報（知識）に非対称がある場合が考えられるが，ここでは後者のケース

を問題とする。前者のケースは通常の需要・供給曲線による分析でかなりの部

分が考慮できるからである。情報の非対称性が市場メカニズムをゆがめること

は周知のところであるが，それに対してどうすれば良いかについては議論の多

いところである。情報優位側は劣位側の不利を利用して利益をあげるというイ

ンセンティブを持つので，このインセンティブに合致し，しかも情報劣位側が

不当に不利な取引を行うことのない契約方法が見出されればそれにこしたこと

はない。実際には1つの経済指標（例えば価格だけ）によってそのようなイン

センティブ・コンパチィビリティーを持つ契約方法を見出すことはできないが，

複数の指標（例えば価格と違約金）を使うとその方法を見出す可能性が出てく

る。つまり，例えば価格を高くすると同時に違約金を高くし，価格を下げると

同時に違約金を低くするという組合せをうまく行えば，価格を高くしてだます

よりも価格を下げても違約金を少なくし自発的に正直に行動するメカニズムが

創出できる可能性がある。もちろんこのメカニズムがあらゆる取引について創

出できるとは言えないし，できてもそのメカニズムの創出・維持のコストが大

きい場合もある。インセンティブ・コンパチィブルな契約方法の創出が困難な

場合で，しかも社会的にみた場合に多くの取引が成立することが望ましいと考

えられる場合には，法律で情報優位側が情報の一部を開示する義務を課したり，

公的機関がコストを払ってその部分を購入し公開するといった仕組みも必要と

なる。もちろん公開されれば市場価値を失う情報の場合，公共財の供給と使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93



　経済経営研究第39号（I・皿）

料と同様の問題が生じることになる。

　最後に，情報関連財の内容に関して情報の非対称性があり，情報のコピーが

容易で取引者の行為を規制する必要のある場合には，上で述べた2つの問題解

決メカニズムを結合することが求められる。つまりコピーの法的規制とインセ

ンティブ・コンパチィブルな契約方法の創出，あるいはコピーの法的規制と公

的機関による公共財としての情報の提出（その義務化も含む）である。ただし，

これらによってすべての情報財取引の問題点が解決されるわけではない。著作

権・知的所有権の確立が難しい財もあれば，インセンティブ・コンパチィブル

な契約方法が見出せない財，あるいは公的機関が情報を開示できない財も存在

するからである。

　／4〕．さて，これまでコピー可能財・不可能財と分けて話をすすめたのである

が，コピー可能なものを不可能なものにするシステムの開発も重要である。コ

ピーが不可能な情報機器を保有しなければ，情報が活かせないようにするとか，

あるいはコピーが技術的に不可能になる仕組みを情報に組み込んでおくことな

どがそれである。同様に，非対称的情報を利用した不当な行為を防止するよう

なシステムの開発も重要である。取引主体の信用度を私的・公的に示すことや，

不当な行為主体を公表することなどがそれである。何らの信用なくして市場取

引に参加すると，相手から割引いた価値で評価され取引する状況となり，その

コストを回収するためには市場に永く残って少しずつ信用を獲得したうえで，

利益を出さねばならないので，不当な行為にチェックがきくことになろう。情

報取引に困難をともなう場合には，その困難を解消・軽減する情報関連財を生

産する経済主体とか、その困難を専門的に処理する経済主体が出現することに

もなるのであろう。

　　　　　　　　　　　　4．契約形態と組織形態

　情報関連財のみに特有というわけではないが，特に情報関連財の取引では，

取引される財の性質から，財の内容に対する情報の非対称性とコピー（公開）
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の可能性があるため取引契約は複雑化する。取引当時者間の自由契約では十分

その取引目的が達成できないとか，契約も含めて取引コストが大きくなりすぎ

る場合には，法律的な規制によって’1青報公開，著作権・知的所有権の保護がな

される。あるいは公的な機関がコストを負担して情報の一部を公開したり，取

引参加の資格を限ったり信頼度を公表したりする。これらの法律に関する問題，

公的機関の役割も興味深いのであるが，この節ではもう少し民間の経済主体の

活動にしぼって，情報関連財の取引を掘り下げることにする。

　（1）．すでに述べたように，契約においてインセンティブ・コンパチイブルな

内容を含むように設計できれば，その契約手法のもとで，通常の財と同様の取

引が可能になるので，まずインセンティブ・コンパチイブルなものの具体例を

示すことにしよう。いま，材として機械の設計図が取引されるものとしよう。

もちろん設計図の中味について，販売側は十分な知識を持っているが，購入側

はおよその内容しか知り得ない。この場合，販売側は内容が良いと主張して高

価格を提案するが，購入側は内容にリスクがあるため低価格を提案する。間を

とった価格設定の方法では，真に良い内容の販売は無くなり，逆に悪い内容の

設計図だけが供給され，購入側は結果的に損な取引をしたと後悔することにな

る。だからと言って価格を引下げたのでは，ますます内容の悪い設計図しか供

給されないことになってしまう。たとえ価格を引上げても，確かに比較的良い

内容のものも供給されることになるが，平均するとやはり悪い価格のものが多

い結果は変らない。このような状況で，真に良い内容の設計図を持つ人が，そ

の内容を取引相手に知らすことなくしかも高価格で販売するために，取引の後

で内容に問題があればそれを保証すると申し出たとしよう。購入者は安心して

高価格を受入れることになる。もちろん保証金が小さければ，やはり悪質な設

計図が高く売られことになるので，高価格に対しては高保証金があてられなけ

ればならない。さらに良質の設計図を販売する人は保証の負担よりも価格が高

いかどうかを気にし，悪質の設計図を販売する人は価格よりも保証金の大小を
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気にすることになる。したがって，うまく「価格と保証金の組合せ」を考慮し

た契約を作成すれば，販売者がどの組合せを選ぶかをみて設計図の質を推測で

きる。このようにして判明した質に対して正当な価格（したがって保証金）が

決定されるようにすればよい。販売側が財の質を自由意志で結果的に正直に表

明する取引がもたらされるという意味でインセンティブ・コンパチィブルな契

約方法と考えられる。

　（2）．しかし，すでにふれたようにいつもインヤンティブ・コンパチィブルな

契約方法が創出できるとは必らないし，できたとしてもその運営に大きなコス

トがかかる可能性がある。このような場合には，べつの手段で取引をスムーズ

にしなければならない。周知のように，市場メカニズムを使った取引が，十分

にその機能をはたさないケースでは，市場に代って組織が形成される。組織内

の取引に変換してしまえば，市場メカニズムが働かない原因を取り除く（弱め

る）ことができるからである。先の設計図の場合には，販売者と購入者が1つ

の組織を形成すれば，取引は組織内取引となり，組織内では協力して目的を達

成する行動がとられるので，設計図の内容について真実が伝えられることにな

るからである。ただし，組織内で協力した行動がとられるようなシステムを維

持するためにはコストもかかる。組織を形成して利益が出なければそれは形成

されないし，組織から脱退することに不利益が生じなければ組織は容易に崩壊

するからである。組織を形成することによって，インセンティブ・コンパチィ

ブルな契約を利用する必要がなくなり，さらに外部経済を内部化できるメリッ

トが大きくなれば，組織が形成されることになるのであろう。しかし，組織を

いくらでも大きくするわけにはゆかない。組織を維持するコストが大きくなり，

市場メカニズを利用しないコストも大きくなるからである。さらに組織内では

協力した行動が要求されるが，これを徹底させるコストは，組織内の経済主体

の「自主的な行動に対する願望」を考慮すると，累積的に拡大するものと予想

されるのである。
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　あたりまえのことであるが，市場取引と組織取引のどちらに移行してももは

やメリットを生まないところで1つの均衡となり，市場と組織の範囲が分割さ

れる。しかしその範囲は経済の変化とともに変化してゆき，市場・組織それぞ

れの形態も変化してゆくことになる。

　　　　　　　　　　　　　5．　　オ3　わ　　り　　‘こ

　取引形態・組織形態の対応がいかにスムーズになされるとしても，情報関連

財と結びつく経済活動の拡大がめざましいので，その対応が継続する状況に変

りはない。財の供給者は，競争上の優位を確保するためにR＆Dと組織の拡大・

ネットワーク化，組織内を情報中心に再編成しながらしかも事態の変化に対応

できる組織にするといった，まさに1情報に依存した行動にますます直面させら

れることになる。財の需要者も，情報の非対称性における劣位を少しでも軽く

するように学習・研究に努めなければならない。それだけではなく，優位者と

なって逆に情報を発信・生産するかたちで経済活動に参加することで，さらに

新しい情報が需要できる状況が作り出されてゆく。ここでも情報に依存した行

動が顕著になる。

　情報化社会を未来学的に予測することは本稿の目的ではないが，未来図の一

部はすでに現在の経済活動，とりわけ情報関連財にかかわる経済活動のなかに

きわだった形で出現している。したがってこのトレンドをべ一スにして経済活

動を考え直し，潮流を理解しておくことが必要となる。家計・企業といった民

間の経済主体の行動だけでなく，公共部門の経済活動（経済に関する法律も含

む）にも’このトレンドに合致した観点からの分析が求められる。取引における

市場メカニズムと組織への内部化の選択についてもこのトレンドを重視した理

解が必要であると考えられる。

　ボーダレス・エコノミーは，国家間の障壁の消失に関するものであるが，経

済主体間の複雑なネットワーク化がその背後にあることを忘れてはならない。
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ネットワーク化が進むと組織と市場の区別も程度問題となる面が出てくる。市

場取引のために組織とネットワークがフルに利用される状況になるからであり，

組織内の取引も，市場に類似したネットワークをフルに利用したやり方で処理

されることになるからである。政治・経済・社会のいろいろな現象に情報関連

のネットワークで結合された形態，それらの相互依存の高まった形態が出現す

ると考えられる。経済現象について考える場合もこの視点が重要と思われる。

　　　　　　　　　　　　　参　考　文　献

マーチャント・ホートン，共著『インワォトレンドー情報とビジネス戦略一』

　栗原史郎・近藤正行，共訳　オーム社1989年8月

割11健一『制度と情報の経済学』有斐閣　1988年工0月
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貯蓄・投資バランスと経常収支問題

一1980年代のオーストラリア経済一

石　垣　健　一

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　1980年代はオーストラリア経済にとって明るい見通しで始まった。失業率は

5～6％の水準で安定し，インフレ率も1ケタ台に低下していた。なによりも

資源開発ブームの到来が予感され，「ラッキー・カントリー」神話はいきてい

るようにみえた。しかし現実はその予感を裏切るものであった。1982年にはじ

まった不況は戦後で最も厳しいものであった。その後景気は回復したけれども，

経常収支の赤字およびそれを基本的原因とする海外債務の累積が大きな困難を

オーストラリア経済に課した。この問題の解決なしには，長期的な経済発展と

生活水準の向上はきわめて困難となった。本稿では，まず1980年代のオースト

ラリアの経済パフォーマンスを概観し，経常収支の大幅な持続的赤字の原因を

貯蓄・投資バランスを中心にして検討する。そして最後にそれに対する政府の

政策的対応，とくに財政政策，金融政策，所得政策およびミクロ産業政策を明

らかにしたい。

　　　　　　　　　2．1980年代の経済パフォーマンス

　オーストラリア経済は戦後70年代初めまで長い好況を経験してきたが，70年

代なかばごろより急速にスタグフレーション化を強めた。74／75年度にはイン

フレ率はGDPデフレータでみて18．5％に達した。このインフレ率の上昇はつ

ぎに失業率の増加をもたらした。このような状況下にあってオーストラリア政
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府は失業率の引下げよりもインフレの抑制を重視するインフレーション・ファー

スト政策を採用した。この結果，インフレ率は低下し，70年代末には1g％以下

になった。しかしこのようなインフレ率の低下は，期待されたような失業率の

低下はもたらさず，失業率は5～6％の水準にとどまったままであった。

　80年代初めのオーストラリア経済は，第2次オイルショック後の不況に悩む

世界の他の諸国ときわめて対照的に急速な上昇を示した。80／81年度の実質成

長率は3，3％，失業率は6．2％から5．9％へと低下した。これは資源開発事業

への海外からの投資の増大によってもたらされたものであった。

　しかしオーストラリア経済の好況も82年6月末までには終、自、した。失業は急

増し，インフレーションは再び10％を越した。利子率や賃金が急上昇し，為替

レートは減価した。このような経済状況は82／83年度にはいってさらに悪化し

た。世界不況と高いインフレによる経済不況に加えて，賃金コストの急上昇や

干ばつによる農業不振によって失業が大きく増大した。経済活動は急速に低下

したが，インフレ率は依然として10％を越えていた。物価・賃金と失業率との

関係を示すフィリップス曲線は82～83年にかけて，右上に大きくシフトした

（第1図）。経済はスタグフレーション現象を強め，それからの脱出が緊急課題

となった。

　この課題に取り組んだのは保守連立政府から政権を奪取したホーク労働党政

府であった。労働党政府は1983年4月，政府，財界，労働組合の代表者から構

成される全国経済サミット（Nati㎝a1Economic　Summit）を開催し，オー

ストラリア経済の当面する問題とその解決を協議した。その結果，つぎのこと

が決定された。

　ω　経済危機に関する基本的事実についての同意がなされた。すなわち失業

率は受け入れ難いほど高く，なお上昇しており，インフレも高進している。経

済のパイが縮少しているところでは，その分配にたいする要求を緩和すること

が必要である。
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　出所　文献〔1o〕各号より作成。
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　（2）経済危機をもたらした要因について合意が得られた。すなわち貨幣賃金

の急上昇による実質賃金率の上昇，浮動的で一貫性のない金融政策から生じた

高利子率，海外の経済不況，および国内の干ばつなどが経済危機の原因である

とされた。

　（3〕経済危機に対処する政策にたいする一般的合意がなされた。前政府の政

策一インフレーション・ファースト政策一と異なって，インフレーションと失

業とは同時に取組まれるべきであるとされた。この両目標の達成はたんにひと

つの政策をインフレ抑制に他の政策を失業問題に割当てることだけでなく，そ

れ以外の関連を持つ政策を補完的，共同補助的に使用することによって達成す．

べきものであるとされた。

　政府は選挙前にACTUとの間で締結した「価格・所得アコード（Prices　and

Incomes　A㏄ord）」に基づいて賃金の上昇を押えこむ所得政策を採用した。

これは賃金上昇圧力から生ずるインフレ圧力の増大と国際競争力の弱化を阻止

し，経済の一般的回復の主要な要因として働いた。政府はまた83／84年度財政

では，反インフレの政策目標と調和する形で雇用の増大を目指して経済の刺激

を行うために財政政策を積極的に利用することにした。財政規模は567億ドル

で対前年度比15．8％の伸びを示し，その財政赤字も前年度の赤字額の2倍以

上の約84億ドルを見込んでいた。財政赤字の対GDP比率は前年度の2．7％か

ら4．7％へ増加するものと予想された（事実この年度の赤字は4．2％になった）。

　金融政策は，インフレーションの抑制のために，M・の成長率を9～11％の

幅に抑えるように設定された。これは予想されるGDPの伸び率（14％）より

も低いものであったが，その差は流通速度の上昇によって埋められるものとみ
　　　（工）

なされた。

　労働党政府が採用した政策は結局，非インフレ的金融政策，主要な反インフ

レ政策としての価格・所得アコードによる所得政策および拡張的な財政政策の

（1）文献〔2〕1983／84年度版。
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組み合せであった。これらの政策は前政府のインフレーション・ファースト政

策に比較すればやや景気拡大的政策であり，これに加えて，世界経済の回復や

天候条件の良化による農業生産の上昇は，オーストラリア経済を予想以上に力

強く回復させることになった。その結果GDPデフレーターでみたインフレ率

は前年度1013％から83／84年度には7．O％にまで低下し，失業率も85年6月

末には8．6％に低下した。経済成長率も83／84，84／85年度それぞれ4．9％，

4．9％となり，OECDの他のほとんどの諸国よりも高い伸びを示した。

　しかしこのような好況はなが続きしなかった。1985年には急速な国内需要の

伸びと第1次産品価格の軟化による交易条件の悪化のために経常収支はさらに

悪化した。その結果為替レートは大幅に減価し，それとともにインフレ率も再

び上昇しはじめた。

　対内，対外不均衡の拡大に直面して，政府は！985年の初めから政策の変更を

行いはじめた。財政政策と金融政策の引締めと，　「アコード」に基づく所得政

策による実質賃金の引下げにもかかわらず，経常収支の赤字は減少せず，1985

／86年度には対GDP比率6．3％にまで達した。為替レートも減価を続け，！986

年末には対外純債務は対GDP比率3ユ．4％に達した。かくして！980年代後半の

オーストラリアが直面する最大の問題はいかにして経常収支の均衡を回復し，

対外債務の累増の防ぐかということであった。なるほど1980年代後半GDP成

長率は平均3％台，失業率8％前後，インフレ率7％台であり，これらの数値

は70年代の後半や80年代の前半に比較して悪くはなく，むしろ良好である。し

かし経常収支の赤字幅の増大はたんに循環的なものではなく構造的なものであ

り，これが改善されなければ，長期的に成長率やインフレ率，失業率に悪影響

を及ぼすことになる。

　　　　　　　　3．貯蓄・投資バランスと経常収支

1980年代後半のオーストラリアが直面する最大の問題は経常収支の赤字拡大
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
とそれを王栗原因とする対外債務の累積である。経常収支の赤字の問題は基本

的には経済の貯蓄・投資バランスの問題である。

　周知のように次式が成立する。

　　　経常収支尻：総供給一総需要

　　　　　　　　＝総貯蓄一総投資

経常収支尻は最終的には一国の貯蓄・投資バランスに依存するのであるが，こ

の貯蓄・投資バランスを部門別（政府部門，企業部門，金融部門，家計部門お

よび海外部門）に分割し，その対GDP比率を示したものが第2図である。

　1975／76年度から1988／89年度までの各部門のネットの貯蓄・投資バランス，

すなわち資金過不足の状態については基本的な変化はみられない。すなわち，

政府部門，企業部門は赤字，金融部門も赤字であるのに対して，家計部門は黒

字であり，海外部門は黒字，すなわち海外部門はオーストラリアに貯蓄を供給

してきている。このような部門間の貯蓄・投資バランスは1970年代後半から

1980年代後半までの期間についての独特のものというよりも，オーストラリア

が伝統的に維持してきたパターンである。オーストラリアは1788年の入植開始

以来，労働力と資本を海外から調達することによって経済発展をとげてきた。

この意味において経済収支の赤字そのものは特別なことではない。また企業部

門，政府部門の赤字，家計部門の黒字，もまた特別なことではなく，他の先進

国でよくみられるパターンである。

　しかしこのことは，当該期間中の部門間貯蓄・投資パターンに注目すべき変

化がなにも生じなかったことを意味するものでない。注目すべき点は以下のと

おりである。

　（1）政府部門の赤字1980年代前半からなかばにかけて急増したが，その後急

速に減少し，1980年代末には黒字に転化することになった。

　（2）企業部門は70年代および1980年代を通じて赤字部門であったが，特に80

（2）対外債務の累積については拙稿［18］をみよ。
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第2図

　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）
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年代になると赤字が急増し，その後一時的に低下したが，80年代後半は対GDP

比率4％前後の水準で推移している。

　13〕家計部門は一貫して黒字部門であるが，その黒字幅は対GDP比率4％

以下と低く，他の国内部門の赤字幅を埋めるほどではない。

　（4）海外部門は70年代後半から80年代末まで一貫して黒字部門であったが，

特に80年代にその黒字幅が拡大した。80年代のなかばにはその黒字は対GDP

比率6％に達した（したがってオーストラリアの経常収支の赤字幅は急拡大し

た。その後経常収支はやや好転してきているが，赤字水準は依然として高い。）

　（5）部門間の貯蓄・投資バランスにおいては，政府部門の急速な赤字幅の減

少と海外部門の大きな黒字の持続とがきわだっている。

　以上みてきたように！980年代のオーストラリアの貯蓄・投資バランスの最も

特徴的な点は海外部門の大幅な黒字，すなわちオーストラリアの経常収支の大

幅な赤字である。

　オーストラリアの国際収支は70年代末まで一定のパターンを有していた。す

なわち年々の変動を別にすれば，貿易収支は黒字基調を保っていた。他方貿易

外収支は一貫して赤字であった。これは保険料や運賃などの収支の他に利子・

配当の海外への支払いが大きいためであった。オーストラリアは一貫して資本

輸入国であったためにその対価である利子・配当の支払いは常に赤字であった。

貿易収支の黒字よりも貿易外収支の赤字の方が大きかったために経常収支は小

幅な赤字を示すのが普通であった。他方，資本収支は黒字であったので総合収

支はほぼ均衡していた。

　しかし80年代になるとこのパターンに変化が生じた。80年代の国際収支は第

3図に示されている。変化の第1は80年代に貿易収支が大きな赤字を示すに至っ

たことである。第2は貿易外収支，とくに利子・配当支払いが急増したことで

ある。この利子・配当の支払いの急増は資本収支の大幅な黒字化の反映である。

第3は，これらから得られる帰結であるのだが，この期問に経常収支が大幅に
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　　　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）

第3図　経常収支の構成と動き

l　ll　ll　l11貿易

　　　利子・配当等

1980　　　　1981　　　1982

出所　文献［14］，p．113

悪化したことである。ちなみに1985／86年度においては経常収支の赤字幅は対

GDPで6％を超えるにいたった。

　この経常収支赤字の拡大の原因はどのようなものなのであろうか。赤字拡大

の第1の原因は財政赤字の拡大である。80年代前半からなかばにかけて財政規

模と財政赤字が急拡大した。1980／8且年度の財政支出の対GDP比率は26．2％

であったが，1984／85年度には30．4％に上昇し，85／86，86／87年度もその

比率は29％台で推移した。中央政府財政赤字の対GNP比率はユ980／81年度に

おいて一0．7％にすぎなかったのがその後急拡大し，83／84年に一4．2％に達し

た。中央政府，地方政府がよび公共企業部門全体を合計すると1983／84年には

その赤字は対GDP比率で7％近くに達した。その後赤字の規模は減少したが，

84～86年にかけて4～5％の水準に維持された。
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　　　　　　　　　　第4図　国民総支出と内生的輸入
（対前年度同期比〕
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　このような財政規模の拡大や財政赤字の増大は，経済全体の支出の増加をも

たらした。オーストラリア経済は国内需要の拡大がすぐに海外からの輸入の増

加をもたらす特質を有している。第4図は内生的輸入と国民総支出との関係を

示している。この図から，第！に国民総支出と内生的輸入は同一方向に動く傾

向をもつこと，第2に前者の動きに比較して後者の動きは大きな振幅を示して

いることがわかるであろう。輸入の需要弾力性が大きな値をとっていることが
　　　　（3）
読みとれる。

　財政規模および財政赤字の拡大が，以上みてきたように，経常収支の悪化を

もたらしたことは間違いない。しかし最近では対GDPでみて財政規模および

財政赤字の大きさは急速に低下してきているにもかかわらず，経常収支の均衡

化の動きは鈍い。このことは経常収支の赤字の原因が財政赤字にのみあるわけ

（3）　Budget　paper1988／89，p．38－39．
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　　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）

第5図　経常収支と交易条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j02

99

96

93

90

8ア

8イ

8’

出所　文献［9］ユ987，p．29．

ではないことを示唆している。

　経常収支の赤字の第2の原因は交易条件の悪化である。オーストラリアの輸

入の大部分は工業製品であり，主要輸出品は鉱産物と農産物である。その交易

条件の動きは第5図に示されている。この図にみられるように1983年末の交易

条件はほほ100の水準にあって，1979／80年度のそれにほぼ等しかったけれど

も，1984年以後それは急速な低下を示し，1986年12月には戦後最低の81．8％

まで低下する。3年間のうちに約2割の低下である。最も急激な低下を示した

のは1985年3月から1986年3月までの！年間であり，この間に交易条件は約13

％低下した。このような交易条件の悪化は，オーストラリアの主要輸出品であ

る小麦，砂糖，銅，亜鉛，アルミニューム，ニッケル，などの価格が20％～60

％ほど低下したことによっている。

　その後1987年にはいって非鉄金属の市況回復や羊毛価格の上昇によって交易

条件は次第に上昇しつつあるが，しかしその上昇はゆるやかなものであり，80

年代なかばからの交易条件の急落の回復までには至っていない。
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　このような交易条件の変化は，第5図にみられるように，経常収支の大幅な

悪化と対応している。ユ984～87年の3年間に，交易条件の悪化は貿易収支をそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
れぞれ9億ドル，39億ドル，22億ドル，合計70億ドル悪化させた。

　オーストラリアは小国であり，price－takerであるために，その交易条件は

ほとんど海外の動きによって決定されることになる。しかしこのことは経常収

支の赤字が海外要因によってすべて説明できることを意味するものではない。

もしオーストラリアのインフレ率，あるいは賃金引上げ率が他の諸国のそれよ

りも高ければ，オーストラリアの輸出品および輸入代替品の国際競争力は低下

せざるを得ない。もっとも国際競争力を決定する要因は，インフレ率の他に，

為替レートもある。オーストラリアの為替レートはユ980年代の初め政策的に高

い水準に維持されてきたが，これは輸入インフレを防止するためのものであっ

た。しかしこのような政策は結局，オーストラリアの輸出品を高価に，輸入品

をより安くすることによってオーストラリアの国際競争力を弱めることとなっ

た。この結果，オーストラリアの為替レートは1983年に採用された変動為替相

場制度の下で急速に減価することになった。

　為替レートの変動を考慮した他の諸国との競争力を示すものとしての単位当

たり労働コストが第6図に示されている。オーストラリアの主要貿易相手図で

ある日本，米国，英国および西独のそれとの比較がなされている。70年代から

80年代末までのオーストラリアの国際競争力は大きな変動をとげているが，こ

のような大きな変動は，賃金，物価の動きを一部反映するけれども，その大部

分は為替レートの変動を反映するものである。オーストラリアの賃金，物価の

上昇率はこの期間，他の対象4カ国（米国，日本，西独，英国）に比較して高

かったけれども，為替レートは傾向的に低下を続けた。その結果，単位労働コ

ストは低下し，全体としては国際競争力が上昇している。

　オーストラリアの経常収支の動きとの関係で特に興味深いのは1970年代末か

（4）文献［14］p．且25
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　　　　　　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）

第6図　オーストラリアの国際競争力の動き
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85．6　　　　　886

ら1980年代にかけて，単位労働コストの動きである。1970年代末からの単位労

働コストは為替レートの高め維持政策と資源開発ブームの先取り的賃金上昇を

反映して上昇した。この結果国際競争力は急速に低下した。1982年6月にその

低下はピークに達したが，その後若干の変動はあったが1985年初めまでは単位

労働コストは高い水準にとどまっていた。そしてこの間にオーストラリアの経

常収支は悪化の一途をたどった。しかし！985年から1986年にかけての急速な為

替レートの減価は単位労働コストの急速な低下をもたらした。その後経常収支

はこのような動きよりやや遅れる形であったが，次第に赤字幅は縮少の方向に

向かっている。しかしその赤字幅自体は依然として巨額であり，経常収支赤字

問題の解決が最重要課題として残っている。

　経常収支赤字の拡大の第4の要因は，経常収支赤字そのものにある。経常収

支の赤字に対するファイナンスは海外からの資本の輸入によってなされなけれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且11
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第7図対外債務と利子支払
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ばならない。オーストラリアの資本収支は経常収支の赤字をカバーするかたち

で黒字を保ってきた。しかし経常収支の赤字を資本収支の黒字でファイナンス

する方法は，もしその状態が長期間続くとすれば新たに経常収支を赤字化さ

せる要因をつくり出す。第7図はオーストラリアの対外純債務と利子支払額の

対GDPおよび輸出額の割合を示している。70年代末のオーストラリアの対外

債務の対GDP比率は5～6％にすぎなかったが，その後急速に増加し，1985

／86年度には30％以上となった。利子配当支払の対輸出比率も急上昇し，86／

87年度には20％近くにいたっている。駆出の第3図にみられるように，利子・

配当支払の赤字の巨額化が著しいのである。したがって経常収支の赤字は対外

累積債務を減少させてゆくことが重要であるが，これを可能とするためには経

常収支，特に貿易収支の改善が必須の条件である。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）

　　　　　　　　　　　　　4．政策的対応

　すでにみたように1980年代全般を通じてのオーストラリア経済の最大の問題

は，経常収支赤字問題である。この問題を解決するためには，それをもたらし

た諸要因についての対応策を考えることが重要である。前節でみたように経常

収支赤字の主要な原因は，第1に経済全体の貯蓄・投資バランスの問題，より

端的な言えば財政赤字の問題，第2は交易条件の悪化，第3に国際競争力，す

なわち物価，賃金，労働生産性の問題，第4に対外債務の累積である。この4

つの原因のうち，第4の対外累積債務は基本的にはそれ自身経常収支の赤字に

よって生み出された問題であり，その解決のためには経常収支の黒字化によっ

てしか解決できないと思われる。したがって，経常収支赤字の解消のための対

応策としては対外累積債務の解消は除外されなければならない。さらに第2の

原因である交易条件の悪化はオース・トラリアにとっていわば外生的に与えられ

たものである。オーストラリアの輸出晶のうち羊毛を除くほとんどの商品は外

貨建てで国際市場で決定される。オーストラリアは輸出品の価格女配力を有し

ていないのである。他方，輸入品の大部分は製造工業品であり，当然のことと

してオーストラリアはその外貨建価格に影響を与えることができない。したがっ

てオーストラリアはその交易条件を与えられたものとして受けとらざるをえな

い。

　経常収支赤字の対応策は，したがって残る2要因，貯蓄・投資バランスに関

連するものと国際競争力に関するものとに分けられるのであるが，実際の経済

政策はこのどちらか一方だけにかかわるのではなく，通常は両方に関連をもつ。

例えば財政政策は貯蓄・投資バランスに影響を与えると同時に物価や賃金にも

影響を与えるであろう。したがってここでは貯蓄・投資バランスと国際競争力

に関連する諸経済政策が1980年代においてどのように運営されてきたかを同時

に検討したい。
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　　　　　　　　　第8図　中央政府の歳出と歳入の動き
（％）
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歳入

対GDP比率

　　　1979－80　　　　　82－83　　　　　　85．86　　　　　　88－89

　　　　　　　　　　　出所　文献［2］　1888／89p54

　（1〕財政政策

　すでにみたようにオーストラリアの財政収支はユ980年代のなかばに急速に悪

化した。第8図は中央政府の歳出と歳入の対GDP比率の動きを示している。

1980年代初めに一担縮少した財政赤字はその後急速に増大する。歳出と歳入の

差である中央政府赤字は第8図からもわかるように歳入の停滞と歳出の増大の

結果としてあらわれるのであるが，特に84／85年度までの間に歳出が急拡大し

た。しかし84／85年度以降歳出は対GNP比率でいえば急速に減少し，87／88年

度以後は歳入が歳出をオーバーするようになり，中央政府の財政は黒字になった。

　地方政府の財政は80年代において中央政府の財政とは年々の動きを異にして

いたが，83／84年度を除き赤字であった。もっともその赤字幅はそれほど大き

くなかった。したがって公共企業体の借入れを含めた政府部門全体の借入れの

対GDP比率は中央政府のそれと同様に大きく低下した。すなわち1984／85年

度の6．7％から1987／88年度の0．3％に低下し，1988／89年には新規借入れは

ほぽなくなった。
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第9図　財政政策のスタンス
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　　　　　　　　　　出所　文献正14］　p．6

　このような政府部門の財政収支の動きは政府の財政政策の方向を示すものと

はかぎらない。なぜなら財政収支は本来，経済の内生変数であり，財政政策の

動きのみを反映して決定されるけではないからである。第9図は政府の財政政

策のスタンスを示すものである。左端の点線は1981／82年度の財政政策のスタ

ンスを示している。すなわちその年度の財政支出計画が2年間持続されたとす

れば1983／84年度の財政支出は1981／82年度の財政支出の実質13％以上となる

ことが示されている。さらに2年間その政策が持続されたとされたとすれば84

／85年度には15％増となることが示されている。1982／83年度財政を示す線は

1981／82年度のそれによく類似しているが，それは政府の積極的財政政策のス

タンスが前年度から引きつがれていることを示している。その後，各年度の点
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緑ないし実線は次第にフラットになっている。これは政府の財政政策が引締め

られて，財政支出の増加が抑えられたことを示している。例えば1985／86年度

の点線は当初0％の水準でフラットとなっているが，これは財政支出の実質成

長率が0％の水準に抑えられることを示している。また1986／87年度の実質財

政支出は当初マイナスの成長に抑えられたことが示されている。

　このように政府の財政スタンスは1984／85年から引締めの的に実施され，そ

の結果財政収支が改善した。しかし，財政収支の改善にもかかわらず，経常収

支の赤字は必ずしも満足のゆくほどには減少していない。このことは政府部門

の支出以外の民間支出が経常収支の赤字の大幅な減少をもたらすほどには減少

していないことを示すと同時に，財政政策以外の経済政策なしにはこの問題が

解決されないことを示している。

　（2）金融政策

　1980年代にオーストラリアの金融システムと金融政策は大きく変化した。人

為的・固定的・閉鎖的な金融システムから自由・競争・開放的な金融システム

ヘと移行した。キャンベル委員会報告にそう形での金融の自由化の遂行と金融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
革新の進展によってオーストラリアの金融システムは大きく変化した。

　非銀行金融仲介機関に比して銀行部門の競争上のポジションが強化され，金

融仲介に占める銀行の地位の向上がみられたのに加えて，金利選好の高まりを

背景として競争的な市場は広さ，深さ，弾力性をもつものとなった。また国内

金融市場と海外金融市場の統合が強まり，資金の移動性が高まった。

　このような自由競争的かつ開放的な金融システムの下での金融政策は1日来の

ものとは異ならざるを得なくなった。

　70年代後半から80年代前半の保守党政府に採用された金融政策は，インフレー

ション・ファースト戦略の下で貨幣供給量，とくにM・の成長率の目標ゾーン

（5）　キャンベル委員会報告と金融の自由については文献［16］をみよ。

116



　　　　　　　　　　　　　　　　　　貯蓄・投資バランスと経常収支問題（石垣）

を公表し，現実値がその目標ゾーンにおさまるように運営された。そこでは失

業よりもインフレーションの抑制が金融政策に課された最大の任務とされてい

た。

　このような金融政策が変更される第1の契機は1983年の保守党から労働党へ

の政権の移動であった。深刻なスタグフレーションからの脱出を目指して，新

しく政権についたホーク労働党政権はインフレーション・ファースト戦略をす

てて，インフレと失業の両者に注意を払う政策を採用した。それは，非インフ

レ的金融政策，主要な反インフレ政策としての価格・所得アコードによる所得

政策および拡張的な財政政策の組み合せであった。金融政策は全体の政策体系

の中で，これまでの中心的政策の地位よりやや後退し，所得政策を補助する形

としての地位を与えられた。

　金融政策の変更の第2の契機は1985年1月のM。ターゲットの廃止であった。

金融の自由化と金融革新の進展によって金融資産間の代替性が高まり，各種の

貨幣総量，とくにMヨの需要関数は不安定となり，ターゲットとしてのM宮の信

頼性が低下してしまった。

　貨幣量ターゲットに代わって採用されたのが「チェック・リスト方式」と呼

ばれるものである。チェック・リストに含まれる変数は，各種の貨幣総量，利

子率，為替レート，国際収支，資産価格の動き，インフレ，インフレ期待の状

態などである。このチェック・リスト方式の下で準備銀行は自由裁量的に金融

政策を遂行することになった。準備銀行はチェック・リストに含まれている諸

変数の動きをにらみながら，公開市場操作によって短期金融市場の利子率に影

響を与えようとする。

　もっともチェック・リストに含まれる数多くの変数が同等のウエイトで評価

されたわけではない。変数の中で最も注意が払われるものは為替レートと国際

収支とであることが次第に明らかになった。貨幣量ターゲットから為替レート・

ターゲットに変更されたといわれるのはこのためである。金融政策はインフレー
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ションよりも為替レートと国際収支に割当てられることになった。

　すでにみたように，当時の最も深刻な問題は持続的な経常収支の赤字と対外

債務の累積であった。この問題について，金融引締め政策は二重の役割を持つ

と考えられる。第1に金融引締め政策は最初，短期利子率の上昇，後に長期利

子率を含む利子率水準全般を引き上げることを通じて，第1に為替レートの上

昇を促すように資本輸入を増大させ，第2に総需要の増加を抑えることによっ

て経常収支の改善が期待できると考えられる。このために，利子率（3ヵ月）

は1985年末には20％近くまで高騰した。その後経常収支や為替レートの動きを

にらみながら利子率水準の変化が準備銀行によってもたらされており，利子率

は大きく変動することになった。そしてこの名目的な利子率変化は実質利子率

を変化させることを通じてオーストラリアの貯蓄・投資バランスを変化させる

ものと期待されるが，現在までのところ経常収支赤字問題を解決するほどには

効果をあげていないといわざるを得ない。

　て3）所得政策

　財政政策や金融政策が経済の貯蓄・投資バランスに直接働きかけて経常収支

問題に影響を与えるのに対して，所得政策や後にみるミクロの産業政策は物価

や賃金コスト，したがって国際競争力に影響を与えることを通じて経常収支に

働きかけようとする。

　オーストラリアにおける所得政策は，それが伝統的に保持してきた強制的な

調停・仲裁制度による中央賃金決定システムにその基礎を置いている。1980年

代においてもこのことは真実である。

　1980年代当初のオーストラリアの賃金決定システムは反インフレ政策の一部

として賃金上昇率をインフレ率の範囲内に抑えこむ形（賃金インデクセーショ

ン制）で運営されてきた。しかし当時のフレーザ政権はインフレ鎮静化のため

には，賃金決定システムの非中央化が必要であり，労働組合と企業との直接交
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渉による決定方式の方が労働市場に伸縮性を与え，インフレの鎮静化に貢献す

ると考えた。198ユ年7月賃金インデクセーション制が廃止され，賃金決定が産

業ごとの交渉にまかされることになった。

　しかし実際に生じたことは予想を裏切るものであった。資源ブームの到来の

予感（実際には実を結ばなかったが）や失業率の低下から労働組合は大幅な賃

金引上げを要求し，その結果名目賃金も実質賃金も大きな上昇を示した。それ

に加えて世界的不況の波の到来と大干ばつによってオーストラリア経済は深刻

な不況に落ち入った。フレーザー政権は緊急避難措置として公務員および民間

労働者の賃金凍結を行った。

　このような措置にもかかわらず，経済は好転しなかった。1983年3月政権を

握ったホーク労働党政権は選挙前にACTUと結んだ価格・所得アコードに基

づいてインフレ制御のための所得政策を経済政策の中心にすえた。賃金の中央

決定方式が再導入され，賃金の上昇率は半年ごとに消費者物価上昇率に合わせ

て調整されることとなった。ただし，生産性の上昇に基づく賃金引上げは2年

間凍結された。

　労働党の政策は当初成功したかにみえた。インフレ率は低下し，4～5％台一

となり，失業率も低下した。しかしこのような経済状況の好転は長くは続かな

かった。1985年になると交易条件が急落し，経常収支の赤字額の急増と為替レー

トの大幅減価が発生した。労働党政府は為替レートの低下が国内インフレに結

びつかず，かつそれが生み出した国際競争力の上昇を長く維持すべく賃金コス

トの上昇を抑える必要性に迫られた。

　政府は消費者物価の上昇を賃金上昇率とする方式をとりやめて，CPI上昇率

から2％を差引いたものを賃金上昇率とすると同時に，生産性上昇にもとづく

賃金引上げの延期および年2回（6ヵ月ごと）の賃金改定から年1回への改訂

とすることにした。

　このような賃金決定方式は労働組合と労働党政府間に緊張をもたらしたが，
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経済学的にみて1つの大きな欠陥を持っていた。それは全般的な労働生産性の

向上と産業別の労働生産性の上昇の相違をどのように賃金の上昇に反映させる

かという問題に関連していた。全般的，平均的な労働生産性の上昇を賃金上昇

に結びつけないというのは，このような困難な状況の下ではやもうえない措置

であるとしても，産業間の労働生産性の相違が賃金に反映されないのは長期的

な産業構造の変化を阻害し，より一層の労働生産性の向上をさまたげるものと

考えられた。

　ユ987年3月調停・仲裁委員会は二層式賃金制度（七wo－tier　wage　sys七em）

の導入を認めた（アコード皿）。この制度の下では賃金の引上げは2段階で行

われる。第1層目は全ての労働者に適用される部分である。1987年6月，週10

ドルの上昇，1988年2月に，6ドルの上昇がこの第ユ層の賃金上昇として認め

られた。第2層の部分は労働生産性の上昇を反映する賃金上昇部分である。労

働組合と企業との間での個別交渉によって合意された労働生産性の上昇を反映

する賃金上昇が客観性を有するものであり，それが4％以内であれば，仲裁委

員会はその部分の賃金上乗せを承認することとした。その後さらに定率の賃金

引上げと定額の賃金引上げとを時間を置いて行うシステムの導入（アコードIV）

も行なわれた。

　以上みてきたように，1980年代後半の所得政策は，経常収支赤字をかかえる

なかで，為替レートの低下から生ずる国際競争力の上昇を賃金上昇を抑える形

でいかに維持してゆくかという政策的課題を遂行するために積極的に利用され

た。この結果，皮肉にも，労働党政権が労働者の実質賃金を切下げ，生活水準

の引下げをもらたすことになった。このことはオーストラリア経済の直面する

問題がいかに深刻であるかを示すものであると言わなければならない。

　（4）ミクロ産業政策

　経常収支問題に対する財政政策，金融政策および所得政策は基本的には短期
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的，循環的な性格を有しているのに対して産業政策は長期的，構造的性格を有

する。1980年代のオーストラリアの経験は以上のような短期的，循環的な経済

政策だけでは，経常収支問題を解決し，実質所得の上昇を達成することが困難

であることを示している。

　1981年の資源ブームの崩壊以来オーストラリア経済は大幅な構造調整が必要

であることが強く認識されるようになった。1985年～86年の交易条件の急速な

悪化はこの事実を再確認させ，伝統的な経済構造の下ではオーストラリア経済

の長期的展望を描くことが困難であることを示した。

　第一次産晶中心の輸出構造と第2次産品が主要構成部分となる輸入構造から

脱却して，国際競争力のある商品，とくに製造工業品とサービスの国内生産と

輸出を促進するための産業政策が立案される必要があった。もっともこの目的

に合致した産業政策がどのようなものであるべきかについては必ずしも意見の

一致をみているわけではない。1つの立場は資源の効率的配分の実現のために

は価格機能を重視すべきであり，従って価格機能をさまたげる政府規制や諸制

度を自由化の方向に動かすことが重要と考える。いま1つの立場は現実の市場

は完全競争市場というよりも寡占市場であり，賃金を含む労働条件は個別的な

交渉によってよりは集団的な方法で決定され，政府は様々な形で規制や指導を

行っていることを重視すぢ。このような現実の下では，政府は政府，企業，労

働組合が対立するよりもよりよく協力しあえるように努力し，それを基礎とし

てオーストラリアにとって必要とされる構造調整を行いうるようにすべきであ

るとする。

　オーストラリア政府，とくに労働党政府はこのいずれか一方のみの立場に立

つのではなく，その中間の立場に立って政策を進めているように思われる。

　1980年代に採用された前者の立場に立つものの代表としては金融市場の自由

化を挙げることができる。金融市場は伝統的に政府規制が厳しく，かつ寡占的

市場であったが，1980年代初めのキャンベル委員会の報告を受けて保守党政府
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は金融の自由化，国際化を進めたが，労働党政府もこの方針を受け継ぎ，自由

競争を基本とする諸政策を推進し，オーストラリアの金融市場を世界の中で最

も自由な金融市場の1つに変えた。

　後者の立場に立つ最も代表的な政策は「アコード」に基づく政策，とくに賃

金政策であった。この政策によってACTUとの合意の下にオーストラリアの

国際競争力の強化，維持を考慮して賃金決定が行われることになった。さらに

産業政策の変更も行われた。例えば自動車産業は輸入割当と高関税によって手

厚い保護が行われていたが，自動車産業の現状と将来について自動車業界との

協議のうえで，新しい自動車産業政策が実施された。これは国内生産を13モデ

ルから6モデルヘの減少させ，1991年には輸入割当制の廃止を行うことによっ

てオーストラリアの自動車産業の国際競争力をつけようとするものである。

　政府はその他にも国際競争力をつけるためミクロ経済改革策を行ってきてい

る。教育や職業訓練の充実の必要性が認識され，運輸・通信などの社会資本の

整備やプライパタイゼイションによって社会全体の効率性の上昇が期待されて

いる。このようなミクロ産業政策はその効果が表れるのに時間がかかり，しか

もその効果が他の諸政策の効果と分離して観察することが困難であるために，

その重要性が軽視されがちであるけれども，オーストラリア政府は最近ではこ

の政策の重要性を強く意識するようになってきている。

　　　　　　　　　　　　　5．　むすぴにかえて

　1980年代の経済パフォーマンスをインフレ率や失業率から判断すれば，1970

隼代と比較して良好である。しかし経常収支問題や対外債務の累積を考慮すれ

ば，全体としてはそれほど良くなっているわけではない。むしろ長期的視点か

らみればこれらの問題は経済の構造的問題と密接に関連しており，問題解決と

してはより困難な状況になってきている。この意味からすれば，厳しい財政・

金融政策の遂行，慎重かつ弾力的な賃金政策の他に，長期構造政策としてのミ
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クロ産業政策を通ずる国際競争力強化が必要となるであろう。それはたんなる

産業保護政策ではなくて，効率性をより高めるかたちでの産業政策ではなけれ

ばならないことはいうまでもないことである。
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配当計画シミュレーション・モデル

一経営成果分配の視点における一

伊　藤　駒　之

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　経営成果分配論（あるいは付加価値分配論）におていは経営成果を目標とし

てそれを増大させることによって自己資本成果と労働成果を増大させることが

狙いとなっている（高田，1981，p．117）。経営成果目標は利益目標とは異な

り・労働所得（労働成果）を目標に組みこんでいる。一方・利益目標は労働所

得を原価として扱う。したがって，本来的には利益目標は労働所得の増大を意

図していない。

　この経営成果は労使協力原理に裏打された労働と資本が協力して生みだした

成果であるという考えにもとづいている。それゆえに，経営成果を生みだすこ

とに貢献した労働と資本に経営成果は分配されることになる。自己資本成果

（すなわち利益）は株主に対して出資者資本成果（配当）として，企業に対し

て経営体成果（内部留保）として，国と地方自治体に対して社会成果（法人税）

として分配される。

　注意すべきこととして，ここで言う労働成果は年度末に事後的に算定される

労働所得を指していないことである。経営成果分配論においては，会計期間の

期首において労働分配率が設定され，期末に経営成果に労働分配率を乗じるこ

とによって労働成果が決定される。労働所得の一部は，毎月，サラリーとして

支給される。期末に算定された労働成果とすでに支払われたサラリーとの差額

が労働成果の後払いたるボーナスとして支給されることになる。すなわち，経
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営成果分配論においては労働分配率は事後に算定されるものではなく，事前に

設定されるものである。経営成果分配論においては諸成果への分配の中でとり

わけ重要視されているものが労働成果である。経営成果分配論が前述の労使協

力原理あるいは経営共同体原理を基礎としていることからこれは当然のことで

ある。

　企業が生みだした経営成果はその企業の労働と資本の協力によって作りださ

れた成果であるという前提のもとでは，経営成果の分配は経営成果を作りだす

ことに貢献した度合によってなされるべきであると考えることは不合理ではな

い。しかしながら，企業レベルにおいてその貢献の度合を測定する操作可能な

尺度は見い出し難い。

　原理的には，企業が極大化均衡にあるという前提のもとで労働と資本の限界

生産力（ここでは生産力は経営成果に関連させられる）が算定されるうるなら

ば，投入要素の計測が便宜的であったとしても労働と資本の貢献度を表現する

ことは可能であるようにみえる（高田保馬，1960，p．161）。現実の企業にお

ける複雑性から視でそのような限界生産力を数値として導きだすことは極めて

困難である。

　例えば，労働投入量を労働時間で代替させたとしても限界的な一時間として

企業のどの組織単位からとりあげればよいのカ㍉販売部内か生産部門か会計部

門が。資本の限界生産力についても同様のことが言われうる。それでもなお，

極めて便宜的には，かなり粗い手続きによって限界生産力を算定することは可

能であるようにみえる。しかしながら，企業組織には組織的緩み（organi－

zationa1s1ack）が存在すると言われている（Cyert＆March，1964，p．36）。

もし限界生産力を測定するためにこの緩みをとりあげるならば，その限界生産

力は適切な測定値と考えられうるだろうか。また，企業はなんらかの理由（例

えば，長期的視点）で赤字部門を抱えているかもしれない，そのとき，その部

門における労働と資本の限界生産力は負となる。
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　このように，経営成果分配論において事前に設定されるとされている分配率

は経営成果の生産に貢献した度合によって算出されたものではない。事前に分

配率を設定しようという意図は経営成果分配論の理念に関連しており，労使関

係の安定を確立することであるようにみえる。経営成果分配論の理念について

議論することは本稿の目的ではないゆえに，それらについては文献（高田，

1971）を参照されたい。また，本稿の議論は必ずしも経営成果分配論が提唱す

る理念に沿うものではなく，企業自体が自主的に維持・発展を目ざす組織であ

るという企業観にもとづいている（伊藤，1990）。

　　　　　　　　　2．経営成果の計算手続きについて

　企業付加価値としての経営成果は労働と資本の双方が企業活動に貢献するこ

とによって新たに付加した価値である。経営成果とは，売上から先ず外部価値

への支出が補償され，残余分としての経営給付の対価値であるとされている

（高田，1957，p．154）。外部価値に対応する内部価値には人件費と利益があり，

これらが経営成果の分配項目となる。

　経営成果がこのように定義されるとき，売上はどのように認識されているか。

企業付加価値会計においては，売上の認識について二種類の算定方式が提案さ

れている。それらは実現売上高と生産売上高である（中原，1984，p．37）。実

現売上高は，事実として売却された財，サービスについてだけ計算された売上

であり，生産売上高は当期に生産された財，サービスを売価に換算してその金

額を売上として計上したものである。すなわち，当期に生産された財，サービ

スの売上換算価値である。

　生産された財が売却されていなくとも，投入された労働に対する報酬は払わ

れるべきであるという観点から言えば，生産売上高は適切な収益とみなされる。

一方，企業の分配能力を示す指標としては実現売上高が生産売上高よりも優れ

ている。
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　すなわち，末売却財を当期売上価格で換算し，分配した場合，在庫が過大に

増えたとき，末現実売上高が労働に分配されているゆえに企業の支払能力に支

障を招く恐れが生じる。また，販売価格は各期を通じて一定でないならば，実

現販売価格と換算販売価格との差額が経営成果の分配源泉としての機能を喪失

させるかもしれない。例えば，好況期の末に過剰在庫を積み上げ，好況期が過

ぎたのちにその在庫を販売するならば，好況期における販売価格は維持されえ

ないと考えられるゆえに，その価格差は分配されるべきものとしての経営成果

と実際に分配された経営成果との間に齪鰭をきたす。一般的にはこのような齪

鯖は分配率の調整なしでは過剰分配に陥いると推測される。これらの問題点は

価格変動の激しい財についてはとくに顕著であろう。

　営業外収益を労働と資本の分配源泉としての経営成果に加えることには異論

があるかもしれない。企業外部への投資から獲得された受取配当，利子，地代

などは多くは資本の貢献による営業外収益であるゆえに，営業外収益は労働と

資本の協力による経営成果でなく，また企業外部への投資は企業本来の経営活

動でないとする説である（中原，1984，p．39）。この場合，営業外収益を獲得

するに要した資本の費用をどのように認識するかによって経営成果は異なるゆ

えに資本費用算定には議論がありそうである。

　しかしながら，外部への投資が企業本来の経営活動でないとする観点には全

面的に賛意を表するわけにいかない。企業外部へ投資された資金が余剰資本で

あろうとも，有望な投資対象をさがすことを含めた資金の管理運営は企業活動

の一つであり，その活動には労働が関与していることは明白である。資本が自

ずから有望な投資対象を見つけて動くわけではない。ここで経営成果には経営

者の人件費が含まれていえことに注意されたい。また，企業外部への投資は企

業本来の経営活動に強く関与しているかもしれない。例えば，製造企業が販売

企業を設立するために資本を投資することもあろう。そのとき，この資金は製

造企業の経営活動そのものに大きく影響しいるだろう。すなわち，製造企業と
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販売企業の双方に大きな利益をもたらすという意味での良い生産物を作ること

が投資資金の収益率を高めるからである。ただし，ここには製造企業から販売

企業への生産物引渡価格についての微妙な問題は残っているが。

　実現売上高と生産売上高の問題ならびに営業外収益を経営成果に含めるか否

かの問題は，経営成果を考慮するときに，労働と資本の貢献度が分離されうる

か否か，あるいは，分離されるべきか否かという世界観に保っているようにみ

える。本稿では経営成果は労働と資本のシナーヂ（Synergy）効果によって生

みだされたものであり，労働と資本の貢献度合，それそれによって表現しえな

いものとしよう。労働と資本が常に補完的でないとは言えないゆえに，これは

仮定である。財務の管理運営を円滑に行ないたいという主旨で，売上は実現売

上高とし，営業外収益は経営成果に含まれるとしよう。そして経営成果をつぎ

のように定義しておこう。ある会計期間において収益から外部価値が控除され

た残余分が経営成果である。この経営成果は労働成果，経営体成果（内部留保）

，出資者資本成果（配当）への分配能力を示す指標として経営管理の有効な道

具であろう。

　　　　　　　　　　　　3．　労働成果について

　経営成果が労働と資本のシナーヂ効果によって生みだされたものであるとす

るならば，労働に対する所得としての労働成果は「公正な分配」にもとづいて

いなければならない。しかしながら，第一節で言及されたように，「公正な分

配」なる概念を貢献の度合によって操作可能な原理として確立することは極め

て困難な問題である。福利厚生費も労働成果に含まれるべきであるが，便宜上，

福利厚生費はないものとしておこう。

　労働成果として分配される範囲は，粗く言って，従業員の生活を維持する最

低限度と企業の支払能力を定める額との間であろう。この最低限度と支払能力

をどのように解釈するかについての問題は残るとしても，「公正な分配」がな
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されるための経済的限界はこれらを上限と下限にしているであろう。

　生活を維持する最低限度は従業員に対する企業責任に結びついており，単な

る社会制度としての最低賃金を意味するものではない。一般的に言って，労働

成果に対する企業の支払能力は経営成果によって表現される。しかしながら，

もし経営成果が前述の最低限度に至らないならば，資本成果を犠牲にして経営

成果の全てを労働成果に分配し，なお不足分は企業の当期損失として内部留保

を取崩すという形で補ぎなわれなければならない。このような場合には経営成

果が労働成果の下限になってはいない。

　ここに内部留保の緩衝的機能の一つが現われている。労働にとっても異常事

態における保険的機能を内部留保が有していることは認めざるを得ない。言い

換えると，内部留保では将来利益の増大を通して配当の増加，資本利得の増大

としての株主に対する貢献という側面がしばしば強調されるが，企業が逆境に

直面したさいに組綾の安定化と適応化を可能にさせる手段の一つが内部留保に

なっている。

　労働が企業にとっての手段ではなく同僚であるという世界観を認めるならば，

労働は内部留保に対する潜在的請求権を持っているようにみえる。いま，仮り

にこの潜在的請求権に対応する額を労働成果に上積みし，経営体成果の残余分

を出資者成果たる配当に分配し，経営体成果たる内部留保を消滅させ，必要な

投資資金を新株の発行または借入金によって調達すべきてあるとされるならば，

企業が苦境に陥ったときには従業員の解雇あるいは前述の最低限度の引下げと

いう事態が必然的に生じる。雇用継続の中断と賃金引下げが企業に与える打撃

の程度について一概には言えないが，企業と従業負にとって望ましくはないだ

ろう。内部留保を蓄積することによってこの問題が完全に解決されることには

ならない。しかし緩和されることは保証される。

　労働分配率を低くすることによって資本成果は大きくなるが，労働成果を低

くおさえることは必ずしも賢明な策ではないだろう。労働分配率が高ければ高
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いほど，他の非金銭的側面は別として，従業員の企業に対する忠誠心ならびに

その企業に所属することによるプライドは高まると期待される。これらは企業

に対する社会的信用，従業員の勤労意欲に関連している。そして，厚い社会的

信用と強い勤労意欲は経営成果拡大の源泉である。高い労働分配成果は労使関

係の安定にも寄与する。また，良質の従業員を採用する機会も高まる，すなわ

ち，他の条件を無視するならば，高賃金のもとではその企業に対する入社希望

者が多くなるであろうから企業が従業員を選択する範囲は広くなる。しかしな

がら，労働所得の下方硬直性という事実が認識されるために企業は必要以上に

労働分配率を上昇させることを避けたいであろう。

　このような，労働成果に関連する諸要因を眺めるとき，操作的概念として

「公正な分配」は主体的企業という立場からは捕まえ難い対象である。労働と

資本，それぞれの経営成果に対する貢献度合を測定することが困難であるとし

ても従業員数に比較して相対的に自己資本の大きな企業では労働分配率が低く

なる傾向は許容されなければならない。例えば，設備の近代化に多額の投資が

なされているときには，労働分配率が低下しようとも一人当りの労働者所得は

向上しているかもしれない。

　労働分配の基準については，その賛否に関しては別として，生産性の概念に

よる二，三の案が提唱されているが，分配率としての具体的数値を与える方法

は示されていない（高田，1971，p．120）。当該の企業と他の競争企業につい

て過去の資料を検討することは可能であるが，そこから引き出された労働分配

率は結果として分配された労働成果にもとづいているゆえに，それらの労働分

配率は現状の認識には有力であるとしても，「公正な分配」の判断資料にはな

りえないであろう。結論として言えることは，現状分析にもとづいて企業の維

持・発展を損なわないように，適宜，経営成果を労働成果と資本成果に配分せ

よという程度である。

　「商社伊藤万では利潤の50パーセントを賞与として分配する」と宣言した新
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聞記事を見い出した記憶がある。ここでの利潤は経営成果よりサラリーを控除

した額を指していると考えられる。注意すべき点は50パーセントの利潤分配が

利潤算定後における事後的宣言ではなく，利潤算定前の事前的宣言である。こ

の成果分配方式は利潤分配と呼ばれるべきであろうが，基本的には経営成果分

配と同じカテゴリーに属する。この明確な50パーセントという数値が分配にお

ける現状と過去の推移からみてどのような位置にあるかは定かでないが，企業

活動における人的資源のウエイトが大きい商社のような企業では従業員の労働

意欲を高める手段としてこの成果分配方式は有力なものと考えられる。しかな

がら，企業基盤の異なる全ての企業において，この商社と同じ成果分配方式を

採ることが企業の維持・発展という目標にとって適切であるという保証はない。

　　　　　　　　　　　　　4．内部留保の機能

　理想的には，分配可能利益は全て配当に分配されるべきである。その配当金

がどの企業（その配当金を支払った企業を含めて）に再投資されるかを株主が

決めるべきである。そのときの基準は最も大きい利得をもたらす企業（あるい

は経済全体における分野）に投資することであろう。すなわち，市場が資金の

配分を決めることである（Dean，1959，p，36）。

　これは，経済全体の視点から言って，資源の効率的使用にも対応する。もし

不急不要の分野に資金が分配され，それに反して緊要度の高い分野では資金が

不足しているならば，そのような状況は資金の効率的使用を達成していないと

言える。市場経済では，不急不要の分野における資金の収益率は低く，緊要度

の高い分野における資金の収益率は高いと考えられるゆえに，収益率の高い分

野に資金が多く分配されることは資金の利用効率を高めることになるだろう。

　しかしながら，内部留保に相当する資金を株主が市場で投資することは株主

にとって常に望ましいことであるとは言えないかもしれない，ひいては経済全

体の効率を高めないかもしれない。なぜならば，良い投資機会を見い出す能力
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において株主はその当該企業（内部留保をはきだした企業）の経営者よりも劣っ

ているかもしれないからである。また，企業内における投資の見通しについて

の評価を正確に下すという点では，その企業の経営者が市場を通して行なう株

主よりも秀でている可能性は高い。両者の情報処理能力が無差別であると仮定

した場合（現実ではこの点においても経営者優位であると考えられるが），そ

の企業に関する情報の偏りが経営者優位であるゆえに経営者は株主よりも効率

よく資金を配分できる。

　また仮りに株主がその企業に再投資したとしても，株主の受取配当金は個人

所得税の分だけ資金を減じる。それゆえにその企業の受入資金は内部留保とし

て保留した場合の金額にならないだろう。その結果資金の供給がきびしくなる

程度まで資金調達の費用が高くなるだろう。すなわち、現実の市場は理論が描

いているような完全市場ではないということである。内部留保は企業の資金需

要，競争，株主の方針などに依存するゆえにそれは高度に個別的問題をもたら

す。

　内部留保を決めるための指針としてつぎのようなものが挙げられている（Dean，

1959，　p，573）。

　（1〕投資収益と資本費用が均等になるまで利益を留保し，その残余は配当金

　　として分配される。

　（2）配当を利子所得の一種とみなす。

　（3）臨時の出費と成長のために利益の一定割合を内部留保とする。

　投資収益と資本費用の均等は厳密には投資限界収益と資本限界費用の均等で

あろう。投資における資本費用の概念には議論の余地があるところではあるが，

法人税を考慮に入れると外部の他人資本が最も安価であろう。それゆえに，資

本限界費用は市中金利であると仮定しよう。ところで，現実の企業は算定可能

な範囲内で市中金利よりも低い収益率にしかならないと期待される事業に投資

しているようにみうけられる。このような投資は経営者の全く個人的な理由の
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もとに浪費されていると非難されるべきであろうか。そうである場合もないと

は言えないが，多くはそうでなく，それなりの理由があるとみられる。

　例えば，企業の成長を計るために投資収益率が市中金利よりも低くとも先行

投資という形に資金が使われているかもしれない。市場で設定されている資金

費用でこのような投資をまかなうには，リスクが大きく，経営者の予見範囲内

では収支計算に見合うものでない。すなわち，この種の投資は将来の利益を生

む可能性なしに赤字でありつづけるかもしれない。しかし，企業が成長するた

めの戦略としてのこのような投資が全く無視されることは企業の衰退をもたら

すだろう。なんらかの直観的見通しはあるとしても経済計算の不可能な投資が

企業ではなされている。また研究開発や従業員の福利のための投資もこの種の

ものであろう。従業員の福利のための投資は労働成果に含めるべきであろうが，

固定資産は労働成果ではないようにみえる。

　前に述べた3つの指針の（1〕番目と（3）番目は相入れない。内部留保は，（3）番目

の指針によると，成長のための資金と緩衝のための資金という2つ機能を持っ

ている。企業業績が好調である時点に対しては，内部留保は積極的な経営資金

としての意義をもち，そうでない時点に対しては，不時の支出に対する備えと

しての意義をもっている。企業における資金としての内部留保が経済計算を意

図した投資資金とみなされるべきか，企業の安定な運営に貢献させられべき資

金とみなすかという視点の相違が（1）番目の指針と（3）番目の指針の間にあるとみ

うけられる。

　会計の用語が示すように内部留保は企業の剰余金である。先にあげた経済計

算の困難な事業に資金を注ぐ源泉として剰余金が適切であるようにみえる。剰

余金は浪費される恐れありと言われるように，ある意味で企業が自由に使える

資金である。リスクの大きな事業に，収支計算上，黒字となることを意図して

いる資金を投入することには合理性をみい出しえない。内部資金の使用につい

ては，資金の源泉によって区別されるべきでないという意見もあるが（Dean，
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1959，p．571），それには全面的賛意を表するというわけにはいかない。極端

な例で言えば，剰余金を全く持っておらず，損失を計上できる余裕がない企業

が倒産を恐れず，収益性のきわめて不確実な事業に積極的に投資しうるだろう

か。

　この問題は企業の収益性を短い眼で視るのか長い眼で現るかに関連している，

また収益性を測るタイミングにも関連している。なお，指針の（2）番目について

は次節で議論することにしよう。

　　　　　　　　　　　　　5．配当と株価

　業務的関係を有しない一般株主が関心を寄せる対象は株式投資収益率であろ

う。この株式投資収益率は期首の株価，配当，キャピタル・ゲインという3つ

の事項に関係している。企業買収のような特殊な場合を除けば，株式投資収益

率は企業の業績と将来性に依存してい乱しかしながら，企業が実際に操作す

ることができる事項は配当だけでなる。期首の株価やキャピタル・ゲインが企

業の行動に依存すると言っても，それらに対する直接の決定権は企業ではなく

株式市場にある。この事実が株式投資収益率と企業の関係を複雑にさせる。

　株主は粗く言って長期株主と短期株主に分けられる。短期株主は，現在の利

益や配当の絶対額に特別な配慮を払うことなしに，株式市場の評価が将来につ

いての個人的見通しを上まわっているか否かによって株を売買するだろう。す

なわち，短期株主は他の投資家をだしぬくことを意図している投機家であると

言えよう。例えば，充分な業績をあげていない企業が株式市場で過小評価され

ていると投資家によって判断されたならば，その投資家（すなわち短期株主）

はその企業の株式を買うことによって市場が期待していた以上の株式投資収益

率を得ようとするであろう。また，逆に過大評価されていると判断される株式

を持っている短期株主はその株式を売るであろう。

　このように，短期株主の株式投資収益率は企業の業績に間接的には関連する
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が，それを決定する直接的な因子は市場の評価と個人的見通しである（Wood，

1975，訳書，P．41）。

　一方，長期株主も基本的には短期株主と同様の行動をなす，すなわち，個人

の期待する収益率と比較して株式市場での評価が過小である株式を買い，過大

である株式を売るであろう。しかしながら，長期株主は長期的な株式投資収益

率を問題にしているであろうゆえに，短期的な株価変動よりも企業の長期的な

行動に関心を寄せる。すなわち，長期株主の視点は企業の成長性，さらにそれ

に及ぼす配当と内部留保の影響に関連する。

　とはいえ，株式市場成立の根底には長期株主の視点においても企業の業績に

対する見通し，それに関する株式市場の評価の双方において投資家の聞には見

解の相違が存在し，単なる配当の収得を意図しない投機的要因がある。このよ

うな考察から引きだされることは株主の利益は株式市場の行動にかなり支配さ

れており，企業の行動が株式投資収益率に及ぼす効果は部分的であるというこ

とである。さらに付け加えれば，企業の行動が株主に与える利害は長期株主に

おいて一層強いであろう。

　株主や市場による限定された（真偽を含めた）情報，そのことに対する期待，

株主の投機性などが糾い，増山することによって株価の変動がひきおこされる。

そして，ある投資家の期待が他の投資家の期待に依存しているような株式市場

では，かなり長期的に視ても，株価は不確定な外的条件に支配される企業の業

績に比してもはるかに変動的である。特定の株式についてこのような変動を正

確に予測することが可能であるとはほとんど考えられない。

　配当が情報効果をもっているという議論が事実を示すように，企業について

の情報は株主や市場において相対的に不足している。したがって，内部留保が

企業の業績を向上させるためだけの資金ではなく，企業の資金的緩衝機能を果

たしていることに加えて，内部留保による収益の増分についての情報が乏しい

がゆえに，株主や市場は内部留保と企業の業績との相関関係をかなり粗雑に描
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きうるにすぎない。これがまた株価の変動を増長させる。

　このように，内部留保が増大すればするほど，株式投資収益率は不確実にな

る。個々で不確実になるという意味は内部留保の増大が投資収益率をひき下げ

る可能性を大きくするということでなく，投資収益率の決定過程が複雑になる

ということである。また，注意すべきことは，企業の投資収益が不確実である

ためにそうなるのではないことである。すなわち，配当と企業利益についての

市場の資本化そのものが本質的に高度に不確実または複雑であることによる

（Wood，1975，訳書，P．53）。

　この結果，企業は内部留保額だけ自己資本を増加させるにもかかわらず，内

部留保に相等するだけの株価の上昇があるかどうかは不明である。株価は企業

の自己資本の評価でないゆえにそのような事象が生じることは必然的帰結であ

る。内部留保はそれに相等するキャピタル・ゲインを株主に，長期にも，短期

にも保証するものでない。それに反して，配当は内部留保が与える不明瞭な期

待とは異なり，明白な利益を株主に確保させる。この意味において配当政策が

株価とは無関係であるとする説は，少々，形式的に過ぎるように思える（Mi11er

and　Modig1iani，1959）。

　多額の配当金を分配し，新株式を発行し，それによって資金を調達するより

も，少額の配当金を分配し，内部留保として多くの投資資金を蓄積することが

企業にとって良策であるとする説がある（Scha11and　Ha1ey，19881p．374）。

その理由は。配当税よりもキャピタル・ゲイン課税が株主にとって有利である

ゆえに株主は配当所得よりもキャピタル・ゲイン所得を好む。これは内部留保

が新株式発行による資金よりも資本費用において安価であることを意味してい

る。

　しかしながら，低額配当政策が望ましいといってもどこまでの少額配当が許

されるのか。この説によればゼロ配当をも許すのか。ゼロ配当が常に継続する

と市場が判断すれば株式のキャピタル・ゲインは水泡のごとく消えることは明
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自である。ここに前節で述べた（2）番目の指針が現われる，すなわち，配当は利

子所得の一種とみなされる。これは低額安定配当を指している。

　本稿の企業の維持・発展という視点からみると，内部留保が長期的趨勢とし

てキャピタル・ゲインをそれ相応に増大させるならば，この配当政策はかなり

合理的であるように思える。

　配当として分配されるよりも利益の多くが内部留保として企業内に保留され

ることは経営成果の増大に貢献しても，それが経営成果の減少に導くことはな

いであろう。したがって，労働分配率がどのようなものであれ，経営成果の増

大は労働成果の増大に通じることから，内部留保は労働側にとって忌避される

ものではない。また，キャピタル・ゲインは株主の所得であるが，企業内部か

らの支出金でない。それに反して，配当金は企業が分配する金であり，企業の

資金的負担となる（高橋，1988）。このように，もし内部留保の増加がキャピ

タル・ゲインの相等な増加を保証するならば，企業の維持・発展に内部留保は

貢献するゆえに，低額安定配当政策は企業，株主，労働の三者にとって望まし

い方策であろう。

　企業と株主の間における信頼を維持するには安定配当政策が望ましいであろ

うが，安定配当政策は暗黙の契約であるゆえに，安易にくずされるべきでない。

企業の利益は毎期変動することを常としているがために，高額安定配当政策は

持続困難になる。したがって，安定配当が望まれるならば，配当額は低くなる

傾向がある。

　さらに，つぎのような観測事実（情報効果）が示されている，配当金の変化

は企業の将来利益に対する見通しを反映していると株主によって解釈される。

この記述的事実を，株価を低価させないための規範的ルールに変換すると，企

業はできるかぎり配当の切下げを避けるべきである。そして配当の切下げは切

上げよりも大きな影響を有していると言われている。配当の切下げを避ける最

も良い手段はできるかぎり低い配当を分配することであろう。また，ここで，
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それの最低限度と内部留保がキャピタル・ゲインに及ぼす効果が問題となる。

　これまでに議論してきた事項は経営成果の分配対象である出資者（株主），

労働，経営体（企業）に係わる労働成果，配当，内部留保，株価である。理解

されるように経営成果の分配は困難な問題である。統合的な解決手段を設定す

る道を断念し，個々の具体的ケースに適応してこの問題を処理することにしよ

う。そこで，次節では経営成果分配のシミュレーション・モデルを提示するこ

とにする。

　　　　　　　　　　　　　6．　一般的モデル

本節のモデルは経営成果分配の視点を組み入れるために拙稿（1989）のモデ

ルを改定したものである。以下，モデルの概略を述べよう。

貸借関係

　当期の資産Aを決定する因子は前期の資産Previous　A，当期の内部留保

RE，当期の借入金SBである，すなわち，

A＝PreviousA＋RE＋SB （1）

ここで，内部留保REが負の値であるときは当期に内部留保の取崩しがあった

ことを意味する。またSBが負の値をとっているときはSBは借入金の返済額を

示す。

　借入金累積額Dは前期の借入金累積額Previous　Dと当期の借入金SBによ

り決定される，すなわち

D＝PreviousD＋SB （2）

自己資本Eは資本金CFと内部留保累積額CREの和である，すなわち，
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　　E＝CF＋CRE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

本稿では，増資による資金調達を考慮していないゆえに，CFは定数である。

　内部留保累積額CREは前期の内部留保累積額Previous　CREと当期の内部

留保REの和となる，すなわち，

　　CRE＝Previous　CRE＋RE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

もしCREが負の値であるならば，この企業は累積欠損をもっていることにな

る。

　資産はA＞D＋Eとしておく，すなわち，利子支払を要しない負債があると

しよう。

経営成果の算定

　売上高の基準値NRは前期の売上実績Previou昌R，期首の資産Previous　A，

当期借入金SB，販売促進関係の有効費用Cによって決定される，すなわち，

　NR＝K1＊Previous　R＋K2＊（Previous　A＋SB）十K3＊C　（5）

ここで，K1，K2，K3はパラメターであり，1＞K1，K2＞0，K3＞1とする。

そして記号＊は乗算を意味する。

　実現売上高Rは売上高の基準値NRに景気変動指数TCを乗ずることによっ

て定められる，すなわち，

　　R：NR＊TC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

　販売促進関係の有効費用Cは繰越有効費用Previous　Cと当期の販売促進関

係費用SAの指数平滑によって算定される，すなわち，
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C：K7＊Previous　C＋（1－K7）＊SA （7）

ただしK7は平滑定数で，1＞K7＞0とする。

　経営成果MPは材料費K8＊R，当期販売促進関係費SA，総合減価売却費K4

＊Previous　A，支払利子K5＊Dを売上高Rから差し引くことによって定まる，

すなわち，

MP＝R－K8＊R－SA－K4＊Previous　A－K5＊D　　　（8）

材料費K8＊Rは実現売上高Rに対する一定の割合であると仮定されており，

企業が販売会社であれば仕入原価である。総合減価償却費K4＊Previous　A

は固定資産の総合償却法によるものではなく，固定資産の減価償却費と資産に

関連する諸々の費用（例えば，商品の減損，人件費を除く一般管理経費など）

を指している。そしてK5は借入金の利子率である。

経営成果分配の算定

　経営成果MPに労働分配率SLを乗じた額SL＊MPがサラリーSS（従業員の

サラリーだけでなく経営者のサラリーをも含む）より大であるならば，労働成

果LPはSL＊MPとなり，さもなく労働成果LPはサラリーSSとする，すなわ

ち，

LP二if　SL＊MP＞SS　then　SL＊MP　e1se　SS　　　　　（9）

サラリーSSは経営者ならびに従業員の生活維持に必要な資金と考えられるゆ

えに，充分な経営成果を企業が上げていない場合にも，それだけは支給されな

ければならないとしている。

　このようにして定められた労働成果LPを経営成果MPから控除することに

よって税引前利益P（自己資本成果）が計算される，すなわち，
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P＝MP－LP
（10）

もしPが負の値であるならば，企業は損失も計上していることになる。

　もし当期利益Pが正であるならば，そのとき税引後利益PATはK6＊Pとな

る，K6は1マイナス法人所得税率である。もし当期利益Pが負ならば，税引

後利益，すなわち，損失PATはPとなる。以上，まとめると，

PAT＝if　P＞0　then　K6＊P　e1se　P （11）

　もし当期利益Pが負で，かつ，前期納税額（1－K6）＊Previous　Pが損失

Pを上まわっている，すなわち，　（ユーK6）＊Previous　P＋P＞Oであるな

らば，そのとき青色申告の特典により税還付額RTは一Pとなる。そして前期

利益Previous　Pが正で，かつ，　（1－K6）＊Previous　P＋P＜0であるなら

ば，そのとき税還付額RTは前期納税額となり，さもなくばRTはゼロとなる，

すなわち，

RT：if0＞P　and（1－K6）＊Previous　P＋P＞0

　　　then－Pe1seifPreviousP＞0

　　　and（ユーK6）＊Previous　P＋P＜0　七hen

　　　　（1－K6）＊Previous　P　e1se0 （12）

　経営者ボーナスMBは，税引後利益PATが正であるときK9＊PATとなり，

PATが非負であるときゼロとなる，すなわち，

MB＝if　PAT＞0．then　K9＊PAT　e1se0 （13）

　配当可能利益DIは前期の内部留保累積額Previous　CRE，税引後利益（ま

たは損失）PAT，税還付額RTの和から経営者ボーナスMBと強制留保0．25

＊CFを差し引いた額とする，すなわち，
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　　DI＝Previous　CBE＋PAT＋RT－MB－0．25＊CF　　　　　（上4）

ここで強制留保0．25＊CFは商法による利益備金の限度額である。

　配当金（出資者資本成果）DDは，配当可能利益DIが目標配当金額SDより

大でなるならば，SDであり，さもなくばゼロとなる，すなわち

　　DD＝if　DI＞SD七hen　SD　e1se0　　　　　　　　　　　　　　　　（15）

商法288条では，資本金の四分の一（0．25＊CF）に達する迄は配当金の十分

の一以上を積立ることが必要とされているが，配当可能利益DIの算定式（14）

から理解されるように，ここでは内部留保がO．25＊CF以下であれば配当金が

ゼロとなるような政策がとられていることになる。

　当期の内部留保（経営体成果）REは税引後利益（または損失）PATと税還

付額RTの和から経営者ボーナスと支払配当金DDを控除した額となる，すな

わち，

RE＝PAT＋RT－MB－DD
（16）

経営指標関係

　自己資本比率Fは企業の安全性の指標として，売上高成長率Yは企業の成長

性の尺度として，経営成果成長率Hは健全な成長を確認するために選はれた。

それらの算定式はつぎのようである，

F＝E／A

Y＝（MP－MP（1））／MP（！）

H＝（R－R（1））／R（1）

（17）

（18）

（19）

143



経済経営研究第39号（I・皿）

ただしMP（1），R（1）はMP，R第一期における値である。

レパレッヂ分岐分析

　増資によるよりも借入による資金調達が自己資本利益率を上昇させるか，そ

うでないかを検討することがこの分析の目的である。レバレッヂ分岐点BEP

はつぎの式で算定される，

BEP＝　（D＋E）＊K5 （20）

利益PがこのBEPより大であるならば，レバレッヂによって自己資本利益率

は増資による資本金増加におけるそれよりも大きくなる。レバレッヂが利益に

与える効果は大きいゆえに，企業の財務的リスクを考慮に入れると，レバレッ

ヂ分岐点BEPはレバレッヂ利用の適切度を判断するための尺度となりう糺

　　　　　　　　　　　　　　7．数値　例

　計画期間は第1期から第5期までとする，ただし初期値の設定のために第0

期を設けている。第0期における資産はA＝160であり，自己資本はE三90で

あり，自己資本の内訳は資本CF：60，内部留保累積額CRE＝30となっている。

借入金累積額はD＝50である。また第0期の売上高はR二200であり，販売促

進関係の有効費用はC二25とする。

　パラメターK工は前期売上実績のK1倍が今期の売上として確保されることを

示しているがK1＝0，8としよう。売上に対する資産効果としてのパラメターK

2は0．1としよう。販売促進関係の有効費用CのK3＝1．2倍が売上に貢献する

ものとする。パラメターk4は総合減価償却率であるが，いまK4＝0．1とする。

借入金の利子率K5は0．08としよう。

　法人所得税率K6は50パーセントとしよう。当期の販売促進関係費用SAの6

割が当期の販売促進関係の有効費用Cに貢献するとしよう，すなわち，K7＝
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0．6。経営者ボーナスは税引後利益のK9＝0102倍であるとする。景気は安定し

ており，景気変動指数TC＝1としておこう。

　借入金SB＝0，販売促進関係費用SA＝25，目標配当金額SD＝8，労働分配

率SL＝0．45，サラリーSS＝25を各期一定として，IFPS言語で表現されたモ

デルが図1である。上述のような初期値，パラメターおよび決定変数のもとで，

モデルの解を求めた結果が図2に表示されている。ここでは第0期における変

数値は初期値を除いて無意味である。図3は資本成果（利益）P，労働成果

LP，出資者資本成果（支配配当金）DD，経営体成果（内部留保）REへの経

営成果分配の様子をグラフにより表現している。図3おける＊は支払配当金と

内部留保が金額的に同値であることを示している。

　サラリーSSが25より，各期3パーセントづつ上昇し，目標配当額SDが10に

代えられたならば，企業の財務的様相ならびに経営成果の分配がどのように変

わるか。これは図4と図5で示されている。

　サラリーSSならびに目標配当額SDが，それぞれ，初期値25と8から各期3

パーセントづつ上昇したときの様子は図6と図7で示されている。

　上の条件のもとで，自己資本比率Fを50パーセントに維持し，売上高を200

から各期10パーセントづつ上昇させるには，販売促進関係費用SAと新規借入

金SBをどのようにすればよいか。これはIFPSのGoa1Seeki㎎の機能によっ

て求められ，その影響が図8，図9で示されている。図6と図8を比較すると，

売上高を10パーセントづつ上昇させるという積極策にもかかわらず，各成果へ

の改善がそれほど芳しくない。

　なお，レバレッヂ分岐分析では，各計算例とも，借入金が白已資本利益率に

対して有効に働いていることが示されている。
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ラテン・アメリカのインフレ安定化政策

一〇rthodoxy　vs．Heterodoxy一

面　島　章次

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　1980年代に入り，チラン・アメリカ諸国ではインフレが昂進し，深刻な諸問

題に直面してきた。数多二くの安定化政策が実施されたが，その結果は様々であ

る。アルゼンチン，ブラジル，ペルーにおいては依然として，高インフレが引

き続き，89年にはアルゼンチン，ペルーでハイパー・インフレが出現した。ブ

ラジルにおいても89年から90年にかけての政権交替期を控え，ハイパー・イン

フレが危惧されている。ハイパー・インフレとなれば，価格体系が破壊され，

生産活動に大きなダメージを与える。

　他方，ボリビア，メキシコではインフレは収束し，安定化政策が成功したと

されている。しかし，経済成長率は著しく低迷し，緊縮的な安定化政策がもた

らすリアル面でのコストは深刻である。したがって，引き続き高インフレにあ

る諸国では，インフレがもたらすコストに，他方インフレを抑制した諸国では

安定化政策がもたらすコストに依然として直面していることは皮肉である。

　チラン・アメリカの安定化政策は基本的に，オーソドックス・タイプの安定

化政策とヘテロドックス・タイプのそれとに大別される。最も単純化すれば，

「オーソドックス」とは，タイトな財政政策に基づく安定化政策であるのに対

し，　「ヘテロドックス」とは価格コントロールなどの所得政策に基づく安定化

政策であるといえる。

　これら二つのタイプの安定化政策を比較するとき，もっとも重要な視点は，
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リアル面に与えるコスト差である。タイトな財政政策に基づくオーソドックス・

タイプの安定化政策は，深刻な貧困・失業問題や政治的不安を抱える諸国では，

これを貫徹することは困難である。ヘテロドックス・タイフの安定化政策とは，

このリアル面へのコストを小さくすることを狙った安定化政策に他ならない。

クルザード計画やアウストラル計画などの典型的なヘテロドックス・タイプが

ブラジルやアルゼンチンで採用されたのは，民政移管直後の不安定な政治体制

下で，一般大衆の政治的支持を維持しなければならないという事情があったか

らに他ならない。

　本稿では，二つの安定化政策のリアル面へ与えるコストの差を検討するが，

第I節では，標準的なマクロ分析をもちいてインフレの基本メカニズムを明ら

かにし，二つの安定化政策を比較する。第㎜節では，安定化政策に対するクレ

ディビリティーの問題を明確に取り扱うために，インフレ税のモデルで分析す

る。

　　　　　　　　　　　I　インフレの基本メカニズム

　チラン・アメリカのインフレに関しては，1950年代から，いわゆる構造学派

とマネタリストとの問で有名な論争が続いている。両者の論点は，単にインフ

レに関するだけでなく経済発展問題を含む広範なものである。しかし，インフ

レの原因に関し，最も単純化して考えれば，構造学派は大土地所有制や生産要

素の非移動性を背景とする供給側の要因を重視するのに対し，マネタリストは

放漫な財政政策に基づく貨幣供給の増大などの需要側の要因を重視していると

いえる。

　以上の論争を現代の標準的なマクロ経済学で解釈してみよう。図1の縦軸は

インフレ率，横軸は実質産出量（実質所得）であり，D曲線は総需要，S曲線

は総供給，丁曲線は貿易収支均衡，Yは完全雇用（長期均衡）に対応する産出

水準を表わしている。総需要は実質貨幣残高，実質為替レートに，総供給は実
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質賃金，実質為替レート，もしくは期待インフレ率に，貿易収支は実質為替レー

ト，実質所得に依存する。当初の経済はE点で均衡していたとしよう。ここで，

構造派の主張を永続的な逆供給ショック，マネタリストの主張を同様の需要ショ

ックであると更に単純化して考えると，それぞれの主張は両曲線がそれぞれ上

方ヘジフトすることとして表現できる。これより，いずれのショックもA点も

しくはB点で示されるインフレ率の上昇をもたらすことが示される。

図1
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　しかし，経済はA点，B点に留まる訳ではない。総需要が単独でシフトした

場合は，労働に対する超過需要が発生し（A点），時間とともに実質賃金が上

昇するか，もしくは期待インフレ率が実現のインフレ率と等しくなるように調

整されるので供給曲線が左上方にシフトし，F点で更に高いインフレ率が実現

する。チラン・アメリカのように，慢性的な財政赤字とこれに基づく貨幣供給
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によってパーマネントな総需要拡大が存在すれば，長期的にはこの貨幣供給成

長率に対応するインフレ率となる（貨幣数量説の世界）。

　したがって，この総需要の拡大が産出量に影響するのは，インフレ期待が現

実のインフレ率に調整されるまでの期間であり，インフレ期待の上方への調整

が遠ければ速いほど，産出量への効果は小さく，インフレに対する効果が支配

的となる。インフレ期待が瞬時的に調整（合理的期待）されれば，貨幣供給の

上昇はインフレ率のみ反映される。

　逆に，供給ショックが単独で生じた場合には失業が発生し（B点），時間と

ともに実質賃金が低下するので供給曲線はもとの位置に戻る。また，期待イン

フレ率も，供給曲線の下方のヘジフトに伴い，もとの均衡点Eの水準まで調整

される。しかし，チラン・アメリカでは賃金インデクセーションなどの制度的

要因のために実質賃金調整のスピードは遅い。また，インフレ期待の調整が下

方にはスムーズではないとすれば，供給側の調整には長い時間を要する。この

調整のスピードが避ければ遅い程，失業の期間が長引く。しかし，チラン・ア

メリカでは失業の社会的，政治的コストが大きいことから，供給ショックによっ

て失業が深刻化すれば，これを避けるために財政赤字に依存した総需要のアコ

モデイティブ〈追認的）な拡大がなさ札るのが一般的である。したがって，総

供給曲線の左方へのシフトに対して総需要曲線が上方にシフトさせられること

になり，結局はF点での高いインフレ率が維持される。

　ところで，F点は丁曲線の上方に位置するので貿易赤字の領域にあり，為替

レートが固定されていれば，外貨準備の低下とこれに伴う貨幣供給の減少によっ

て，総需要曲線が低下し始め，経済は長期的にはいずれもとのE点に戻らざる

を得ない。しかし，貿易赤字補填のために十分な海外資金の流入が続く限り，

貿易赤字を持続しながらもF点での均衡が維持可能であり，F点に対応するイ

ンフレが持続する。ただし，この場合対外債務が累積していくことはいうまで

もない。また，貿易収支均衡のために為替レートが十分に切り下げられればT
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曲線がF点まで上方にシフトし，F点が最終的に新しい長期均衡点となる。

　以上が，チランアメリカの持続的なインフレの基本的理解であるが，二つの

安定化政策は以上の標準的な分析ではどのように表現されるであろうか。

　オーソドックス・タイプの安定化政策においては，財政赤字削減と実質為替

レート切り下げその主たる政策メニューである。したがって，財政赤字縮小に

より総需要曲線を左下方にシフトさせ（F点よりB点へ），以後は主に供給側

の価格調整にまかせ，総供給曲線の右下方へのシフト（B点よりE点へ）によっ

て低いインフレ率の新しい均衡点を実現しようとするものである。また，為替

レートに関しては，安定化政策が実施される時点では貿易赤字であるのが一般

的であるので，E点を通る丁曲線からスタートするとすると，実質為替レート

の切り下げによって丁曲線をB点を通るまでシフトさせ，まずは対外均衡を実

現し，以後はこれを維持しながらB点からE点への調整とともに，為替レート

を変化させることになる。しかし，このB点からE点への価格調整の速度が緩

慢であれば，総需要抑制の効果は，インフレ率の低下ではなくもっぱら産出量

の低下として現われ，リアル面でのコストを伴うことになる。マネタリズムの

処方箋や，I　MFの安定化政策では，この価格調整は一般的に速いと考えられ

ているが，チラン・アメリカの実際においてはその調整スピードは遅い。

　価格調整の速度は過去のインフレの影響（イナーシア）が大きい程遅くなる

が，チラン・アメリカで広く認識されているイナーシャの要因として，いくつ

か挙げることができる。第一は，慢性的なインフレの下で各階級・各セクター

が自らの実質所得を維持するために，不断に価格の引上げや賃上要求を行ない，

パイの分け前を増やそうとするため，たとえ需要抑制策が実施されたとしても，

実際に他の階級・セクターが低い価格設定を行なったことをみない限り，自ら

進んで低い価格設定は行なわないであろう。第二は，インデクセーションによ

る価格改定が過去のインフレ率に基づくためにイナーシャがもちこまれること

である。すなわち，高インフレでインフレ率自体の変化の激しい状況下では，
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価格情報を収集するコストや，毎回の賃金改定ごとに何を基準とするかを決定

することにはコストがかかり，最も最近の過去のインフレ率を採用することが

合理的となる（但し，インデクセーションの改定期間が短縮化されたり，より

forward－1ookingな調整となればイナーシアは減少する）。

　したがって，これらのイナーシャが存在すれば，価格の調整は下方に硬直的

となり，総需要抑制がインフレ率を低下させるのにきわめて長い時間を要する。

この間リセッション，失業が引き続き，社会的，政治的安定を脅かすので，イ

ンフレ抑制政策の存続を危ぐする。チラン・アメリカで，オーソドックス・タ

イプの安定化政策と拡張政策が交互に繰り返されてきたことは，このような理

由に基づく。

　さて，ヘテロドックス・タイプの安定化政策はどのように表現されるであろ

か。このタイプの安定化政策は，総需要抑制と賃金，物価，為替レートのコン

トロールによる所得政策を組み合わせることによって，長期間にわたる高イン

フレで硬直的となったインフレ期待を急激かつ短期間に鎮静化させ，実物面の

コストを伴わない形でインフレ抑制を実現することを目的としている。誤解を

恐れずに，最も単純化した議論をおこなえば，図2のように表現される。

　当初A点にあったとし，P。のインフレ率を維持する水準に価格コントロー

ルされたとしよう。このヘテロドックス・タイプの安定化政策が人々に十分信

用されれば，人々の期待インフレ率もP。に同調し，短期供給曲線はB点を通

るS’となるだろう。しかし，総需要が一定のままであるのなら，B　Cの超過

需要が発生し，インフレが抑圧された状態となる。この意味で，価格コントロー

ルと同時に総需要の抑制が実施されることが不可欠となる。いま，D点を通る

ところまで総需要が引き下げられたとすると，D　Bの超過供給が発生し，以後

価格コントロールがはずされたとしても，E点を実現するまで調整が続くこと

になる。いうまでもなく，少なくともB点を通るところまで総需要が抑制され

れば，当初目標としたインフレ率は実現される。
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　ここで注意しなければならないことは，かかるシナリオが実現されたときに

は，オーソドックス・タイプの安定化政策に比べて，リアル面へのコストが小

さいということである。オーソドックス・タイプの場合，当初の均衡点はF点

であり，以後のコストの大きさがF点からB点までの距離と調整速度に依存す

るのに対し，ヘテロドックス・タイプの場合，B点の近辺のD京（もしくはB

点）で示される小さなコストで安定化政策を実現できる。

　しかし，現実にはアルゼンチンにおいてもブラジルにおいてもこのタイプの

安定化計画には問題があり，いずれの計画も失敗に帰している。第一は，高イ

ンフレの状態にあって，常に相対価格に不均衡が存在しており，恣意的な時点

での全面的な価格コントロールにより，これを固定化してしまったことである。

物不足やヤミ市場がいたるところで出現することになるが，このことはマクロ
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的に超過供給を作り出したとしても，特定の産業や企業で強い相対価格調整の

圧力が存在したことを意味している。価格コントロールの期間が長引けば長引

くほど，この相対価格の不均衡は激化する。第二は，需要抑制に失敗し，超過

供給を作り出しえなかったことである。文民政権移管直後であり，社会政策面

への支出カットが困難であることや，公共料金の凍結自体が政府収入を低下さ

せ，財政赤字は十分に縮小できなかった。また，安定化政策と同時に実質賃金

の引き上げが実施されたため，強い消費需要をもたらしたことも重要である。

　価格コントロール下での超過需要の存在は，人々に現在とられているインフ

レ抑制政策が長期的なインフレの動向と矛盾することを認識させ，安定化政策

に対する信頼感を失わせることを意味する。安定化政策が実施された直後は，

まさに「ショック療法」として機能し，人々のインフレ期待は低下したと考え

られるが，クレディヒリティーの喪失とともに，インフレ期待は再び上昇し始

め，短期供給曲線の左方シフトによってさらに超過需要は拡大し，価格調整の

圧力は一層強まることになる。安定化政策の末期には，インフレ期待はさらに

上昇し（利子率の高騰をみよ），ついには価格コントロールの解除を余儀無く

し，新たなインフレのジャンプをもたらすことになった。

　　　　　　　　　　　　皿　インフレ税モデル

　ところで，インフレ安定化にとって，二つの安定化政策にはリアル面へのコ

ストに相違があることが理解されたが，このことはインフレ税で財政赤字がファ

イナンスされるモデルでも理解できる。また，このモデルでは，安定化政策に

対するクレディヒリティーを期待インフレの調整係数などを使って解釈できる

ことから，安定化政策におけるクレディビリティーの役割を知る上で，興味深

い。本節では，Bruno（1989）に依拠しながら，インフレ税で財政赤字がファ

イナンスされるモデルを考察しよう。

　財政赤字は産出量（Y）に対し一定割合（d）であり，もっぱらハイパワー
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ド・マネイ（M）の発行でこれを補填するとすると，政府の予算制約式は，

　　（1〕M／／PY＝d

となる。・は時間に関する増分を表わし，Pは価格水準である。

　実質貨幣需要は，ケーガン・タイフのセミ・ロカリスミックな関数を仮定し，

所得弾力性は1とする。

　　／2）M／PY＝m＝exp（一απe）

ここで，π。は，期待インフレ率である。（1〕，（2）式より，

　　（3）d＝θm＝θexp（一απe）

を得る。θは貨幣の成長率である。（3）式は財政赤字がもっぱらシーニョリッジ

によってファイナンスされることを示している。図3には，πeとθの次元で

政府予算制約式がd　d曲線として描かれており，財政赤字dは横軸の切片とし

て表わされている。π㌦θは正の関係にあるが，期待インフレ率が高くなる
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に従って，貨幣需要が低下するので，一定のシーニョリッジを確保するために

は貨幣供給成長率が加速しなければならないことを示している。なお，経済は

常にこの曲線上にある。

　現実のインフレ率は，（2〕式を全微分することによって求まる。

　　｛4）　θ一π一n　＝一απe

ここで，πは現実のインフレ率，nは産出成長率である。

　ところで，定常状態ではπe＝0であるので，

　　（5）π＝πe：θ一n

が成立している。（5〕式の関係は，図3では，nの切片をもった45度線として表

現される。これより，図3では二つの定常解が存在するケースが描かれている

が，一つは低いインフレ率に対応し，いま一つは高いインフレ率に対応してい

る。定常状態で同額のシーニョリッジが異なるインフレ率のもとで得られてい

私財政赤字の拡大は，d　d曲線の右方へのシフトとして示されるが，低イン

フレ均衡AはA’へとシフトし，そのインフレ率は上昇するが，高インフレ均

衡BはB’へとシフトし，インフレ率は低下する。財政赤字の拡大に対して，

シーニョリッジを同額だけ増加させなければならないが，A点の近くでは，貨

幣需要の期待インフレ率弾力性が小さいため，貨幣供給の増加もしくはインフ

レの上昇によってシーニョリッジを拡大させることができるが，B点の近くで

は弾力性が大きいために，逆にインフレを低下させることによってシーニョリッ

ジを増加させなければならないからである。

　ところで，どちらの均衡点が安定的となるかについては，動学的な調整過程

に依存する。ここで，適応的期待

　　（6）　πo＝λ　（π一πo）

を仮定しよう。これに，13），（4）式を代入すると，

　　（7〕　πo＝　（1一αλ）’1　〈θ一n一πo）

を得る。これより，図3における45度線とdd曲線の距離でπ。の運動を知る

166



　　　　　　　　　　　　　　　　　ラテン・アメリカのインフレ安定化政策（西島〕

ことができる。期待調整が十分に遅い場合，1＞αλより，45度線より下の領

域（θ一n＞π。）では，π色＞0であり，上の領域（θ一n＜π。）では，πe

＜0となるので，低インフレ均衡が安定的であることがわかる。しかし，逆に

期待の調整が十分に速い場合，1〈αλより，45度線より下の領域（θ一n＞

！）では，πe＞0となり高インフレ均衡が安定的となる。

　ところで，さらに財政赤字が拡大したとしよう。シーニョリッジが最大とな

る点を超えて財政赤字がさらに拡大すれば，定常解をもたず，体系は不安定と

なる。図3にみるように，調整スピードが遅く，低インフレ均衡が安定的な場

合には，一方的なインフレ率の拡大，ハイパー・インフレとなる。いまやd　d

曲線は常に45度線より下方にあり，けっして期待インフレ率が現実のインフレ

率に追い付かないことを示している。このことは，インフレ期待の調整が遅い

場合，貨幣需要の低下の速度が遅く，シーニョリッジの拡大が加速的な貨幣供

給によってなされるためインフレ率が上昇し，このためどこまでいっても期待

インフレ率が現実のインフレ率に追い付かないことを示している。

　さて，インフレ期待の調整係数の大きさがが，インフレ自体に影響されると

仮定しよう。一般的に，インフレが昂進すればするほど，期待形成を誤ればよ

り大きな損失を破るので，インフレ期待の調整は速まるであろう。ここでも，

Bruno（1989）の論議に基づくが，Brunoが期待係数を期待インフレ率自体の

関数であるとしているのに対し，ここでは議論の便宜上，インフレ率を貨幣供

給成長率で代理し，．期待係数は貨幣供給成長率の関数であるすると，これによっ

て，オーソドックスの安定化政策とヘテロドックスのそれとのコスト面におけ

る比較が可能となる。（6〕式は，

　　（8）π　＝　λ（θ）　（π一πe）

となる。ここで，λ’＞0，λ（0）＜1／α，である。θが大きくなるに従って，

λ大きくなるので，（！一αλ）はθが十分小さいときは正であるが，θが十

分大きいときは負となる。また，これより，1一αλ（θ＾）＝0となる限界的
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なグが存在する。したがって，安定性に関し，以下の組合せが存在する。

　　　　1　π。＜π目＜θ‡　　A点安定，　B点不安定

　　　　2　θ‡＜π。＜π。　　A点不安定，B点安定

　　　　3　π。〈θ｝＜π目　　A点安定，　B点安定

3のケースは，二つの均衡点ともに安定であり，安定化政策の理論的説明を可

能とする。すなわち，ここでは，安定化政策の目的を，経済を安定的な高イン

フレ均衡から安定的な低インフレ均衡へ移動させることにあるとする。図4に

おいては，当初の財政赤字に対応する政府の予算制約線はd　dであり，A点，

B点ともにθ’の右側にあるので，A点は不安定で，B点は安定である。当初

の経済は高インフレ均衡のB点にあるとしよう。

図4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ラテン・アメリカのインフレ安定化政策（西島〕

　まず，オーソドックス・タイプの安定化政策を，図4によって表現してみよ

う。比較的小規模な程度で財政赤字が縮小され，政府の予算制約線がd　d’ま

でシフトしたとする。経済は財政赤字縮小により貨幣供給が低下するので，ま

ずC点まで移動し，以後はインフレ期待の調整に従って移動するが，この場合

最終的にはD点に到達する。このケースは，財政赤字が縮小したにも拘らず，

より高いインフレ率を結果することになり，経済が「高インフレの罠」に堕ち

入っていることを示している。

　しかし，比較的大きな程度で財政赤字の削減が実施され，dポまで政府の

予算制約線がシフトしたとすると，財政赤字縮小により貨幣供給が低下し，経

済はまずE点まで移動する。E点はθ‡の左側にあり；A’点が安定な領域に位

置するので，以後はA’点まで移動する。このことは，経済が高インフレ均衡

のB点から低インフレ均衡のA’点へ移動し，安定化政策が成功したことを示

している。したがって，オーソドックス・タイプの安定化政策が成功するため

には，十分大きな財政赤字の削減が必要であることを意味している。いうまで

もなく，大きな財政赤字削減を必要とすることからリアル面でのコストは大き

くなっている。また，十分大きな財政赤字の削減であることによってのみ，期

待調整係数が十分小さい領域に位置しうることから，十分大きな財政赤字の削

減でなければ，その安定化政策をクレディブルなものにしえないことを示唆し

ていると言える。

　次に，ヘテロドックス・タイプの安定化政策を，同じく図4で表現してみよ

う。いま，A点の水準で価格コントロールしたとすると，A点はグの右側に

あり不安定な均衡点であるので，必ずしもこのタイプの安定化政策は成功しえ

ないであろ㍉しかし，ヘテロドックス・タイプとともに財政赤字の削減が伴

う場合は，異なるシナリオとなる。d　d’までの財政赤字の削減が伴ったとし

よ㌔いまや，低インフレ均衡はA”点となるが，価格コントロールがA”点の

水準に維持されるとすると，A”点はθ｝の左側に位置するので安定であり，以
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後経済はこの点に留まることになる。ヘテロドックス・タイプの安定化政策が

成功するケースである。

　したがって，ヘテロドックス・タイプの安定化政策が成功するには，低イン

フレ均衡がθ＾の左側に位置するに十分な財政赤字の削減を伴うことが必要で

あることが理解できる。しかし，ここで重要な点は，財政赤字削減の程度は，

低インフレ均衡が少なくともθ＾の左側に位置することを必要とするだけであ

り，オーソドックス・タイプの安定化政策のケースで示された，大きな財政赤

字の削減は必要としないことである。ここに，ヘテロドックス・タイプの安定

化政策の，リアル面へのコストが小さいという根拠がある。

　ところで，安定化政策に対してクレディビリティーが欠如する場合は，どの

ように影響するであろうか。ここでは，クレディビリティーが二つのルートを

通じて安定化政策に影響するケースを考慮する。一つは，クレディビリティー

が失われば，λ（θ’‡）におけるθ‡の弾力性が大きくなる問題である。これは，

クレディビリティーが失われれば失われるほど，インフレの上昇に対して期待

の調整を速め，インフレによる実質的ロスを回避しようとする行動を表してい

る。いずれの安定化政策にせよ，その継統が危ないと人々が判断するときには，

インフレに対する反応の程度を速めるであろう。したがって，λ（θ’）＝1／α

より，1／αが一定であれば，弾力性が大きい程，θ｝は小さくなる。図におい

ては，θ‡はより左に位置することになり，オーソドックス・タイプであれば，

さらに大きな財政赤字の縮小を要求するであろうし，またヘテロドックス・タ

イプの安定化政策であれば，安定的であったA”点が不安定となり，A”点のレ

ベルでの価格コントロールに基づく安定化政策を挫折させることになるであろ

う。

　いま一つは，貨幣需要がクレディビリティーの喪失とともに，小さくなるケー

スである。これは，インフレの昂進とともに，他の代替的資産へ人々のポート・

フォリオがシフトすることに基づく。具体的には，インデックス・ボンドであ
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り，ブラック・マーケットのドル現金であり，不動産である。このような他資

産へのシフトは，図においては予算制約曲線が右にシフトすることして表現さ

れるため，どちらの安定化政策においてもさらに大きな財政赤字の削減，すな

わち，さらに大きなリアルでのコストが要求される。いずれにせよ，クレディ

ヒリティーが喪失すればするほど，安定化政策の成功を危ぐするであろう。

　　　　　　　　　　　　　　IV　結　　　語

　標準的なマクロ分析においても，インフレ税モデルにおいても，理論的には

ヘテロドックス・タイプの安定化政策のほうが，オーソドックス・タイプより

その実質面に与えるコストは小さいことが理解できた。それだけに，政治的不

安や，社会問題を抱える政府や一般大衆にとっては，ヘテロドックス・タイプ

が受け入れられ易いといえる。しかし，ヘテロドックス・タイプであっても，

かなりの程度の財政赤字削減が必要であり，現実にはこれが実現されず，安定

化政策が失敗したことはアルゼンチンやブラジルの経験でみたとおりである。

メキシコで現在，オーソドックス・タイプとヘテロドックス・タイプを組み合

わせた安定化政策が成功しているのは，財政赤字が安定化政策の実施時にはほ

ぼ均衡していたという事実を忘れてはならない。また，ヘテロドックス・タイ

プには相対価格の不均衡の固定化の問題，為替固定化による過大評価の問題，

価格コントロールの解除のタイミングの問題など，それ独自の問題も多い。

　今後の課題としては，クロニックな高インフレ下と，ハイパー・インフレ下

とでは，二つのタイプの安定化政策がそれぞれどのような形で作用し，如何な

る相違点をもっているのかを検討したい。
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労働組合と国際貿易の理論
内生的労働供給のケース

下　村　和　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　1．序

　本稿の目的は合理的な労働組合を考慮した国際貿易の理論を展開することで

ある。我々の従来の研究（Kemp　and　Shimomura（1984．1989），下村（1984），

Shimomura（1989），Kemp，Long　and　Shimomura（1990））と本稿を分か

つ点は、本稿において個別労働者の労働時間が、通常の労働供給の理論と同様・

内生的に決まると想定されていることである。

　　　　　　　　　　　　　　　2．諸仮定

　まず諸仮定を述べよう。自国と外国の二国からなる貿易世界を考える。各国

における生産要素賦存量は所与である：自国（resp．外国）にはW（resp．パ）

人の労働者とK（resp．K＊）単位の資本財が存在する。労働者は同質的であり、

適当に時間単位を選択して各人の提供可能な最大労働時間を1時間とする＝各

労働者は4時間労働し且一i時間をレジャーにあてると考える。各国内で生産

要素は部門移動可能だが、国際間では移動不可能とする。

　二種類の消費財が存在するj以下、第ユ財、第2財と呼ぶ。生産技術は国際

間で共通であり、次のような強凝凹かつ一次同次の単位費用関数によって表現

される：c工（ω，r），ト1，2，ただしωとrはそれぞれ時間あたり賃金率とレン

タル率である。

　第1財とニューメレールとし、ρを第2財価格とする。任意のρ＞0に対し
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て価格平均費用均等式の体系

　　　1：C1（ω，r）

（！）

　　　ρ＝C乏（ω，r）

が正かつ一意の解（ω（ρ），r（ρ））を有すると仮定する。また、第三財が第ノ

財よりも労働集約的（resp．資本集約的）であるとは、任意のρ＞Oに対して

（2）　θ工（ρ）〉（…p．＜）θj（ρ）

ただし

　　　　　　　　　　∂　　　　　　　　ω（ρ）一。s（ω（ρ），1）　ω（ρ）c邊ω（ω⑦）、1）

　　　　　　　　　　∂ω
（3）　θ畠（ρ）≡　　　　　　　≡

　　　　　　　　　cs（ω（ρ），1）　　　　c5（ω（ρ），1）

　　　　　8＝i，ゴ

今、第1財が第2射よりも労働集約的とすると、資本単位あたり収入関数は次

のように表わされる。

い）舳一nlllll㌻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂ωC
ただし　κ…M／K，π工（ρ）≡φ、（ω（ρ））…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂　　　　　　　　　　　　　　　　　　一。工（ω⑦），1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂r

…c㌧（ω（ρ），1）／c二（ω（ρ），1），｛＝1，2　そして尤（κ）…1／c三（φプ（κ），1），
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働組合と国際貿易の理論（下村）

ト1，2、周知のように、！（ρ，κ）は図1のように描くことができる。生産技術

が国際間で共通と仮定しているので、∫⑦，〆）は外国の資本単位あたり収入

関数を表わす。ただし　〆…M叩／K｝。

　各国は二階級（労働者階級と資本家階級）から構成される。労働者は一切資

本を所有せず、労働の提供の対価としてのみ所得を得る。各資本家は、単純化

のため、一単位の資本を所有しその用役提供の対価としてのみ所得を得る。

　自国、外国を問わず各労働者の選好は効用関数口ω（C1，Cl，1一’）によって

表わされる。ただしq，圭＝1，2，は各労働者の第三財消費量。以下この関数を次

のように特定化する。

（5）　口ω（0、，0。，1一王）≡α（C1，C王）十β（1－Z）

ただしα（C1，C。）は強凝凹、各qについて増加関数がつ一次同次とする。

図1
∫（ρ．冗）

軌（ρ）　　　　　　　工I（ρ）
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β（q）は区間［0，ユ］で定義された増加かつ強凹関数とする。次に関数巨ω（、）

を

（6）　εω（ρ，1－Z，αω）…m加Cl＋ρ0室

　　　　　　　　　　　Cl，C2
　　　　　　　　　　　　　　8αろ．亡。μω≦口ω（01，C2，1－j）

と定義する。　（5）のもとで

（7）　εω（ρ，1－Z，αω）＝eω（ρ）・［αω一β（1一王）］

となることが容易に確かめられる。ただしeω（ρ）≡m抗　C1＋ρC．8必．亡。1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cユ，C2
≦α（C1，C・）である。明らかにeω（o）≧0であり、従って任意のρ＞0に対

して0＜ρe’㎜⑦）／e⑦）＜1である。

　自国、外国を問わず、資本家の選好は効用関数州σ1，C。）によって表わさ

れる。これはα（．）と同様に強凝凹、各。工について増加関数がつ一次同次と

する。資本家の単位支出関数をe、（ρ）とする。

　単純化のために、以下α（C1，0・）…口π（α，C・）と仮定する。これはe（ρ）…

eω（ρ）…e、（ρ）を意味する。

　　　　　　　　　　　3．pre－union均衡の諸性質

　本稿の目的を考慮すれば、union－ridden均衡との比較のためにこの段階で

pre一㎜ion均衡の諸性質について振り返っておくことは有意義であろう。

　pre－union均衡は次のような体系によって表わされる。

（8）　e（ρ）・［αω一β（1一王）］＝！工（ρ，王z）王

（9）　e（ρ）・［ゐ一β（1一戸）］＝！工（ρ，戸z“）戸

（10）　　e（P）β’（1一王）　　　＝∫工（ρ，i2）

（11）　　e（P）β’（1一戸）　　＝∫工（ρ，戸2＊）
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（ユ2）　e（ρ）α、

（13）・（ρ）ψ

＝！（ρ，z2）一村皿⑦，z2）

：！（ρ，戸z＾）一戸2㍗躬⑦，戸2｝）

ただし2…M／瓦2“…≡1炉／炉．アステリスク（＊）は外国に関連する変数であ

ることを表わす。（8）と（12）はそれぞれ自国労働者と自国資本家の予算制

約式、（9）と（13）は外国労働者と外国資本家の予算制約式である。（10）と

（11）は各国労働者の最適労働供給行動を表わす。市場均衡条件は次の通りで

ある：自国が閉鎖経済の場合

（1・）戯一≦畠舳・）一〃・）一・

なお亙成は白国の資本単位あたり第2財超過需要を表わす。亙成が外国に関

して市場同様の意味を持つとすると、自由貿易下での均衡条件は

（15）亙D㌢≡亙成十五戒

：坐伽王、）十服（R戸、ホ）］

　ψ）
一晩（ρ，工2）十仏⑦，戸2ホ）］

＝0

すなわち、閉鎖経済下における㎜ion－free均衡は（8）、（10）、（12）と　（14）

によって、自由貿易下におけるunion－free世界均衡は（8）一（13）と　（15）

によって記述される。

　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　さて、均衡解の一意存在を想定し、比較静学分析をおこなう。まず閉鎖体系

からはじめる。任意のρ＞0に対して各財の需要が正であると仮定すると閉鎖

経済は均衡の下で不完全特化となるので、（8）、（10）、（12）、（14）をωω，απ，

（1）これについてはKemp，Long　and　Shimomura（Chapter4．1990）参照。
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王，ρとzで微分することにより以下の体系を得る。

　　　　ε’
（16）　（万ω一ω’）ゆ十・牝＝0

　　　　θ’
（17）　　（17ω一ω’）φ一eβ”d’；0

　　　　ε’
／18）　／万r一〆）助一θぬ、＝0

（19）△劾十・［吾ω一ω’1dトー1［吾ω一ω’1ゐ

ただ！・H一
ﾅ蛾1刃塊、。でこれは負1なるこ！が計算で確かめ／れる。

（17）と（19）カ・ら

　　　　　　　　　　　e’
　　　　吻　　一・1β”［7ω一ω’1

（20）　一＝　　、
　　　　d・。［吾ω一ω’1・十。β・△H

　　　　　　　　　　e’
　　　伽　　　一i［τω一ω’］丑

（21）　　＝　　、
　　　　d・。［吾ωイ1・十。β・△H

各式の右辺分母は正だから、

　　　　　　伽　　　　e’
（22）・18η［万1＝・1g・［万ω一ω’1

　　　　　　吻
（23）　　万＜0

を得る。

　ω（ρ）の定義より

　　　μ’⑦）　1一θ
（24）　　　　＝

　　　　ω（ρ）　θ1一θ。
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となるので、

　’
θ　　　。　　ω
τω一ω：一
　　　　　ρ

1－1θ1（1一θ、）十θ宮θ邊1

　　　　θ1一θ。

ゆえに

　　　　　　伽
（25）・勧［万1一・担・［θ1一θ・1

従って、ヘクシャー・オリーン定理は、要素賦存比率を（労働者数）／（資本存

在量）と解釈するならば、本稿の邊re－uniOnモデルでも成立する。

　（23）は資本単位あたり労働者数の増加が労働者ひとりあたりの労働時間の

減少をもたらすことを表わしている。しかしながら、一国全体としての総労働

時間は増加する。実際（21）より

　　　　　　　　　　　　θβ”△H
　　　　d
（26）万（1・）＝　・　　　　＞0
　　　　　　　　。［吾ω一ω’1・十・β・△”

となる。

2の変化が各労働者及び資本家の厚生水準に及ぼす効果は（16）と　（18）よ

り容易に

　　　ぬ〃　　　　伽
　　　一＜0　，　一＞0　　　ゐ　　　　　　　d2

となることが示される。

　次に小国開放経済について検討しよう1これは（8）、（10）そして（12）よ

り構成される。ただしρは所与である。体系の生産側の性格から、ストルパー・

サムエルソン定理が成立することは明白である。（8）、（10）および（12）を

ρ，z，αω，α、で微分することにより
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（・・）一・桓・［音一・桓1［昔1一・壇1［昔1一・桓1［lrl・1

を得る。（10）より、リプチンスキー定理の成立も明らかであろう。

　㎜ion－free世界均衡についてみよう。もし両国で不完全特化になっていると

すれば、要素価格は明らかに均等化する。さらに、（10）と　（11）よりト戸

となる：各労働者の労働時間も国際間で等しくなる。従って8伽［王2一戸z1＝

8勧［乏一zホ］となるから、両国間の貿易パターンは、外生変数である［2－21

の符号パターンのみならず、内生的に決定される比率

　　　　　　　　　（総労働時間）

　　　　　　　　　（資本存在量）

の両国間格差のあり方とも対応している。

　　　　　　　　　　　　　4．組合の目的関数

　議論の中に労働組合を導入しよう。我々は労働組合が総労働時間供給をコン

トロールすると仮定する。他方、総労働時間需要は企業によって決定される。

従って時間あたり賃金率は総労働時間供給と総労働時間需要が一致する点で決

まる。

　労働組合の目的関数はどのように定式化されるであろうか。もし、何らかの

理由で、各労働者の労働時間が外生的に与えられ（zとする）、かつ、労働者間

で所得移転がないものとすれば、同質的な各労働者の期待雇用は

　　　　λ　　　　　　λ
（28）　r〃ム十（！－r）β（1）

　　　　wz　　　　　Mz

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω一となる。ただしλは労働組合が決めた総労働時間供給であり、叱…万五十β（ユー

Z）．（28）は、少なくとも労働者が同質的であり、かつ、シニョリティ・ルー

ルのように「誰を雇用するか」を特定化する制度を前提にしないかぎり、組合

の目的関数として適切なものと考えられ得る。
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　さて、各労働者の労働時間が外生的に与えられるという仮定を排し、かわり

に、労働組合がみずからが決定できる総労働時間供給λとこれに対応する賃

金総額ωλλを組合員に対して自由に．配分できるものと仮定しよう。そのよう

な配分は

（・・）∫。”う（1）・1㍉λ

（・・）∫。”1（1）・1一λ，・・1（1）・1

をみたすペア（6（τ）dτ，Z（τ）dτ）、0≦τ≦N、によって表わせよう。もし

組合がこの配分を組合員の間にランダムに割りあてるものとすれば、各労働者

の期待効用は

（・1）十∫峠））・／（1－1（τ）1・τ

となる。組合は所与の吻、λ、ρのもとで、（29）と（30）を制約条件として

（31）をできるだけ大きくするような配分を選択するであろう。このとき最適

配分は

　　　H　　　　～　　　　　λ　　　　λ
　　（ろ（τ）dτ，Z（τ）dτ）＝（一物dτ，一dτ）／or∀τ∈［0，川
　　　　　　　　　　　　N　　　　w

となる。そして、（31）は

　　　　　　叫　　λ　　　λ（31）’　σ≡一・一十β（！一一）
　　　　　e⑦）　W　　　N

我々は（31）’を組合の目的関数として採用する。　（8）を考慮すれば明らか

なように、この目的関数は各労働者の（労働時間を所与としたときの）間接効

用関数に他ならない。
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　　　　　　　　　　5．union－ridd6n均衡の諸性質

組合の最適問題を解き、uniOn－ridden均衡の諸性質を明らかにしよう。前節

までの議論にもとづくならば、組合の最適問題は次のように定式化できる。

（。。）肌、、σ一肌Z・）4。β（1－Z）

　　　　　　　　　e（ρ）

　　subject　to

　　　　　［閉鎖経済］

（・・）劣舳一〃・）

　　　　　［ノ』・国開放経済］

　　　　　　　　〃外生的に所与

　　　　　［大国開放経済］

　　　θ’（ρ）

（34）万附Z・）十舳戸・つ］

　　　　　　　　　＝ム（ρ，王2）十軌⑦，戸2‡）

（35）色（ρ）β’（1一（＝∫工（ρ，1㌔つ

ただし制御変数は、閉鎖経済ではρと王、小国開放経済では～、大国開放経済

ではρ、｛、〆である。この三つのケースについて順次検討しよう。

5－1）閉鎖経済

　既述のように、閉鎖経済下では∫⑦，五2）＝ω（ρ）王z＋γ（ρ）であるから、組合

の目的関数は

　　　　　　ω（ρ）
（36）　σ＝一Z＋β（1－Z）

　　　　　　e（ρ）

となり、制約条件（33）は
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（・・い一÷蹄）姜ま1≡1着）晶1一÷1⑦）

となる。　（37）を（36）に代入すると

（。。）σ一州δ⑦）。β（1」δ⑦））
　　　　　　　　θ（ρ）z　　　　　z

　　　　　　　　　　　　　　　　　1
さて、　（38）を最大化し、かつ、0＜一δ⑦）＜1を満たすようなρが一意に
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
存在するとし、これをρ皿と表わす。ρ・は次式を満たさなくてはならない。

（・・）百一δヂ脇・（甜・鵠一／’（1δチ））1一・

あるいは

（・・）着き一／’（1一÷州一一（猪）’・鵜

これは正である。なぜなら、

（・1）・i・・［1・佃）1一一・i・・1（猪）／一・i・・［lr刈

ゆえに

（・・）州・ i1一÷州ジ市つ・・

　（42）が何を意味しているか検討しよう。　（41）から、（37）を満たす（ρ，王）

の軌跡は図2のλBのようになる。他方、　（41）を考慮すれば（1O）を満たす
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図2a　（θ1＞θ2）

ρ”

ρ口

z口　z”

図2b　（θ1〈θ呈）

ρ口

〆

λ

一　十一”

王口　王”
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軌跡はCDのようになる。λBとCDの交点、〃は、union－free均衡ペア（ρ㍉

のを表わす。β”＜0であるので、　（40）を満たす⑦，Z）はCDの左側にな

くてはならない。ゆえに、　（42）はunion－ridden均衡が点炉のようになるこ

とを意味する。我々は次の命題を得る。

命題1：unionizationの結果、各労働者の労働時間は減少し、労働集約財の価

格が上昇する。

　今、zがわずかに減少したとし、これが組合の目的、すなわち各労働者の厚

生にどう影響するかを考えよう。zの減少は二通りの経路を通じてσを増大さ

せるように作用する。第一、zの減少はβ（ユーz）を増大させる。その結果

σは増大する。限界的増大分はβ’（1一）である。第二、リプチンスキー定

理から明らかなように、zzの減少は所与の価格のもとで労働集約財の供給を低

下させる。ワルラス的市場安定条件のもとで、これは労働集約財の均衡価格を

上昇させる。その結果、ストルパー・サムエルソン定理が数えるように

ω帆）が上昇払これによるσの限界的献分は

　　　　　1（粉）省1倣、

であるが、これは明らかに（40）の右辺に等しい。他方、4が限界1単位減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω（ρ）
することによりω（ρ）だけの賃金を失なうわけであるからσは限界的に一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ（ρ）

だけ減少する。以上をまとめると

（・・）／・（1＋／（堵）等1倣、・猪

なるかぎり、限界増大分が限界減少分を上回るから組合はzを減少させる。最

終的には等式（40）が成立しなくてはならない。すでにみたように（43）の左
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辺第二項は正であり、従ってZ”で（43）が成立するので、ZσはZ”より小でな

くてはならない。

　命題1の一帰結として、unioniZa北ionが各主体の厚生に及ぼす効果は次のよ

うになる。

系：unioniZationは労働者に厚生上の利益をもたらし、資本家に損失をもたら

　　　　　ω（ρ）　　　　　　　　　　　　r（ρ）
す　ω（ρ）、　　　そしてσ（＝〃ω）は上昇し、r（ρ）、　　　そしてα、は低下
　　　　　e（ρ）’　　　　　　　　　　　　e（ρ）
する。

次に要素賦存比率の変化が㎜iOn－ridden均衡に及ぼす効果を検討しよう。

（40）をρ口、2に関して微分すると

♂σ　　　　・δ’δβ”

万蜘σ、ldド0

すなわち

虻＿δ’δβ”

由（耕）・宮

　　　d王σ
ただし1τは二階の条件から負である。ゆえに、　（4ユ）より
　　　伽一

（・・）・i・・間一・i・・ll・〕一・i・・llrl・〕

すなわち、㎜i㎝一free均衡のケースと同じ符号パターンが得られる。

　2の変化のz口に及ぼす効果は不確定である。しかしながら、もし両財の単

位費用関数（従ってまた生産関数）及び単位支出関数がコブ＝ダグラス型であ

れば、
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　　　〃口
（45）　一＜0
　　　d2

を得る。なぜなら、（40）は

㈹・
瘉鼈齔ﾌ・出）

と書きかえられるが、上述の関数特定化のもとでは右辺はρ、2から独立とな

る。従ってβ’とω帆）は比例的になるので・β”・・を考慮すれば、

（・・）・i・・［苦〕一・i・・1制・・i・・閑

　　　　　　　　　＝　一sign　〔θ1一θ2〕2　＜　0

更に、Z2＝δ（ρ）及び（44）を考慮すれば、関数の特定化なしに

　　　d（48）　一（’2）＜0
　　　み

を得る。

2の変化が厚生に及ぼす効果は明確に求められる。陰関数定理により、　（38）

と　（42）カ、ら

玖
　　　　　　　　　　　∂σ
　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　∂2
　　　　　　XimiZed

　　　　　　　　　一δ、宇）l／・一号〕・・

すなわち、・の増加は労働者の厚生を引き下1ずる一1・）及び・i・・1・（帆）〕
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二Sign〔θ1一θ。〕を考慮すれば、明らかにZの増加は資本家の厚生を引き上

げる。

　これまでの比較静学の結果と第4節の結果の比較から、要素賦存比率の変化

の効果に関して㎜ion－free均衡とunion－ridden均衡の間で実質的な差は存在

しないことがわかる。

5－2）小国開放経済

　議論の明確化のために

　　　　ω　＿∫工（ρ，z2）
（49）　一一
　　　e（ρ）　　e（ρ）

とおこう。このとき組合の目的関数は

　　　　　　ω（50）　σ＝一Z＋β（1－Z）
　　　　　　e⑦）

　　　　　　　　　　　　　　　ωである。さて、　（49）を満たす（一　Z）の軌跡を描こう。！⑦，κ）のグラ
　　　　　　　　　　　　　　・（ρ）’　　　　　（。）
フ（図1）を考慮すればこの軌跡は図3のλBCDのようになる。他方、　（50）

から

（・1）岳（赤）1、、、。一一÷・［か／’（1－1）1

Z”（ρ）によってω（ρ）＝e（ρ）β’（1－4）の解を表わし、κ乏（ρ）＜Zw（ρ）2＜π1

（ρ）を仮定する。このとき、σの無差別曲線は㎜、F亙∫のようになる。

　もしF亙∫のような無差別曲線が存在しなければ、点亙が小国開放経済に

おける㎜ion－ridden均衡を表わす。明らかに、この点はmion－free均衡点で

（2）　本項ではθ、〉θ王を前提する。
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図3　（θ1＞θ皇）

」と　　　ア
e（ρ）

幽θ（ρ）

⊥ε（ρ）

λ

亙

ノ
F

J

・一 B

刃C

　　　　工。（P）
　　　　　　　　z”（ρ）
　　　　　z

　　　　　図4　（θ1〉θ皇）

　。σo
　α
α　1σ、
　　、一
　　　、
　　、、
　　、　亙
　　　　　＼　　亙＼＼
　　　　＼、、σf

　　　　　　　、、　刀　1
　　　　　　　　、　　　　’

κ1（ρ）

　！σち
11
　0

あ’ C’
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もある。ゆえにこのケースでは労働者が組合を結成して市場支配力を獲得する
　　　　　　　　　　（3）
積極的理由は存在しない。

　次にσの無差別曲線の中で、図4のひ”亙αのように（49）の軌跡と二度

接するものがあるとしよう。θ1＞θ。と仮定しているので、ρのわずかな上昇

の結果（49）の軌跡はα亙棚σからα’亙”う’c’へとシフトする。このとき亙”は新

しいuni㎝一ridden均衡点となる。すなわち、労働集約的な財の価格が相対的

に下落するにつれて、小国開放経済は不完全特化のmion－free均衡から資本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
集約財に完全特化したuniOn－ridden均衡へとジャンプすることが起り得る。

　亙”のようなuni㎝一ridden均衡は次の式によって記述される。

（52）⊥・晩（1。）十1州1・）1一β’（ト1）一0
　　　e（ρ）

（52）をπ（…王2）、ρそして2で微分すれば、

　　　　　　　　　　　1　　　　　κ
　　　∂、一　一万β’（’I7）’（1■θJ

（53）　一一　　　　　　　　　　　　　＞0
　　　∂ρ号差㈹十舳）〕・去β・（1一青）

　　　　　　　　　　　　　κ　　　　　　　π
　　　∂κ　　　アβ”（1■7）
（54）　一＝　　　　　　　　　　　　　　＞0
　　　∂z号差㈹・州〕・去β・（1一音）

　　　　　　　　∂z
（53）はただちに一＞0を意味する。　（54）及びんの定義より
　　　　　　　　∂ρ

　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　一β”
（・・）壬一÷・［、、　z　1，一〕
　　　　　　　　　τ房㈹）十州冗）〕十7β’

（3）同様の結果は互が固定しているケースについても得られる。Kemp，Long　and

　Shimomura（Chap．2．1990）参照。

（4）　この結果も’が固定しているケースについて得られる。前注の文献参照。
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これは

（・・）・i・・［剖一・i・・1差㈹）・州1〕

を意味する。従ってたとえば∫1（κ）がコブ＝ダグラス型であるとすれば、

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂4
石㏄（κ）十〃隻（κ）〕＝θ田∫壱（κ）＜Oとなるから、豆は負となる。

　さてもうすこし！・（π）がコブ＝ダグラス型であるとの仮定を続けよう。この

とき（52）は

（・・）’ ﾔ1州一β’（1一青）

と特定化される。θ。がOと！の間の定数であることは言うまでもない。（52）’

をκ、ρそして2に関して微分すれば、

　　　　　　　　θ。
　　　　∂、　T（1一θ1）ハ
（53）’一＝

　　　　∂ρ　　　ρ　　　1
　　　　　　　　万θ・！ち十7β”

すなわち、

　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　1
（・・）差肌）一八・1字÷；”1・・

　　　　　　　　　　　　　　万θ1プ1＋7β’

すなわち、賃金率はρの上昇とともに上昇する。　（57）は明らかに

ρd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω尿許州）が1とθ1の間にあることを意味するから・「実質」賃金率τ

もまた上昇する。

前段落の！・（．）の特定化の仮定をはずそう。　（53）、（54）はρあるいは2

の上昇が号卜洲の上昇をもたらすことを意味する。ゆえに、α、も上昇

する。陰関数定理より
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dσ　　∂σ　　j
万＝万＝τ（1一ω＞0

／58）

〃　　∂σ　ρz2
τ：τ＝7∫婁＜0

を得る。以上の結果は表1にまとめられている。

表1完全特化のケrスの比較静学結果

内生変数 σ
’2 ’

ω r
（阯阯）

砒r

パラメーター

（＊）

ρ 十 十 十 十 十 十

（＊）

2 十
■ I 十 一 十

（＊）∫里｛．）がコブ三ダグラス型のケース

5－3）大国開放経済

　以下2：2｝，ん＝～を仮定する：自国と外国の唯一の相違は組合が存在するか

否かだけである。これによって組合の存在が貿易パターンにどのような影響を

与えるかを明確にすることができる。

　さて、第2財に関する世界需給均衡条件は、既述のように、

（・・）’ ﾓ舳）・・州〕一加㎞1・）・州

である。いったん（王，（が選択されると、需給均衡条件をみたすρが一義

に決まり、貿易パターンが確定する。図5を見よ。Kemp，Long　and　Shimo－

mura（Chapter4．1990）において議論されたように、三角形0D0（resp．
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｛皿

ゼ

図5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
　○　　　　　　　　　　　バ　　　　　　　　　　　1

0月O内の任意の点によって表わされる（2，戸）に対応するρのもとで外国

（resp．自国）は常に不完全特化となる。また、自国（resp．外国）が不完全特

化となる領域、すなわちλB（resp．λ’B’）と0Cの間、と資本集約財に完全

特化する領域、すなわちλB（resp．λ’。B’）と0D（resp．0F）の間、が存在

する。以下、一般性を失なわずθ、＞θ王とする。このとき（41）より、

D C

B
σo

、

、

、

凪 ／帆亙
！

、　1一

・一　・．…G 亙1

1
，

λ 1 J

λ’
P

Q
1
月 F

（59）　　δ’　＞0　＞　ω’

　さてまず第一に、制約条件（34）’と（35）を満足する（Z，戸）の軌跡を求

めよう。前段落の議論にもとづくならば、これらの制約条件は各領域において

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193
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次のように表わされる。

（i）λBとλ’B’の間の領域

　　　　　三（1＋戸）；δ⑦）
　　　　　2

　　　　　e⑦）β’（1一エ）　＝ω⑦）

（ii）λBと0Dの間の領域

協州一州11ち十脇・⑫）一・⑦）〕

　　　　　・協L1〕〃・）一・

　　　　e（ρ）β’（1－Zつ　＝ω（ρ）

（ii三）λ’B’と0Cの間の領域

1諸州一州〕1・・［諸州一市）1

　　　　　・鴫）一1レ（戸・）一・

　　　　　・（ρ）β’（1－1‡）：が（1㌔）

このとき、計算によって

　　　　　　　d戸　　　　　　　　d戸　　　　　　　　d戸
（60）　一＜一　　＜O，一　　＞0，一　　＞0　　　　　　　　〃　　（、〕　　　　〃　　（、、）　　　　〃　　（、、、）

を得る。従って制約条件をみたす（z，（の軌跡はG肥。JQのように描くこ

とができる。この軌跡は点H，Jにおいて屈折する。刃。がunion－free均衡点で
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あるので、ヱがゼロに近づくにつ」れて戸は0Gに収束する。ただし0Gは亙。

月、すなわちzwに等しい。他方、！。（．）、ε（．）に関して稲田の条件を前提す

れば、戸がゼロに近づくにつれてρはゼロに収束する。ゆえに王も図5のよう

にゼロに収束する。

　さて次に、σの無差別曲線を求めよう。λ’8’と0Dの間の領域において、

（35）、（36）からσは

（61）　　σ＝　～β’（1一戸）十β（1－Z）

そして、λ’B’と0Fの間の領域においては

（。。）卜ω⑦）J。β（1一王）

　　　　　　e（ρ）

ただし

（35）’　e（ρ）β’（1一戸）　＝ρ％（戸2）

　さて、　（61）を考えよう。　（61）をZと戸に関して微分すると、

（・・）・i・・［糾十・…1β’（’テ牛弓べH）1

＝・ig・ll一戸〕

ゆえに、σの無差別曲線はλ’8’と0Fの間で肌σ毛のようになる。

　次に（62）と（35）’をρ、｛。と戸で微分することにより

一等1ゼ市｝
これは負である。なぜならば、図1から明らかなようにω（ρ）一〃ら（戸2）〈0
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だからである。

　以上の議論から、本論文の次の中心命題の成立は明らかであろう。

命題2：既述の諸仮定のもとで、mion－ridden世界貿易均衡点は図5の曲線

H臥上のどこかに位置する。ただし点凪は除く。従ってunion－ridden均衡点

では～＜戸となるので、自国すなわち組合の存在する国は資本集約財を、外

国すなわち組合の存在しない国は労働集約財を、それぞれ輸出する。

図5の点凪はunion－ridden均衡点の一例を示している。

　最後に、㎜iOniZationが各国の労働者、資本家の厚生水準にどのような影響

を与えるかを検討しよう。unioniZatiOnの結果として戸は増加する。ゆえに

（。。）とθ、。θ、から、ρは低下しなくてはならない。よって、⑦）、坐も低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ（ρ）

下する。すなわち、資本家の厚生は、自国、外国を問わず低下する。図5から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
明らかなように、σ（＝αω）は上昇しなくてはならない。さらに、点凪にお

いて

　　　　　　ω（ρ）
（65）　σ二　　五十β（ユーZ）
　　　　　　e（ρ）

。州〆・β（1一戸）一”、・

　ψ）

なぜなら、戸は所与のρのもとで虫j。β（1－z）を最大にするように選
　　　　　　　　　　　　　　　e（ρ）

ばれているからである。点凪では吻＝砧なので、（65）は外国労働者の厚

生が自国労働者の厚生よりもより大きい程度で上昇することを意味する。すな

わち、外国労働者は一種のフリー・ライダーになっているのである。以上の結

果を命題の形でまとめよう。

（5）亙。がσ。亙1σ㌔の下方にあることに注意せよ。
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命題3：一国における㎜ionizationは両国の労働者に厚生上の利益をもたら

し、両国の資本家に損失をもたらす。労働組合を結成しなかった国g労働者は、

結成した国の労働者よりもより大きい厚生上の利益を得る。

　　　　　　　　　　　　　　　　参　考文　献

［1］　Kemp，M．C．and　K．Shimomura，“Labour　Unions　and　the　Theory

　　of　Intemationa1trade，”paper　read　to　the　Sydney　meeting　of　the　Eco－

　　nometric　Society，1984．

［2］　　　　　　　　　，“ANeg1ectedCorner：LaborUnionsandthePattern

　　of　Intemationa1Trade，”　in　G．R．Feiwe1，ed．，Joαπ月。6加80παπd

　　Mo此m亙。oπo肌±c肋eorツ，Macmi11an　1989。

［3］Kemp，M．C．，N．V．Long　and　K．Shimomura，乙αろ。〃σπ6o伽απa

　　肋ε丁加。rツ。ゾ∫〃εmα売。παJτrαdε，North－Ho11and，1990．

［4］　下村和雄、「国際貿易と労働組合」国民経済雑誌、第ユ49巻　第4坑

［5］　Shimomura，K．，“A　Labour　Union　in　Every　Country＿A　Game－

　　Theoretic　Approach　r”Koろe万。oηo肌三。απ6月蝿加e88Rmえe〃，Vo1．

　　34．　1989．
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為替変動と通貨換算問題

山　地　秀　俊

I　開　題

I　会計における通貨換算問題の変遷

　　　II－1．1970年代

　　　1I－2．1980年代

　　　n－3．中心問題の設定

㎜　株式市場における通貨換算処理の評価問題と

　　　　　　エイジェンシー的会計手続き選択問題

　　　皿一1二背後にある問題と二つの理論

　　　　m－1－1．残差分析アプローチの基礎

　　　　㎜一1－2．エイジェンシー・アプローチ

　　　　皿一1－3．通貨換算問題の2つの解釈

　　　皿一2．アメリカの研究状況

　　　　皿一2－1．1970年代

　　　　皿一2－2．1980年代

1V　日本の実証研究

　　　多国籍企業データ・べ一ス包摂企業

V　結　語

　　　　　　　　　　　　　　I　開　題

現代の企業は一国内における活動に留まらず、海外にまでその経済活動の場
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を広げようとしている。そのような状況下で企業に対して様々な問題が提起さ
　　　　　（ユ）
れているが、為替の問題も個別企業にとって大きな問題として認識されている。

一つには為替変動が激しくなると、．海外事業活動で稼得した利益が本社に送金

されて円に換金された際に一瞬にして消滅してしまう可能一性すら考えられるか

らである。そのような為替ヘッジを要する問題に限らなくとも、我々財務・会

計の領域においても為替の問題に関して一つの特殊問題がある。それは海外の

事業活動あるいは海外との取引において、母国通貨と異なった通貨が利用され

たり取得されたり、あるいはさらに自国通貨以外の通貨で表示された資産等が

取得された場合に、実際の換金問題を伴わなくとも、当該企業の経営成績及び

財政状態をいかに表示するかという問題、すなわち為替換算の問題が生ずるの

である。例えば、Mという日本の会社がその海外子会社で商品を買付けて、そ

れに対してドル建ての支払手形を発行したと仮定しよう。そのような取引事実

を日本のM杜の財務諸表に反映させるためには、どうしても円表示に改めなけ

ればならない。しかし何時の時点でどのようなレートに基づいて換算を行えば

よいのであろうか。このような問題は海外直接投資の増大と並行して主として

1970年代からアメリカにおいて、それ以後日本においても議論され始めた問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
である。現在では日米ともに一応の決着をみているが、本稿ではそのような問

題の展開過程を迫るとともに、その中で通貨換算問題の考えられうる多様な影

響のうちから一つを選んで、主として株式市場との関連で影響を検証する研究

を概観し、わが国の場合についても実証的検討を行うこととする。それは現在

でも潜在的には直面している問題なのである。

（1）井上忠勝・山本泰督・下條哲二・井川一宏・山地秀俊　共著、　『企業の国際化を

めぐる特殊研究』、神戸大学経済経営研究所叢書26、昭和58年。

（2）最近の日本では、長期為替先物契約の収益認識時点をめぐって証券取引法会計と

税務会計で処理基準が異なり、いわゆる税効果会計に似た問題を提起しているが本稿

ではこの問題については触れない。
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　　　　　　　　　I　会計における通貨換算問題の変遷

　通貨（為替）換算問題には一般の会計上の問題と同様に2つの焦点がある。

1つは計算構造上の問題であり、外貨建取引あるいは外国にある支店・子会社

の資産・負債あるいは費用・収益を、本国の通貨単位に換算する場合に、資産・

負債・費用・収益のどこまでの次元に一例えば流動資産・負債とか一との

ような換算レートー倒えば取引日レートか決算日レートか一を適用するか

という問題がある。いま1つは公開論上の問題を秘めており、何らかの基準で

第1の基準が確定されたとして、そうした結果出てくる為替換算差益（差損）

を収益（費用）とみなすか否か、換言すれば、損益計算書にチャージするのか

貸借対照表に計上するのかという問題である。以下、このような2つの焦点か

ら、まずは米国における為替換算問題の変遷についてサーベイしておくことと
　　　（3）

しよう。しかし後の節で問題にする点は、本稿に関する限り後者であるといっ

てよいであろう。

n－1．1970年代

　1960年代あるいは1970年代の始めまでは多国籍企業の母国といえばその殆と

がアメリカであったために、主として為替換算の会計問題はアメリカで議論さ

れていた。当時は固定相場制下の為替換算問題であるとともに、現在のアメリ

カ会計制度の制定者たる財務会計基準審議会（Financia1A㏄oun七i㎎Standards

Board；FASB）が形成される前の段階であり、通常ではいわゆるアメリカ公

認会計士協会（American　Institu七e　for　Certified　Pub1ic　A㏄ountants；AIC

PA）の会計原則審議会（A㏄ounting　Princip1es　Board；APB）が発行する

オピニオンが実際の会計制度を規定していた。しかしこの領域でAPBオピニ

オンNo6が出るよりもさらに前の段階では、アメリカ公認会計士協会の会計

（3）以下の検討は次の文献に依っている。柴　健治、『外貨換算会計論』（大阪府立大

学経済研究叢書　第65冊）、大阪府立大学経済学部、昭和62年。
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研究公報（A㏄ounting　Research　Bunitin）No43が、実務の指針となってい

た。そこではいわゆる流動・非流動法と呼ばれる為替換算基準が採用されてい

た。すなわち流動資産や流動負債に対しては決算日レートを適用して換算し、

非流動資産や負債には取引日レートを基礎に換算を行うというものであった。

しかし流動資産・負債という分類は元来国内の取引慣行に照らして便宜的に資

産・負債の流動性を区分したに過ぎない。その区分が何故に為替換算レートの

選択基準として用いられなければならないのかといった問題が提起された。そ

こでAICPAはAPBオピニオンNo6によって、当時、国際金融的要求により

合致しているとして支配的となりつつあった貨幣・非貨幣法要素を導入して、

長期の金銭債権・債務には非流動資産といえども貨幣性資産であるということ

から期末決算日レートが原則として用いられる旨の通達を出した。

　しかし流動・非流動法あるいは貨幣・非貨幣法といっても、いずれも実際の

慣行要求から規定されたものであって、会計理論的根拠があるもので1寺なかっ

た。そこでAPBから会計基準制定権を継承したFASBは、1975年にSFAS
　　（4）

Nα8を発行して為替換算の本質は測定単位の変換過程であるとの認識を示し、

新たな換算法を推奨し、外貨換算基準に会計理論的根拠を付与しようとした。

すなわち当該ステートメントでは、ローレシセン（Leonard　Lorensen）によっ

て主張されたテンポラル法と呼ばれる換算基準を新たに採用した。すなわち外

貨建取引で取得し貨幣及び約定額で測定された資産・負債は貸借対照表作成日

の決算日レートで換算し、貨幣価格で測定された資産・負債は本国会計が取得

原価主義の場合は取得日レートで評価するという基準である。当該方法それ自

体は特定の換算基準を指し示すものではないが、国内会計基準と結合すること

によって自ずとある特定の換算基準が確定されるのであった。国内会計の中心

（4）FASB，S士α蛇肌em　oゾF加απc｛αiλccoα耐加g　S士α几dαr必No8，“Accounting

for　the　Trans1ation　of　Foreign　Curroncy　Transactions　and　Foreign　Cur－

rency　Financia1Statements，”Stamford，Conn．＝FASB，ユ975．
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的体系は取得原価主義の思考であるので換算基準自体は貨幣・非貨幣法に類似

したものとなった。しかも外貨建資産のみならず、海外子会社の財務諸表項目

の換算についても、「あたかもその取引が単一企業のものであるかのごとくに

換算すべきである」として、同様の方法を要求したのである。また換算差益

（差損）は、本国でのドルに対する支配権の変動であるから当然損益計算書に

チャージされるべきものとして規定されたのであった。

　以上のようなSFAS　Nα8への評価は多様であるが、これまでの混沌とした為

替換算問題に会計理論的根拠を持ち込んだという積極的評価がある反面、主と

して実際上の経済的インパクトの大きさから批判を受けた。すなわち、必ずし

も作用径路の理論的根拠が明確なわけではないが、為替換算差益（差損）の損

益計算書計上の実際経済・経営行動へのインパクトが多大だったのであった。

lI－2．1980年代

　1981年12月にFASBは、上述した批判を受けて、それまでのSFASNo8の
　　　　　　　　　　　　　｛5）
立場を修正すべくSFAS　No52を出した。そこでの換算目的は以下のように述べ

られている。

（・）事業体のキャッシュ・フロー・持分にたいしてレート変動が与えると見込

　　まれる経済的結果と矛盾しない情報を提供すること。

（b）連結財務諸表には、個別事業体の財務上の結果と諸関係を、機能通貨（取

　　引の中心として用いられている通貨：筆者）によって測定されているとお
　　　　　　　　　　（6）
　　りに反映すること。

　海外事業体の中には、本社の生産・販売計画の中に完全に取り込まれてしまっ

（5）FASB，S施feme〃。ゾF加α兀。iα’λcco砒耐加8Sむαπdαrds　No52，“Foreign

Currency　Trans1ation，”Stamford，Conn．：FASB，1981．邦訳、日本公認会計

士協会国際委員会釈、「財務会計基準書第52号外貨換算（その1）（その2）」、rJICPA

NEWS』、第311号（1982年7月）、第312号（ユ982年8月）。

（6）〃d．，邦訳、『JICPA　NEWS』、第311号、39頁。
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ており、稼得した利益（資金）を本国の事業計画に大半利用するという状況の

ものと、逆に、海外事業体が本社の事業計画等からかなり独立して経営活動を

営んでいるという状況のものがあることを考えてみよう。この両者のケースに

ついて連結財務諸表作成の際、同一の為替換算基準を適用するには問題が残る

というのが、SFASNα52の基本的発想である。そこで後者のような海外事業体

を連結する場合には、SFAS　No8の基準すなわちテンポラル法を用いずに、決

算日レートを用いようとするのが、新しい発想になっている。また結果生ずる

為替換算差損益は「調整勘定」として貸借対照表上に計上されるべきものとなっ

た。しかし前者については実質上外貨建取引のようにみなされ、従来通りテン

ポラル法が用い続けられた。そしてそこから生ずる為替換算差損益もこれまで

と同様に、損益計算書にチャージされ続けられることになった。

I－3．中心問題の設定

　以上の検討から、会計における通貨換算問題の諸相が若干なりとも明確になっ

たことと思われる。為替変動とそれに伴う通貨換算の問題は、本来ならば実態

の経済世界にインパクトを与えるべきものではない。それは例えてみれば翻訳

の世界のようなものであるからである。しかしその径路の理論的明確化はとも

かくも実際には企業行動にインパクトを与える可能性は否定できない。そこで

本稿の以下では種々考えられるインパクトの径路のうちで、通貨換算手続きの

選択問題が当該企業の株式価格に影響を与える、したがって資本コストに影響

を与えるし、そしてそれが企業行動に影響を与えるであろう可能性について実

証的に検討してみることとする。すなわち資本市場径路の可能性が存在するか

らこそ、逆に、為替換算手続きの変更を利用して、株式市場等に影響を与えて

資本コストの軽減を企図する企業が出現するのである。したがってまたそのよ

うな企業とはいかなる属性の企業なのかという問題も検討対象になる。

　以上のように問題を設定・限定するということは、我々が為替換算問題に計
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算構造的に接近しようとするのではない、すなわちどのような換算方法がベター

かということを議論するのではないということを言明していることになる。そ

うではなくあくまでも公開論的に、ある手続きを採用することの経済社会にお

ける諸影響の限られた側面を抽出しようとしていることに他ならない。

　いうまでもなく、これまでにみてきたように、アメリカにおける為替換算問

題が公開論的にみて当該企業の母国での株式評価に影響を与える最大の要因は、

為替換算の結果生ずる為替換算差益（差損）のチャージの仕方である。1970年

代におおいては、それは損益への算入が認められていたのに対して、米国では

1980年代の始めに損益への算入が認められなくなり、直接貸借対照表に調整勘

定として計上されるべき性格のものとして規定された。したがってまったく同

様の国際的営業活動状態ではあっても為替換算差損益の処理次第では表示利益

に大きな差異が出るのである。そしてそれは翻訳上の差異とはいえ、実際の経

営活動に影響をもっているのである。

　また後の分析上注意を要するのは、アメリカでは通常の連結財務諸表に現れ

る会計手続きの変更（本稿の場合為替換算差損益の計上問題）は、そのまま同

じタイミングでは法人税の計算手続きの変更にはならない。それゆえに会計手

続きの変更は直接的企業キャッシュ・フローの変動にはつながらないのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
まさに文字通り「会計手続きの変更」のみの問題なのである。

（7）しかし間接的には種々のインパクトを与える可能性が残されている。例えば、利

益額が増大したことに着目して、株主が増配要求をするかもしれない。しかし合理的

期待を行う株主であれば、そうした利益の増大が会計手続きの変更に起因するので増

配要求は行わないとも考えられる。

　アメリカでは法人税は、連結財務諸表べ一ス・個別財務諸表べ一スが企業によって

。自由に選択できる。また確定決算主義でない以上、SEC規制の財務諸表上の利益と法

人税法上の利益が合致する必要はない。ただし現実に両会計の合致度については明確

なデータがない。
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　　　　　　皿　株式市場における通貨換算処理の評価問題と

　　　　　　　　　　　　エイジェンシー的会計手続き選択問題

　本節では為替換算差損益の計上手続き変更問題が、証券価格形成にそれゆえ

に企業の資本コストに影響を与えているか否か、そしてそのような影響に何故

企業が敏感に反応するのかという点を検討し、そのアメリカにおける実証研究

をサーベイしておこうと考える。まず第1項ではそうした影響の径路を考える

ための二つの基礎理論を検討する。そして第2項ではアメリカにおけるその種

の実証研究をみることとする。

皿一1．背後にある問題と二つの理論

　最近のアメリカ会計学の特徴の一つであるが、ある種の会計上の問題に対し

て必ずといってよいほどに二種類の研究が展開されている。一つはポートフォ

リオ理論を援用した残差分析を用いて、ある種の会計問題（イベント）に対す

る証券市場の反応を研究するというアプローチである。いま一つはエイジェン

シー理論を援用した分析であり、そうした会計上の問題が情報処理等の観点で

特質の異なる企業に異なる影響を与えているという点を強調するアプローチで

ある。そうしたアプローチの違いは、実は、その背後に一つの共通した問題が

隠されており、それに対する対応（考え方）の相違が二つのアプローチとして

具現しているように思われるのである。それは「不確実性」に対する対応（考

え方）の差異、換言すれば不確実なことに対する人間の情報処理能力に関する

　　　　　　　　　⑧
考え方の差異である。前者すなわち残差分析アプローチの基本にあるのは合理

的期待仮説であり、たとえ不確実性があっても人間は情報を入手・処理して合

理的かつ正確にそれを推測できるという立場に立つものである。したがってあ

るイベント（本稿の問題を例に揺れば為替換算手続きの変更）があっても、証

（8）S．M．Sheffrin，月αf三〇πα王刃κρεc励圭。πs，Cambridge　University　Press，

1983．R．シェフリン、宮川重義訳、『合理的期待仮説』、昭和堂、第1章。
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券市場あるいはその参加者は、そのイベントの企業に対する影響を見抜いて合

理的に反応するという考え方がある。そのことを実証的に検証しているのであ

る。それに対して後者すなわちエイジェンシー的アプローチは不確実性に対し

て人間は、たとえ情報処理をして合理的な対応をしても、そこから生ずる問題

に最良に対応するのは困難であるという発想に依拠している。したがってそう

した他者の不確実性に対する対応の限界を見越して、情報入手・処理でより有

利な立場にある経済主体は、不利な立場にある経済主体を出し抜こうとする。

そこに経済的コンフリクトが発生し、またそのコンフリクトを最小限に抑えよ

うとする当事者問の努力が払われることになり、その過程を分析対象にする理

論が展開されることになる。

　どちらも不確実性に関する人間の情報処理能力に対する本質的な問題であり、

優劣は付けがたい・しかもどちらのアプローチからかでも説明できそうな、逆

にいえば完全には説明できない実証緒呆が出ているのが現状であろう。そこで

本項では二つのアプローチについて目を向け、そうしたアプローチの為替換算

問題への応用・解釈について触れておくこととする。

　皿一1－1．残差分析アプローチの基礎（証券価格決定理論）

　近代財務論における証券価格決定理論は、証券価格の決定を以下のように問
　　　　く9）
題化する。すなわち証券市場である証券投資家個人が直面している問題とは、

ある期待される収益値（亙（五e））を獲得するために、N種類の証券をどのよう

な比率（X加）で保有すれば、危険度（σ2（助））最小でもってそれを獲得す

ることができるかという問題である。ただしここでは空売りが可能であるとす

る。当該個人が直面している問題とは数学的には条件付の最適化問題に他なら

ない。すなわち、

，（9）以下の論述は、次の文献に依っている。E．F．ファマ、『証券市場分析の基礎j、

　日本証券経済研究所計測室訳、昭和54年、R．L．Watts　and　J，L．Zimmerman，

Pos栃口eλ㏄o砒〃肋8肋召。rツ，Prentico－Ha11，New　Jersey，1986，及び、榊原

茂樹、r現代財務理論』、千倉書房、昭和6！年。
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〃η1肌1・・σ王（五ρ）

　　xp（三＝1，…，州

　　　　　　　　〃
　　8〃勿eα亡0Σ）ら・亙（月ミ）＝亙（月、）

　　　　　　　　｛＝1

w
ΣXρ＝1・00
j二1

詳細は省略するが、証券市場に参加する各個人が、上記のような最適化問題で

表せるような行動を採るとすれば、そして市場がある種の条件を満たしておれ

ば、証券市場における個々の証券の収益率は以下のような式で表すことができ

るように形成される。

　　　　亙（月、）：亙（五、）十［亙（月m）一亙（五岳）］β、㎜　　　　　　一・・・・・・・・…　（1）

　　　　　　β、㎜＝CoU（R、，R刷）／σ2（R㎜）

ただし月別は市場ポートフォリオの収益率（市場収益率）を、五岳は市場収益率

とは相関をもたない収益率の動きをもったポートフォリオ（ゼロ・べ一夕・ポー

トフォリオ）の収益率を示す。

（1）式を事後的な関係に変換して、簡略に書けば、

　　　　五ユ＝α工十β工・月㎜十e、

と示される。このような個別証券の収益率と市場ポートフォリオの収益率の線

型関係式はマーケット・モデル（Market　Mode1）と呼ばれる。こうした証券

価格決定理論の会計学における利用方法とは残差分析といわれる手法である。

まず叙上のマーケット・モデルを最少二乗法を用いて推定するのであるが、定

数項をもった通常の単純回帰であり、推定される係数はα、とβ、である。α‘

は個別企業に固有の非システマティック・リターンの観察期間の平均値であり、

超過収益率形成部分である。β、は市場ポートフォリオの収益率と当該証券の

収益率の共変動性・感応度とでもいうべき指標であり、その値が1を越える証
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券は市場ポートフォリオよりも危険性の高い証券として、1よりも小さい証券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1O〕
のばあい危険性の低い証券として意義付けられる。

　当該モデルにおいて各回帰係数が比較的長期間にわたって安定しているとす

れば、各係数を求めた後に、サンブルを採った期間以後（外）の五売の理論値

を計算することができる。続いてこの理論値と実現値から残差（e’）（実現値一

理論値）が計算される。この一個別証券の残差を様々な観点から加工して会計

に関する諸命題を立証しようとするのが、会計研究における残差分析に他なら

ないのである。例えば1つの加工例としては、累積平均残差（Cumurative　Ave－

rage　Residua1s；CAR）という指標がある。

　　　　　　　　　1　M　　r
　　　　　CZ五叱＝一Σ　Σe比
　　　　　　　　　M｛二1　亡：1

この残差あるいは累積平均残差には市場要因の変動によっては説明されえない

特殊要因に基づく収益率の変動が含まれている。その特殊要因を証券市場に伝

達するのは他ならぬ会計情報公開制度の機能である。ゆえにこの残差に着目す

ることによって・会計情報公開創厚の研究に意義のある命題を導出することが

可能になるのである。

　ただし先にも述べたように、こうした残差が上記のような意義をもつために

は、ある種の仮定が必要である。それはある会計的イベントの影響が即座に残

差の中に反映されているということをいうためには、そうした残差が遠い過去

のイベントによっては発生していないということをいっておく必要がある。そ

れは換言すれば、過去の情報（θ、，t－1）はすべて当期の市場価格にすでに織り

込まれているという必要がある。すなわち、

　　月，百一（α、十β、・月m⊃＝ε、生≡五、r亙（況、一θ、，士．ユ）

（10）ただし日本の場合は1よりも高い証券は危険証券というよりも「人気証券」とし

ての色彩が強い。Hidetoshi　Yamajiθt　a1．、Jαραm8θS亡㏄庖Mα油eぢ∫亡s　Prjc一

加98ツs士emsαπdλcc0阯械加9∫れア。「肌α㍍oπ，P「aege「C0．，1988，
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　　　　　　　　　　　　　τ
　　亙（e、圭）：0　　（1／τ　Σeit…0）

　　　　　　　　　　　　　む＝1

という仮定が必要である。したがって、当期の市場価格に影響を与えるのは当

期のイベントのみなのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1工）
　㎜一1－2．エイジェンシー・アプローチ（エイジェンシー理論）

　次に前提となる第二の理論についてサーベイしておこう。ここでは、個人を

とりまく不確実性に対してそれを完全に予測できない場合について考えてみよ

う。そして各個人の不確実な対象に対する情報収集力・処理能力の観点で差異

がある場合でかつそうした差異をもった個人が契約関係にある場合に、どのよ

うな問題が発生するかという問題である。

　ある人が自分の業務を他人に遂行してもらうべく契約関係にある状況を指し

てエイジェンシー関係（agency　re1ationship）があるという。この関係の中

で、委託者をプリンジパル（principa1）といい受託者をエイジェント（agent）

という。そしてある人は自分の業務を他人に委託してプリンジパルになった時

点から、受託者の業務遂行能力や徳性に不信をもち始める。それは先にも述べ

たように、委託者と受託者の双方が利用可能な業務に関する情報に関して非対

称的であること一通常は受託者に有利一に由来する。事実、受託者は業務

情報の作成・伝達に関して自身が有利な地位にあることから、受託者の利益で

はなく自身の利益を極大化するように行動することがある。この現象をモラル・

ハザードと呼ぶ。したがって当然委託者側としては、両者の情報格差を埋めん

として、一定の期間やルールに基づいて受託者から業務遂行状況に関する報告

を受けようと欲する。また逆に受託者の側にも自らの管理能力の優位性を示そ

（11）M．C．Jensen　andW，H．Meok1ing，”Theory　ofFirm≡Manageria1Beha－

　vior，Agency　Costs　and　Ownership　Structure，”Jo〃παi　oゾハπαπc三αj亙。o一

肌。肌三。s，Vo1．3，No4，（October，1976）．中野　勲、「新代理人企業観と会計測定一

　エイジェンシー理論の会計への適用一」、『産業経理』、第42巻第2号（ユ982年2月）。

210



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為替変動と通貨換算問題（山地）

うとする行動（ボンディング行動）を採って自らの地位を保守しようとする。

一般外部株主や債権者と経営者の間にもこのような関係が成立しているとみる

ことができるのであり、委託者たる外部株主や債権者が、受託者たる経営者に

関する不信解消のために当該経営者から受け取る業務遂行報告、そして経営者

のボンディング行動の一環としての報告行為こそ会計情報公開現象に他ならな

いと理解するのである。

　基本的には、エイジェンシー理論に基づいた最近の会計問題に関する実証研

究には、以上のような企業理解とそれに附随する会計理解がある。さらにいえ

ばこうした立場は、会計情報公開制度の会計責任的側面を義務一責任概念では

なくある種の経済的合理性一すなわち経営者・出資者各々の効用極大の観点一

から説明しようとする立場である、したがってオーソドックスな経済学的アプ

ローチに通ずる立場ともいえよう。それは換言すれば、以下のようにもいえる。

現代の巨大企業の所有と経営の分離現象を理解するために、会計学では従来ス

チュアードシップ概念に源泉をもつ「経営受託制度」という概念を用いてきた

が、この概念を基礎に伝統的代理人説は、「近代的企業においては所有と経営

が分離し、所有主体たる株主は経営の場には不在となった。そのため経営者は

自らの受託責任を解除する目的から、不在の一般株主に対して経営成果に関す

る報告を行う責任が生ずる。その報告の主要手段こそ会計情報公開制度である」

と説く。中野教授によれば、これは株主の「不在」概念に対応させて会計情報

公開制度を意義付ける考え方として理解できる。それに対して新代理人説たる

エイジェンシー理論では同じく近代的企業の所有と経営の分離を論拠としてい

ても、投資家（株主・債権者）の経営者に対する「不信」を基礎にして会計・1青

報公開制度を説明するものであると特徴付けられよう。

　それでは上記のようなエイジェンシー理論は会計学においてどのような意義

をもつのであろうか。それは典型的にはエイジェンシー的企業観を採ることに

よって、企業の所有構造（支配構造）の相違一すなわち上記の一般例との対比
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でいえば、プリンジパルが一般株主でエイジェントが経営者となるような所有

と経営の分離が進んだ企業と所有主と経営者が同一であるような企業にみられ

る所有構造の差一から経営者の会計手続き選択意思決定が異なってくる可能一性

があることを主張することができるのである。

　㎜一1－3．通貨換算問題の2つの解釈

　そこで第I節でみたような為替換算基準の変更問題は、本節の上でみた2つ

の理論を考慮した時、実際社会にどのような径路で影響を与えると考えられる

のであろうか。それには2つの解釈が可能であると考えられる。

　1つは、証券市場が1情報について効率的であり、したがって企業のキャッシュ

・フローに影響を与える情報には必ず反応し、逆に影響を与えない情報につい

ては反応しないということを前提として受け入れることである。したがって現

実に為替換算方法の変更に対して株式市場が反応している場合には、たとえそ

の反応の径路が理論的に特定できない時にも、市場が非効率と考えるのではな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
く、市場が読み込む径路を理論が特定できないのだと考えるのである。したがっ

て、そうした証券市場における反応がある以上、それを考慮して経営者が効用

極大化行動に走ったとしてもこれまた経済合理性の観点から当然であるという

解釈である。

　いま1つは、株式市場が効率的であるという前提を外して、むしろ現在我々

が知る理論からは反応しないはずの為替換算基準の変更に反応したのは、証券

市場の効率性を疑う証拠として位置付けるという方向性である。そう考えると、

今度はエイジェンシー理論が解くところに従って、そうした情報の非対称性が

あれば、それを利用せんとする経営者行動の経済的合理性もまた諾けるところ

である。

（12）例えば前述の配当の問題、あるいは公表されていない、社債の実質的財務制限条

項に類したものを考えよ。細田　哲、「社債と会計情報」、確営行動』、第3巻第2号

　（昭和63年6月）。
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　以上のように考えると為替換算問題の影響を検討するのに証券市場のインパ

クトとエイジェンシー的視角を併用するのは極めてデリケートな解釈問題を含

んでいるといわなければならない。しかしあえていえば、後者の立場に立つ方

が、無理なく現象を解釈できるように思われる。

皿一2．アメリカの研究状況

　皿一2－1．1970年代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
　まず、マキン（J．H．Makin）の研究からみていくこととする。彼の研究は

我々が本節第1項でみたポートフォリオ理論に基づいて、為替換算方法の選択

問題が当該企業の株価に影響を与えるか否かを分析している。ただ前項で述べ

たいわゆる残差分析（イベント・アプローチ）ではなく、企業の資本コスト間

題を考慮して、同じく前項で述べたアルファ値・べ一夕値及び株価の有意な変

化が認められるか否かに着目している。彼の研究の具体的方法は以下のようで

ある。彼は、1976年4月から強制適用されたSFASNo8前後の期間を5つの下

位期問に分割する。そこには1970年代始めの為替の固定相場制の時代から変動

相場制へさらにはSFAS　No8の適用前後へという5つの下位期間が含まれてい

る。さらにSFAS　No8の影響を詳しくみるために、3つの企業グループを組み、

その各々のグループについて週次収益率データを用いて、前節で検討したマー

ケット・モデルの推定を行う。3つの企業グループとは、第1は多国籍企業で

はない企業グループ5社（トラック業者）から構成されている。もう一つはい

わゆる多国籍企業といわれる企業から構成されているが、産業ごとに化学（7

社）・薬品（11社）・石油（6社）の3産業から3つの下位グルーブを構成して

いる。残る一つは多国籍企業の中でもSFAS　No8の適用によって極端に公表利

（13）J．H．Makin，”Measuring　the　Impact　of　F1oating　and　FASB　Statement

l　No8on　Costs　of　Capita1for　Mu1tinationa1s，”Conta1ned　in，亙。oπo肌ic　Coπ一

sεψθπcε80グF加απciα王λccom虹π8S亡απdαrd8，8θエeαed　Pαρer8，FASB，

Stamford，Ju1y1978．
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益が変動した企業（13社）から構成されている。マキンの発想は単純化してい

えば、SFAS　No8の適用によって企業の証券市場における評価が一時的ではな

く体系的にシフトしたか否かをアルファ値とへ一夕値及び株価の変化から検証

しようとする点にある。SFAS　No8の適用によって新しい追加的情報が証券市

場に流れて、証券市場による企業の評価を変化せしめたか、すなわちまずべ一

夕値の変化は証券市場での体系的・相対的な危険評価の変化に起因するが

SFAS　No8の適用前後で変化したか否か、アルファ値が有意に変化（例えば下

方へ）したか否か、という点からマキンはSFASNo8情報の有用性を検証しよ

うとしたのである。マーケット・モデルの推定結果は第1表のようであった。

多国籍企業で公表利益が激変した企業の株価変動は第ユ図に示されている。

　この実証結果からも判断されうるように、SFASNα8のインパクトが明確な

形で確認できるのは、3つの企業グループのうち、SFASNo8の強制適用によっ

て大きく利益が変化した第三の企業グループについてのみであ糺しかもその

変化はべ一夕値においてよりもアルファ値において、したがって収益率の低下

となって出ている。このことからマキンは、SFASNo8の影響は確かに存在す

るが、いわゆる多国籍企業全体に影響が及ぶといったほどのものではなく、利

益計算等に大きく影響がでる企業にのみインパクトを与えていると結論してい

る。この結論自体はある意味で当然のことのようでるが、マキンの推論からす

れば若干のファクト・ファインディングを伴う。それは第三の企業群の中には、

SFAS　Nα8の強制適用を受ける前から実質的にSFAS　No8が推奨する為替換算

手続きを採用していたという事実があるからである。しかしアルファ値の観点

から影響が出たのは強制適用があった後の期間においてである。この事実を彼

は全企業に対して強制適用になった結果、各企業間の比較ができるようになっ

たので、強制適用以後に影響が出たのであろうと推論している。

　マキンの研究に対してケリー（Ll　Ke11y）の研究は我々が前項で分析した第

二の視角を結果的には支持したものであり、エイジェンシー的視角をSFASN0

214



為替変動と通貨換算問題（山地）

＾pr．11976＝100

110

100

90

80

70

　　　　　　　　　　Sta－1dard＆Poo周500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　ヘ
　　　　　　　　　　　　　ハ　　　’』
　　　　　　　　　　　　　、　　’　　、

！’、一八∵／
　　　　　　　　　㌣二幾㌧／㌦・1、

∪nwdght●d
60

　50
　　　』I≡M＾M」j＾SONO』FM＾mjj＾SOND』1＝”　　　　　　　　　1975　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　　　　第1図　利益激変企業群の株価変動
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8への反対（ユ。bbying）企業の分析に適用することの正当性を示唆している。

SFASNo8に対して個別企業が反対するということは、より具体的にいえば、

企業がFASBに対して、FASBが提案する会計基準に遺憾のコメントを発する

ことをいっている。それは一つの勢力となってFASBの正規の会計基準の設

定に影響するといわれている。ケリーの主張する反対企業の動機は次の点にあ

る。SFASNα8に従うことによって、多国籍企業の財務諸表に報告される企業

利益（損失）に多くの恣意性・変動性（原語はVo1ati1ity）が混入されると各

種投資家から判断されることになる。それは負債契約においてはより多くの利

子を始めとして一般により多くの負債関連費用を負担することになる。また同

じく報告利益の恣意性の高まりは、当該企業の株価の低落したがって自社株持

分の大きい経営者は白身の資産を減少させることになる。したがってこれらの

ことから、SFAS　Nα8に反対する企業は、負債比率が高いか、経営者の自社株

（14）L．Ke11y，”Corporate　Management　Lobbying　on　FAS　No8：Some　Further

Evidence，”Jo〃πα’o〆λ㏄ouπ肋g地8eαrcん，Vo1．23，Nα2，（Autumn，1985）
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第1表 3つの企業群の各下位期間におけるマーケット・モデルの推定
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持株比率の高い企業であるという仮説が成り立つことになる。これらの仮説そ

のものは前項で我々がサーベイした基本的理論とは異なった通常の仮説である。

54の反対企業と116の非反対企業を多様にグルーピングして、通常のt検定’

符号化検定・ウィルコンクソンの符号順位検定によって上記特性を示す変数間

の平均に有意な差があるかをチェックしている。結論として、企業規模の問題

を捨象するとSFAS　No8の実行可能性の観点から反対したのは海外売上高の割

合が高い企業であった。また報告利益変動効果からSFASNα8に反対したのは

海外売上高の割合が高い企業に加えて、仮説とは逆に、経営者の自社株持株比

率の高い企業ではなく低い企業であったという結果が得られている。しかし負

・債構造の問題については、必ずしも仮説は検証されなかったと結論している。

このことはSFASNo8の適用による報告利益変動により、先にみたアルファ値

の変動が起き、自社株の価格低下を招くがそれを恐れるのは自社株の持株比率

が高く自身の資産価値が低下する所有主一経営者ではなく、SFAS　No8適用の

結果安定した経営状態を示す安定した報告利益の公表ができなくなって自身の

経営者としての基盤が危うくなる自社株の持株比率の低い経営者であるという

結果になる。これはエイジェンシー的な経営者一株主関係の中で経営者が行う

ボンディング活動と解されよう。

　皿一2－2．1980年代

　上でも述べたように、SFASNo8は歴史的原価主義の考え方を基本にテンポ

ラル法の利用を強制していた。それに対してFASBが1981年12月に出した

SFASNα52は、決算日レート法の利用を勧告していた。ここで問題の期問、あ

るいは研究の上からは注目すべき実験対象期間が現れることになる。すなわち

SFAS　No52は1981年12月に発表されたのではあるが、その実施の強制は1982年

12月まで持たれた。したがって1981年12月決算では従来通りSFASNo8に従っ

て決算報告を行った会社とSFASNo52に従って決算報告を行った会社が出現

することになった。そこで両会社群の特性を種々の角度から調査することが可
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能になったわけである。とりわけ2つの視角が顕著であった。一つは上述した

イベント・アプローチの一環として単なる会計手続きの変更によって引き起こ

される会計数値の変化と企業実体の変化によって引き起こされる会計数値の変

化を一般投資家が峻別できるか否かを実証的に調査しようとする視角である。

いま一つは、このような会計手続き採用における差異が生じた理由をエイジェ

ンシー問題に絡めて実証的に説明しようとする視角である。本項では両者の研

究についてみておくこととしよう。

　まずイベント・アプローチの研究としてブラウン・ブランディ（B．C．Brown

　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
and　J．T．Brandi）の研究をみておこう。上記の理由からユ98ユ年12月決算企業

についてSFASNα8に従って決算報告をする企業とSFAS　Nα52に従って決

算報告をする企業が出現したわけであるが、当時のアメリカ・ドルの相対的強

まりと相まって、見かけ上は、SFAS　No52に従って決算報告を行った企業は平

均して1378万トルの増益となり　　というより為替換算差損の損益計算書計上

を免れた一、他方、SFASNα8に従って決算報告をした企業は平均1233万ド

ルの減益一というよりも1233万ドルの利益を含めることができたのにしなかっ

た一となったのである。しかしこれはあくまでも会計手続きの変更のみによっ

て生じたのであるから、実質的には当該多国籍企業の経営内容には変化がない

ということになる。しかしこの見かけ上の会計利益の変化によって当該多国籍

企業のアメリカ本国における株価に影響が生じるならば、資本コスト等に影響

を与え、結果、企業活動の実態にまで影響することになるのである。そこでこ

のような会計利益数値の見かけ上の変化が実際に株価に影響を与えているか否

かが実証的に調査される必要が生じてくるのである。

　彼らが行った実証研究についてサーベイしておこう。サンプル企業は、デー

（15）B．C．Brown　and　J．T．Brandi，”Seourity　Price　Reactions　to　Changes

in　Foreign　Currency　Trans1ation　Standards，”Jo〃παi　oゾλcco〃〃加gλ〃励亡一

加g＆F加απce，Vo1．1，No3，（Summer，ユ986）．
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タを採る上での種々の制約が加えられるが、注意すべき条件として198ユ年12月

に決算を行った多国籍企業であり、現地通貨（Loca1Currency）を機軸通貨

（Fundamenta1Currency）として採用して、かつ、現地たる進出先国に大幅

なインフレ等の経済変動がない海外子会社をもっていることが条件となる。結

果1981年12月決算でSFASNα52を採用した上記条件に該当する企業は83社で

あり、SFAS　No8のままであった企業として103社が選択された。イベント・

アプローチに利用される異常収益率はマーケット・モデルの推定結果を利用し

て週次収益率データから計算されるものである。マーケット・モデルのパラメー

タの推定には1978年7月から198ユ年8月半ばまでの週次収益率データが利用さ

，れる。続いて1981年8月半ばから1982年6月の始めまで週次の累積残差が計算

された。その計算結果は第2表であり、それを図示したのが第2図である。

　両企業群のCAR間に有意な差異があるか否かについてはtテストとウィル

コクソンのランクサム・テストが利用されている。その結果両企業群のCAR

には問題となる決算があった2週間後から有意な差異しかも採用企業が高いC

ARを示しているという事実が認められるようになるのである。このことから

ブラウン・ブランディは証券市場の判断力には疑問が残ることになると問題提

起を行っている。なぜならこれまでの同種の研究では概ね、単なる会計手続き

の変動から生ずる会計数値の変動に対しては賢明にも証券市場は反応しないと

いう結果になっていたからである。

　このような可能性があるからこそ第二の研究が出てくるのである。当然、換

算結果のチャージ方法が企業の株価に有意な影響を与えると考えるならば、企

業は白身にとって都合のよいように為替換算結果を利用することであろう。特

にそのような利益操作を強く要求される特性をもった企業とそうでない企業に

よって為替換算手続きの選択・移行時期に差異が生ずるかも知れないであろう。

この命題については、1981年の状況で、どのような企業がどのような動機で為

替換算手続きを選択したのかということに対する、グレイ（Dl　Gray）及びア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2工9
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第2表 SFAS　No．8採用（SFAS　Nα52不採用）企業のCAR対
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　　　　　　　　　　　SFAS　Nα52採用企業のCAR

イレス（F．L．Ayres）による実態調査が行われているのでその結果をみてい

くことにしよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　l16）
　まずグレイの研究についてであるが、彼女はフォーチュン誌の企業規模別ラ

ンクの上位500社のうちの上位50の巨大企業と50の商業銀行について1981年の

SFAS　Nα8とSFAS　Nα52の選択状況について調査した。ただし両50社群のうち

海外子会社をもっていない企業については除外されたので、結果、産業会社40

社商業銀行27社が選択されている。その結論は大部分の企業はその規模・業種

に関係なく報告利益を増大せしめる為替換算手続きを選択したということであ

る。また報告利益の縮少となるような手続きを選択した企業でも少なくとも19

80年よりは大きな一株当り利益を報告していると結論付けている。具体的な調

（16）D．Gray，”Corporate　Preferences　for　Foreユgn　Currency　Accounting

Standards，”Jo〃πα王。ゾλ㏄oαη士加g肋seαrcん，Vo1．22，No2，（Autumn，1984）1
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結果は以下の第3表のようである。

　このような、規模・業種による会計手続き選択行動上の差異の存在を否定し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
たグレイの研究に対してはアイレスの反証研究があるので、それについてもみ

　　　　　　　　　　第3表為替換算手続きの選択状況

産業群　　企業数　　報告利益の増減状況

産業会社

商業銀行

　計

　　　　増　　　　減
40　　　　　　　7596　　　　　　2596

27　　　　　　　6796　　　　　　3396

67　　　　　　7296　　　　　　1896

ておこう。アイレスはグレイのサンプル企業の為替換算による所得増減効果を

グレイよりも後のデータ　　場合によっては1982年あるいは1983年に企業白身

によってその増減効果が報告されている一によって再度調査している。その

結果、ユ981年12月決算で速やかにSFASNo52に移行した企業についてはグレ

イの調査と同様の報告所得の増減がみられたが、SFAS　No8に留まった企業に

ついてはグレイの分類は必ずしも当たっていないという。結果、1981年の為替

換算手続きの選択は、このような調査だけでは何もいえないと結論するのであ

る。

　しかしアイレスは、グレイの調査を否定しつつも、グレイから研究の示唆を

得た。すなわちアイレスは、グレイが彼女の論文中でわずかに指摘した会計手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18〕
続き選択問題に対するワッツ・チンマーマン流のエイジェンシー的接近法、す

なわち我々が要約したような接近方法を発展させたのである。アイレスは企業

の株式所有構造（支配構造）と為替換算手続きの選択問題の関連性について改

（17）F．L．Ayres，”A　Commont　on　Corporate　Preferonces　for　Foreign　Cur－

rency　Accounting　Standards，”Jo〃ηα｛げλcco泌杭g　Rε舵αrcん．Vo1．24，

No1，　（Spring，1986）．

（18）R．L．Watts　and　J．L．Zimmerman，”Toward　a　Positive　Theory　of　the

Determination　of　Accounting　Standards，”τ加λccoα耐加8石ωjεω，

Vo1．CIII，No1，（January，1978）．
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めて実証的に検討したのである。その結果、1981年の段階で早々とSFASNα52

に移行した企業は、1982年段階で比較的小さくて取締役や役員による持株比率

が小さく、配当支払や利子補填をより強く余儀なくされている企業であること

が判明している。特に自社株の持株比率の少ない経営者が報告利益を良くしよ

うとする動機は、アイレス白身によれば経営者報酬が報告利益と連動している

からという理由を指摘している。我々はここでそれに加えて先にみた株価変動

の事実を経営者の動機に加えたいと考える。この結論は我々が先にみたエイジェ

ンシー的企業（経営者）行動の理解を支持するものであろう。

　　　　　　　　　　　　　lV　日本の実証研究

　日本の場合は、SFASNα8からSFASNα52への変更に類似した為替換算基準

の変更は、アメリゥよりも逸速く行われてい孔より具体的にいうならば、昭

和48年3月の「企業会計上の個別問題に関する意見第六：外国為替相場の変動

制限停止中における外貨建資産等の会計処理の関する意見」に基づいて原則と

して取引日基準に依っていたが、昭和54年6月に企業会計審議会は「外貨建取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19〕
引等会計基準」を公表して以下の表（第4表）のような外貨建取引に関する各

勘定項目ごとの換算基準を規定した。特に後の実証との関連で注目すべきは、

個別財務諸表の作成で外貨建長期金銭債権債務には取得日あるいは発生日の為

　　　　　　　　　　　第4表外貨建取引の換算基準

項　月

外国通貨
外貨建金銭債権・債務

外貨建有価証券
　保有社債その他債権

　保有株式

属　性

短期
長期

1年以内に償還されるもの

評価基準

CR
CR
HR

HR
CR
HR

保有社債その他債権・保有株式には低価基準の適用：CRによる換算
額と本邦通貨による簿価のいずれか低い価額

（19）吉田寛・隅田一豊編著、『国際会計要説』、税務経理協会、昭和59年、1O頁。
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第5表サンプル企業の短期・長期金銭債権・債務の評価
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替レートで評価し、外貨建短期金銭債権債務には決算日為替レートを適用して

評価することを決定した点である。それは昭和54年9月30日以降の決算から適

用されるにいたった。この間の外貨換算基準の変更と株式市場の反応を検証し

ようとするのが本項の実証研究の意図に他ならない。

　注意すべきは、日本における為替換算基準の変更問題の影響は個別財務諸表

のレベルで検証されようとしている。すなわち日本の場合為替換算問題が発生

した時期は丁度連結財務諸表が制度化された時期に相当している。そして初期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20〕
の連結財務諸表に対する日本の株式市場の反応は特異な性格のものである。し

たがってここでは個別財務諸表における為替換算基準の変更問題を検討しよう

としている。

　そこでサンプルとなる企業群の確定を行うことが必要であるが、すべての

企業が外貨建資産を保有しているわけではないことはいうまでもない。そこで

特に外貨建資産を保有する機会並びにその金額が多いと思われる、諸外国に活

動の場をもつ日本の多国籍企業をサンプルとすることとした。より具体的には

神戸大学経済経営研究所が作成している多国籍企業データ・べ一スに包摂され

ている企業71社をサンプル企業として選定した。第5表はその企業群並びに昭

和50年から55年にかけてのそれら企業の個別財務諸表作成時の外貨建短期・長

期金銭債権・債務に関する為替換算手続きの変遷を示している。データの源泉

は有価証券報告書に記載されている為替換算の脚注表示である。脚注に明示さ

れていることを採取している。

　この第5表をみる限りでもいくつかのことが判明する。まず気付くことは、

昭和54年の企業会計審議会の決定によって実質的にその為替換算基準を変更し

た企業は意外に少なく有価証券報告書から判明する限り7社である。71社のう

ち44社の企業は基本的にはこの6年間に金銭債権・債務の換算に関する限り換

（20）桜井久勝、「連結会計情報に関する株式市場の非効率性」、神戸大学経営学部ワー

キング・ぺ一パーN08604．1986年3月。
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算基準は変更していない。次に気付くことは、昭和51年に13社もの企業が換算

基準を変更していることである。これは多分、昭和50年度の税制改正により外

貨建短期金銭債権債務の円貨換算については、取得時換算法（取得日法）か期

末日換算法かのいずれかを継続して採用すべきことになったためであると解さ

れる。続いて、昭和52及び53年度に一時的に換算基準を変更している企業が目

につくという点である。これは当時の急激な為替変動の影響（第3図参照）に

企業が対処しようとした結果であると思われる。また為替換算基準を当該6年

間に変更していない企業のうちでも、昭和54年の基準制定以降に支配的となる

外貨建短期金銭債権債務には期末決算日レートを、外貨建長期債権債務につい

ては取得日・発生日レートをというパターンを少なくとも昭和50年からすでに

採用している企業が33社あるが、逆に、すべての外貨建債権債務を取得日・発

生日レートで評価し続けている企業も5社存在している、という事実も注目す

べきであろう。総合商社は、特にその換算基準は他の企業に比して複雑である

ということができよう。

　次に外貨換算基準の変更が株式市場に影響を与えるということは、アメリカ

の場合と異なって、確定決算主義に依って決算を行う日本の企業については当

然のことであるということである。すなわち日本の企業については評価基準を

変更して為替差損益が大きく動けば、当然、法人税にも反映されるので企業の

キャッシュ・フローにも影響することになる。したがって株式市場はそれに反
　　　　　　　　（21）
応ずることになる。しかし当該期間は第3図からもしれるように、日本の為替

環境が激変していた時代であり、為替換算を変更したからといって為替市場か

らの企業業績への大きな影響をある程度拡大・縮小することがえきても基本的

傾向を覆すことはできない。そして株式市場はこのような大きな影響にも当然

反応する。ゆえに我々の残差分析アプローチは、企業が為替換算基準の変更を

行った時期における株式市場の当該企業に対する一般的評価を検証しているこ

とになるのかもしれない。
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197172　73　74　75　76　77　78　79　§0　8182　83　84　85

　　　　　　　第3図円一ドル・レートの変動状況
　　　（出所：総務庁統計局、丁日本統計月報j、昭和61年3月、N0297）

　残差分析のサンブル企業は上記71社のうち昭和55（54）年に換算基準を明示

して為替差損益（換算差損益そのものではない）を計上している企業群であり、

その集団を為替差損益が増加した企業と減少した企業そして経営損益が前年に

比べて増加した企業と減少した企業に4分する。この4企業グループの累積平

均残差（SAR）を計上することとした。CAR計算期間は決算月前12ヵ月後5

ヵ月計17ヵ月である。その結果が第6表並びに第4図である。

　以上の日本における分析から、日本の場合通貨換算の株式市場への影響は一

概にはいい表せないことがわかる。そうした理由にはいくつかのことが考えら

れる。一つには先のCARのグラフにおいて一3ケ月の異常さを除けばCAR

は4つのグループともに下降していることがわかる。いわゆる円高不況に見舞

（21）昭和54年以前の日本の為替換算実務は、企業会計審議会の個別意見書が存在した

ものの、統一性があったとは思えない。ただし昭和50年の税法の規定上、一度ある基

準を採用した際にはその手続きの継続適用が要求された。しかしそれでも昭和52年・5

3年の為替レート激変期には変更が行われている。税法では、現在でも昭和54年の企業

会計審議会の基準とは異なって短期金銭債権・債務に取引日レートを用いることを認

めている。武田隆二、　『法人税法精説』、森山書店、平成元年版、418頁。ただし最近

では、証取法会計でも短期金銭債権・債務に取引日レートを用いることを認めている。
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　　　　　　　第6表為替換算基準の変更と累種平均残差（CAR）

　　　　　　為替差損益一　　　　為替差損益一　　　　為替差損益十
月　　　　　経常損益前年比一　　経常損益前年比十　　経常損益前集比一
　　　　　の企業群（4）　　　の企業群（7〕　　　の企業群（4）

為替差損益十
経常損益前年比十
の企業群（14）

一〇．631（6，245）

一0，099（7，410）

　0，689（ユO．202）

　1，055（3，959）

　2，134（2，148）

一2，528（4，694）

一3，971（5，909）

一！．539（14，582）

一〇．388（15，627）

17，742（3ユ．320）

20，937（33，216）

19，219（29，906）

19．O11（34，783）

12，989｛31，574）
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ユエ．O12（16，198）

10．39ユ（15，626）

ユ3，045（ユ9，755）

10，302（ユ6，166）

7，896（ユ9，027）

6，336（25，665）

5，470（30，639）

6，774（25，605）

19，804（37，770）

22，645（36，895）

22，485（35，209）

24，389（37．ユ54〕

22，389（37．54ユ）

15，361（32，651）

15，582（29，230）

ユ6，948（30，573）

　0．72ユ（4，587）

　1，762（16．ユ93）

一0，025（19，609）

一1，873（24，174）
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一3，756（5，993）

一2，459（7，704）

一2，567（12，558）

一3，400（13，127）

一〇．487（15，289）

一3，790（14，529）

一3，010（17，844）

　1，076（20，123）

　1，818（27．2I1）

一〇．285（27，996）

　1，052（30，475）

　1，412（35，443）

一1，719（29，937）

一2，820（31，970）
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　　　　　　　第4図　為替換算基準の変更と累積平均残差

われて本来円高によって益を得るはずの企業までが、それまでの収益率トレン

ドに比べて低い評価を受けているということである。そうした傾向にしている

第二の理由は、逆Jカーブ効果に類した影響がみられるからとも想像されるの
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　　　（22〕
である。

　　　　　　　　　　　　　　　　1V　結　語

　本稿では、為替変動にともなう会計上の通貨換算問題の歴史をたどりながら、

そうした会計手続き選択問題が実際の経済社会に影響を及ぼす一つの径路につ

いてアメリカでの研究動向に検討を加えてきた。アメリカでは本来ならば翻訳

的世界の問題であり、実物経済には影響を与えないはずの会計手続きの選択問

題が証券市場の情報処理の問題を経由することにより、実際の企業の資本コス

トに影響し、また逆にそれを積極的に利用しようとする企業の意図すら感じら

れたのであった。このように為替変動という問題は、ミクロの企業レベルでし

かも「実物」でもあるいは直接的には「金融」でもない第3のタームとしての

「情報」という側面を経由して、逆に、実物経済に予期せぬ作用を及ぼす可能

性があるといってよいであろう。

　また日本の場合には、アメリカに比して当然に影響が出るはずであるが、そ

れを直接検討するのは困難であるので、むしろ為替換算基準の変更が行われた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‡
時期の特定企業の証券市場環境を検討したという意味が強かった。

（22）例えば輸入関連企業の場合を考えてみよう。現時点でドルで保有している資産は

円高状態で円換算・交換すると多額の（換算）差損を出し、その分業績が悪化する。

しかし円高のため輸入品が割安になり、業績はやがて好転するようになる。日本の企

業は大部分原材料等で輸入関連部門を有しているので、このような傾向を持っている

のであ乱これを市場がどう評価するかは一概にはいえない。それに対して輸出関連

企業は両側面からダメージを受ける。

　なおサンプル企業の数が少なくなった理由は、為替換算差損益を含めた為替差損益

を計上している、あるいは明示的に公開している企業が少ないため、興銀の財務デー

タに記録されていないからである。

＊　本稿は、科学研究費・特定研究「為替相場の変動と産業構造に関する理論的・実

態的研究」（研究代表　藤田正寛教授）及び科学研究費・試験研究「多国籍企業の海外

事業活動に関するデータ分析・加工システムの基礎研究」（研究代表　片野彦二教授）

に参加させていただいた際の研究結果の一部である。
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戦後日本の教育政策の数量分析

一教育活動の社会勘定分析の試み一

心　西　康　生

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　日本人が教育に大いに関心を持ってきたことは、多くの人達が指摘している

ところである。しかも、それに対しては、特別な感情を抱いてきた。そして、

教育を経済的な分析対象にすることに対しては、嫌悪感を催さざるを得ないよ

うである。教育には多額の公私の経費が費やされているのは明かであり、教育

を需要する理由の一つが、将来の経済的なメリットであるにしてもである。

　教育を経済的に分析するアプローチには多数の方法が可能である。ここでは、

政策決定者が同一のフレームで教育に関連する政策を総合的に評価する統合化

された分析を試みた。このようなアプローチでは、異なる政策効果をもたらす

政策を包括的に評価することが可能になる。

　異なる分野の専門家が、それぞれの立場で一つの政策を評価する機会が多く

なってくると、同じ政策に対して、包括的な評価ができにくくなってくる。こ

のような状況の下で、統合化されたアプローチは、そのような政策を同一の土

俵で明瞭に分析することを可能にする。教育以外にも、社会保障のような同様

の性質を持つその他の政策にも適用できる。さらに、その分析プロセスで、未

整理で散在している統計情報が整理されることにもなる。

　上述のような意味で、これは新しい理論を開発したというよりも、教育のよ

うな多元的な価値観が持たれている分野での、分析手法を開発したものである。

教育について展開された・このアプローチが、多元的な価値観が持たれている
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その他の分野の政策決定に適用することが期待される。

　これは、主としてKonishi［2］の第1部を紹介したものであるが、その背

景にある理論・実証分析については、同書の第2部で述べられている。

　　　　　　　　　　　　　　2．分析の枠組み

　教育活動には、さまざまな機能が期待されている。その中でも、ここでは教

育活動の効果は一義的には、労働市場を経由して発言されるとしている。これ

は、直接的には教育は投資的な活動として評価されていることを意味している。

しかし、教育の効果はそれに留まらない。たとえば、その消費面での機能も重

要であるが、ここではそれは考察されているものの前面に出てきているとはい

えない。

　教育活動は、現実にはさまざまな形態で行われる。制度的には、正規教育

（Form＆1Educati6n）と非正規教育（Infoma1Educa七ion）に分けることが

できる。幼稚園から始まる、いわゆる学校教育が前者であり、それ以外が後者

ということになる。非正規教育については、正規教育ほどは実態が把握されて

いないといえる。しかし、正規教育に関する統計情報が完全なものかといえば、

必ずしもそうだとはいえないのが実情である。ただ、絶対的に正規教育の方が、

その実態についての情報が入手し易いとはいえそうである。

　主として統計データについての制約から、ここでは教育活動は正規教育に限

定して考えている。国際比較ではともかくとして、日本だけに限定するのであ

れば、このように正規の教育に限ると、日本の教育実態を把握し尽くすことに

はならないであろう。

　教育活動の影響を次の3つの側面について分析する。つまり、

　　①経済成長への影響

　　②所得分布への影響

　　③社会福祉への影響

234



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦後日本の教育政策の数量分析（小西）

これらの中で、社会福祉への影響は、きわめて広範な概念である。これらのい

くつかについては、Konishi［2］の第6章で述べられている。ここでは、こ

の広範な影響のうちで、犯罪との関係を取り上げることにする。これは専ら、

数量化が比較的容易であるという理由によるものである。

　教育活動をこのように多方面にわたって統計的に分析するには、できるだけ

コミュニティ全体を分析できるように適切な道具を開発しなければならない。

マクロ経済モデルには、明らかに制約はあるけれども、教育活動に影響を及ぼ

す重要な政治的・経済的変数の変化を分析する現存するもっとも効果的な道具

の一つである。

　ここで開発したモデルは、これまで日本では適用されなかったシステムを分

析するのに利用できるし、多部門モデルであるから、総合的の効果も部門ごと

の効果も分析することができる。またモデルは同時的というよりもむしろ反復

的な性質を持っており、これによって、経済主体（産業部門など）の行動の因

果関係をいっそうはっきりさせることができ糺

　モデルのフレームワークは第1図のようになっている。べ一シック・モデル

として、いわゆる混合レオンチェフ・ケインズ・モデルが選択された。部門間

の相違の検討に便宜であり、筆者の以前に作成したプロトタイプ・モデルを拡
　　　　　　　　（1〕
張したためである。モデルは9つの産業部門、つまり、（1）農業、（2）建設業、

（3，4，5）製造業、（6）公益業、（7〕卸・小売・金融・保険・不動産業、（8）

運輸・通信業、そして（9）その他サービス業から成る。なお、製造業はさらに

　　　　　　　　　　　　　（2）
3つの部門に細分類している。

　家計部門はモデルの中では労働の提供者であり、かつ賃金の受取者であると

（1）Konishi［1］を参照

（2）製造業は以下のように3部門に細分類する。

　　産業部門3；鉄鋼・非鉄金属、化学、製紙・パルプ、窯業

　　産業部門4；一般機械、電気機器、輸送機器

　　産業部門5；その他
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して含まれる。政府部門は独立したものとしては考えておらず、その他のサー

ビス業（9）に含まれている。政府部門の政策は多岐にわたるが、ここでは経済

政策と教育政策に限定している。さらに、中央政府と地方政府とはそれぞれの

機能が異なるので分離して取り扱った方がいいが、ここではそれらの区分もし

ていない。これらの制約は主としてデータの利用可能性によるもgであ乱

舞1図モテIルのフレーム・ワーク

産業部門　1政府、、

　　　　　　　租税

　生産　、r“．一■■．’一一i
　　　　　、、二胆．軽重塾劉

　　’一　・1②教育政策；

資本形成　　　労働市場

一2教育活動

家　　計

　9つの産業部門はそれぞれ財と／あるいはサービスを生産するが、産出され

たものは完全に投入要素に配分され尽くすと仮定する。

　資本蓄積は、生産総額から消費、間接税および部門間取引（申聞要素）を除

外した後に残るものである。これが純投資、減価償却および置換に配分される。

就業者は労働力人口から推計され、学歴と性別に応じて分類される。資格が異

なる就業者は、指数化せずに、生産関数では就業者数が直接用いられる。部門

間取引はI－O表を用いて推計する。

　技術進歩については、2つのタイプのものが考えられている。つまり、要素
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投入とは独立したシフト・パラメター（エフィッシェンシー・パラメデター）

とRAS法による変動I－O係数である。

　ある部門の生産総額から部門間取引を除外したものが、当該部門の最終需要

となる。この最終需要と投入産出係数の逆行列によって、総需要が得られる。

他方、総供給は生産関数によって技術的に決定される総生産と一致する。総需

要と総生産のギャップは、モデルの外生生的な要因によって調整される。外生

的な要因である海外部門とかストック蓄積機構は、このモデルには明示的に現

れない。そこで、部門間のギャップは次期の投入の調整をひきおこすことにな

る。投入の調整メカニズムとしては、価格、資金、および資本ストック調整メ

カニズムがモデルに組み込まれてい乱調整メカニズムはいくつものタイプか

考え得る。しかし、ここではべ一シック・モデルを用いた推言十値と観測値との

差ができるだけ小さくなるように選択した。このような調整メカニズムは、コ

ンピューターによるモデルを用いた意志決定（DSS）であり、いくつかの代替

案を比較することができるようになる。

　　　　　　　　　　　　　　3．モ　デ　ル

　ここでモデルの構造を、その構成パートごとに簡単に述べることにする。な

お、回帰式の係数等については、Konishi［2］で説明されている。

（1）生産

　生産関数として、次のようなコブ・ダグラス・タイプのものを採用する。こ

れは、いくつかのタイプの生産関数を実際に比較した結果とこれまでのさまざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f3）
まな研究をサーベイした結果によるものである。

　　　　　　　αH　　　　α祀二　e1一　ε伽　　π工
　　　X＝λ、・XH　…X、・亙パ払、・瓦　　　　　　　　　　　　　（1）

（3）線形、コブ・ダグラス、およびCES生産関数の選択に関して、それぞれによる推

計値の比較については、Komshi［2］の第4章を参照。
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ここで、

兄　　：　　第三商品の産出（物量単位）

λ、　：　第主部門のシフト・パラメター

石、　：　　第三商品を生産するのに用いる第ノ商品（物量単位）

αJ、　：　第三商品を生産するのに用いる第ゴ商品投入係数

凪、　：　　第三商品を生産するのに用いる第々レベルの雇用

ε昆、　：　　第｛商品を生産するのに用いる第為レベルの雇用の投

　　　　　　入係数

瓦　　：　　第｛商品を生産するのに用いる資本

π1　：　　第｛商品を生産するのに用いる資本の投入係数

1，j，〃＝1－g，1：1－3．

　生産関数は、物量単位で測定されている。現実に投入と産出を物量単位と家

格単位とに分離するのは非常に困難であるから、これはかなりきつい制約にな

る。

　次のように完全分配が仮定されている。

Σ巧、十Σe肋十π工＝ユ （2）

（1）のシフト・パラメターは、次のような回帰分析式で推計する。

　　　　α¢
AFん。e （3）

（1）を偏微分すると、

∂x　　　　x
　　　＝α〃’一
∂み　　　　ろ、
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∂x　　　x
　　二eパ■
∂亙伽　　　亙肋

（4）

　　∂x　　　x
　　　　　一　π一．一
　　∂K－　　　K’

第三部門の利潤は、

　　I、＝ρ。・X一ミρプ石、一Σωゐ、・亙后、一r、・瓦　　　　　　　　　　　（5）

　　　　　　　J　　　冶

ここで、

　　　ρ三　　：　第j商品の価格

　　　ω励　：　　第｛部門の第為レベルの労働者の賃金

　　　r、　　：　第｛部門で用いられる資本の価格

第三部門が競争経済の下で、利潤極大を目指しているとすると、次式のよう

な利潤極大問題になる。

　　　　　　　　　　αlj　　　α〃　　　e］｛　　θ肋　　　π工
　　φ、＝n、一λ、（X一λ、・Xl、…X蜆、・珂。・玖ピ風）　　（6）

ここで、

　　　λ、　：　　ラグランジェ係数

第｛部門の利潤極大条件は、

　　∂x　　巧

　　∂X。、　馬
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　　∂X‘　ω〃

　　∂亙肋　　ρ！

　　∂X！　　r’

　　∂瓦　　ρ。

　（2）と（7）より、次のような関係が得られる。

　　　　　　ρプみ　　巧1

　　α〃　＝　　　　　＝・
　　　　　　ρ。・X、　　篶

θ点一　＝

ωパ刃ん

ρ三・Xミ

w肋

兄

（7）

（8）

　　　　r三・瓦　　　乃

π一　：　　　　　　＝一
　　　　ρピX．　　K

ここで、

巧、

篶

W〃

月

第｛部門で用いられる第ノ部門の産出（貨幣単位）

第｛部門での産出総額（貨幣単位）

第｛部門での用いられる第冶レベルの労働者の賃金

（貨幣単位）

第｛部門での資本利潤（貨幣単位）

　（2）資本一投資

　戦後の日本について、多くの投資に関する実証研究がこれまで行われてきた。
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しかし、マクロの投資関係と違って、部門別（ミクロ）の投資関数は、安定的

なものは推計されていない。そこで、ここでもマクロの投資関数を推計し、そ

れを部門聞に配分するといった方法を採用した。

　第i部門の次期の資本ストック（瓦，、、ユ）は、当期のシミュレーションの期首

の資本ストック（K」）と当期のその変化（△馬土）から成る。この変化は、純

投資（M4）と除去（一月珂，）より成る。粗投資（G4，圭）は、純投資と減価

償却（Dエ）より成る。

瓦，圭十1＝凪、汁△瓦，±

△馬‘＝ハ㎎影一月児、、苗

NIj．t＝GI、、t－Di，t

（9）

（10）

（11）

政府・民間を合わせた粗投資は、OLSで次式のように推計した。

G∫T／P0τ・エDK’＝τDK／POτ・エDK＝0．1865×1O．3

　　　　　　　　　　　　　　＋1．3145　（P8／P0τ・エD幻

　　　　　　　　　　　　　　　（O．0464）

　　　　　　　　　　　　　　十0．8557　（00児／POT・エDK）

　　　　　　　　　　　　　　　（0．1875）

　　　　　　　　　　　　　　十ユ．8967（08／POr・ノD聴

　　　　　　　　　　　　　　　（0．ユ567）

　　　　　　　五2：0，986，D．W、二2，204　　　　　　（12）

ここで、

G〃’’

POT

皿）K

粗投資総額

総人口（：〃

国内資本形成のインプリシット・デフレーター
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クDK

月s

00児

GS

祖国内資本形成

個人貯蓄

法人貯蓄

政府貯蓄

粗投資総額（G凪．土）部門間配分は、後に説明される部門間投資配分係数

（眠、、。）によって、部門ごとに配分される。

G4戸∬～、、f・αη （13）

　（3〕人ロー就業者

　第2図に示しであるようなステップで、学齢別の人口から、学歴別の労働力、

そして学歴別の就業者を推計する。

　人口の増加は、とりあえず出生によるものに限定してあるので、出生率の時

系列回帰式を次式で求める。

　」B月圭＝15．3860＋0．7994　む一0．0423　亡室一5．1986　j）σM

　　　　　　　　　（8．7943）（10．5750）（6．7070）

ここで、

（14）

B凪：　亡年の出生率

D㎝4：1：ユ966，＝0その他の年

R里＝0，915　　D．W．＝0．754

人ロストックは学歴別に以下の式で求める。

M　＝M0＋（M18＋Mユエ）十（M28＋M2ム）十M3

M0宮、、二（13／14）・M0主・（1－D児O）十M，・B瓦

（15）

（16）
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量し日

記L8

宮ロー

篇／劉

第2図

I・1

＾u竈

人ロー労働

　　　　　　　腕0

＾㎜

＾㎜

1．1L

　091』

”2』

　o■2I。

㎜3

○腕3

080　0■09

纂鶉力／生産労働人口

　　　　　　（15才以上）

8腕

＾2s

081s

D日2S

MS。十、：（2／3）・M18土・（1－D刷S）十（1／14）・M0土・（1－D月08）・λ8η

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）

Mム王、rMムピ（1－D月1ム）十（ユ／14）・M0。・（1一朋08）十（1一λ8τ圭）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ8）

M28。。1＝（3／4）・M8。・（1－DR2S）十（1／3）・M8。・（1－D刷S）・AGτ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

M2L。。1＝N2L±・（1－D月2L）十（1／3）・MSゴ（1－D刷S）・（1一λHτ圭）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）

蝸。、＝N3ゼ（1－DR3）十（1／4）W2Sパ1－DR2S）　　　（21）

　学歴別人ロストック（ル、）から、学歴別労働力人口（工ωを、そして学歴

別就業者（玖）を求め、それを部門間に分配する。このようにして、学歴別

の就業者配分係数（亙恥ム主）を用いて、産業部門別に学歴別就業者（臥．童）が

得られる。
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工点＝λ五五パwゐL

亙ゐ：亙五五島・L免

亙肋：亙Eパ風

（22）

（23）

（24）

14〕消費

　モデルの投入一産出関係の恒等式は、次のようになる。

　　　ΣΣρザ名、十ΣΣω庖、・五島j＋Ση・K二十Σ〃⊃z

　　　　　　＝ΣΣρJ・名，十Σq＋Σ昼十ΣGλ汽　　　　　　　　　　　（25）

　ここで、

　　　　　　　　IDT　：　間接税

　　　　　　　　GAP、：　第i部門の産出に関する需給ギャップ

　　（25）式の左辺は、I－O表の列の要素を表わす。直接税はここには現れてい

ない、しかし、それは左辺の第2項に含まれていると仮定している。一方、（2

5）式の右辺は、I－O表の行の要素を表わす。海外部門は、明示的にこの式には

入っていないが、右辺の最後の項、つまり、GMPには含まれていると仮定し

ている。

　消費総額は、次のような回帰式で推計されている。

　　　Cτ／P0τ・エD0＝（Pσ十G0）／P0τ・エDC

　　　　　　　　　　　＝一2．8563×10｛斗0．6618　C㎜／P0τ・エDC　　　（26）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2411533）

　　　　　　　　　　　　　　jモ2＝0，969，　エ）．M7．＝01248

　ここで、
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0τ：

エD0：

Pc：

GC：

消費総額

個人消費のインプリシット

個人消費（＝民間消費）

政府消費

’デフレーター

この推計では、観測期問中の平均的な限界消費性向は、66％である。

　部門別消費（C）は、現実の日本のI－0表を用いて、OLSで推計してして

いる。

q＝c汁。ゼCτ （27）

この推計の中で、Cτの係数は1％の信頼水準で有意であり、第9部門以外は

系列相関がある。このようにして推計した（27）式は、いわゆる消費関数では

なく、消費分配関数というべきものである。

（5）租税一公的教育経費

租税に関する推計は、以下の式を用いて行われる。

〃z

PDη

00η

Dη

τ4X

＝亡｛・篶

＝亡ρ・巧・（Σeゐ、十6、・リ

：亡。・リパπ一・篶

＝PDZ＋00Z
＝Σ（Dη十五DZ）

・（1一亡。）・π、）

（28）

（29）

（30）

（3ユ）

（32）

ここで、

〃η

ら

第｛部門の間接税

第三部門の間接税率
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PDz
亡ρ

わ一

レー

亡。

00Z

MX二

第｛都門の直接個人税

直接個人税率

第｛部門の法人から個人への配当の比率

第三部門の不労所得に対する法人税

法人税率

第三部門の法人税

第｛部門の租税総額

　直接税と間接税は、ともに公的な教育経費をまかなうが、これは教育補助と

呼ばれる。政府は多くの分野に補助金を出しているが、このモデルでは教育活

動への補助金に専ら焦点を置いている。教育活動には、公的な資金以外に、家

計以外の民間資金が導入されている。しかし、その部分はきわめて少ないので、

ここではとりあえず、公的資金以外は、家計で賄われているとする。

　正規の教育は、義務教育、中等教育、そして高等教育の3段階に分けられる。

しかし、日本では義務教育の修学率はほぼ完全であることを考えて、ここでは

中等教育と高等教育に限定する。日本では、正規教育以外のものも、かなり盛

んであるので、それも重要であるが、主としてデータの制約から、その部分は

除外してある。

　中等教育と高等教育への公的補助は、以下のような手順で推計される。

MG亙＝五MG・TλX

〈硯亙＝五M亙・MG亙

G亙8：sEs・八回亙

G亙H＝SEH・ME亙

（33）

（34）

（35）

（36）

これを用いると、教育経費の公私の負担比率が次のようになる。
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τ亙S　＝　G週S＋PES

sG8＝1－sPs
㎜H二　G亙H＋PEH

sGH＝1－sPH

（37）

（38）

（39）

（40）

ここで、

τ亙8

G亙8

P亙8

8Gs

SP8

τ亙H

G亙H

P亙H

8GH

8PH

中等教育の総経費

中等教育の公的経費

中等教育の私的経費

㎜sの申の公的経費比率

㎜sの中の私的経費比率

高等教育の総経費

高等教育の公的経費

高等教育の私的経費

㎜Hの中の公的経費比率

㎜Hの中の私的経費比率

　（6）中等教育と高等教育への進学率

　義務教育以降の追加的な正規教育への魅力は、それぞれの進学率に反映され

る。ここで、教育には投資・消費の両機能があることを考えて、次のような進

学率の回帰式を推計する。生涯所得（あるいは、教育の機会費用）を推計の説

明変数としていないのは、

　　①教育活動への参加は非自発的失業である。

　　②教育期問は投資の懐妊期間である。

という2つの解釈による。
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　　λ8η＝／（月Wl．王，8PS，刃00，λ8η＿ユ）　　　　　　　　　　　　　（41）

　　λHη：g（五W。．3，8PH，刃σ0，λHη．1）　　　　　　　　　　　　　（42）

ここで、

　　　　刃W舳、1　：　kレベルとk＋1レベルの賃金格差

　　　　刀C0　　：　経済条件

中等教育への進学率に関する回帰式は、以下のような性質が予測される。

　　∂λ8τ圭　　　　∂λ8η　　　　　∂λsη　　　　　∂λsη

　　　　　　＞0，　　　＞0，　　　＞0，　　　9　（43）
　　∂州　　∂SPS，　∂週00士　∂λ町．、．

　　　∂宮λ8乃　　　　　∂2λ8η　　　　　∂2λ8丁圭

　　　　　　　く0，　　　　　　　　　＜O，　　　　　　　　＜0

　　　∂月Wξ　　　　　∂SPS芸　　　　　∂刃σ0ξ

高等教育への進学率についても同じような予測が可能である。

（44）

　（7）調整メカニズムI

　　　一　投入・産出係数の変動可能性一

　このモデルの技術進歩は、シフト・パラメデターへの影響と中問取引への影

響で考慮される。前者については既に述べたが、ここでは後者について考えて

いる。これは投入代替と加工度の変化から形成される。この投入・産出係数の

変動については、次のように五λ8法を採用している。

　　　λ’十㎜＝五t・λ圭・8主　　　　　　　　　　　　（45）
　　　　　祀　　　　　　π　　　　　　　皿

　　　λ圭十万＝胴・λ・S砺　　　　　　　　　　　（46）

投入・産出係数の変化に応じた雇用（就業）の部門間シェアの変化は5年間は
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一貫していると仮定している。

　　　、肋（亡。品）一、伽圭。e肋（亡十深）一θ似t、　　　（。。）

完全分配を仮定しているので、資本に関する係数の変化は、残差として求めら

れる。

　（8）調整メカニズム1I

　　一価格変化一
　一般形の生産関数から、次のような関係が得られる。

　　x＝珂（み，風、，瓦）

そこで、この時、

　　　dx、＝Σ巧、・d茗、十Σ亙昆、・d亙励十月κ・dK

　ここで、

　　　　　　∂珂　　　　∂珂　　　　∂珂
　　巧、＝　　　，　凡、＝　　　，　珂κ＝
　　　　　　∂み　　　　　∂凪、　　　　∂K、

　（8）式を用いると、（49）は次のように整理できる。

　　　　　　　　　　　　　　〈　　　（ΣαJ、十　Σe后、十π、一ユ）・γ；

　　　ノ　た
　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　く　　　　　　く
　　　　　　＝Σ（αj、一δ』，）・乃十Σe為、・ω克二十πポr、

　　　　　　　　　δj，jクロネッカーのデルタ

　ここで、

（48）

（49）

（50）
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　　　〈　　　dY、　　〈　　　　dp］　　〈　　　dwk、　　〈　　　　dr，

　　　Yl＝　　　，　P］：　　　　，　wk、＝　　　，　r、＝
　　　　　　P，X，　　　　　　　pl　　　　　　　w　kl　　　　　　　「・

　（2）式を考慮すると、（50）式は次のようになる。

　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　〈　　　　　　〈
　　　Σ（αJ、一δJ工）・ρj＋Σe為ポωゐ、十πポr工＝0　　　　　　　　　　（5ユ）

　　　ノ　　　　　　々

この式は価格変化の関係を表すものである。そこで、（52）式と（53）式で表

されるような関係を考えると、（51）式は（54）式のように表される。なお、

（52）式と（53）式は、それぞれ回帰式が当てはめられる。

　　　〈　　　　　　　〈　　　　　　　　　　　　〈
　　　wk、＝ξk、（P、）＝a軌危、十α、．冶、・ρ工十α幼工・叫十α呂．パσ覧　　　　　　　（52）

　　　〈　　　　　　〈　　　　　　　　　　〈
　　　・工＝X、（ρ、）＝6軌、十6工．、・ρ，十6乱、・σ十b乱工・ぴ　　　　　（53）

　　　　　　　　　〈　　　　　　　　　　　〈　　　　　　　　　　〈
　　　Σ（α♪一δJ工）・ρj＋Σe后、・ξ危、（ρ、）十π工・π工・（ρ、）＝0　　　　　　（54）

　（9）調整メカニズム皿

　　　一　中間投入一

　（54）式によって得られた生産物価格の変化を用いると、（55）式のような

産出の変化が得られる。これによって、次期の望ましい生産量が算出される。

　　　　　　　〈　　　　　　〈　　〈
　　　△Xす＝Xす＝ζ（ρ。，X、．、）　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）

これを用いて、次のように部門間の中間投入が算出される。

　　　X二＝α。、・（ρノρj）・X亨　　　　　　　　　　（56）

　部門別の粗投資配分率（AIR）は、18）式と（10）式を用いて、（57）式で

計算される。
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λ〃、＝（月珂斗πデ（ρ、／r、）・△κ）／G〃 （57）

　部門ごとの望ましい産出から計算された部門別の粗投資配分率は、合計する

と、必ずしも常に1に等しくなるとの保障はない。そこで、部門間の粗投資配

分率がユになるように調整をしなければならない。ここで採用したのは、それ

ら可能性のうちの一つのものにすぎない。しかし、この調整メカニズムは、い

わゆるコンピューターを仲介にするDSSの典型的なプロセスであ乱

　　　　　　　　　　　　　　πノ））五、、圭＝〃モら圭．、・（1＋λ∫月二ノΣ　λ工Rら圭）

　　　　　　　　　　　　　　一
工R“＝λλ硯、、ノΣλλ工R、、t （58）

　同様に、部門間の労働投入配分率についても（8）式、（22）式、（23）式、

そして（24）式を用いて、（59）式を得る。粗投資の場合と同様に、配分率の

合計が1になるように、（60）式のように調整することが必要である。

B亙私、＝e庖工・（ρ、／叫j）・（1μ五月パ五LF庖）・（1／N冶・工）・X、

　　　　　　　　　　　　　　　　πBB亙児点、．t＝亙R胎、，t．、・（1＋B亙児飢ノΣ　B亙児島ユ．土）

　　　　　　　　　　　　　　　　一
班冶、，圭＝B8亙児ゐ王、ノΣ一BBE児幼虫

（59）

（60）

（10

①

定義式

GNP関連の定義式

GM五二PC＋GC＋∬K＋FOr

τコ1K＝亙亙K＋τ∫8

τFK＝P亙K＋GFK

τ∫8＝P∫8＋G∫8

F0τ＝亙Xτ一∫Mτ

（61）

（62）

（63）

（64）

（65）
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G況　　＝PDT＋COT＋五DT＋G〃

　　　＝・GC＋G8＋0CG＋G〃

戸∫　　：PC　＋PDT＋PS　＋Pτπ

　　　＝PWr＋PEZ＋PP∫十Pπ

（66）

（67）

（68）

（69）

ここで、

PO

G0

㎜
F0τ

服
㎜
P亙κ

GFK

P肥

G犯

刃xr

〃τ

G月

〃

個人消費（＝民間消費）

政府消費

粗資本形成

経常余剰

祖国内資本形成

ストック増加総額

民間祖国内固定資本形成

政府祖国内固定資本形成

民間ストック増加

政府ストック増加

封・サービスの輸出と海外からの要素所得の受取

材・サービスの輸入と海外への要素所得の支払

政府収入

個人所得

②人ロー労働関連の定義式

P0τ：M
　　　＝NO　＋N肌十NZS＋N2工十W2S＋N3

λPτ：P0τ一M0

（70）

（71）
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　　　＝　　MエL一トMS一トjV2エニートjV28一トM3

P〃＝　（jV1五十八πS）／jV

PSτ＝（M2五十N28）〃

PHτ＝N3／N

L　　　＝工1＋z2＋工3

亙　　　＝亙］十五里十月3

λL月1＝L1／（jV1王‘十jV18）：β1・L／（jV1Z＋jV18）

■4ム月。＝工。／（八戸2ム十八728）＝　βガエニ／（ハ72一己十jV28）

λ五月3＝工3／jV3　　　　　＝　βガエー／jV。

λ工R＝工／λPT

亙乙月1＝刃1／Zl＝　γ1・亙／β1・乙＝　（γ1／βI）（刀／ム）

亙L月王＝亙，／L王＝　γ呈・亙／βパL＝　（γ。ノβ。）（亙／工）

刀工月。＝刀。／L。＝　γゴ亙／βパL：　（γ。／β彗）（亙／L）

肌月＝〃工

ここで、

　　β由　：　全労働者に対する虎レベルの労働者の比率

　　γ危　：　全就業者に対するたレベルの就業者の比率

σ亙危　：σゐ＝！一五工月庇

　　　＝（五月一助仏

σ亙丁　＝　σ＝　1一亙工月

　　　＝　（L一亙）／L

（86）

（87）

（88）

（89）

③需給ギャップ関連の定義式

FD二＝q＋G石 （90）
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zD工＝（卜■）一1・FD、 （9工）

ここで、

　λ　　：　投入係数行列

GλP、＝　巧一TD工 （92）

　　　　　　　　　　　4．シミュレーション

　シミュレーションは、やはりさきに検討しようとして挙げた教育の①経済成

長、②所得分配、そして③社会福祉への影響の側面から評価される。そのため

に、それぞれの指標を次のように、設定する。

　経済成長への影響

兄、ドx．t－1

（a） （93）

x，’．1

Σx、圭一Σx，圭．1

／b） （94）

ΣX工，主．1

△x．圭　其，士．ユ

（・） （95）

x．士．、　x、圭

所得配分への影響

〃庖
（d〕

ω児一1

　Σω点ジ亙肋
（・）

　Σω危．1，，’亙左＿、，、

（96）

（97）
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犯罪関与への影響（社会福祉の一環として）

（f〕ΣC児二 （98）

△C風十C凪
（9） （99）

Σ（△c児工十。児、）

　教育活動の③社会福祉への影響については、かなり広範囲になるが、ここで

は、わが国のデータを用いて数量的な関係が把握できる狭い側面に限って考え

ることにする。それは第ユ表にあるように教育ストックと犯罪関係率の回帰分

析から得られたものである。本文の第6章で述べたように、時間配分は数量化

できる可能性がある。しかし、現時点では時系列的に回帰分析を行えるほどの

データが入手できないので、断念せざるを得ない。

　なお、シミュレーションは、多くのマトツリクス形式のデータを取り扱うと

第1表犯罪関与関数

　　　　　oo鵬t．　PDI／POT・IDC

CR1＿O．1503X1O・1　＿1．19量；．．

　　　　　　　　　　　（9．9459）

CR2　＿O，2153　＿15．31ポ
　　　　　　　　　　　（13．3039）

CR3　＿1．7616　＿66．43ξδ’’

　　　　　　　　　　　（1017030〕

CR4　　　　－O．3088　　　　－13．23δ王・・

　　　　　　　　　　　（11．2262）

CR5＿O．6878x1O・1　1．58δ；“

　　　　　　　　　　　｛6．6999）

CR6　　　　　　3．1201　　　　94．号ξi5

　　　　　　　　　　　（11．8217）

CRT　　　O．6810X107　　0．1223X10g

　　　　　　　　　　　（5．0579）
筆者推計

榊榊　O．1％の信頼水準で有意

＊＊＊　　1％の　　　　ψ

PPT．pOT　　　PHT．POT　　D．W．　R2

0．4351X1O－6　　　0．9132X1O－6　　0．966　　0．962

1316655）　　　（4．1191）

O．5693X1O・5　　　0．1058×10－4　　1．368　　0，984

｛5．0070）　　　　　　　　　　（4．9835）

0．3906x10・4　　　0．9364X1O・4　　0．840　　0，863

（6．3678）　　　（8．1782）

　016185X1O・5　　　0．1528X1O・5　　1．497　　0，912
（5．3136）　　　　　　　　　　｛O．7025）

＿O．1003X1O・5　　＿O．2496X1O・5　　0．776　　0，735

（4．3029）　　　（5．7317〕

＿O．4854X1O－4　　＿O．1164X1O・3　　0．740　　0，911

（6．1265）　　　（7．8649）

＿85．41篇．　＿173．76；ポ　O．7730，697
（3．5740）　　　（3．8938）
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第2表 シミュレーション結果

GNPへの弾力性

観察値 べ一シンク　SPS＋O．O1

　　モデル
一0．0005

SPH＋0．01　　uET＋0．Oi

一0．0055 一0，015一

GNP｛SN＾べ一ス） Y　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
CM一

　8，691
－9－09i

21．154

26一“0

22．261
　6．’“

τ2．oτ2

17．890

45．8帥

239．924

　8．656
19．22’

21．価4

26．569

22．“5

　6．7“
利一一30

18．553

45．725

2仙．m1

　8－656
19．223

21．462

26．568
22．4“

　6．何2

τ1〃6
10．“2

’5．”3

24i．005

　8．655
19．219

2M’2
26．558
22．’5’

　6．τ23

－1－70－

17．“3

’5．刊1

239．812

　8．606
18．906

19．543

25．849

21．623

　4．o04
－0．仙8

22．045

45．ω0
23τ．342

成長率（Y80／Y60） 　i
　2
　3
　4
　5
　0
　7
　8
　0CNP

4．12

20．60

10．42

20．04

11．64

16．88

16．50

128－
20．他

14，40

4．13

20“
1i．一9

22，“

12．20

16．仙

i428
12．τ2

20．00
14．3一

4．13

20．34

11．79

22．44

12．2’

16．舳

M20
12．64

20．00
14．3一

4．13

20，34

1一．m

22．43

12．2τ

i6，36

1’．28

11．89

2000
“．29

4．11

20．01

10，74

2一．83

1i．82

11．88

14．03

15．11

10．00

14．15

部門別産出のシェア
　　　　　　　　（％）

相対度金率 W12
W23

362
一．96

0．02

H．02
928
2．69

30．04
一．46

19．12

1．004

1．395

3．5邊

”7
0．90

11，02

9．32

280
29－5
7．69

1890

1010
1，428

3，50

1，98

0．91

11，02

9．32

280
29，76

7．65

18．9τ

i010
1．428

3．61

o．oi

8．9’

一1．o－

9，36

2．80

2990
τ．23

i9．06

1．010

1．一28

3．63

一．97

023
1080
9，11

2．06

29，69

9．29

19．13

1㎝τ
1．432

支払雌金のシェア’
　　㈹，

逃学率

人　1二1

W1
W2
W3

＾S　T
＾H　T

POT

310
仰6
20．0

042
3τ．9

1i．m6

298
“．3

25．9

954
30』

11－69一

29．o

仙．3

欄．9

95．3

381

11．69一

29．8

州．3

25．9

954
3“

1一．694

29．6

4“
26．0

95．3

3τ．7

11．694

学歴別人口のシェア
（15才以上）（％）

P　P　T

P　Sτ
P　H↑

36，2

40．o

i3．7

41，5

40．o

i0．3

41，5

40．0

103

41．5

4o．6

10．3

41，5

40，0

10．3

就業者　千人

（総数）

回1
E2
03

目

I．900

2一η7

846
5．523

一■η6

2．685
050

5．3i1

1．η6

2．684

051

5．3I1

一．η6

2．687

849
51312

1．η6

2．689

050
5．3i5

榊成此（％）

犯罪関与者数

E膿
回R2
ER3

CR1
　2
　：，

　4
　5
　6CRT

34，4

50，3

15．3

　8．516
　52．307
1一一65．609

　9一．168

　7、㎝9
州8．101

1，812．一98

33．4

506
15．O

　9．986
　60．｛26
1，021．264

104．615

　6．182
3－3．602

1，505．Oτ6

33，4

50，6

16．0

　9．981
　69．391
1，020．τ50

m4、鴨2
　6．”9

3－3．256

1．5“．洲O

33，4

50，6

16．0

　9．933
　69．533
1．O16．984

104．2州

　6．149
369．898

1，576，719

33，4

50．6

I6－5

9．835

　69，62
1，o09－23

－03，34

　6．08
362．9’

1，561．06

榊成比（％） C刷P1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6

0仙
289

64，30

5．03

039
26．93

0．63

438
64．43

660
0．39

23．5τ

0，63

4．38

64．仙

6．60

039
23．56

O．63

4，41

6’．50

6，61

0．30

23．’6

0，63

4．46

“．65
6，62

0．39

23．25
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∪ET－o．oi αT＋O，O1　　SPS－O．01
　　　　　　SPH－O，01

SPS＋O．0－
SPH＋O．0一

SPS－O．0工

SPH＋O，O1
SPS＋0，01　　　SPS＋0．01
SPH－0．01　　　SPIi－0．01

　　　　　　　u眈一0．01

sPs．o，oi
SPH＋O．01
U㎜「一0．01

O．0160 0．1357

　8．626
19，325

則．609

26．663

22．551

　6■861

71－886

21．692

45．765

244．984

　8．935
19．092

25－603

28．517

24－689

10．641

75．I脳

33．7｛3

46．556

273，860

　8．657
19，230

別。488

25．681

22．477

　6－767
71．7冊

19－3拠

45，741

脳2．045

　8－655
19．218

2二一440

26．557

22．452

　6．721

7M03
17．098

45．708

239．552

　8．655
19．219

21．445

26－559

22．455

　6．棚
〃．712

17．553

45，713

別0．039

　8．657　　　　　　　8．627　　　　　8．625

19．227　　　　　　　19．330　　　　19．321

21．403　　　　　　21．625　　　21．593

26．578　　　　　　　26．672　　　　26．655

22．475　　　　　　　22．559　　　　22－543

　6．762　　　　　　　　6．082　　　　　6．852

7i－743　　　　　　7一，90］　　　　71．870

19．180　　　　　　　21．874　　　　21．494

45．730　　　　　　45．776　　　　45．754

241－847　　　　　　245．245　　　244．707

4．12

20．45

11．87

22．52

12．32

16．69

M．31
14．87

20．02

工4．60

4．27

21．16

14．07

24．09

13．49

25．89

14．97

23．13

20．37

16．32

4．13

20．35

11．81

21．69

12．28

16．46

14．29

13．25

20．01

14．43

4．13

20．34

11．78

22．43

12．27

16．35

14．28

11．72

19．99

14．28

4．13

20．釦

11．78

22，43

－2．27

16．36

14．28

12．17

20．o0

M．31

4．13

20．35

11．78

22．45

12．28

16．45

14．29

13．15

20．01

14．’2

4，12　　　　　4．12

20．46　　　　　20．45

11，88　　　1．86
22．53　　　　　225－

12，33　　　　　　2．32

16，74　　　　　　6．67

14，32　　　　　4．31

14，99　　　　　　4．73

20，02　　　　　0．01

14，02　　　　　4．59

3，52

7，89

8．82

10，88

9，21

2．80

29，34

8．85

18．68

3，26

7，30

9．35

10．仙

9，02

3．89

27．45

－2．32

17．oo

3，58

7，95

8．88

－o．ω

9，29

2．80

29，65

7．99

18．90

3，61

8，02

8．95

u．09
9，37

2．81

29，93

7、“

19．08

3，61

8，01

8．93

11，06

9，35

2．80

29，88

7．31

19．04

3，58

7，95

8．88

－o．99

9，29

2．80

29，67
7．93

18．91

3，52　　　　　　3，52

7，88　　　7，90
8、㏄　　　　8．82

工O，08　　　』0卿
9，20　　　9．2－

2，81　　　2．80
29．32　　　　　29137

8，92　　　　　0．78

18．67　　　　　18．70

1，002

1．423

1，O工0

1．423

1，010

一．’28

1，010

i．428

1，010

i．’拠

1．①10

1．’幽

1．002　　　　　1，002

一．423　　　　　1．423

29，9

44，3

25．8

29．8

仙3
25．9

29，6

44，3

25．9

29．6

州．3

25．9

29，8

44，3

25，9

29，8

44，3

25．9

卿．9　　　2919
44，3　　　　　　44，3

25，8　　　　　　25．O

95，4

38．O

95，1

42．3

95，4

38．4

95，4

37．8

95，4

37．8

95．3

拠．4

95，3　　　　　　95，4

38，8　　　38．4

11．694 11．694 11．694 11．694 11．694 11，694 11－694　　　　11．695

仙．4

’O，8

10．3

41，5

40，6

10，3

41．5

’O．8

10．3

41，5

40．8

－0．2

4i．4

40．o

10．3

41，5

40，7

10．3

41，5　　　　　41．4

’o．7　　　　　40，8

10，3　　　　　10．2

1．775

2．685

　851
5．311

1。η6

2．675
856

5．307

1〃6
2．683

　853
5．312

1．776

2．687

　849
5，312

1．776

2，687

醐9
5．312

1．776

2．682

　852
5．310

1．775　　　　　1．775

2．682　　　　　2．687

853　　　凹9
5．310　　　　　5，311

33，4

50．6

工6．0

33，5

50，4

16．1

33，4

50，5

16．1

33，4

50，6

16．0

33，4

50，6

16．0

33，4

50，5

16．1

33，4　　　　　　33，4

50，5　　　50，6
16，1　　　　　16．O

　10．146
　69．090
1－033．612

105．側8

　6．“2
385．551

1－610．489

　10．934
　67．038
1』21，362

　u4－359

　7，887
仙㎜．879

1，792．458

　1〇一022

　69．356
1，023．960

104－830

　6．363
376．210

1，590．741

　9．023
　69．303
1．O14．818

1㎝、η0

　6－M3
370－457

1，575．071

　9．949
　69．325
1．O18，082

工04．224

　6．159
371．417

1，579－156

　10．O15　　　　　　10．150　　　　10．148

　69．466　　　　　　　69．279　　　　68．941

1．0231393　　　　　1，034．193　　1－032．662

104．755　　　　　　105．052　　　105．988

　6－358　　　　　　　0．445　　　　6．443

375．626　　　　　　385－386　　　386．584

1，589．613　　　　1，611．144　　1，610．766

0，03

4．29

64，18

6，56

0．40

23．94

O．61

3．74

62，56

6，38

0．44

26．27

O，63

4．30

64，37

6，57

0．40

23，65

O，63

4．40

64，43

6，62

0．39

23．52

O．63

4．39

64，47

6，60

0．39

23．52

O．63

4．37

64，38

6，59

0．40

23石3

O．03

4．30

制．19

6，57

0－40

23，92

003
．28

64H
．馳

040
2400
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いう便宜上から、APLで書かれたプログラムを用いて行った。

　前節で紹介したモデルを用いて、教育活動の影響を上述の指標で捉えること

にして、いくつかの重要な政策変数を動かして、第2表のようなシミュレーショ

ン結果が得られた。べ一シック・モデルは、100以上のランの中から、観測値

と計算値の誤差が最少になる組合せを選択した。その際に考慮した基準は、ダ

ミー変数をできるだけ用いないで、モデルを構成する各パートごとに、各産業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
セクターに同一のタイプの回帰式を当てはめるということである。この選択基

準を緩めると、よりフィットのよいモデルになり得るが、得られた回帰式の係

数の解釈や産業セクター間の比較が煩雑になる可能性がある。

　　　　　　　　　　5．シミュレーション結果の評価

　第2表で表わされた、いくつかの変数に関するシミュレーション結果から、

そのような前節で紹介した指標を用いて、特徴的な点を述べることにする。こ

れらは、主としてこの分析が総合的な効果のみならず、部門別の効果も検討で

きることによる。

　第2表には、3つの異なる数値が表わされている。つまり、①観察値、②べ一

シック・モデルによる推計値、および③シミュレーションで得られた推計値で

ある。モデル作成のために用いられたデータは、さまざまの公式統計によるデー

タと、それらを用いて筆者が作成したものである。

／1）　1変数のシミュレーション

①第7部門（卸・小売・金融・保険・不動産）が観察値と推計値の差がユ0

　％以上であるが、その他の産業セクターはギャップはかなり小さい。

②各政策変数のシミュレーションによる総合的な影響は、それぞれの変数

（4）産業部門間の相違は、部門ごとに別々のタイプの式を当てはめる方法と、同一の

式で係数を比較する方法があるが、ここでは後者を採用した。
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　とGNPとの弾力性で測定される。そこでは、予想通りに、中等教育経費

　の民間の負担比率（SPS）と高等教育経費の民間の負担比率（SPH）はG

　NPにマイナスの影響を及ぼし、総粗投資（GIT）はプラスの影響を及ぼ

　す。総労働者の失業率（UET）もマイナスの影響をする。マイナスの影

　響の大きさは、UET，SPS，SPHの順である。

③1960年から80年までの部門別の成長の格差は、SPSあるいはSPHより

　もUETとGITとにより影響をうける。UETとGITでは、9部門間で影

　響力が異なり、UETはサービス部門とか粗投資が大きい部門で、より影

　饗する。

④これらの変数の進学率への影響は僅かであるが、高等教育への進学率は

　GITに影響を受けるようである。中等教育の進学率は、1950年代の初めか

　ら一貫して上昇して、1980年は90％程になったように一般化したことによ

　るのであろう。

⑤人口の雇用もここで取り上げた変数からは影響を受けない。人口の方は、

　出生率関数の性質によるものであ乱

⑥犯罪関与に関しては、GITが犯罪の性質と犯罪者数に最大の影響を及ぼ

　す。しかし、その犯罪の減少への影響は、ここで取り上げた変数の中で最

　少である。

　（2）多変数のシミュレーション

　3変数の変化の結合効果も第2表に示されている。それらは、（1）SPSとSP

Hの結合は、影響は相対的に僅かである一2〕第3節で説明したように、UET

は価格変化に決定的な影響をするので、その変化を含む結合効果はかなりの大

きさになる。その他の変数の変化の結合効果もシミュレーションしたが、さき

に述べたモデルのパフォーマンスに密接に関連するもの限って示した。
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（3）政策インプリケーション

　シミュレーションの結果を検討し、その政策インプリケーションを要約する

と、次のようになる。

　　　①犯罪関与に関する教育の二重効果は、高等教育レベルを拡張するこ

　　　　　とが望ましいと示唆している。高等教育を修了するように奨励する

　　　　　ためには、当該レベルの経費に関して公的負担割合を増大すること

　　　　　が必要である。これは高等教育が公的に委ねられなければならない

　　　　　という意味ではない。

　　　②政府が職場を創出することは可能であるが、失業率は必ずしも政策

　　　　　変数ではない。しかし、これはどの国にとっても、鍵になる政策目

　　　　　標の一つを示している。失業率は、多くの産業部門で、利子率変化

　　　　　に逆に閤連し、投資に影響を与える。ここで取り扱ったような好況

　　　　　の期間には、経済成長による逆の影響がそれをほとんど上回る。経

　　　　　済成長を促進するような要因を考えるのは重要であるけれども、福

　　　　　祉政策に影響を及ぼす教育の長期的な効果といったものを考察する

　　　　　には、統合化されたフレームの中でそのような要因を検討する必要

　　　　　がある。

　　　③このモデルの粗投資は公私の投資から形成されている。そこで、公

　　　　　的投資が増大すると、私的投資が減少するかもしれない。投資総額

　　　　　を促進するために、利子率の操作というような金融政策が重要であ

　　　　　る。ここでも、日本経済で観察される一般的な上昇傾向による投資

　　　　　への強力な影響があることには注意が必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　6．おわりに

　シミュレーションの結果は、一見したところ、決定的なもののように見える

が、それらはモデル構築にあたって用いた仮定を反映するものでもある。その
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ような仮定はモデルの有効性を制約するが、同時にこれからの研究・調査の方

向を示唆するものである。ここで用いたモデルは、それは本来持っている性質

とデータの利用可能性によって制約されている。これらの制約は互いに関連し

ているが、ここではそれぞれ別々に指摘すると、

モデル自体が持つ制約に関しては、①海外部門を除外していること、②政府部

門が未分離であること、③金融部門を明示化してないこと、そして④不労所得

を導入してないことなどである。

データの利用可能性に関しては、①学歴別の労働者の統計が未整備であること、

②教育統計の未整理であること、③非正規の教育活動の統計が不備であること、

そして④生産額を価格と数量に分離することなどに関連するものである。

　この研究は、多部門モデルを用いて教育政策の影響を分析するものである。

データの利用可能偉が改善されると、べ一シック・モデルとしてよりフィット

のよいものがえられるであろう。そこで、何よりも求められるのは、関連する

統計の整備である。

　この研究の対象は教育であるが、このようなモデルを使用して、教育と同様

に、学際的な分野の分析が可能になる。

　小稿は、主として拙著［2］のパートIを紹介したものである。ここで述べ

なかった部分を含めて、より詳細には拙著を参照にされたい。

　　　　　　　　　　　　　　参考文献
［ユ］　Konishi，Y．，“Education，Subsidy　and　Resource　A11ocation＿A　Mu1ti

　　＿Sectora1Simu1ation　Mode1by　System　Dynamics＿”，

　　Working　Paper　No37，Kobe　Univ－of　Commerce，1977，

［2］　Konishi，Y．，A　Quantitative　Ana！ysis　for　Educationa1Po1icy　in　Post

　　war　Japan，Kobe　Univ．，1989
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2国モデルにおける金融政策

ターゲットのゲーム論的選択＊

井　澤　秀　記

　　　　　　　　　　　　　　　　　I

　金融政策手段（m㎝etary　poエicy　instruments）の最適選択の問題は、W．

プール（1970）によって最初に、閉鎖経済下における確率的マクロモデルの枠

　　　　　　　　　　　（1〕
組みにおいて論じられた。そこでの結論は、所得の分散を最小化するためには、

もしI　S曲線（財市場）がLM曲線（貨幣市場）より安定的ならば、利子率が

金融政策手段（中間目標）として優れており、反対に、LM曲線がI　S曲線よ

りも安定的ならば、マネーサプライが選ばれるということであった。

　小国開放経済下においては、従来、最適為替介入（管理）政策に関する多く

の文献があ．り、また、近年では賃金インデクセーションを考慮した金融政策ルー

ルの設定の問題としても論じられてきた。しかしながら、今日の経済および政

策の相互依存関係を考慮すると、大国を所与とした小国の分析では明らかに不

十分である。そこで、2国モデルのフレームワークの中で金融政策手段の選択

にゲーム論を応用することが、Tumovskyandd’Orey（1989）によって行わ
　　　　（2〕
れている。そこでは、マネーサプライ・ターゲットと金利ターゲットの間での

＊　本稿は、文部省科学研究費の一般研究A「米ドルの動揺と環太平洋圏の金融・資本

市場における資金循環の理論的実態的研究」　（課題番号63410014）の成果の一部であ

　る。付記して、謝意を表する。

（1）Poo1e，W．，‘‘Optima1Choice　ofMonetary　Po！icy　Instruments　in　a　Simp1e

Stochastic　Macro　Mode1，”馳αr妙妙Jo〃πα王。デ亙。oπo㎜｛c8，vo1．84，no．

2，pp．197－216（May，1970）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263



経済経営研究第39号（I・皿〕

選択が取り扱われていたが、本稿では、為替レートの過度な乱高下やミスァラ

インメントを憂慮して、近年金融政策の運営において為替レートの重要性が増

大していることから、為替レートターゲットをも加えて分析を拡張することに

する。

　　　　　　　　　　　　　　　　皿

　合理的期待2国マクロモデルが、以下に示されている。単純化のために、同

一な2国、購買力平価説が仮定されている。体系は、均衡値からの乖離の形で

表わされている。

p圭＝P！十8主 （1）

γ土十γ～＝α1（γ圭十γ！）一α2［4一（理p‘、、一P土）］　　　（2）

　　　　一α邊［ぺ一（凪P一、f－Pt‡）］十σt・

　　　　0＜αj〈ユ，　　α2＞0

M圭一P圭＝　β1γ圭一β。∫；十γ≡

M主ヰーp圭＊＝β1Y圭㌧β。∫～十γ土串

　　　　　β工＞0，　　β。＞0

4：∫圭＊十易8主、、一s圭

γ圭＝γ［P土一風．lpコ十W圭

（3）

（4）

（5）

（6）

　　　　γ～＝γ［P‘＊一理．、p圭＊1＋W！　　　　　　　　（7）

　　　　　　　　　γ＞0

（2）Tumovsky，Sl，and　V，d’Orey，“Tho　Choice　of　Monetary　Instrument

　in　Two　Interdependent　Economies　under　Uncertainty，”Jo〃παj　oゾMoπθ一

　fαrツ五。oηoπ｝三。8，vo1．23，no．1，pp．121－133　（January，ユ989）．
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　ここで

　　　　γ＝実質産出量（自然産出量からの乖離）

　　　　P＝国内産出物の価格

　　　　8＝為替レート（外国通貨1単位当たりの国内通貨のタームで）

　　　　∫＝名目金利

　　　　M＝マネーサプライ

　　　　刃F亡期に利用可能な情報に基づく条件付き数学的期待値のオペレー

　　　　　　タ

　　　　σ＝世界の財需要における撹乱

　　　　γ：貨幣需要における撹乱

　　　　w＝財の供給における撹乱

　変数は、名目金利を除いて、対数表示されている。外国の変数にはすべて、

＊が付けられている。

　内生変数：Kγ‡，P，戸，およびM，M‡，ム戸，Sのうち3つ、計7つ．

「π一1問題」により、両国が異なる8を同時に選ぶことはインコンシステント

であることから、金融政策のターゲットは、自国の金融当局にとっては（M，

∫）のうちから1つ、外国の金融当局にとっては（Mホ，戸，8）のうちから1

つずつ選ばれるものとする。

　（1）式は、購買力平価式を表わしている。各国は共通な貿易財を生産し、一物

一価の法則が成り立つと仮定する。（2）式は、世界の財市場の需給均衡式を表わ

し、世界の財需要は、世界の総所得、各国の予想実質金利、および財需要の撹

乱に依存している。なお、貿易収支は、世界全体ではゼロ・サムである。（3），

（4）式は、自国および外国の貨幣市場の均衡条件を表わしている。国内の債券と

外国の債券の間で完全代替が存在するならば、15）式のようなカバーなしの金利

平価式が成立する。（6），（7）式は、1期の賃金契約モデルから導き出された標準

的なルーカス型の総供給関数を表わしている。生産物価格に予期せざる変化が
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生じた場合に、産出量は自然産出量から乖離することになる。労働は国際的に

移動しないと仮定されている。予期せざる一時的な撹乱は、確率変数であり、

0の平均と、有限で一定の分散をもち、独立に分布すると仮定する。合理的期

待の下では、全ての期待はコンスタントになり、乖離の形で表わすと、

　　　　風P‘、、＝易P士十r＝凪Sエ、、：0　　すべての亡について

となる。

　金融当局の目的関数は、摩擦のない経済一賃金および物価が完全に伸縮的

で、労働市場がクリアーしている一における所得（γ）の周りでの所得の分

散を最小化するようにマネーサプライ、名目金利、ないし為替レートのいずれ

かをコントロールするものとする。すなわち、

　　　　MinΩf　F理．、（η一γパ　　　　　　　　　　　　　　　（8）

　　　　MinΩ～＝凪．、（ぺ一ぺ）2　　　　　　　　　　　　（8’）

ここで

γf三冶W士，㍗＝々W圭｝，

　　　　1＋〃
冶＝　　　　　　＜1
　　　1＋η十γ

　　π＝労働供給の実質賃金に関する弾力性

　　γ＝定数

　まず、金融政策ターゲットの6つの組合せにおけるγとγ＊の誘導型を求め

ること．にする。

（i〕両国がマネーサプライ・ターゲットを用いる時、（1）～（7）式より、γと

γ｝（以下、時間を表わす添字である士を省略する）について解くと、

266



　　　　　　2国モデルにおける金融政策ターゲットのゲーム論的選択（井澤）

γ＝α、（M一の十α、（〃一γ“）十α。σ十α、W＋α、W‡

γ‡＝α。（M一γ）十α1（〃一γつ十α畠σ十α。W＋α〃｝

ここで

11一
?m岩・、十β≒β、、1・・

⑳一
k一1＋β≒β、γ1・・

　　α。＝β。γ／2△1　　〉0

　　α。＝（1＋β。）α、／γ　＞0

　　α。＝（ユ十β王）α。／γ　＜　0

　　　△1…　α。（1＋β雪十β1γ）十γβ。（1一α1）＞0．

（ii）名目金利が両国でターゲットとして用いられる時、

　　　γ＝ろi∫十b室戸十63σ十ろ4w＋65w‡

　　　γ‡＝あ2∫十61戸十b3σ十あ…W＋わ’W‡

ここで

1ユー一
?m麦・11・リ・一号［1一麦1・・

う3＝　γ／2△2＞　0

わ’二一61／γ＞0，　6岳＝一ろ2／γ＜0

　△王…γ（1一α】）十α里＞0、
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ω　自国がマネーサプライを、外国が金利をターゲットとして用いる時、

　　　γ二。1（M一γ）十。2戸十。3σ十。4W＋c量W‡

　　　γ‡＝el（M一の十e2戸十e3σ十e4W＋e…W“

ここで

　　　cl＝γ［2α2＋γ（ユーα1）］／△3＞0

　　　c里＝　γ2β呈（1一α1）／△。＞0

　　　c。＝　γβ。／△害　＞0，　　c。＝　（1＋β。）c、／γ　＞0

　　　c5　＝　一。2／γ　＜0

　　　e1＝一γ2（1一α1）／△茗＜0

　　　e。＝　一γ［2α。（1＋β圭十β1γ）十γβ孟（1一α1）］／△。＜0

　　　e。＝　γ　（1＋β。十γβ1）／∠＼ヨ　＞0

　　　e。＝　（工十β。）e、／γ　〈0

　　　θ5　：　一e2／γ　＞0

　　　　△。…2α。［1＋β里十γβ、］十γ（1一α、）（1＋2β宮十γβ、）　＞0．

㈹　自国が金利を、外国がマネーサプライをターゲットとして用いる時は、

　　　γ＝e、（M一ホーγ｝）十e2∫十e宮σ十eヨW＋e｛W‡

　　　γ｝＝c1（M‡一γつ十。2∫十。3σ十。5W＋c，W＊

　（V〕白国がマネーサプライを、外国が為替レートをターゲットとして用いる

時、

　　　　γ＝／1（M一一γ）十！28＋！3σ十！。W＋！5W＊

　　　　γ｝＝／1（M一γ）斗928＋！ヨσ十94W＋95W＊

　ここで
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　　　　α2∫1　＝　　　　　　＝　α1＋α望＞　0
　　　△。β。

　　　γ（1一α1）

∫1＝　　　　＞0
　　　　2△4

　　　1ゾヨ　：　　　　　＝　α3　＞0

　　　2△4

・一士／午（1・太）・1一αJ・・

　　　一1＋α1
∫；＝　　　　＜0
　　　2△4

g王＝∫里一γ　＜0

9・＝ムー1＜0，　9・＝！・十1＞0

　　　　　　　　　　1　　β1　1　　△1
　△。≡1一α1＋α室（一十一十一）＝一＞．
　　　　　　　　　　β。γ　　β圭　　γ　　　γβ。

同　自国が金利を、外国が為替レートをターゲットとして用いる時、lii）に

おいて戸＝∫十8を代入して

γ＝（6、十ろ王）∫十6星8＋ろ宮σ十わ4W＋65W‡

γ㌧（6、十6王）∫十6，8＋63σ十わ、W＋ろ、W‡

　以上のように、外生的ショックが2国の経済に及ぼす影響は、選ばれる金融

政策の手段ないしターゲットに依存していることがわかる。2国において同じ

ターゲットが選ばれる時には、経済構造の対称性により、γおよびγ｝の誘導

型もまた対称となる。しかし、2国において異なるターゲットが選ばれる場合

には、その対称性はなくなる。

　　　　　　　　　　　　　　　㎜

マネーサプライ、名目金利、ないし為替レートを金融政策の代替的なターゲッ

トとして、2国におけるナッシュ（Nash）解を決定することが、ここでの目的
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である。

　確率変数であるショックが、OVer　timeに独立に分布し、金融当局にとって

未知であると仮定すると、（8）、（8’）式のような目的関数は、各国において選

ばれた金融政策のターゲット、および撹乱の分散・共分散に依存する。他国の

ターゲットを所与とすると、最適条件より、両国ともにターゲットの値を0に

設定することが求められる。

　表1は、2×3利得行列（payoffmatrix）で、個々にショックが発生した

際に金融政策ターゲットの異なるレジームの下での最小化された厚生コストを

表わしている。金融政策手段の最適選択は、いずれの金融当局も一方的にそこ

から乖離するインセンティヴをもたないという意味で、ナッシュ均衡であると

定義される。以下のすべての場合において、撹乱の分散は1であると仮定する。

　　　　　　　　　表　1

1、世界の財市場における需要ショック（σ）　σ3＝1

自国外国　M‡

M
∫

戸

（α。ヨ，α。＝）　（c。…，θ。至）　（αヨ丘，α晶2）

（ε。2，cヨ！）　（6ヨ里，ろ。2）　（b。ヨ，6～）

2．　自国における貨幣需要ショック（γ）　　σξ＝1

自国外国　が

M
∫

戸

（α］2，α。呈）　（・、2，e1王）　（∫、呈，プ1＝）

（O，0）　（0，0）　（0，0）

3．外国における貨幣需要ショック（γう　　σ釦＝1

自国外国　M｝

M
∫

戸

（α22，α王＝）　　（0，　O）　　　（0，　0）

（ε、2，cl’）　（0，0）　（O，0）
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4．両国における貨幣需要ショック（γ＝γt）　σ3＝σ書．＝Cov（γ，γ‡）＝1

　　　外国
自国

M
∫

M＊

（α、十α里）ヨ，（α1＋α。）；

　呈　　　　　；

e1，　C1

戸

。l，　ε1

0，　0

（αI＋α。）’，（α］十αヨ）ヨ

O，0

5．　自国における供給ショック（W）

　　　外国
自国

M
∫

Mホ

（α。一々）＝，α～

（2亘一々）＝，c．2

戸

σ島＝1

（C。一島）2，ε。！

（ら。一た）呈，b～

帆一ゐ）！，8～

（わ。一々），，6弓ヨ

6．外国における供給ショック（W’）

　　　外国
自国

M
∫

M‡

αヨ！ C（αr冶）；

ε～，　（Cr冶）！

戸

σか＝ユ

。～，　（θ目一為）里

わヨ里，　（br尾）＝

！ミ…，　㊤。一ん）里

b～，　（b。一ゐ）；

7．両国における供給ショック（W＝W．）

　　　外国
白国

M

M“ 戸

σ島＝σか＝Cov　（W，W｝）＝j

（α。十α。一々）呈　　　（c。十。。一色）呈　　　（α。十α。一々）＝

　　　（α。十αドゐ）2　　　（召。十ε。一々）空　　　（伽十α。一ゐ）ヨ

（θ4＋θ5一々）＝　　　　　（6。十ろ亘一ゐ）2　　　　（b。十わrゐ）王

　　　　（c』十。；一た）王　　　　（b。十6；一ゐ）王　　　　（わ4＋あ；一々）2

鮭）各利得行列には、自国と外国のターゲットのペアに対応した最小の経済厚生コスト

　（所得の分散）が示されている。

　1．世界の財市場における需要ショック（ωのケース

　α。＜θ。，cヨ〈6。，α。＜あ。より、M－M＊、およびM－Sがナッシュ均衡であ

り、経済厚生上のロスは、　（α。2．α・2）でいずれの場合も等価である。M’一M一“

の組み合わせは、財市場における需要ショックが支配的な場合に、マネーサプ
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ライをコントロールした方が所得の分散をより小さくするというPoo工eの結論

と同じである。

　2．　自国における貨幣需要ショック（ηのケース

　ト〃＊，∫一戸，および∫一8が、ナッシュ均衡で、いずれの場合も（0，0）で

等価である。白国は、自国の金利をコントロールすることによって、白国の貨

幣需要ショックを完全に吸収し、他国の選択にかかわらず、自国および外国の

所得を完全に安定化することができる。

3．外国における貨幣需要ショック（γ｝）のケース

同様に、M一戸，M－8，ト戸，および∫一8がナッシュ均衡である。

　4．両国における貨幣需要ショック（γ＝γ‡）のケース

∫一戸，∫一sがナッシュ均衡で、さらに（α1＋α。）2＜θ12、すなわち、α。△。

＜γ（1一α1）△1ならば、M－M‡もナッシュ均衡となる。ただし、M－M’＾

はパレート劣位であり、∫一戸、ないし∫一8は、perfect　equi1ibriumである。

　5．　自国における供給ショック（W）のケース

　αヨ2＜e・2，c～＜ろ～，α～＜8～より、M｝が外国にとってはドミナントな戦略

である。　（αド冶）2，（e・一冶）2のうち、たとえば（α・一々）2がより小さい値を

とるならば、M－M’ホがナッシュ均衡である。自国の選択は、パラメータの値

に依存するが、少なくとも1つのナッシュ均衡が存在する。

　6．外国における供給ショック（W“）のケース

　α～＜e～．c～＜ろ・2，！・2＜6・2より、Mが自国にとって∫や8よりも優れてい

る。　（αド先）2，（e。一冶）2，ないし優。一尾）2のうち、たとえば（α。一尾）2が一番
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小さい値をとるならば、M一一M’‡がナッシュ均衡となる。

　7．両国における供給ショック（W＝Wつのケース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
　パラメータの値に依存するため、一義的に決定できない。例えば、もし、

（α。十α。一冶）望＜（e。十e。一為）2ならば、少なくともM－M＊はナッシュ均衡で

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　w

　以上のように、対称な2国マクロモデルの枠組みにおいて金融政策ターゲッ

トの選択が分析され、個々にショックが発生した場合に、少なくとも1つのド

ミナントなナッシュ均衡が存在することが明らかになった。しかし、ここでは

マネーサプライと名目金利の他に、為替レートもターゲットに加えることによっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
でより多くのナッシュ均衡が存在する結果となった。

　今後の課題として、国際金融政策協調の文献において従来、マネーサプライ

が金融政策手段としてよく用いられているが、常にM’一M‡の組み合わせが選

（3）ターノフスキー＝トレイ（ユ989）は、「M－M．と∫一rがナッシュ均衡である。」

　（p．131）と述べているが、筆者の計算によれば、追加的な条件なしにはそのように

結論できないのではないかと思われ乱この点について、ターノフスキーに直接問い

合わせたところ、ユ989年ユエ月20日付けの返信において筆者の指摘が正しいことが認め

　られた。

（4）ナッシュ解のmu1tip1icity問題については、Canzoneri，M．，and　D．Henderson，

　“Optima！Choice　of　Monetary　Po1icy　Instruments　in　a　Simp丑e　Two－

country　Game”，in　F．van　der　P1oeg　and　A．J．de　Zeeuw（eds），Dツπα肌一

｛c　Po此ツGαmε8jπ亙。oπo㎜±cs，North－Ho1－1and（ユ989）を参照のこと。また、

対称な2国モデルにおける和の体系（協調ルール）と差の体系（介入ルール）での各

種ショックに対応する最適ルールについては、Fukuda，S．，and　K．Hamada，

　“Towards　the　Imp1ementation　of　Desirab1e　Ru1es　of　Monetary　Coordina－

tion　and　Intervention，”　in　Toωαrdα　Worjdρ∫亙。oπoη冗ic　S士αb〃〃ツ．ed．，

by　Y，Su呂uki　and　M．Okabe，Univer昌ity　of　Tokyo　Press（1988）を参照のこ

　と。
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ばれるわけではないことから、不確実性下での金融政策手段（ないしターゲッ

ト）の選択と総合した国際金融政策の（非）協調を考察する必要があろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エ989年〃月記）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
企業の実物投資行動と金利の期問構造

宮　尾　龍　蔵

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　金利の期間構造（the　term　structure　of　in七erest　rates）の理論は、金融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
市場で決定される短期金利と長期金利の相互関係を明らかにする理論である。

長短金利の相互関係は、金融政策の波及メカニズムにおける中心的な問題であ

り、大変重要である。短期金利は金融当局の介入によってしばしばコントロー

ルされ、その変化が長期金利へと波及し、企業の実物投資などに影響を及ぼす。

長短金利の関係を明らかにすることは、金融経済と実物経済の相互関係の一面

を明らかにすることになる。

　本論文の目的は、実物的な経済活動、特に企業の実物投資行動の、金利の期

間構造へ及ぼす影響について明らかにすることである。これまでに、期間構造

に関して様々な理論的分析が行われてきたが、金融部門の分析がその中心であっ

た。Lu七z［ユ940コ、Hicks［1946］、Modig1iani＆Sutch［1966］、Ne1son

［1972］などは、資金の貸し字および借り手の資産選択行動に注目し、期間構

造を論じた。Friedman　and　Ro1ey［1977］は、各経済主体の資産選択行動を

その特徴に応じて特定化し議論した。Shiner［1982コなどによる異時点間の資

産価格モデル（intertempora1asset　pricing　mode1）は、実物部門として家

＊　本稿は、宮尾［1988］、　［1989］に基づき、議論を修正・拡張したものである。

（1）債券の利回りを規定する属性としては、残存期間の他に信用リスク、クーポンな

どが挙げられ乱期間構造の理論では、その他の属性については等しく残存期間のみ

異なる債券を考え、その利回り格差を考察する。
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計を取り上げ、その消費行動と資産選択（貯蓄）行動を分析した。しかし、こ

れまでのいずれの仮説も、企業の実物的な経済活動を考慮するまでには至って

いない。企業の実物的な決定（生産、実物投資など）と金融的な決定（資金の

運用・調達行動）とは互いに決して独立なものではなく、前者は後者と密接に

関連しつつ期間構造に影響を及ぼすと考えられる。企業は自己の利潤を最大化

すべく実物投資を決定し、同時にその投資資金の調達方法を決定する。企業の

実物投資が増えると、長期資金の借入れ額が増大する。すると長期金利が短期

金利に上ζべ相対的に上昇し、長短金利格差は広がる。明かに、企業の実物活動

は金利体系に影響を及ぼす重要な要因なのである。本稿の分析により得られる

主要な結論の一つは、将来の経済状況（売行き、景気の動向）に対する予想が

より強気になれば、企業は実物投資を増やすことになり、上記の経路を通じて、

金利格差は広がるということである。

　本稿におけるモデル分析の概要は次の通りである。2経済主体（企業、家計）、

2債券（長期、短期）の単純な資金循環を想定し、2期間モデルを用いて、各々

の主体均衡を明らかにする。そして、そこで導出された各債券需要を総計し、

市場均衡により決定される長短債券金利とその格差について検討する。

　本論文の構成は以下の通りである。まず2節において、期間構造に関する主

要な理論について簡単にサーベイを行う。そして3節以降、本稿のモデル分析

に移る。3節では、まず諸仮定について検討する。4節では、企業、家計それ

ぞれの実物的及び金融的な決定を論じ、それぞれの長短債券需要を明らかにす

る。5節では、総計された市場全体の債券需要関数を用いて、期間構造の決定

について検討し、最後に6節では、得られた結論の政策含意について考察する。

　　　　　　　2．従来の諸仮説に関しての簡単なサーベイ

　本稿のモデル分析に先立ち、これまでの議論を整理することは有益であると

思われる。金利の期間構造に関する従来の諸仮説のなかで、主要なものとして
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　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
次の6つの仮説をとりあげ概説する。

　①Lutz［1940］による純粋期待仮説（pureexpectationhypothesis）、

　②Hicks［1946］による流動性プレミアム仮説σiquidi七ypremiumhypothesis）、

　③Modig1ianiandSutch［1966］［1967］による特定期間選好仮説（prefer－

　　red　habitat　hypothesis）、

④Ne1son［1972］による2期間の期待効用最大化モデル、

　⑤Shi11er［1982］等による異時点間資産価格決定モデル、

　⑥FriedmanandRo1ey［1977］による構造モデル（struc七ura1mode1）。

　これらの仮説の主張を理解し、その特徴および問題点を考える際、次のよう

な7つの視点が重要である。

　（・）各市場参加者を同質的なものと仮定しているか、異質なものと考えている

　　か、（異なる主体グループを想定しているかどうか）

　（b）人々の将来の不確実性に対する態度が危険回避的かどうか、

　（・）将来金利の予想について、人によりその予想値は異なると考えているかど

　　うか、

　（d〕人々の行動に不確実性下における資産選択の理論を応用しているかどうか、

　（・）実物的な経済活動が考慮されているかどうか、

　（f）市場での需給一致を明示した形で期間構造の決定を議論しているかどうか、

　（9〕期間構造の決定要因として何を重視しているか（結論）

これらの視点に留意しつつ、各仮説について概観してみよう。

（2）ここでの議論の詳細については宮尾［1988］を参照。その他、本稿で検討されな

い仮説としては、長短債券市場は完全に分断されているとするCu1bertson［1957］

の主張がある。彼は、純粋期待理論（Lutz［i940］）でおかれている諸仮定に関して、

その現実妥当性が乏しいとしてそれを批半リした。彼の批判に関する解説としてはたと

えば、三木谷［1962］を参照。また、理論と共に実証研究に関するサーベイも行って

いるものとして、たとえばShi11er　and　McCu11och［1987］、黒田［1982］、［1988］

などがある。
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　①純粋期待仮説

　市場参加者全員が将来の短期金利の予想を正確に行い、従ってその予想値は

全員に共通の（同一の）ものであると考える。また、各人にとって長短債券は

完全に代替的であると仮定する。これらの想定のもとで、貸し手は、最も大き

な投資収益を実現できる市場へと参入し、借り手は最も小さい費用で借入れを

行うことができる市場へ参加する。このような裁定行動の結果、市場では次の

ような均衡式が成立する。

（1＋R叫。）乎＝（1価）（！＋・1）…・（1＋r、．、） （2－1）

ここでR私。は0時点における残存期間π期間の債券（クーポンのない割引債）

の複利・最終利回りであり、r。σ＝0，1，……，η一1）は現在および将来におけ

る短期金利である。

　また、（2－1）式の両辺に対数をとって線型近似すれば、次式が得られる。

　　　　　　1
　　　月蜆．。＝一（（十（十……十・凧．、）　　　　　　　　（2－2）
　　　　　　η

つまり、残存期間η期の債券利回りは、現在（0時点）から将来（η一1時点）

までの短期金利の平均値に等しくなる。

　純粋期待理論においては、長短金利の相互の関係は「期待」要因によって、

すなわち将来の短期金利に対する市場の平均的な予想値によって完全に説明さ

れる。

　②流動性プレミアム仮説

　①において想定されていた、長短債券は完全に代替的であるという仮定を緩

め、投資家は危険回避的であることから長期よりも短期の投資期間を選好する

と想定する（つまり、投資家と借入者を区別する）。その結果、長期債利回り

に不確実性のリスクの分だけプレミアム（η）が支払われることとなり、均

衡において以下の式が成立する。
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（1＋私。）π＝（1＋川（1＋戸1＋τ・）……（1＋戸別．、十η）

ここで、τ。＜……＜τ、である。あるいは、

　　　　　　1
　　　私。＝一（（十戸1＋……十月並．、）十㍗

　　　　　　π

（2－3）

（2－4）

となる。ここで、τ王’＜……＜τπ’である。

　以上より明らかなように、長期債の利回り（月並，。）と短期債の利回り　（川

の両者相互の関係は、将来の短期金利の市場の平均的な予想値（弓，ノ＝1，…，

η一1）という「期待」要因に加えて、残存期間（π）にのみ依存する固定的な

流動性プレミアム（㍗）一リスクプレミアム、あるいは期間プレミアムと

も言われる一によって決定されることになる。

　③特定期間選好仮説

　先の2仮説をより一般化し、投資家はそれぞれ異なった投資期間を選好し、

また借入者についても同様にそれぞれ異なった借入れ期間を選好すると考える。

その結果、②において正で固定的であった期間プレミアムは、各時点における

当該債券の需給状態を反映して正負いずれの値にもなりうると主張する。つま

り、期間構造は、短期金利の予想と可変的な期間プレミアム（それは債券の需

給の度合（特に供給）によって変化する）により決定される。

　④2期間の期待効用最大化モデル

　本モデルの大きな特徴は、これまでの金融部門の行動の議論に、不確実性下

における資産選択の理論を応用したことである。それにより、各人の危険資産

と安全資産の分散投資を明示的に扱うことが出来る。そこでは人々の将来金利

に対する予想値が異なることが考慮され、また、市場の需給一致による均衡金

利の決定が論じられる。結論として、③と同様に短期金利の予想と可変的な期

間プレミアム（短期金利とビジネス・コンブイテンスに依存する）により、期

間構造が決定される。
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　⑤異時点間資産価格決定モデル

　代表的主体として、消費と貯蓄（債券投資）を行う家計を考え、その生涯に

わたる期待効用最大化の枠組みのもとで債券価格の決定が論じられる。最大化

問題の一階の条件式を変形することにより、期間プレミアム決定式が導出され

る。その結論は次のように要約される。（1）期間プレミアムは、将来の経済状態

に関する期待、投資家の危険回避度、およびインフレ期待に依存寺る。（2j期間

プレミアムがゼロになり純粋期待理論が成立するためには、投資家が危険に関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
し中立的であり、かつ物価変動が完全に予見されていなければならない。

　⑥構造モデル

　本モデルの特徴は次のようにまとめられる。（1）市場参加者はそれぞれ異質で

あるという認識に基き、全体をいくつかの主体グループに分類し、各主体に特

徴的な資産選択行動を明示する（代替資産、また、取引コストを考慮した調整

態度などについて特定化する）、（2〕各主体グループの需給を総計し市場均衡に

より金利の決定を論じる。期間構造の決定要因としては、当該債券の需給に影

響を与える諸要因（それは各主体グループにより異なるが、それぞれにとって

表1－1

①

同質

中立

同じ

×

×

×

②

異質

回避

同じ

×

×

×

③

異質

回避

同じ

×

×

×

④　　　　⑤　　　　⑥

同質　　　同質　　　異質

回避　　　　回避　　　　回避

異なる　　　同じ　　　　？

　○　　　　○　　　　　O

　×　　　家計の消費　　　×

　O　　　　　×　　　　○

（3）なお、①から⑤までのいずれの仮説においても、期問構造の主要な決定要因とし

て金利の予想値があげられており、その意味からこれらは広義の「期待理論」と言わ

れることもある。従って、それらは、期間プレミアムをゼロとする「純粋期待理論」

（①）、「固定的な期問プレミアムを考慮する期待理論」（②）、「可変的な期間プレミア

ムを考慮した期待理論」（③④⑤）というように分類される。
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の代替的な資産の収益率、投資家の需要態度、供給量など）が挙げられる。

　以上の各仮説の主張を、前述の（・）から（f）までの視点についてまとめてみると、

表1－1のようになる。

　以上、各仮説の主張を概観してきたが、企業の実物経済活動だけはいずれの

仮説においても考慮されていない。企業の実物投資は、明かに、長期借入れを

通じて長短金利格差に影響を及ぼす。企業の実物活動を含め、上記の（・）から（f）

までの視点の全てを考慮して期間構造を論じたのが本稿の以下のモデル分析で

ある。すなわち、それぞれ危険回避的な異なる主体グループ（企業および家計）

を想定し、資産選択の理論（期待効用最大化）を用いて主体均衡を論ずる。そ

して、各人の将来の予想値はそれぞれ異なるものとして注意深く各債券需要を

総計し、債券市場の需給一致によって長短金利の決定を議論するのである。

　　　　　　　　　　　　　　3．諸仮　定

　以下のモデル分析に先立ち、次の仮定を置く。

（1〕経済主体について

　代表的な経済主体として、本稿では企業と家計という2主体グループを考え

る。企業、家計はそれぞれ長期的な計画期問のもとで実物的な経済活動（生産、

実物投資、および消費など）と金融的な経済活動（資金の貸借）を共に営んでいる。

（2）期間について

　長期を2期、短期を1期と仮定する。財の生産には長期間（2期間）要する

ものとする。

（3）財の種類について

　物的な財は1種類とし、それは消費財でありかつ生産財である。金融資産は

短期債券と長期債券の2種類とし、それぞれデフォルトリスクはないものとす
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る。長期債券は1期間後には残存1湖ものの債券となるが、それは今期の短期

債券と全く同質であると想定する。

（4）財の取引について

　実物的な取引はすべて2期間毎の各期首に行われるとする。企業の生産に要

する期間は2期間であり、その間隔で実物取引は行われると考える。すなわち、

企業は2期間毎の各期首に、出来上がった財を市場へ供給し、労働者を雇用し、

賃金を支払㌔また、投資財も購入す糺家計は2期毎の各期首に所得を受け

取り、今期と来期にかけて食べるだけの消費財を購入する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
　一方、債券の取引は各期の期首に行われるとする。各主体は短期債、長期債

いずれに関しても、取引コストなしで自由に購入・発行できるとする。また、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）
議論を簡単にするため、長期債の途中売却はないものとする。

（5〕貨幣需要について

　単純化のため、各主体の資産選択の際、貨幣需要は外生的に与えられている

ものとする。また、その需要額は計画期間を通じ一定とする。

（6）効用関数について

　各主体が想定する効用関数μ（・）は、議論を単純化するために、すべて絶対

　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
的危険回避度一定の効用関数とする。確率変数をγとすれば、

（4）ここでの物的な財と債券との取引間隔の違いは、市場の調整スピードの違いを反

映している。財については、生産に長期間要することから調整スピードは遅く、一方

債券など金融資産は、日々金融市場において需給が一致するため調整スピードは速い。

（5）長期債の途中売却を考慮した場合については、宮尾［1988］を参照。そこでは、

企業、家計以外に計画期間短期・長期の債券投資家も想定されており、計画短期の投

資家にとっては危険なメニューとして長期債の途中売却、そして安全なメニューとし

て短期債投資という2つの資産選択メニューが考えられている。
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〃（η＝一λe』γ十月

と表される（λ，Bは共に定数）。ここでαは、各主体がそれぞれ主観的に想定

する絶対的危険回避度である。砒’〉0、α”〈0であるので、各主体は危険回避

的な主体である。

（7）不確実な変数について

　来期の短期金利（r1）が不確実な変数であり、それは平均が戸1、分散が

σ、1の正規分布に従うと想定する。すなわち、r1～w（戸］，σ、1）である。

（8）Notation

　1）主体を表す添え字：！、んは、それぞれ企業、家計を表す。各主体グルー

プは総計N企業、P家計（代表はそれぞれ冶，z）存在しているとする。

　2）金利：r舌、馬は、それぞれ亡期首に市場で成立している短期金利および

長期金利である。

　3）債券需要、その他：研、1、助，‘は、それぞれ8主体の亡期首における短期

債券の需要量、および長期債券の需要量（ただし負の値の場合は、いずれも債

券の発行量）を表す。また、M…、M葦、瑚，1は、それぞれs主体の古期首にお

ける貨幣需要額、亡期首に実現する貨幣資産額（満期となった債券の元利合計

（6）絶対的危険回避度一定の効用関数を使うことにより、その期待値の計算が大変容

易になり、債券需要導出の際の計算が大変容易になる。不確実な変数をγとし、いま

それが平均γま分散σγ＝の正規分布に従うとする。その時γの期待効用は、

　　　　　　　亙α（γ）＝亙［一λ召1γ十B］

一∬［一λ・■”・・1川州

となる。ここで∫（γ）は正規分布の密度関数である。これを言十算し整理すれば、

　　　　　肋（の一一λ。πρ［一α（〆ユσγ・）1＋B　　　（A－1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

となる。
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と貨幣ストック類）、そしてt期首に保有している短期債券（長期債券の残存

1期もの）のストック類を表す。

　　　　　　　4．各経済主体の実物経済活動と資産選択行動

　本節では企業および家計の実物的な経済活動と金融的な経済活動（資産選択

行動）を議論し、各主体の長短債券需要について検討する。

4－1．．企業の実物投資決定と資産選択

（1）各期の予算制約式

企業σ）の0期、1期および2期における予算制約式は次の通りである。

　　　砺十寓，。十Q。＝κ十助。十硯。十M毛　　　　　（4－1）

　　　M｛十（1＋・；）B｛，。十風．、＝冴，、十机　　　　　　（4－2）

　　　M毛十（1＋（）（厨、、一風、、）十（1＋月。）2硝．。十Q。（κ’β）：F。，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3）

ただし　M毛＝M’壬、十（1＋r一、）1硝．．、一風．．、1＋（1＋月一。）2硝，．、（4－4）

　0期において本企業は、初期の資産（貨幣資産M毛と短期債券のストック額

硯。）そして財の販売により得られた収益（Q。）を、実物投資（κ）と長短債

券投資（玖。十硝．。）、および貨幣（Mるとに振り分ける。企業にとって長期

債投資は、利回り（月。）が確定しているので安全な資産選択メニューであり、

短期債投資は、来期の短期金利（r1）が不確実なことから危険な資産メニュー

である。また債券投資の値がマイナスの場合は債券の発行（資金の借入れ）を

表す。

　次に1期においては、実物的な取引は行われず、債券取引のみ行われる。つ

まり資産選択の組換えが行われる。貨幣については、計画期間を通じて一定の

ストック類を保有すると考える。
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　計画期間末期である2期においては、この2期間をかけて生産された財が出

来上がり、（4－3）式のように収益（Q雪）が計上される。0期に計画を立てる

際、各企業はそれぞれこのQ室について、主観的に、かつ確実に予想するが、

それは初期に行う実物投資の額（π）と将来の経済状態に関する予想（β）に

依存すると考えられる。このβは、各企業が主観的に将来の売行きを予想する

際の強気の程度（つまり企業家のanima1spirit）を表している。F里はこの

企業の計画期間末期の企業価値である。

（2）実物投資、および長短債券需要の決定と比較静学分析

　この企業は、計画期間末期の企業価値の期待効用、すなわち亙［μ（F里）］を

最大化するように実物投資そして長短債券投資額（あるいは借入れ額）を決定

する（以下の企業の諸決定に関する詳細については、数学注1を参照）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
　実物投資πは次式を解くことにより得られる。

Q。』（κ’β）

一1＋　　　　　　　＝O （4－5）

（1＋月。）ヨ

この式は、企業がその実物投資を、その限界的な収益（Q。』）が限界的な長期

資金調達コストと等しくなるところまで行うということを意味する。明らかに、

この企業の実物投資は、将来の収益に対する強気の程度を示すパラメーター

（β）と長期金利（月。）によって決定される。

　一方、この企業の金融的な決定である長短債券需要については、次のように

決定される。

（7）この式は、一X，Q・（κ∫β）という大変単純な投資のネット・キャッシュ・フロー

の現在割引価値の最大化によっても導出される。つまり、計画期間末期の企業価値最

大化公準と、ネット・キャッシュ・フローの最大化公準とは同一のものである。詳し

くは置塩［1987］（p．148－152）を参照。
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1（ユ十r。）（工十戸、）一（1＋五。）2H1＋月。）里

厨，。＝ （4－6）

　　　　　　　　　ασ、言（1＋州丑

B㍍二M＝毛十砕卜κ

　　　　1（エ十ro）（1＋戸1）一（1＋五〇）㍉　（ユ十Ro）2

（4－7）

ασ、1（1＋r。）2

短期債需要が初期の資産水準と独立に決定されているのは、効用関数を絶対的

危険回避度一定として特定化しているからである。長期債券需要については、

初期資産、初期の収益、短期債需要、そして（4－5）式で決定される実物投資

に依存している。他の条件を一定とした場合、実物投資額が多く、かつ内部資

金の少ない企業は、長期債需要が負となり長期債の発行を行うことになる。た

とえば、日本の高度成長期の企業はこの場合である。また実物投資が少ないか、

あるいは多くても内部資金が豊富にある企業は長期債需要が正となる。低成長

　　　　　　　　　　　　　　　　　表4－1

ro 月。 戸1
王σr1，α

ｦ2

β 軌 似 砺 琢。

κ 一 十

玖。 十※1
■※1 十 一十

功。
■※1

十※1
一

十1
■

十
一 十 十

※1，それぞれの符号の必要十分条件は（呂）、

　　　　　2（1＋見）里＞（1＋r口）（ユ十戸1〕

※2；上段、下段はそれぞれB｛．〉0，Bイ．。＜0の場合を表す。

（8）この条件は、通常は満たされていると考えていいと思われる。人々のr1に関する

予想戸1は（1＋月・）…＝（1＋～（1＋rl）という裁定関数を満たすrlを中心にして分布

していると考えられ、上記の不等式を満たさないほどの高いア1を予想する人は極めて

まれであると考えられるからである。
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期の企業あるいはトヨタなど巨額の内部資金を蓄えた企業などはこの場合に属する。

　次に妻4－1において、実物投資および長短債券需要に関する比較静学分析の

結果がまとめられている。企業の収益予想の強気の程度（β）が上がれば、ま

た長期金利が下がれば投資は増加する。債券需要はそれぞれ自身の金利が上が

れば増大する。危険資産の不確実性（σ、言）増大すれば、あるいは危険回避度

（α）が上昇すれば、危険資産（短期債）の投資額、あるいは借入れ額は減少

し、安全資産（長期債）については共に増力興する。βの上昇は、実物投資が増

大することにより、長期債需要の減少をもたらす。

4－2．家計の消費決定と資産選択

（1〕各期の予算制約式

家計（ん）の0期、1期および2期における予算制約式は次の通りである。

　　珊十助。十γ。＝C。十助。十助。十M’告　　　　　（4－8）

　　M告十（1＋・。）助。十承．、＝助、十M’告　　　　　　（4－9）

　　M告十（1＋・、）（硫、一助、）十（1＋月。）2助。十γ。＝C。，　（4－！0）

ただし、〃告＝M土、十（1＋r－1）lB宇．、、一硝．．、1＋（1＋月一。）2硝．一，（4－11）

　0期において本家計は、それに先立つ2期間で労働力を提供しており、その

報酬として賃金、つまり所得を受け取る。そして、所得（篶）、初期の資産

（貨幣資産M告と短期債券のストック額肩Oを、消費（C。）と長短債券投資

（助。十助。）一家計の貯蓄一、および貨幣（M告）とに振り分ける。家計にとっ

て長期債投資は、企業と同様、利回り（月。）が確定しているので安全な資産

選択メニューであり、短期債投資は来期の短期金利（r1）が不確実なことから、

危険な資産メニューである。第1期の期首においては、物的な財の取引は行わ

れないため、この家計は資産の組替えのみ行う。計画期間末期である第2期に

おいて、後払い賃金（γ・）および過去に投資していた債券の元利合計をうけ
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とり、それをすべて消費財（C・）の購入に充てる。

　（2）消費支出および長期債券需要の決定と比較静学分析

　家計は上記の予算制約式をもとに、計画期問内における消費の期待効用の現

在割引価値総和の最大化を行うとする。その家計の行動は次のように表される。

Mακ亙1砒（C。）十δω（C呈）1 （4－12）

ここで、δは将来の消費に対する割引因子である。家計はこの最適化行動の結

果、長短債券需要を決め、また今期および将来の消費を決定する。しかし、家

計の場合、それらの解は企業の場合のように解いた形では求まらず、次のような一

般的な形でのみ導出される（導出の詳細については数学注2を参照）。

　　　功。＝助。（・。，月。，ア1，σ、1，α）　　　　　　　（4－13）

　　　功。＝助。（・。，月。，ア、，σ、1，α，γ。，γ。，δ，M告，珊，助。）（4－14）

　　　0。＝C。（・。，月。，ア、，σ、1，α，γ。，γ、，δ，M告，珊，助。）　（4－15）

　しかしながら、我々はこれらの比較静学分析を行うことにより、理解を深め

　　　　　　　　　　　　　　　　　表4－2

月。 戸1
2

rコ σrl
γo γ至 δ 切 切 承．。

※2
んB、．。

十
■

十
■

※1 十

＾B。．。

■ 十 ． 十 十
’ 十 一 十 十

※1 ※3 ※1 ’

　　　※1；それぞれの符号の十分条件は、功．。＞O。

　　　※2；上段、下段はそれぞれメ．。〉O、メ．。〈Oの場合を表す。

　　　※3；注（9）を参照。

（9）十分条件は域．。＜1／α（1＋五。）；、である。以下の分析のため、この条件を仮定

することにする。
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ることができる。その結果は表4－2にまとめられている。それを見れば明らか

なように、企業の比較静学の結果とほぼ同じものが得られた。※1の十分条件

については、家計は通常、資金余剰主体（貯蓄主体）であることを考えれば、

それは満たされていると言ってよいであろう。

　　　　　　　　　　　　　　5．期間構造の決定

　本節では債券市場における長短金利の均衡を論じる。まず、各個人の債券需

要関数を注意深く総計し、市場全体の総需要関数を導出する。次に、債券市場

の均衡を論じ、期間構造の決定要因を比較静学分析により明らかにする。

5－1　各債券市場の総超過需要関数の導出

／1）各経済主体グループの総需要関数

　まず、各主体グループの債券需要関数を求める。企業、家計の代表者をそれ

ぞれ、冶、王とする。その代表者の需要関数を線形で書き直せばそれぞれ次の

ようになる。まず、短期債については、

　　　B｛．。ゐ＝！、、島・。十∫、、凧十！、ヨゐア、点　　　　　　　　（5－1）

　　　硝．。～＝ん、。j＋んユ、ガ。十ん、，＾十ん、。71’　　　　　　　（5－2）

となる。また、長期債については、

　　　8｛，。為＝∫、、点r。十！，、后月。十！囲炉、后十！別居β馬

　　　　　十Q。パM毛島十M㍍十硝．。点　　　　　　　（5－3）

　　　B告．。’＝ん加j＋ん主、〆。＋ん盟βo＋ん囲jア・ユj＋ん別三δ；

　　　　　十片淑γoj＋ん囲’γ王j＋ん、～M告’十万囲ルτ告’十九四’承、。三　　　　　（5－4）

　　　（10）

となる。ここで、将来の予想値や初期資産額など各人に特定の変数にはそれぞ

（1o）不確実な変数の分散（σ、…）および危険回避度（α）は、以下の分析を通じて不

変であると仮定している。
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れの添え字をつけてある。∫、、点などの係数の符号については表4－1、表4－2より

明かである。

　次に、各主体グループの総需要関数を導出する。企業、家計がそれぞれM

企業、P家計存在するとする。短期債については、

　　　〃　　　Σ硝一。島＝！、、・。十∫、β。十！、、ア、腕∫　　　　　　　（5－5）

　　ゐ＝ユ

　　　P　　　ΣB守．。’＝ん、。十ん、、ro＋ん，βo＋ん、、ア・工舳，　　　　　　　　　　　　（5－6）

　　’＝1

となり、長期債については、

　　　w　　　ΣB｛，。ゐ＝∫，、r。十ゾよ。十プ囲ア］材十！囲β材

　　　ゐ＝1
　　　　　　＋ΣQ。庖一Σハ4毛后十ΣM㍍十Σ届く，。為　　　　　　　　　　（5－7）

　　　P　　　ΣB宝．。j＝ん加十ん里、ro＋んよ。＋ん盟（肌孔十ん刮δmん

　　’＝】
　　　　　　十わ二γ。㎜ん十わ囲γ、㎜此十ん囲〃告肋十ん反主m此十ん卿産乏〆，　（5－8）

となる。ここで、右肩の添え字肌S（S＝！，ん）はそれぞれ主体グループの平均

　　　　　　　　　　　　　　　〃値を表している。たとえば、ア、”＝Σア、ゐ／Nである。また、係数については、

　　　　　　　　　　　　　　　庖＝1
　　　　　　〃たとえば！、、三Σ！、。庖のように書き直してある。各人に特有の変数が2つ掛け
　　　　　　ゐ＝1
合わせられている場合（たとえば、（5－1）式の！1。ゐア1点などの項など）、総計す

る際に、

　　　〃　　　Σ∫、批戸、冶＝！、ヨ戸］㎜∫　　　　　　　　　　（5－9）
　　　均＝1

という計算が用いられている（導出については数学注3を参照）。

　（2〕市場全体の総需要関数

　（5－5）式から（5－8）式を足し合わせ、長短債券市場全体の総需要関数が

得られる。それぞれをBl㎜、＆㎜とすれば、
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　　　B1冊＝ΣB｛．。十ΣB乞。一1Σ居｛，。十Σ万字．。；　　　　　　　　　（5－10）

　　　B。㎜＝Σ硝、。十Σ助．。　　　　　　　　　（5－1！）

となる（各主体の代表者を表す添え字々，工は省略してある。）。これらは次の

ように書き直される。

　　　B1㎜＝脆、。十σ、十ん、）r〇十げ、2＋ん、、）五〇十げ、3＋ん、呂）ア11腕1

　　　　　　　－　1Σ万ζ，。十Σ君之。｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－12）

　　　B・腕二1ん別十げ別十ん，、）（十帆十ん四凪十げ盟十ん盟）戸1腕

　　　　　　十／別β㎜十九珊δ㎜十九拓γ。㎜十九閉γ。㎜十九盟M告㎜十九囲M告㎜

　　　　　　十んβ乞。㎜十ΣQo一ΣM｛十ΣM毛十Σ月｛．。1，　　　　　　（5－13）

ここで、各主体グループごとの平均値は同一であるとし（戸、m∫＝ア、”＝ア、㎜）、

外生変数についてはβ材＝β肌のように、主体を表す添え字を略してある。

5－2．期間構造の決定とその決定要因

　（1）期間構造の決定

　　（5－12）式と（5－13）式をより一般的な形に書き改め、均衡条件式は、

　　　Bl㎜＝B二（r。，月。∫戸1腕，B。）＝0　　　　　　　　　（5－14）

　　　一8。腕＝＝一B王（r。，R。∫ア1㎜，B。，β㎜，Q。㎜，δ刷，γ。㎜，γ呈腕，M）＝0，（5－15）

　　　ただし、　瓦＝Σ這ζ，。十Σ居乞。，M＝ΣMて十ΣM告，Q。㎜＝ΣQ。／M

となる。均衡の長短金利（r。“，η。‡）は上記の市場均衡式を解くことにより

得られる。

　（2）期間構造の決定要因

　長短均衡金利および両金利の格差は、外生変数の変化により影響を受ける。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11〕
表5一且は比較静学の結果を表しており、期間構造の決定要因が論じられる。

表5－1

戸1mβ㎜Q。㎜δ㎜γ。mγ。㎜M　瓦
　　＊　ro　　　　　　　　＋

　月。ホ　　？　十

P。｝．r。＊　十　　十

十

十

十

十

？

　以上り分析により得られた結論は次のようにまとめられる。

（1）将来の短期金利の予想値が上昇すれば長短金利格差は増大する。この結果

は、従来の最も主要な理論仮説である「期待理論」における結論と整合的であ

り、本稿の分析がより一般性の高いものであることが理解できる。

（2）企業の将来収益に対する予想（β㎜）がより強気になれば、長短金利格差

（11）比較静学の際、（5一ユ4）（5－15）両氏の符号条件については下記の通りである。

　　風㎜＝B、（r。，凡’戸、腕，B。）＝O　　　　　　　　　　（5一ユ4）
　　　　　　　一　　　　　十　　　　一　　　　　　　一　　　　十　　　　　十　　　　　　十　　　　　　一　　　　　十　　　　　十

　　B里㎜＝B。（r。，R。∫戸丑㎜，β㎜，Q。㎜，δ㎜，γ。腕，γ，㎜．M，B。）＝0　　　（5－15）

これらの符号条件は、4節の比較静学の結果より明らかである。

　また、上記の2式の偏微係数については、次のように仮定している。

　　　（・〕lB．1＞lBヨll，　1月。。1＞lB1．1

　　　（b）lB、ヨ1＞lB囲1

　　　（・〕lB1．1＞lB．1．1

ここで、たとえばB］］はBlの需要関数の第1説明変数に関しての微係数を表し、∂B、／

∂r・である。条件（・Xb〕は、ある債券需要がそれ自身の金利の変化に対して最も大きく

反応するということを表しており、条件（・〕は、短期債ストックの変化は、短期債需要

により大きく影響を及ぼすことを表している。

　ここでの比較静学分析をする際に、暗黙に、債券市場と同様の貨幣の需給均衡式を

想定している。貨幣需要は、本稿の分析目的にとって本質的ではないことから外生的

に取り扱っており、やや整合性に欠けると思われるが、貨幣を内生化して（たとえば、

貨幣保有額以上に取引が出来ないとするCash－in－Advanceモデル、あるいは効用関

数に貨幣を入れるモデルなどを用いる）議論をしても、本稿における主要な推論およ

びその結論は変わらないと思われる。
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は拡大する。βmの上昇により、企業は実物投資を増やし、従って長期借入れ

額を増やすことから、短期金利に比べより長期金利が上昇する。

　（3〕家計の将来消費に対する割引因子（δ閉）の上昇は長期金利格差を縮小さ

せる。δ腕の上昇は、家計にとって将来の消費が現在の消費に比べより望まし

くなることを意味し、従って長期の貯蓄がより増えることになる。その結果、

長期金利が相対的により大きく下落することになる。

　（4）初期の資産水準（M，B・）、および初期の所得（Q。㎜、γ。㎜）の増加は、

いずれも金利格差を縮小させる。これらの変数が増えることにより長期債投資

が増え、長期金利が相対的により大きく下落するからである。

　本稿の分析の大きな特徴は、実物経済活動、とりわけ企業の実物投資行動の

期間構造に与える影響を考察したことである。我々は、投資関数のシフト・パ

ラメーターである卒業家による強気予想（βm）に注目し・そのβ肌が金利体

系を規定する一つの重要な変数であることを明らかにした。

　　　　　　　　　　　　　　　6．結　語

　本稿では、企業の実物投資行動が金利の期間構造に与える影響について、2

経済主体（企業、家計）および2債券（長期、短期）を想定した2期間モデル

を用いて考察した。その際に重要となる経路は、企業の実物投資→長期借入れ

→長期金利という経路である。我々は、主体均衡分析を踏まえた上で長短債券

市場の均衡を論じ、金利体系の規定要因について検討した。本稿の分析により、

企業の将来の景気に対する強気予想の程度（β）が、実物投資額を経由して長

短金利格差に影響を及ぼすということが明らかにされ、同時に、伝統的な理論

仮説である「期待理論」と整合的な結論が得られるということも確認された。

　本稿で得られた結論は、経済政策に対して以下のような含意をもっている。

　（1）我々の分析が正しい限り、金融政策の有効性は限られたものになると考え

られる。長短金利の格差は、将来の短期金利の予想値ばかりでなく、企業の強
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気予想や家計の時間選好率にも依存する。従って、金融当局によってしばしば

コントロールされる短期金利の変動は、直接には長期金利へ波及せず、当局の

長期金利のコントロールは成功するとは限らないと考えられる。

　（2〕長短金利の格差は、金融当局の政策決定の際に有益な情報を提供すること

になる。金利格差は、企業の将来の売行き予想に関する情報を含々ており、景

気動向を知る上で重要な手がかりとなり得る。その意味で、長短金利格差は一
　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
つの政策目標となると考えられる。

　13）マクロ計量モデル（MPSモデルなど）における長期金利の決定式を見直

すべきと考えられる。これまでの決定式では、期待仮説に基づき、短期金利と

インフレ率のラグ項が主な説明変数として考えられていた。しかし、本稿の分

析により、βなどの変数も長期金利決定式に付け加えるべきであるということ

が示唆された。そうすることにより、政策効果の分析（シミュレーション分析）

を行った際、従来とは異なった結果が得られるものと思われる。

撤学注1

ユ．企業の実物投資および長短債券需要の導出

　まず（4－2）式、（4－3）式の両辺にそれぞれ（1＋r・）一1、（1＋月・）一王をかけて、（4－1）

式とあわせて整理すれば、

　　F．　　　　　1＋r1　　　　1
　　　　　＝1　　　　一一→　（亙、一域、）十砺十域。
（1＋凡）！　　（エ十九）；　1＋r。

　　　1　　　　　　　　　　　　　Q。（κ，β）
十（　　　　ユ）M毛十Q．1＋
　　（j＋月。）2　　　　　　　　　（j＋月並）王

（A1－1）

（12）同様の政策含意が、Friedman　and　Kuttner［1989］において示唆されている。

彼らは、コマーシャル・ぺ一パーの金利とTB金利との間の格差が政策目標として重要

であると主張している。彼らの言う金利格差と、長短金利格差とは、前者がデフォル

　ト・リスク、後者がマーケット・リスクというように同じリスクを表しているという

意味で、同様なものであると考えられる。
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となる。F、の期待効用を最大化することと上式の期待効用を最大化することとは凡

が所与なので同値である。従って、最大化する目的関数は、（A－1）式より、

　　　　　F2
〃l　　　　l

　　　　（j＋P。）；

1＋（　　　　1

＝一 ﾉe那［一α〔1　　　　　一一一■
　　　　　　　　　　（J＋凡）王　1＋r。

　　　　　　　　　1
＋砺十硝．。十（

　　　　　　　（j＋月。）！

（承．、一風．、）

1）Mく十Q．1＋
Q。（κ，β）

（j＋月。）2

　　　α…（珂．，一哉．、）＝σ、：

　十　　　　　　　　　　］十B
　　　　　2（1＋月。）4

となる。最大化のための1階の条件は、まずκについては、

　　　　　　　　Q。（κ，β）

一λ［一α1－1＋　　　口θκρ［・1＝0
　　　　　　　　　（1＋月。）王

となり、また（Bζ，、一到、、）については、

　　　　　　　1＋・1　i　α皇（承，、一域．、）！σ、、
一λ［一α　1　　　　　一一一一→十
　　　　　　（仲凡）呈　ユ十r．　　　2（1＋月。）’

em［・］＝0

］・

（A1－2）

（A1－3）

（A1－4）

となる。指数部分［・］は（A1－2）式のそれと同じである。従ってこれらを整理して、

まず（A1－3）式より実物投資xは、

　　　　　　Q．I（κ’β）

　　　一十　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　（4－5）
　　　　　　（1＋凡）’

より決定され糺また来期の純短期債需要は

　　　　　　　　1（j＋r。）（1＋戸1）一（1＋月。）11（1＋月。ジ

河、、一刻、、＝　　　　　　　　　　　　　（A1－5）
　　　　　　　　　　　　　　ασ2（1＋rコ）
　　　　　　　　　　　　　　　　「1

となる。本式を（4－2）式に代入すれば企業の今期の短期債需要が（4－6）のように求め

られる。そしてそれを（4－1）式に代入すれば、κは既に決定しているので、（4－7）式
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のような長期債需要が得られる。

2．家計の消費支出および長短債券需要の導出

　（4－9）式の両辺に（1＋r’）をかけ、各期の予算制約式を両辺それぞれ足し合わせ

てやると、

　　σ。＝一C。十1（1＋・。）（ユ十・、）一11功．。十1（1＋P。）；一ユ向，。

　　　　　十γ。十γ、十珊十功，。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A2－1）

となる。

（4－8）式よりC。は確実な変数であり、（A2－1）式および（A－1）式より最大化すべき

目的関数は、

　　亙’砒（co）十δ阯（σ；）打

　　＝一λεπρ［一α　lCol］十B

　　　　　一δルκρ［一口［一C。十1（1＋・。）（ユ十戸、）一1功、。

　　　　　十1（1＋凡）正一1；域，。十γ。十γ呈十珊十硝．。1

　　　　　　　α1σ’
　　　　　十　　　　「1　害（ユ十r。）；域。2；］　　　　　　　　　　　　　　　　（A2－2）

　　　　　　　　2

　　　　　　　　　ここでC。＝γ。十域，。十励一功．。一功．。一M書　　　（A2－3）

となる。この目的関数の最大化のための1階の条件を求める。功．。、硝．。についてそ

れぞれ微分して整理すると、

・κρ［一α1α口十δ1一（1＋（）（1＋戸1）十ασ、：（1刊呈功．。いθがト0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A2－4）

　帥ρ［一α　lC．1］一δ（1＋月。）！舳ρ［・コ＝0　　　　　　　　　　　　　（A2－5）

となる。ここで［・］は（A2－2）式右辺第3項の指数部分である。この両氏の内生変数

は功，。と助、。の二つなので、これらから家計の長短債券需要がそれぞれ決定される。

しかしそれら解いて誘導形で導出することは困難である。

3．債券需要の総計について

　（5－9）式の成立は以下のように説明される。

　いま、第ん投資家の短期金利の予想値（㌦）は、その企業グループ全体でみた平均

的な予想値（沖∫）と次式のような関係にある。
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　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　戸、点＝㎜島十九炉、㎜∫、　Σ　肌屹＝O、　Σ　η由＝N　　　　　　　　　　（A3－1）

　　　　　　　　　　　　克＝1　　　　　　　　島！」

従って、

　　Σ！、，炉、パΣ！、記后（肌由十砂、腕つ

　　　　　　　＝Σ∫、，点m庖十戸、刷∫Σ！且、ψ点　　　　　　　　　　　　　　　　　（A3－2）

となる。肌由、伽はそれぞれこの投資家の予想がグループ全体の平均的な予想とどのよ

うな関係にあるかを表す係数であり、∫、ヨ油はこの投資家の効用関数の特性を表す係数で

あ糺従って、／円点と吻、∫、。みとπ佐はそれぞれ互いに独立していると考えられる。そ

れを共分散で表せば、

　　Σひユ，ゲ！，ご）（m島一肌｝）

　　　　　　　　　　　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A3－3）
　　　　　　　N

　　Σ（f、ヨ克一∫、ご）（几ゲ・‡）

　　　　　　　　　　　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A3－4）

　　　　　　　w

となる。ここで、右肩に＊のついている変数はそれぞれの平均値であり、

　　　　　Σ∫旭㌧ル　LΣmゐ　LΣπ点　／、ご＝　　　一　　　，㎜　一　　　　＝0，η　一　　　　＝1　　　　　（A3－5）

　　　　　N　　　M　　　　　　N　　　　　　　　　N

であるので、これらから（A3－3）、　（A3－4）式を言十算すると、

　　　　　Σ∫．ヨ島m島＝0，Σ∫、。m島＝∫、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A3－6）

となる。これを（A3－2）式に代入すると、

　　　　　Σ∫、、炉、ゐ二！、、戸、材　　　　　　　　　　　（5－9）

が得られる。

　尚、ここでの各債券需要の総計の過程は、Ne1son〔1972］（づ．60－p．64）を参考にし

ている。
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明治後期鐘淵紡績株式会社の拡張と

　　　　　　　　多角化について

矢倉伸太郎

　　　　　　　　　　　　　1．はじめに

　企業は社会的存在として存続するために、その時代の社会に受け入れられる

財やサーヴィスを提供する。そのためには従来から生産する財やサーヴィスの

量を拡大したり全く異質な財やサーヴィスの生産つまり多角化したりすること

がある。このことは最近のわが国における企業の在り方を観察すれば肯定され

よう。

　そしてこのような現象は産業全般にわたって見られるのである。

　以上のことは約100年以前から株式組織による会社形態を採用してきた綿紡

績企業でも同様である。そこで本稿では、われわれがこれまで事例研究を行っ

て来ている鐘淵紡績株式会社（以下鐘紡という）をとりあげ同社の明治後期と

　　　ω
くに35年以後における綿糸生産の拡張と綿布や絹紡糸生産への多角化の実態分

析を行うことを目的としている。

　本稿の構成はつぎのようである。まず35年以後の綿糸生産の拡張、ならびに

多角化のために開始された綿布や絹紡糸のそれぞれの生産状況を概観する。つ

いでこのような拡張と多角化が行われた要因を検討する。そして最後にこの期

の拡張と多角化の特色についても考えてみたい。

（1）年号の明治は省略する。以後も同じ。
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　　　　　　　　　　　　　　　2．生産の概要

　A一線　糸

a．工場数

　鐘紡の創立以後明治年間における工場の沿革を表わしたのが第1表である。

同表によりながら30年代以後の工場数の状況を概観してみよ㍉，

　32～33年にかけての上海紡績の合併、河州紡績、柴島紡績および淡路紡績の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
買収によりそれまで以上に中国市場への16，20番手の綿糸輸出高をより増加し

た鐘紡は、33年1月の東京本店支配人和田豊治の辞任を契機として東京本店は
　　　　　　　　　　　　　　（3）
じめ各支店の業務整理を行った。その後35年には九州地方所在の九州紡績、中

津紡績および博多絹綿紡績株式会社をそれぞれ合併した。鐘紡はこれら3社を

合併後その生産品目を兵庫支店をはじめ関西地方δ各支店と同様にすると共に

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　　　　　　　　　　｛5）
九州地方の久留米緋や花莚用の和番手の二種を生産することとした。

　この後鐘紡は綿糸生産工場として41年5月操業の東京本店第三工場、42年10

月操業の高砂支店を新たに建設した。これと共に他企業との合併によりいくつ

かの綿糸生産工場を取得した。すなわち42年5月に合併した日本絹綿紡織株式

会杜が合併前より計画していた綿糸生産工場建設を引継ぎ洲本支店第＿工場と

した。また44年3月には絹糸紡績株式会社を合併し同社の岡山、西大寺および

和歌山の各工場を取得した。

　なお日本絹綿紡織ならびに絹糸紡績両社について少し述べておこう。

（2）　この時の状況ならびに鐘紡の沿革系譜については、拙稿「綿紡績企業の経営と合

　併」　（「経済経営研究年報」第38号（I・I）415～447頁）参照。

（3）営業報告書（同社の報告書の名称は、鐘淵紡績株式会社第○回報告であるが、便

　宜的に以後営業報告書とする）34年上半季。

（4）　「本邦固有の番手について旧来の日本式組織に適合する為めの番手である即ち鯨

　尺二丈八尺一反のものが十反続きのものとして芝の全長に対する経糸（二十八丈）の

　重量が一匁あれば一番手と称し十匁あれば十番手と称するのである」荒尾慶盈隅糸

　紡績及綿糸取引』大正11年　工業教育会出版部　第参篇　5頁

（5）　回章　36年1月9日付（回章については『武藤山治全集』増補　新樹社　昭和41

　年　364頁を参照）。なお、全集収録以外の回章は全て鐘紡所蔵である。
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第1表　工　場　沿　革

明　治 拡　張　当　時 大正1年12月末現在
工　　場　　名 製　　品 拡張の理由年 月 精紡機錘数 織機台数 精紡機錘数 織機台数

20 5 東京本店第一工場 綿　　糸 創　　設
28920　， 28920　，

27 3 東京本店第二工場 綿　　糸 増　　設 1O，400 14，800

29 5 兵庫支店第一工場 綿　　糸 増　　設 39，920 40，880

32 9 兵庫支店第二エ場 綿　　糸 上海紡績株式会社を合併 19，840 18，320

9 住　道　支　店 綿　　糸 河州紡績株式会社を買収
10368　， 103681

ユO 中　島　支　店 綿　　糸 柴島紡績株式会社を買収 10368　，

I6，128

33 1 洲本支店第一工場 綿　　糸 淡路紡績株式会社を買収 ユ0，368 10368　，

35 10 三　池　支　店 綿　　糸 九州紡績株式会杜を合併 31，104 30336　1

ユO 久留　米支店 綿　　糸 九州紡績株式会杜を合併 14，760 14760　，

10 熊　本　支　店 綿　　糸 九州紡績株式会杜を合併 lO，368 10752　，

10 中　津　支　店 綿　　糸 中津紡績株式会杜を合併 10368，

1O，368

11 博　多　支　店 綿　　糸 博多絹綿紡績株式会社を合併 11136， 11520　，

38 8 兵庫支店織布試験工場 綿　　布 創　　設 100 172

41 3 京都支店第一工場 絹紬糸 創　　設 ！3560， 玉5420　，

5 東京本店第三工場 綿　　糸 増　　設
33712　，

33，712

42 3 京都支店第二ニI二場 絹紬糸 日本絹綿紡織株式会社を合併 6，360 9，308

5 洲本支店第二工場 綿糸、綿布 日本絹綿紡織株式会社を合併 20708　， 300 25504　， 676

9 中津支店織布工場 綿　　布 増　　設 300 350

1O 高　砂　支　店 綿　　糸 増　　設
22400　，

29，920

43 4 兵庫支店第三工場 綿　　布 増　　設 1，008 1，008

8 博多支店織布工場 綿　　布 増　　設 206 206

44 3 岡　山　支　店 綿糸、綿布 絹糸紡績株式会社を合併 13，376 1，028 13，680 973

3 備　前　工　場 綿　　糸 絹糸紡績株式会社を合併 36，668 36668　，

3 西　大　寺　工　場 綿糸、綿布 絹糸紡績株式会社を合併 7，936 518 10176， 648

3 和　歌　山　支　店 綿　　糸 絹糸紡績株式会杜を合併
11136　，

11，ユ36

3 上　京　工　場 絹　　糸 絹糸紡績株式会杜を合併 9，000 7，800

3 下　京　工　場 絹　　糸 絹糸紡績株式会社を合併 7，800 7，800

3 岡山絹糸工場 絹　　糸 絹糸紡績株式会社を合併 12，600 9，600

3 新　町　工　場 紬　　糸 絹糸紡績株式会社を合併 4，890 6，l04

3 前　橋　工　場 紬　　糸 絹糸紡績株式会社を合併 i，2ユ4 O

45 4 東京本店織布試験二r1場 織　　布 増　　設 100 ！00

〔出典〕　鐘紡所蔵資料により作成。

〔備考〕年月は操業開始あるいは取得した日時である。



　　　　　　　　　　　　　　明治後期鐘淵紡績株式会社の拡張と多角化について（矢倉）

　日本絹綿紡織は39年8月頃絹紡糸と綿糸生産を行う目的で東京に資本金350

万円で設立された。同社の発起人は益田太郎（益田孝の長男）、鈴木梅四郎

（三越呉服店監査役）、日比翁助（三越呉服店専務取締役）、野崎広太（三越呉

服店取締役）、酒井良明（三越呉服店監査役）、村井貞之助（村井銀行代表社

員）、前山久吉（成田鉄道㈱事務長）、名取和作、岡本貞休（鐘紡監査役）、呉

錦堂（鐘紡取締役）、麦少彰（鐘紡監査役）ならびに太田清蔵（鐘紡監査役）
　　　（6）

であった。これをみても同社は三越呉服店ならびに鐘紡の役員達を中心として

設立発起されたことがわかる。なお鐘紡支配人の武藤山治は監査役として経営
　　　　　　（7）
にあたっていた。

　絹糸紡績は35年7月に新町紡績所（三井家所有、群馬）、第一絹糸紡績（京

都）、日本絹糸紡績（京都）、共立絹糸紡績（岡山）ならびに郡山絹糸紡績（福

島）が合同して設立された絹紡糸生産会社であった。その後同社は40年4月に

岡山紡績（岡山）、備前紡績（岡山）および南海紡績（和歌山）の3綿紡績会

社を合併した。このうち岡山紡績は第1表にみられるように綿糸部門だけでな

く綿布部門も有していた。この結果鐘紡は絹糸紡績を合併したことにより綿糸

紡績、絹糸紡績ならびに織布部門の3部門の生産設備を一度に増加することが

できたのである。

　さて以上の工場のうち41年5月操業の東京本店第三工場はガス糸生産工場で

あった。元来ガス糸は綿糸の表面をガス焼きして表面を滑かにした光沢のある

綿糸であり、高番手の単糸や撚糸の大量生産が可能となってはじめて生産され

るものであった。そのためわが国ではその大半を輸入に依存していたが、30年

代後半とくに日露戦争後の38年頃から一層需用が増大した。このようなガス糸

需要状況により鐘紡ではガス糸生産を計画し既存のガス糸生産会社との合併に

（6）　「大阪朝日新聞」39年8月24日、なお発起人の肩書については『銀行会社要鋤

第10版　東京興信所　39年5月刊による。

（7）　「東京日日新聞」40年2月1日、日本絹綿紡織の決算広告による。
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より開始しようとしたようである。このことについては39年7月14日開催の東

京瓦斯紡績の株主総会での同社の経営者の発言から推測される。すなわち「今

後ノ需要供給ノ釣合ヲ考エマスニ内地現在ノ錘数ノ半額即チ七万錘以上ノ増加

ガ必要ト思ヒ婁二重役会ヲ開キ先ヅ五万錘増錘シ壼百万円ヲ増資ナス事二暑々

決定数シマシタ　然ルニ或ル同業者ヨリ合併ヲ勧誘サレ著シ合併ガ出来ズバ同

社ニテ当社ト同様ノ瓦斯紡績ヲ増設スルト云フ事デアリマシタ。ソーナルト多

少ノ競争ガ起リ其不利ナル事勿論ナレドモ著シ合併ガ出来タトシテモ同社ハ其

方針二於テ当社ト多少其趣ヲ異ニスル点アルヲ以テ結局株主間ノ疎通ヲ為ス事
　　　　　　　　　　　　　　（8）
ヲ待ザル義ト者へ不調トシ升タ。」。ここでは鐘紡の名前は明記されていないが、

東京瓦斯紡績の株主総会と同月の17日に鐘紡が本社内に33，712錘のガス糸生産

工場の建設を決定したことを考えればこの東京瓦斯紡績へ合併を勧誘した会社

は鐘紡といっても間違いではないと思われる。

　さて39年7月ガス糸生産計画が発表され10月には工場建設が着工されたこと

を考えると、鐘紡では早急にガス糸生産を行うことの有利さを検討しそれに従っ

て実行されたものと思われる。

　この他より糸生産については、22年に1，100錘のより糸機が据付けられてい
　　　　　　　　　　　　　　　（9）
たが32年にはこれを廃棄しているその後36年上半季には再び東京本店により糸
　　　　　　　110）
機を据付けている。

b．錘　数

　このような工場数の増加に伴い錘数はどのように変化したのであろうか。創

立以後の錘数の変化を示した第2表によって概観していこう。

　20年5月に東京本店のみで発足した当時の錘数は28，920錘であり、その後

東京本店の工場増設、兵庫支店の建設、上海紡績の合併、河州・柴島・淡路の

（8）東京瓦斯紡績株式会社『第式拾式回報告劃　（39年6月）。

（9）農商務省編纂『日本綿糸紡績業沿革紀事』

（10）　『営業式蹟報告書』36年下半季
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第2表　　精　　　紡　　　錘　　　数
（錘）

明　治 東　京　本　店 兵庫支店
蠣 蠣 洲　本支店 資 高 ‘ 標 資 ‘ 報 ■ 警

年　月
住道支店 中島支店 高砂支店 三池支店 久留米支店 熊本支店 中津支店 博多支店 岡山支店 備前支店 西大寺支店 和歌山支店 合言十

第一工場 第二工場 第三工場 第一工場 報第二工場 第一工場 標第二工場

20．5 28，920 28，920

27．3
10400　，

39，320

29．　5
12400　，

41，320

29．7 39，920 81240　1

31．9
14800　，

83，640

32，9 19，840 1O，368 1ユ3，848

10 10，368 124，216

331　1 10，368 134，584

9 15，360 139，576

35．10 31，104 14，760 ユ0，368 10368　，

206，176

11 ユ！，136 217，3ユ2

36．5 10，752 10，752 217，312

12 30，336 11520　， 217，3！2

38，9 16，128 218，080

41．5 33，712 25I，792

42．5 20，708 272，500

10 22，400 294，900

43．8 40，880 295，860

ユ0 28，400 30！860　、

44．3 13，376 36，668 7，936 11，136 370，976

7 24172　，

374，440

12 13，680 374744　，

45．3 ユ8，320 29，920 374，744

5 1O，176 376，984

6 24，616 377428　1

12 25504　，

378，316

〔出所〕　鐘紡所蔵資料により作成。

〔備考〕　工場名の※は合併や買収により所有した工場を示す。

　　　錘数は煩雑となるため増減のあった場合のみ表示してある。
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3紡績会社の買収により錘数は増加の一途を辿り33年末には139，576鍵となっ

た。35年には九州地方の九州・中津・博多絹綿の各紡績を合併し77，736錘を

増加した。その後41年5月には東京本店の第三工場が建設され33，712錘が増

加したが、これはガス糸生産用であった。さらに43年8月には高砂支店が建設

され28，400錘が加わりこれにより総錘数は301，860鍵となり30万錘を突破し

た。

　さて44年3月には絹糸紡績を合併し、岡山地方に57，980錘と和歌山地方に

11，136錘の生産拠点を有つにいたった。そして45年末には東京、大阪、神戸、

和歌山、岡山ならびに九州の各地方にユ9工場、総錘数378，316鍵となり、大日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11〕
本紡績聯合会加盟会社60社の全錘数2，176，748錘の17％を占める会社となった。

なおこの所有錘数378，316錘を自己建設工場と合併買収により取得した工場と

に分けると160，840錘と21，476錘であり、その構成比はそれぞれ43％対57％

となり合併買収による取得錘数の方が多かった。

C．生産高

　35年から45年までの番手刷綿糸生産高を表わした第3表により鐘紡の綿糸生

産高を概観していこう。

　まず総生産高からみていくと35年の118，ユ30相が36年には159，413柄と増加

している。これは九州地方の3社と合併したことによる増加である。その後38

年には18万梱台となったが、これは日露戦争の戦況が有利となり内外ともに好

況となったことに伴う生産高の増加であった。その後の生産高の増減は商況の

変化によるものであった。43年以後の生産高の増加は高砂支店の本格的操業や

絹糸紡績の合併によるものである。

　以上が総生産高の動向であるがつぎに品目別にみていこう。

　まず単糸であるが16番手以下の生産高は35年には全生産高の60％であり、こ

のうち16番手は37％を占めていた。また20番手は33％であった。なおこの年に

（11）大日本紡績聯合会『綿糸紡績事情参考書』第20項。
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ωo
①

第3表 綿糸生産高 （梱）

明　言合 単　　　　　　　　　　糸
より糸 ガス糸

合　　　計

学　季 16番手以下 ユ6番手 17番手～19番手 20番手 20番手以上 和番手 その他 半年分 1年分
35　上

12445　　，

23，062 249 ユ5，566 4，478 209 55，909

下 14，152
21080　　，

49ユ 20，625 4，660 912 301 62，221
118，ユ30

36　上 16，436 28，934 1，671 26，207 3，O19 4，539 259 8！．065

下
10795　　，

33，988 3，189 20，656 6，828 2，596 296 78，348
159，4工3

37　上
17398　　，

23，117 1，246 23，813 6，668 4，263 205 257 76，967

下 21，340 30，356 1，313 18，529 7，36ユ 3，452 232 431 83，Oユ4
159，981

38　上 26，187 36，529 1，635 19，819 7，796 4，7ユ8 244 1，478
98406　　，

下
23157　　，

33，512 1，409 19，473 8，290 3，987 257 495 90，580
188，986

39　上
22334　　1

35，560 1，913 19，068 8，698 5，227 212 531 93，543

下
22057　　，

34，763 2，280 19，438 5，ユ02 4，722 ！93 3，671 92，226
185，769

40　上 20，703 37，ユ10 2，149 19，739 8，822 5，858 190 544 95115　　，

下
228ユ8　　，

35，8ユ6 2，060
ユ9111　　，

7，2王1 5，2ユ2 266 501 92，995
188，110

41　上
25346　　，

28，877 2．423
17647　　，

7，945 6，479 且92 542 89，451

下
38622　　，

ユ9，947 1，832
13854　　，

7，287 5，313 192 474 ユ，930 78，819
168，270

42　上
24884　　，

34，525 2，233 13，618 8，689 5，692 248 2，4ユ3 129 92431　　，

下 27，916 37，275 1，966 13，557
10052　　，

4，634 246 1，741 2，288 99，675

192106　　　，

43 76025　　，

79，267 3，544
27841　　，

ユ6，993 466 6，753 4，465 215，354

44 84，990 78，203 4，王64 35，082 21，712 905 7，322 4，352
236730　　　1

45 107，133 79，310 2，631 35，507 35，310 529 14，521 4，623 279，564

5

〔出所〕35年～42年までは『営業式蹟報告書』，

　　43～45年は大日本紡績聯合会「大日本紡績聯合会月報」にそれぞれよる。
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和番手の生産高が計上されているが、これは九州紡績と中津紡績を合併したこ

とによる。36年についても16番手以下の生産高は全生産高の57％、16番手は39

％、20番手は29％と16番手以下の生産が多かった。この傾向は明治年間変わる

ことはなかった。ただ20番手以上の生産高は35年以後全体としては増加傾向に

あるといえよう。そして45年には20番手とほぼ同一の生産高となった。また和

番手も43年以後は計上されていないが、生産が申上されたのではなく大日本紡

績聯合会の調査もれかと思われる。

　つぎにより糸とガス糸についてみていこう。

　より糸は37年上半季より生産高が計上されているが、その生産高は大きく変

動してはいるものの42年以後は増加している。すなわち42年には4，100相、43

年6，700相、44年7，300梱そして45年14，500相であった。

　ガス糸は41年下半季よりその生産高が計上されている。4ユ年下半季にはユ，900

相の生産高であったが42年には2，400欄と増加し、43年以後は4，㎜梱台となっ

た。なお第3表では区別されていないが43年にはメリヤス専用糸が生産されて

いる。このメリヤス専用糸は鐘紡の場合一般に16番手以下は全て右撚であるが、

メリヤス糸としては左撚の方が適応するため16番手以下のメリヤス糸は特別に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
左撚として生産され、また縄ではなくスプール捲として出荷されれ

　以上のように鐘紡の綿糸生産はその錘数は他企業を合併買収することでより

増加し、生産高もこの錘数の増加を背景とし増加傾向にあった。また生産品目

も普通の単糸、和番手、より糸、ガス糸そしてメリヤス専用糸と多様化してい

た。

　B．綿　布

a．工場数

　鐘紡が織布工場を建設し操業したのは38年10月であった。しかしこの織布事

業についての計画は36年5月に武藤が高辻奈良造に博多工場での原動力の余裕

（12）鐘紡『50年史　稿』　（鐘紡所蔵）。
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を利用して多田式小山織機を据付け小山織物を生産することの可否についての
　（13）

質問から始まったようである。この質問に対し高辻はどのような返答をしたの

か不明であるが、6月30日付の武藤から高辻への書簡によれば高辻の賛意と豊

田氏の申込みにより武藤は織布業兼営への希望をもったと述べているとともに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ4〕
武藤は34年頃より織布業への進出を考えていたと述べている。そして36年12月

31日の重役会で織布業（正確には綿糸試織）への進出が決定され、37年1月21

日の株上総会で議決された。しかし日露戦争開戦により延期されたが戦況も明

らかとなり又資本の固定も少額で済むため準備したいとの伺書が37年5月5日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ5）
に武藤より役員会へ提出され12日に認可された。この伺書が提出される以前の

37年4月8日に三井物産の藤野亀之助より武藤に対し豊田式織機を試験用とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16〕
て購入する様にとの勧誘がなされ、武藤は承諾した。そして37年9月より兵庫

支店に織布試験工場建設が着工され38年10月に稼動することとなった。なおこ

こで試験工場としたのはどのような理由によるものか判明しない。ただ前述し

たように綿糸試織という表題の社内文書や、37年1月21日の株主総会で織布兼

業に伴う定款変更の理由として「紡績に織布を兼行丁るの利益は欧米に其実例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
妙からず当会社も時宣を見試織の必要を認む」とあり、本格的操業のための準

備段階という意味であったものかとも思われる。

　さてこれ以後鐘紡において42年5月まで織布工場の建設ないしは取得はなかっ

た。40年7月にいたり前述の日本絹綿紡織を合併し同社が計画していた織布工

場を洲本支店に設置することとし41年4月に建設着工し42年5月より操業した

のである。その後42年9月には中津支店に、43年4月には兵庫支店にそして43

（13）　高辻奈良造への書簡　36年5月1日付（前掲『武藤山治全集』第8巻　696頁）

　なお高辻は三井家の技術顧問であった。

（14）高辻奈良造への書簡　36年6月30日付（前掲『武藤山治全集』第8巻　697頁）。

（15）　以上は鐘紡r鐘紡の八十年』　（稿本）による。

（16）前掲『50年史　稿』。

（17）　「中外商業新報」37年1月22日（二）。
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第4表　　織機　台　数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（台）

明治 兵庫支店 兵庫支店
螂

中津支店 博多支店
構 順

洲本支店 岡山支店 西大寺支店 東京本店

半季 織掃駿工場 第三工場 織布工場 織布工場 織布工場 織布工場 織布工場 織繍験工場
計

38下 100 ユ00

39上 ユ00 100

下 100 100

40上 100 100

下 100 100

41上 ユ00 ユ00

下 100 100

42上 ！00 300 300 700

下 100 300 300 700

43上 100 1，008 300 300 ユ，708

下 172 1，O08 320 300 206 2，006

44上 172 1，008 320 350 206 1，028 5ユ8 3，602

下 172 1，008 676 350 206 973 518 3，903

45上 172 1，008 676 350 206 973 518 3，903

大正1下 172 1，008 676 350 206 973 648 100 4，133

　〔出所〕鐘紡所蔵資料により作成。

　〔備考〕コニ場名の※は合併により取得した工場を示す。

年8月には博多支店にそれぞれ織布工場を自己建設し操業を開始した。

　44年3月には前述のように絹糸紡績を合併し同社の織布部門である岡山と西

大寺の織布工場を取得した。

　以上みてきたように織布部門では綿糸部門と異なり合併工場よりも自己建設

の工場の方が工場数では多かった。

b．織機台数

　38年に兵庫支店織布試験工場が操業して以後の織機台数は第4表として示さ

れている。これによれば38年の兵庫試験工場には！00台が据付けられたが、こ

れらの機械はイギリスのプラット社製、アメリカのドレーパ社製そして日本の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　118）
木本鉄工所製（豊田式）の3種類であった。その後42年に洲本織布工場に300

台、中津工場に300台が据付けられた。43年4月には兵庫支店に本格的織布工

（18）　前掲『営業成蹟報告書』38年下半季。
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場が建設され1，008台が据付けられた。44年3月には前述の絹糸紡績を合併し

その織布部門を取得したため岡山工場の1，028台と西大寺工場の518台が新た

に増加した。45年4月には東京本店に試験工場として100台が据付けられた。

　これらの据付台数は工場毎に増減はあったものの45年末には4，133台となり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
大日本紡績聯合会加盟会社の総機械台数21，898台の19％を占めていた。

第5表　綿布生産高 （礪）

明言合

粗　布
金　　　　巾

半季 2　巾 3　巾
天竺布 綾木綿 綿ネル生地 計

38下 299，582 299，582

39土 758，330 758，330

下 793，029 793，029

40土 843，O14 843，014

下 983，ユ35 983，135

41』＝ ユ，102，468 工，ユ02，468

下 1，064，54g 1，064，549

42土 1，058，759 1，058，759

下 1，484，794 1，707，519 3，ユ92，313

43上 3，656，75？ 2，048，ユ04 5，704，86工

下 9，604，447 2，337，955 11，942，402

44土 1O，249，528 2，ユ68，170 394，213 985，532 5，913，190 19，7ユ0，633

下 15，544，883 1，090，758 2，454，207 4，198，320 1，799，280 2，18王，5ユ7 27，268，965

45土 ユ8，205，539 4，569，055 2，901，674 703，926 932，427 5，007，312 32，319，833

大正ユ下 22，497，851 5，942，429 3，356，306 883，239 2，649，715 35，329，540

〔出所〕　大日本紡績聯合会r綿糸紡績事情参考書』第6～20次。

C．生産高

　織布部門の生産高については第5表に示されている。これによれば38年下半
　　　　　　　　　　　　（20）
零より42年上半季までは粗布のみの生産を行っていた。そしてこの粗布生産も

（19）前掲r綿糸紡績事情参考書』第20次。

（20）　武藤は鐘紡での織布部門を開始する際に小山（約30㎝巾）織物を想定していたこ

　とは前述したが、現実の操業では粗布という広巾（約90㎝巾）が中心となっていた。

　この様に変化したのは鐘紡内部の判断と同時にわが国織布業全体の動向も関係してい

　ると思われるが、この点の解明は今後の課題としたい。
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増大傾向にあった。すなわち38年は8月よりの操業のため生産高は30万礪弱で

あったが、それ以後生産高は増加し42年上半季には100万礪を超えるまでにな

た。42年下半季からは製織品目も粗布の他3内金巾も生産されると共に生産高

も2種合算して3，192，000碍と前季比3倍となった。これは42年5月と9月に

洲本と中津支店の織布工場が稼動したためであった。43年上半季も品目は粗布

と3内金巾の2種類であったがこれらの生産高も前季と比べそれぞれ増加した。

これは43年4月に兵庫支店に1，008台据付られた織布工場が稼動したためであ

り、この工場と43年8月の博多支店の生産が開始した43年下半季には粗布の生

産高は前季の26倍と激増した。44年上半季にはこれまでの粗布と3内金巾の他

に天竺布、綾木綿および綿ネル生地が品目として増加した。これらは44年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2ユ）
に合併した絹糸紡績の製織品目であった。44年下半季には品目も2内金巾が増

えると共に粗布の生産高も増加し、これに伴い総生産高も増加していき45年下

半季には35，329，000礪と44年上半季と比較して1．8倍の増加であった。

　このように鐘紡の綿布生産高は38年8月の操業開始より年々増加傾向にあっ

たが、この増加の中心は粗布の生産高の増加によるものであり、複数品目の生

産を行うにいたった42年下半季以後をみても全生産高に占める粗布の割合はつ

ぎのようであった。すなわち42年下46％、43年上64％、43年下80％、44年上52

％、44年下57％、45年上56％、45年下63％と常に全生産高の％以上を占めてい

た。

　この様に粗布生産高が増加するにつれ大日本紡績聯合会加盟会社の粗布生産
　　　　　　　（22〕
高に占める割合も、42年下の加盟会社計30，927，000礪に対する8％から43年

下の48，952，000碍　20％、44年下62，998，000礪　25％、45年下75，145，000碍

30％と増大していった。

　C．絹紡糸

（21）前掲『綿糸紡績事情参考書』第17次。

（22）前掲『綿糸紡績事情参考書』第14，16，18，20次。
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a．工場数

　絹紡糸とは生糸の製造工程から生じる屑繭や絹繊維の屑などの副蚕糸を原料

として紡績工程により生産される糸をいう。

　鐘紡がこの絹紡糸生産に向けて本格的に動き出したのは39年12月20日に京都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
席より府下愛宕郡田中村に絹糸紡績工場新設の許可を取得した時からである。

しかし計画は39年4月頃には既になされていた。これは39年4月20日付の高辻
　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
宛の武藤の書簡から知ることができる。すなわち「一・・当会社に五千鍾の絹糸

工場新設に就き益田氏鐘紡にて更らに絹糸に手を出すに反対なりとか又は反対

されるならんとの想像より例の朝吹先生小生に中止を申来候問小生は壷旦定め

たる事故思いも依らず益田君の賛否杯小生の関知するところにあらず速かに決

議相成度旨申送候・…・・就ては小生が絹糸五千を当社が同時に設置するは一は新

会社交にては外国より技師鑑定方等雇入れる費用の負担に困り候間双方相共に

共同。して外国技師を呼び候事に高辻氏とも打合わせたる結果にして高辻氏は到

底今迄の日本風の粗悪なる絹糸にては輸出は勿論力織機にて之を織ること不叶

是非共技術上全く新なる智識を要する意見なりとの事申送置候間右側含みの上

万一益田朝吹比等より御尋ね致侯節す然御客被成下度侯……」。長文の引用を

したがこれによって鐘紡が絹紡糸生産を開始する状況を知ることができよう。

すなわち武藤が積極的に推進するのに対し朝吹氏が消極的である。新会社つま

り前述した日本絹綿紡織と共同して絹紡糸生産を行うことにより双方の財政的

負担を軽減したいと考えていた。

　しかしその後この計画は余り進まなかったのか武藤は高辻に対しこの年の8

月に「……当社絹糸工場は到底東京辺のスロー連の企てを待つに忍びず依って

直ちに着手数度本日伺書相認め表記諸人の調印を求めてそれより東京重役の同

　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
意を得て決行致度一・・」と伝えている。そして前述のごとく39年10月20日付を

（23）鐘紡所蔵資料。

（24）高辻奈良造への書簡　39年4月20日付（前掲『武藤山治全集』第8巻　720頁）。

（25）高辻への書簡　39年8月15日付（前掲『武藤山治全集』第8巻　700頁）。
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もって絹糸生産工場の新設が認可されたのである。この新設工場は39年12月工

事に着工し41年3月操業となった。この間40年7月には前述の日本絹綿紡織を

合併し、同社の計画していた工場建設を引き継いだ。この工場は鐘紡の新設工

場に隣接しており40年！1月着工し42年3月に操業した。この後44年3月には前

述の絹糸紡績と合併し上京、下京両工場（京都）と岡山絹糸工場（岡山）　（こ

れらはいづれも絹紡糸生産工場）ならびに新町工場と前橋工場（群馬、これら

はいづれも紬糸生産工場）を取得した。

b．錘　数

　絹紡糸ならびに紬糸工場の錘数については第6表に示されている。これによ

り工場別の錘数の動向を概観していこう。

　まず京都支店第1工場であるが、これは鐘紡の新設工場であり当初5，100錘

の予定であったことが武藤の前述の書簡から知られるが、操業時には10，200

錘と倍増し紬糸用も3，360錘据付られた。つぎに第二工場は元日本絹綿紡織の

工場であり絹紡糸用5，100錘と紬糸用ユ，260錘が据付けられた。ついで44年3

月に絹糸紡績との合併により取得した上京、下京と岡山絹糸の各工場の錘数は

それぞれ9，000錘、7，800錘ならびに12，600錘でありこれらはいづれも絹紡糸

生産用であった。また新町と前橘の各工場は紬糸生産用であり、その錘数はそ

れぞれ4，890錘、1，214錘であった。なお44年下半季には工場間の紡機の移動
　　　　（26）
が行われた。

　以上みてきたように絹紡生産における錘数は鐘紡の自己建設工場分としては

京都支店の第一工場だけであり、他は全て合併により取得したものである。

C．生産高

　41年より45年にかけての生産高については第7表の通りである。これによる

と41年の生産高は絹紡糸3万貫弱、紬糸9，000貫弱であったが、42年、43年と

（26）　回章　絹同第19号　44年6月27日。

313



ω
一
ト

第6表 編細糸錘数
（錘）

京　都　支　店 ※岡山支店
明治 ※上京工場 ※下京工場 ※新町工場 ※前橋工場 計

第一工場 ※第二工場 絹糸工場

半季

絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸 絹紡糸 紬糸

4ユ上 10，200 3，360
10200　，

3，360

下 1O，200 3，360 10，200 3，360

42上 10，200 3，360 5，100 I，260 15，300 4，620

下 10200　， 3，360 5，100 1，260 15，300 4，620

43上 10，200 3，360 5，ユ00 1，260 15，300 4，620

下 10200　， 3，360 5，100 1，260 15，300 4，620

44上 10200　， 3，360 5，100 ユ，260 9，000 0 7，800 O 12600　， 0 0 4，890 0 1，214 44，700
10724　，

下 10，800 4，620 5，100 0 7，800 0 7，800 O 9，600 0 O 4，890 O 0 41100　，

8，250

45上 10，800 4，620 9，308 0 7，800 O 7，800 O 9，600 O 0 6，140 0 0 45，308 ユO，760

犬正1下 10，800 4，620 9，308 0 7，800 0 7，800 O 9，600 0 0 6，140
45308　，

10，760

〔出所〕鐘紡所蔵資料により作成。

〔備考〕工場名の※は合併により取得した工場を示す。
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第7表　絹紬糸生産高
　　　　　　　　　　　　　（貫）

明　治 絹　紡　糸 糸由　　糸

41 29，174 8，748

42 47，340 17，331

43 61，335 ユ7，968

44 108，943 52，062

45 ユ51170　　　，

68，340

〔出所〕　膿商務統計表」第25～29次により作成。

増加し44年から45年には絹紡糸と紬糸ともその生産高が増加し、43年に比較し

て44年ではそれぞれ1．8倍、2．9倍とまた45年では2．4倍、3．8倍とそれぞれ増

加した。

　　　　　　　　　　　　3．拡張と多角化の要因

　これまで綿糸生産の拡張と綿布、絹紡糸への多角化について、生産状況の点

から概観してきた。そこで本項ではこの拡大と多角化を行うにいたった要因を

鐘紡の実質経営者である武藤山治の経営理念、鐘紡の綿糸価格、拡大と多角化

のための資金調達ならびに同業他社の動向からそれぞれ考察してみたい。

　A．経営理念

　35年に入り「上海為替相場は暴騰せり、之れが為めわが綿糸輸出は大打撃を

受け、其余波は内地市場に及び糸価は逐日低落を続け前途の形勢も容易に予測

し難きものありき、此時に際し端なしも原綿騰貴の鞭の伝へられるあり、前年

来漸（頽勢挽回の機運に向びつ・ありし我紡績界は薮に亦一頭座を来たし、当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
業者間に製産額制限問題の再燃を見るに至れり」という状態となった。

　そしてこの製産額制限の方法について当業者間での意見の対立があり、その

（27）庄司乙吉¶紡績操業短縮史』日本綿業倶楽部　昭和35年　91～92頁。
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　　　　　　　　　　　　（28）
ことが原因で大日本紡績聯合会では35年10月28日の臨時総会で規約が改正され

た。いま改正された条項のうち会の目的についてみてみよう。改正前は「本会

ハ前条三業者共同シテ製品改良濫造防通販路拡張共同助力其他営業ノ隆盛ヲ課

ルヲ以テ目的トス」　（第3条）とあったが、改正後は「本会ハ会員間ノ交誼ヲ

温メ且ツ他二対シ同業者共通ノ利益ヲ保護増進スルヲ以テ目的トス」（第3条）

と変化した。改正前は共同助力により業界を隆盛にするとしていたのが改正に

より単なる会員間の友好を温めるだけとなったのである。

　この変化に対し武藤は35年10月ユ日付の回章でつぎのように述べている。

　「・・一時二名店ノ注意ヲ促シ度臨時同業聯合金二於テ輸出奨励案ハ廃絶二法

セルノー事ナリ此事タル単二該案ノ廃止二止マラズ今後同業者間ノ事柄ハ何事

二拘ハラス歩調ヲーニシ円満二共同一致ノ案ヲ挙グルコト能ハザルベク結局各

社単独二生存競争ノ止ムヲ待ザルコト・相成侯二就テハ今後之二処スルノ途ト

シテハ商売上ノ事柄ハ確実ヲ旨トスルノ外手段ナク只ダ工業上即チエ場ノ整理

及製品改良ノニ点ヲ以テ競争ノ標準トナサザルヘカラズ左レハ各府工場長諸氏

二於テハ此際大二製糸ノ改善ヲ務ムルト同時二工場整理ノ案ヲ挙ゲー層工費ヲ

節約シ此競争場裡ニタチ充分優者ノ位置ヲ占ムル様……」

　この文章から武藤の今後の活動方針あるいは経営理念を読みとることができ

よう。すなわち彼は、今後は従来の様な同業各社による共同一致や協調行動は

望むことができず各社それぞれが競争状態となる。この様な状況下で鐘紡が生

存するためには従来より以上に工場整理を行い工費節減に努力すると共に製糸

の品質を向上させることが必要である、と考えた。なお、この理念は以後数多

くの回章でくり返し述べられている。

　さて経費節減は武藤によれば規模の拡張によってもたらされるものであった。

すなわち彼は「柴嶋紡績、河州紡績、淡路紡績三会社の工場を買収致しました。

之に加ふるに上海紡績会社の工場を合併致しました。……（略）……拡張以前

（28）以下の資料は日本紡績協会所蔵資料。
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第8表 綿　糸　価　格
（円）

明治年月
鐘　　　淵 摂　　　津 大　　　阪 平　　　野

紡　　　績 紡　　　績 紡　　　績 紡　　　績

33年10月
94 98．5 94．5 98，5

95．5 95．5 95．5 95．5

1五
93．75 97 94 97

95．5 96 96 96

12
98．5 99 98．5 99．5

103 103．5 103．5 103．5

34年2
ユ05 106 ユ05 ユ06

107 107 107 107

3
104．5 105．5 104．5 105

108 108 108 108

4
97．5 97．5 95 97．5

96．5 96．5 96．5 96．5

5
101 101 99，5 101

104 104 104 104

6
96 96 94．5 96

98 98 98 98

7
97 97 95．5 97

99 99 99 99

8
98．5 98．5 96．5 98．5

100，5 100．5 100 100

9
100．5 100 98．5 100

103 且03 102．5 102．25

11
101．5 101．5 99．5 10王．5

101．5 101．5 100．5 102

12
100．25 100 98．5 100．7

103．5 101 100．5 101

35年3
101．5 101．25 99 100．5

104．5 103 ユ01．5 102．5

〔出典〕　『大阪朝日新聞』。

〔備考〕大阪市中現物相場、上段16番手、下段20番手、 1相当り、伊藤糸店調。
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と比較すれば工場の成績に於て殆ど別天地の如き感があります。従って工費の

如きも著るしき節約が出来ました。で私は鐘淵紡績会社が今後向、大いに拡張

　　　　　　　　　　　　　　　（29）
するのを以て利益なりと信じて居る。」と述べていることからもわかるであろ

う。

　また品質向上は後述するように販売価格を高め前述の経費節約仁共に利益を

増加させることになり、競争に打ち勝つための大きな要因となる。

　さらに、綿糸以外多角化することは利益獲得の機会を増加させることとなる。

　B．綿糸価格

　鐘紡の綿糸の品質向上については武藤が前述の回章中で今後の問題の様に述

べているが大阪市場での綿糸価格から見ると鐘紡の綿糸は34年末から35年にか

けて第8表にみられるように16番手ならびに20番手では34年12月には摂津、大

阪ならびに平野の各紡績会社製綿糸より高値であった。このような綿糸価格の

他社製品より高値であることはその晶質を維持ないしは向上させていく限り綿

糸生産において一定の地位を占めたものと考えることができよう。このことは

武藤にとって綿糸生産以外の新たなる分野への進出を検討する機会を与えたも

のと思われる。

　C．資金調達

　拡張と多角化を推進していくためには、その必要資金の調達が不可欠である。

さて39年7月！7日の株主総会で今後の増設計画が発表されたがその時の増設に

必要な予算は合計5，647，000円であった。それではこの時点（39年6月末）で

の資金計画はどのようなものであったのだろうか、営業報告書の数値によって

検討してみよう。

　ま寺新規の資金需要は上記の5，647，000円である。この他に従来からの固定

資本（土地、建物、機械、器具の合計）としては7，216，779円である。そのた

め今後必要とされる固定資本は両者の合計12，863，729円である。

（29）　「紡績業の現状と将来」（前掲『武藤山治全集』第一巻　昭和38年　4ユ3頁）。
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第9表　資金計画 （円）

借　　　方　　　金　　　額 貸　　　方　　　金　　　額
摘　　　　要

41年6月 42年7月10日 43年1月19日 43年12月2日 41年6月 42年7月10日 43年1月19日 43年12月2日

6，927，000 6，838，550 6，991，750 7，035，716 新設工場を除く固定資本

1，550，000 1，782，480 1，778，663 1，778，663 東京本店第三工場建設費

2，450，000 2，955，000 2，897，325 2，837，696 京都支店第一第二両工場建設費

1，400，000 2，O00，000 ユ，719，757 1，725，g87 洲本支店第二工場建設費

1，500，O00 1，675，000 2，361，058 2，323，779 高砂支店建設費
250，000 367，721 367，721 中津支店織布工場建設費

1，000，000 1，150，000（予算 ユ，247，997 兵庫支店織布工場建設費

180，000 200，000（予算 256，0021揃 博多支店織布工場建設費

現在払込資本金 7，854，000 9，084，510 9，905，100 9，905，100

諸積立金合計 5，720，800 5，362，700 5，462，718 5，562，715

諸　資　金　合　計 658，100 671，989 667，239

13，827，000 16，681，030
17466297　，　　　　　，

17，573，567 小　　　　計 ユ3，574，800 15，105，310 16，039，807 16，135，054

差　引　不　足　金 252，200
1575720，　　　　　　I 1426469，　　　　　　，

1，438，509

王3，827，000 ユ6，68ユ，030 ユ7466297　，　　　　　1

ユ7，573，567 合　　　　計 ユ3，827，000 ユ6，68ユ，030 17，466，297 ユ7，573，567

日本絹綿紡織合併差益金 725．000 591772　， 841772　， 1，091，772

前　季　繰　越　金 750．400 748045　， 764，801 800，647

小　　　　計 ユ，475，400
1339818，　　　　　　， 1606574，　　　　　，

1，892，420

差引不足金再掲 252，200 1，575，720 1，426，469 1，438，509

差　　　　引 1，223，200 △235902　　　， 180，105 453，91ユ

。o　　〔出所〕
一⑩　　〔備考〕

鐘紡所蔵資料により作成。

差引の△は資金の絶対的不足を示す。

浄
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　一方資金供給としては払込済資本金5，803，400円、諸積立金合計2，861，4ユ8

円、諸資金254，366円、総計8，919，184円である。この季の前季繰越金158，494

円を加算しても差引3，786，101円が不足することとなる。そのため「増設案中

ノ第二瓦斯紡績工場建設ノ件ハ当会社ノ財政上直テニ之ヲ実行スルモ差支ナシ

ト認ムルヲ以テ即時着手スル事トシ其他諸工場ノ建設案ハ今後当会社財政上ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
模様ト四囲ノ事情トヲ考察シ慎重二決定スルノ要アル」となったものと思われ

る。

　その後この増設計画に沿って一部手直しがあったものの前掲第1表にみられ

るように綿糸、綿布そして絹糸糸の生産工場が建設されるのであるが、この時

の資金計画はどのように変化していたのであろうか。

　第9表が41年から43年にかけての資金計画を鐘紡が作成した資料をまとめた

ものである。同表の借方は資金需要であり貸方は資金供給である。これをみて

もわかるように各時期とも貸方の差引不足金が計上さ札でいる。しかしこの不

足を補うものとして考えられているのが日本絹綿紡織合併差益金と前季繰越金

である。ただこの合併差益金が各時期によっても異なっている点は不明であり、

なぜこの様な金額が計上されるのかは現在のところ不明である。

　なお前季繰越金が70万～80万円計上されているがこのような金額となったの

は39年下半季からである。このことは37年から43年までの鐘紡の利益処分を示

した第10表によって知ることができよう。このような利益処分を行うにいたっ

たのは39年7月の大増設計画の発表と関係があるのか等については資料不足の

ため判明しない。いづれにしろ多額の繰越金の存在がこの大増設計画の推進に

とって有利に作用したことは間違いないことであろう。

　D．同業他社の動向

　　　　　　　｛31〕
　鐘紡と富士紡績は本社が東只府下にあるのと同時にそれぞれの実質経営者で

（30）営業報告書　39年下半季。

（31）富士紡績の資料は全て幅士紡績五十年史』昭和22年による。
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第10表　　利　益　処　分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

明治半季 純利益 前季繰越金 役員賞与金 諸積立金 諸資金 配当金 後季繰越金

37土 402 65 9 150 174 134

下 372 134 工6 20 ユ0 232 228

38土 1，551 228 50 935 100 464 230

下 ユ，506 230 50 964 ユ00 464 ユ58

39土 1，639 158 50 1，000 130 464 153

下 ユ，652 且53 50 500 ユ45 580 530

40土 1，467 530 50 500 195 679 572

下 1，373 579 50 200 90 863 750

41上 776 750 50 100 623 748

下 673 748 38 100 549 734

42上 701 734 38 100 549 748

下 730 748 38 100 576 764

43上 856 764 38 100 681 800

下 693 681 38 50 594 786

　咄所〕営業報告書により作成
　〔備考〕千円以下切捨のため純利益と前季繰越金の合言十と他の項目の合計とは必ずしも一致しな

　　　いo

ある武藤山治と和田豊治が一時期鐘紡で同僚であったという点において互に意

識するのは当然といえよう。

　今両社の35年以後の経営活動を比較するといくつかの類似点がある。

　まず富士紡績からみていこう。

　①29年の創立当時より絹紡糸生産を行っている。

　②36年7月1日小名木川綿布会社と合併し、富士瓦斯紡績は織布部門をも

　　つこととなった。

③38年9月20日の役員会で拡張計画を決定し、39年ユ月ユ5日の株主総会で

　　この計画と240万円の増資を決議した。

　④39年7月14日東京瓦斯紡績会社との合併を決議し、より一層ガス糸生産

　　に乗り出すこととなった。

　これに対し鐘紡は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321



経済経営研究第39号（I・皿）

①39年7月の拡大計画の中に絹紡糸生産を含めていた。

②36年5月に武藤が高辻に対し織布業への進出の相談を行っている。

③ガス糸生産の開始を決議したのは39年7月17日の株主総会であった。

　以上の様な諸点は単なる偶然とばかりは言えない側面をもつと考えることが

できよう。

　　　　　　　　　　　　　4．おわりに

　これまで35年以後の鐘紡の行った拡張と多角化についてその生産の概観なら

びに、その要因について考察を進めてきたが、最後に同社の拡張と多角化の特

色についてまとめてみたい。

　まず綿糸生産の拡張方法については、その生産設備からみれば合併買収によ

り取得した工場の方が自己建設工場よりもその工場数と据付錘数とにおいて多

かった。

　一方、綿布生産への多角化については、同じくその生産設備において工場数

では自己建設分が多かったが、据付織機台数では合併工場分の方が多かった。

　また、絹紬糸生産ではその生産設備についてみれば、工場数や据付錘数とも

合併工場分の方が自己建設工場分よりも多かった。

　以上のことから考えて鐘紡の拡張と多角化はその実質的生産規模を表示する

据付錘ならびに織機の多くを他企業との合併によって取得しており、この点が

大きな特色といえよう。

　この様に合併買収企業を自社の生産計画に組み入れ、生産の拡張と多角化と

いう重要な企業戦略を遂行するためには、これらの合併買収企業の合併買収後

の工場管理（人的・物的を含めた）に「ノウハウ」を有することが不可欠であ

ると思われるので、鐘紡におけるこの点の検討は今後の課題としたい。
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　　　　　　　　　　　　　　　付　　記

　本稿は昭和61，62年度科学研究費補助金一般研究C「企業合併の歴史的実証

的研究」による研究成果の一部である。

　鐘淵紡績株式会社の資料に関しては鐘紡株式会社社史資料室がその閲覧、調

査、収集に便宜をはかって下さると共に種々ご教示下さいました。末尾ながら

お礼申し上げます。

　当然のことながら本稿のありうべき誤りは全て筆者の責任である。
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労働価値説と現代の諸問題

置　塩　信　雄

　労働価値説との関連において、とりあげるべきだと筆者が考える現代の諸問

題には、次のようなものがある。

　　　　　　　　　　　　　1．サービス労働

　現代のいちじるしい特徴の一つは労働のうちで占めるサービス労働の比重が

著しく大きくなってきたことである。

　従来、労働価値説の立場に立つ多くの人々は、商業、金融、医療、教育、警

備などの労働は価値形成的ではないとしてきた。その理由として、（・〕マルクス

の「資本論」での所説、lb）それらの労働が有体物を生産しないこと、（o）それら

の労働の有用性が、どのような社会形態のもとでも必要なものでないこと、ld）

それらの労働が人聞にとっての外的自然の変化ではなく、対人間の働きである

ことなでが挙げられている。

　しかし、これらの事情にもかかわらず、サrビスであっても、それが商品と

いう形態をとる場合には、それに投下された社会的標準的な投下労働が価値を

形成する。

　（・）マルクスは「資本論」において、商業労働や金融労働などは価値形成的で

はなく、商業や金融などの活動に投下される諸生産物、またそこでの労働者が

消費する生活資料などは「空費」であり、物的諸商品の生産過程で形成された

価値からの控除をなすと述べている。この考え方の根拠には、（イ）商業や金融な

どの活動は特定の社会形態においてだけ「必要な」ものであること、（口にれら
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の活動は人聞の外的自然変化活動ではなく、それ故、人間存続のための基礎を

支えるものではないことが考えられ、これらは前述の（・〕（d）にあたる。

　だが、マルクスは「剰余価値学説史」において、資本家が経営する劇場にお

ける歌手の労働は剰余価値を生むと述べている。この考えかたによれば、その

歌手の労働は価値形成的であるとしなければならない。この場合には、その労

働が有体物を生産するかどうか、その労働が外的白然変化活動であるかどうか

は全く問題にされていない。その労働がともかく「有用」であること。それが

商品であること。これによって、その労働は価値を形成し、その労働が賃労働

者の労働力によるときには、剰余価値を形成する。

　このように、マルクス自身、ある労働が価値形成的であるか否かについて、

その考えは多義的である。それ故、マルクスからある個処の引用をもって、こ

の問題に対する形とすることはできない。

　（b〕労働の結果、有体物を生産するか否かで価値形成的か否かをきめようとす

る考え方は根拠がないと考える。価値は商品に対象化された労働であるという

場合、「対象化」という言葉から、ある可視的な物体を連想することが多い。

しかし、サービスと呼ばれているもの以外にも、商品でありながら有体物とは

いえないものがある。電力、電波などはその例である。電力が商品として、生

産される場合、そのために支出される労働はもちろん価値を形成する。したがっ

て、有体物を生産しないからという理由で、商品としてのサービスの提供のた

めに支出される労働が価値形成的でないという議論は誤りである。

　ここで、商品としてのサービスの売買と、商品としての労働力の売買とのち

がいを明らかにしておくことが必要である。ある資本家が賃金労働者を雇用し

（労働力を購入し）、この賃金労働者にサービス労働を行わせる。この場合、労

働力の売買はあるが、サービスの売買はない。ある人が、他の資本家に雇用さ

れた賃金労働者の行うサービス労働をうけ、これに代金を支払う場合。あるい

は、ある人が、個人経営としてサービス提供を行っている人から、代金を支払っ
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て、そのサービスをうける場合。これらの場合には、サービスは商品として売

買されている。前者においては、賃金労働者の労働は価値を形成するだけでな

く、剰余価値をもつくり出す。後者の場合には、個人経営者の労働は価値を形

成するけれども剰余価値をつくり出さない。

　（・）それぞれの社会形態のもとで行われる人間の労働には、社会形態がどの

ようであれ行われねばならないものと、ある特定の社会形態であるために行わ

なければならないものとが混在している。もちろん、社会形態がどのようであっ

ても行われねばならない労働も、それがどよのような社会形態の下で行われる

かによって、その労働の社会的形態を異にすることはいうまでもない。

　人間の行う労働のなかで、どれがいかなる社会形態の下であれ行われねばな

らぬもので、どれがある特定の社会形態（例えば資本主義）だから行わざるを

えないものであるかを区別することは大変に主要なことである。それは、その

特定の社会形態を歴史的に相対的なものとしてみる認識を深めることになる。

　例えば、ある生産物（それは、社会形態の如何にかかわりなく人間にとって

必要なものであるとしよう。）を生産するために、直接、間接にaだけの労働

投下が必要だとしよう。すると、生産技術、労働の熟練度が同じである限り、

いづれの社会形態のもとで生産しようと、aだけの労働が必要である。ところ

が、商品生産が支配的である社会では、この生産物は商品となる。それ故、市

場において需要者を見出し、貨幣と交換されるというプロセスを通過しなけれ

ば、この商品はそれを使用価値として必要とする人にとどかない。ところが、

市場において需要者を見出し、貨幣と交換するためには、情報処理、交渉など

のため労働がbだけ支出されなくてはならないとしよう。すると、この社会形

態のもとでは、その生産物がそれを必要とする人のもとにとどくためには、労

働がaだけ支出されるのみならず、さらにbだけの労働支出が必要となる。こ

の余分の労働支出bが必要なのは、その生産物がそれを必要とする人のもとに

とどくまでに存在するいわば「社会的障壁」の克服のために必要となっている
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のである。

　ある生産物を手に入れるために、投下されねばならない労働のいづれの部分

が人間と自然の関係である「技術的障壁」の克服のためのもであり、いづれの

部分が人聞と人間の関係である「社会的障壁」の克服のためのものであるかを

明確に認識することは、それらの「障壁」を低くするために、何がなされなく

てはならないかを考える点でも重要である。

　しかしながら、このことから、価値形成を行う労働は前例でいえばaに限る

べきであると結論することは正しいだろうか。もし、そうだとすると、商業労

働、金融労働などのサービス労働のみではなく、商品としての通常の生産物の

生産に投下されている労働であっても、価値形成的でないとしなければならな

いものがあることを認めねばならなくなる。

　例えば、株券を考えよう。株券の生産にはもちろん、直接、間接に労働が投

下されている。そして、その株券は印刷業者がこれを商品として、その株券を

発行する資本家に販売する。この株券の生産のために投下された労働は価値を

形成しないとするべきだろうか。もし、ある特定の社会形態でのみ必要となる

労働は価値形成的でないとするならば、明らかに、株券を生産するために支出

された労働は価値形成的でない。株券が必要なのは、ある特定の社会形態のも

とにおいてだけであることは何人も否定しないからである。

　このような事例はほかにも挙げることができる。死刑や拷問を行うための種々

の器材、核戦争を行うための種々の兵器。これらの生産物はどのような社会形

態のもとであろうと必要なものでは決してない。だからといって、これら生産

物が商品として生産されるとき、そのために支出される労働は価値を形成せず、

それが資本制商品として生産されるとき、そこで支出される労働は剰余価値を

生まないと主張することが正しいであろうか。

　ある労働が価値形成的であるということは、その労働が何か素晴らしいもの

であることを決して意味しない。また、それがどんな社会形態のもとでも必要
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なものであることをも意味しない。それは、その労働の成果が商品となってい

るということを意味するだけである。

　価値という言葉にどのような定義を与えるかは、それ自体は論者の自由であ

る。（といっても、学説史的な定義や多くの人々が用いている定義と全く異なっ

たものは、他人に反感を与えるが、）しかしながら、議論において、ある言葉

を定義したら、それを一貫してゆくことが必要である。そうでなければ、議論

は明確性を失うことになり、論理が乱れる。

　（d）人間の労働は、一般に、自然に対する制御活動である。人間は生物の一

種である。どのような生物でも、その生命を維持し存続していくには、外的な

自然をどのような程度であれ制御することが不可欠である。例えば、外界から

餌をとりいれ、体内でこれを消化し、摂取・排泄するという活動は、そのまま

の状態ではその生物の存続にとって役立たない外界の物質に働きかけて、それ

を変化させる（移動、変形、変質など）という活動であり、外界の制御活動で

ある。

　人問も生物である以上、いか率る生物も営まねばならぬ基礎的活動である、

この外界の制御活動を行わざるをえない。それは人間存続の基礎である。人間

はこの基礎的活動を他の生物とは異なる特殊なしかた（意識的、用具使用的、

社会的）で行うことによって、外界、自然に対する制御能力を他の生物に比し

て著しく高め・人間は人間になることがでさた。

　だが、人間は人間にとって外的な自然に対する制御活動のほかに、人間その

もの＝人間にとっての内的な自然に対する制御活動をも行っている。そして、

それは人間に固有なことではなく、生物一般がその存続のために行っているこ

とである。いづれの生物でも生存のためには、自ら内部の均衡（homeostasis）

を保つべく制御しなくてはならない。生物の外的な自然制御は、その生物にとっ

ての内的自然を制御するための手段であるといえる。人間は人間という内的自

然に働きかけ、これを制御する活動を行っている。衛生、医療、育児、教育、
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体育、休養などがこれである。人間の行う外的自然変革の活動は、そのほとん

どが、内的自然に働きかけて、これを一定の条件下に保つためのものである。

　外的自然に働きかけ、食糧、衣服、住居を手に入れるのも、内的自然に特定

の物質をとり入れたり、内的自然の近傍をある一定条件に保つため、つまり、

内的白然を制御するためである。この場合、食糧、衣服、住居などは内的自然

を制御するための手段の役割を果たしている。

　これらのことから、人聞の自然制御活動＝生産活動：労働には、次の3つの

ものがあることが分る。（イ〕内的自然に働きかけ、これを制御する活動、（口〕内的

自然に働きかける手段を手に入れるために、外的自然に働きかけ、これを制御

する活動、バ外的自然に働きかける手段を手に入れるために、外的自然に働き

かけ、これを制御する活動。消費財生産、生産財生産と呼ばれるものは、それ

ぞれ、（口）、いに当り、サービス労働と呼ばれるものの多くは（イ）に当る。

　これらの3者の関連を図示すると、図のようになる。

生　　産　　財 消　　費　　財

サ　一　ビ　ス

人　　　　間

　以上のように考えると、人間の労働を対外的自然の活動であるか、対人間＝

対内的自然の活動であるかによって、前者を生産活動であるとし、後者をそれ

から排除することは十分な根拠をもたないことになる。これらは、いづれも生

産活動であるとするのが合理的である。

　もちろん、これら生産活動のうちの3者の区別を認識することが大切である
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ことはいうまでもない。3者はその具体的役割を異にするからである。しかし、

現代の資本主義を論じる場合に、よくみかける次のような主張は正しくないと

考える。すなわち、物的生産（それは上述での（口）、バを示す）の比重が低下し、

サービス労働（（イ）に当る）の比重が増大することは、社会の再生産の基礎を危

ぐするものであるとする主張である。もとより、社会の再生産が行われるため

に、物的生産とサービス生産の比重がある許容範囲になければならないことは

いうまでもない。しかし、考えてみると、このことは何も、物的生産とサービ

ス生産の相対比についていえるだけではない。物的生産において、例えば生産

財と消費財の生産の相対比が異常である場合には再生産の進行が不可能になる

ことは、再生産条件の分析からよく知られている。この条件に照して、生産財

生産が過大であっても、逆に消費財生産が過大であっても再生産に支障をきた

す。また、物的生産がサービス生産に比して過大である場合でも社会の再生産

に支障をきたす。過大であって困るのはサービス生産であるとは限らないので

ある。

　人間そのもの＝内的自然の制御を行う労働も、それが商品となる場合には価

値を形成する。

　　　　　　　　　　　　2．オートメーション

現代の著しい特徴の一つは、物的生産過程のみでなくサービス生産過程にお

いても、広くオートメーションが導入されてきたことである。

　オートメーションは生産過程における直接労働（生きた労働）の投下を著し

く減少させ、人間の頭脳活動の一部、すなわち記憶、計算、監視などを代行す

る。このようなオートメーションの進行がさらに一層おしすすめられると、ど

のような事態が生じ、それは資本制社会の存続にとって何を意味するかは重要

な問題である。

　労働価値説の主要命題のうちでも、最も重要なものであると考えられるのは、
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資本制における利潤の源泉が、労働者に行わせる剰余労働の搾取であるという

命題である。労働者階級が総計Mだけの労働を支出する。労働者は賃金を受

取り、それでもって

　　　　B1，B2，………，Bπ

だけの生活資料を購入し、それを消費して生活する。ここで、B、は第三商品の

量を示す。第｛商品1単位の生産に直接、間接に投下されねばならない労働量、

すなわち価値を

　　　　亡1，仁王，’…’．．’’，亡π

とすれば、労働者階級が受取る生活資料の生産のために必要な労働γは

　　　　γ：B・亡1＋見わ十……十B祀亡祀

である。このとき、剰余労働Mは

　　　　M＝M一γ

である。

　諸商品の単位価値は周知のように

　　　　ち＝Σα明ら十τ、　　三＝1，2，・・・…，π

　　　　　　J

できまる。労働者階級が支出する生きた労働wは

　　　M＝κ1τi＋κ2τ且十・・・…十κπτ皿

である。ここで、κ、は第｛商品の生産量である。

　さて、オートメーションの進行し、τ1，τ里，……，τπがゼロに近づいてい

くとしよう。すると、上述から分かるように、諸商品の価値亡ユ，亡。，……，ε記

はゼロに近づき、したがってまたγもゼロに近づく。これだけならば、マル

クスが「資本論」で述べた相対的剰余価値の搾出が著しいというだけのことで

ある。だが、他方、生きた労働Mもまたゼロに近づく。その結果、wとγと

の差である剰余労働もまたゼロに近づく。このことから、次のような主張が生

れる。
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　剰余労働がオートメーションの進行の結果、ゼロに近づくのであるから、資

本制における利潤もゼロに近づき、利潤率もまたゼロに近づくであろう。その

結果、利潤追求を規定的動機とする資本制社会は存続できなくなるにちがいない。

　この主張は正しいだろうか。これを考えるために最も簡単な場合についてみ

よう。

α1P
生　　産　　財

α2

　　　　　消　　費　　財

τ1 τ1

労　　　働

生産財、消費財の価格をρ1，ρ王、貨幣賃金率をωとすれば、生産財、消費財

のそれぞれ1単位当りの利潤は

ρ1一（α、P1＋τ1ω）

ρ。一（α王ρ1＋τ〃）

である。オートメーションの進行が極限に達して、τ1、τ・が0になったと

しよう。そのとき、利潤は消滅するだろうか。上式より直ぐ分るように、生産

財、消費財1単位当りの利潤は

（ユーα。）ρI，　ρ里一αψ

となる。それ故、1一α1＞0である限り生産財部門では利潤があり、消費財部

門でも相対価格ρ。伽がα星より大きければ利潤が生じる。

　この想定のもとでは、諸商品の価値は0、生きた労働の支出、剰余労働も0

である。しかし、1一α・＞0である限り、利潤は存在する。α・が1より小であ

るというのは、生産財1単位の生産のために消耗しなければならない生産財が
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1単位以下であることを意味する。すなわち、純生産（net　proauction）が可

能であるということを意味する。

　以上のことから、オートメーションの進行の結果、剰余労働が0となれば、

利潤は消滅し資本主義は存続不可能となるという議論は、仮に、オートメーショ

ンの進行によって、すべての生きた労働の投入が不要となるという想定を認め

たとしても成立しない。

　ここで批判した議論と同様の議論は利潤率についても行うことができる。周

知のように利潤率は仮りに搾取率を無限大にしても、それを上回りえない上限

をもつ。

M　　M
一＜一　　　　jv＝ルf＋γ
0＋γ　0

この上限〃Cは生きた労働Nと生産手段に対象化された労働Cの比率である。

マルクスは労働生産性を高める新技術は、旧技術に比して、〃σを低めるよ

うなものであると考え、その系論として、利潤率の傾向的低下法則を導き出し

ている。つまり、技術進歩の結果、利潤率の上限が低下してゆき、それに抑え

られて、利潤率が傾向的に低下せざるをえないとした。

　この考えをオートメーションが利潤率に及ぼす影響の問題に応用して、次の

ような議論がなされる。オートメーションはその極限においては、生きた労働

を0に近づける。その結果、上述の〃0もまた0に近づく。それ故、これを

上限とする利潤率もまたOに近づかざるをえない。

　この議論の推論の誤りは、生きた労働総計Nが0に近づけば、M／Cもまた

0に近づくとするところにある。Cは前述のように、生産手段に対象化された

労働＝生産財の価値である。生きた労働の支出が各部門において0に近づくと

き、生産財の価値0はどうなるであろうか。既に示したように、これもまた

0に近づかざるをえない。だから、M→0のとき、〃0がどうなるかは、C→
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0であるから、直ちにそれが0に近づくと結論することはできない。

　では、このとき、利潤率の上限を与える〃0はどのような値に近づくので

あろうか。これを最も簡潔に考えるには、前掲の生産財、消費財2商品モデル

についてみるのが便である。そこでの、生産財1単位の価値亡1は

　　　　亡1：α1む1→一τ1

できまるから、

　　　　亡、＝τ。／（1一α1）

である。ここで、生産財部門における生きた労働と生産財に対象化された労働

の比を考えると、

　　　　τ、／α、亡1

である。オートメーションの進行により、τ・が0に近づくと、生産財の価値

亡1も0に近づくこ．とは上述の価値の定義から分る。すると、τユとα1亡、の比

は0／0に近づくということになり不定であるように見える。しかし、そうでは

ない。τ1とα・亡1の比は、生きた労働τ1の大小にかかわりなく

　　　　τ1／α1t∫：　（1一αj）／αユ

という確定値をとる。

　実際、生産財都門の利潤率の上限をこれが画すことは、容易に分る。

ρ1一α1ρ1一τ1ω　　　1一α1

α1ρ1＋τ1ω　　　　　α1

この上限は、生産財部門での生きた労働の支出τ1が0か、賃金ωが0であ

るときの生産財部門の利潤率であ糺

　以上によって、オートメーションの極限→利潤，利潤率＝0→資本制存続不

可能という議論が誤りであることが明らかになった。

　そこで、さらに考えるべき問題が2つ残る。一つは、いま述べた剰余労働＝

0→利潤率＞0という命題と、労働価値説の主要命題である利潤の源泉は剰余
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労働の搾取であるということとの関連は何かという問題である。いま一つは、

オートメーションの極限→利潤率＝0→資本制存続不可能という推論が誤りで

あるとして、オートメーションの進行は資本制存続を不可能とさせる要因であ

るのか否かという問題である。

　まず第1の問題から始めよう。上述において、仮りにオートメーションの進

行の極限において、生きた労働の支出がゼロとなったとしても、利潤は0とは

ならないことを示した。そこで、一つの問題は、この「仮りに…」という想定

の現実性についてである。オーオメーションの進行が生産過程での生きた労働

を急速に排除しつつあることは事実であるが、その際、オートメーション化さ

れる生産過程を支えるために支出される新しい生きた労働（ソフト作成、技術

開発など）が生じていること、また、いままではそれぞれの家庭内で孤立的に

行われていた数多くの生産活動（炊事、清掃、育児など）が社会的分業体系に

組み込まれ、生きた労働の支出による商品化が進んでいることも考えに入れる

ことが必要である。

　次に、この「仮りに…」の想定を認めた場合、剰余労働が0であるのに、利

潤がプラスであるという命題自体について考えよう。生産を行う場合には、必

ずなにかを消耗しなければならない。それは、その生産のための生産財の消耗

であったり、労働力の消耗であったりする。この意味で、マルクスも述べたよ

うに、生産は消費である。ところで、この生産のための消費（生産的消費）が、

それによって行われる生産よりも大であれば、それは生産とはいえないであろ

う。

　社会全体で生産された諸生産物の総体を総生産とよぶ。これを生産するため

に消耗した諸生産物の総体は、同規模の生産を繰返すためには、総生産のなか

から補填（rep1ace）しなければならない。この補填部分を総生産から控除し

たあとに残る諸生産物を純生産とよぶ。

　仮りに、生きた労働の支出が全くゼロとなっても、この純生産物を人間が手
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に入れることができる場合には、労働の搾取によらない利潤が生じることにな

机そして、このような場合には、労働の視角から、経済諸現象を把握すると

いうことを要請する労働価値説は適用しえないのである。

　第2の問題に移ろう。オートメーションの進行が資本制の存在を掘り崩すよ

うになるのは、それによって、利潤や利潤率がゼロに近づくからではなくて、

資本制のもとにおいて、次のような諸問題を生むからである。

　（イ）オートメーションの進行は、生産過程における生きた労働を排除してゆく。

この結果、生じる失業者が、オートメーションの比較的に遅れる部門（サービ

ス部門）において吸収されない限り、鋭い雇用問題を発生させる。また、オー

トメーションの進行は社会での生産能力を著しく増大させる。これが、軍需な

どによって吸収されない限り、実現問題を鋭くする。

　（口）オートメーションの進行のためには、その開発、導入のために膨大な資金

を必要とする。この資金の調達が、その巨大さや危険のために私的に行いうる

限度を超えた場合、その調達は国家（それは諸国家であるかもしれない）によ

らなくてはならない。公的資金が私的決定にゆだねられることになり、汚職、

贈賄が日常的となる。

　バオートメーションの進行とともに、人間の生産活動は自然を大局的（g1ob－

a11y）に制御することができるようになる。生産活動の結果が商品という形態

に包摂されるためには、その生産活動は局所的（1OCaI1y）な自然制御でなけ

ればならない。それ故、人間の生産活動が自然の大局的制御になってゆくにつ

れて、それを商品形態に包摂することが困難となってゆく。資本制は商品形態

のうえに成立つのであるから、それは、資本制の基礎を掘り崩す。

　←）オートメーションの進行とともに、大局化する人間の自然制御活動の結果

は、空間的に広汎な、時間的に長期にわたる不可逆的な変化を自然（人間を含

む）に与える。このような生産に関する決定が、私的・分散的に利潤追及を基

準として行われる結果、自然環境、人体に深刻な被害が生じる。人間にとって
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財（goods）をもたらすはずの生産活動が、人間にとっての害（bads）の原因

となる。

　（ホ）オートメーションの進行は、人間の情報処理能力を著しく高める。生産は

人間の意識的な自然制御活動である。この生産に関する決定を行うには、情報

処理能力を必要とする。情報処理能力が社会の一部構成員に偏在しているとき

には、生産に関する決定は、情報処理能力をもつ一部構成員に独占され、階級

社会となる。オートメーションの進行にともない情報処理能力が社会の全構成

員にひろがるにしたがって、生産に関する決定を社会の一部構成員が独占し、

他の構成員をこれから排除しつづけることが困難となる。

　これらは、生産力と生産関係の矛盾・樫桔関係が顕在化することを意味する。

　　　　　　　　　　　　　　3．国際的問題

　資本制の発展にともない、社会的分業の範囲は一国にとどまらず、地球上の

全域をおおうに至る。それとともに、商品関係もまた、国際的となる。その結

果、いづれの国の労働者も「これは俺達のつくったものだ。」ということがで

きなくなる。ほとんど、すべての生産物は世界的な分業によって生産され、そ

れらの生産のためには、世界各国の労働者の労働が直接・間接に投入されねば

ならないからである。

　この世界的分業によって生産された商品の価値は、社会的に標準的な直接・

間接の投下労働量によってきまる。ここで、「社会的に」というのは、一国に

ついてではなく、商品関係に組み込まれた全ての国々を含む。また、直接・間

α1

第1国　　　労　　働　　1
τユ

　　　　　生　　産　　財
’一・一一一

五1　　　　　　α邊

凡
第2国 労働2“’’’一一 消　　費　　財

τ宮
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棲の投下労働は、それが、いづれの国で、どのような具体的形態での労働支出

であれ、人間労働一般として通算され、この意味で世界労働である。世界的搾

取・収奪関係をもっとも簡潔に示すために、図のようなモデルを考えよう。こ

の場合、第2国は生産財の供給を第1国の生産に依存し、第1国は消費財の供

給を第2国の生産に依存し、両国とも世界的分業に組み込まれている。

　生産財、消費財の単位価値亡、、亡雪は

　　　　士、＝α、亡1＋τ］，仁王＝α王仁1＋τ王

できまる。消費財1単位の生産には、τ。だけの第2国の労働と、α。τ1／（1一

α1）だけの第1国の労働が対象化されている。

　両国の労働者は単位労働当り、消費財をそれぞれ兄、見だけ愛とる。し

たがって、各国の労働者は単位労働当り、それぞれ

　　　　1一五1亡里，　　1一月2亡2

だけ剰余労働を搾取されている。

　生産財、消費財の価格（為替レートで換算し、同一の貨幣で表示して）を

ρ・、ρ・とすれば生産物1単位当りの利潤はそれぞれ

π・＝ ﾏrα1ρrτ1兄ρ1

π・＝ ﾏ・一α。ρ1一τ此ρ・

である。この両者の比を求めると

ρ（1一α。）一月1τ1

πユ／π。＝

1一α・ρ一見τ・

である。但し、

　　　ρ＝ρ1／ρ空

π1／π。は2商品の相対価格ρの増加関数であることは、一見して明らかであ

る。ところが、
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　　　　ρ＝さ1／亡。

すなわち、2国の間の交換が等価交換である場合には

π1

π王

仁1（1一α1）一見む里τ1 τ』（1一五1む。）

亡2一α2亡1一月2亡2τ呈 τ。（1一見立。）

となる。τ1（ユー凡亡・）、τ1（1一見立・）は生産財、消費財を1単位生産した

ときの、それぞれの剰余価値である。したがって、2国の間の交換が等価交換

である場合には、各国の資本家は自国の労働者から搾取した剰余価値しか手に

入れることができない。

　ところが、例えば

　　　　ρ〉亡1／む呈

なる不等価交換が行われる場合には、下図で示されるように

π1

一　＞

π宮

τ、（1一見立。）

τ。（1一見立里）

π片，

τ1（1一月1わ）

τ。（1一五め）

月1τ1

1一α1

　　　　　　　　　ρ
％　H・τ・
　　　　　αi
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となり、第1国の資本家は白国の労働者から搾取した剰余価値を手に入れるの

みならず、第2国の労働者から搾取した剰余価値をも手に入れることができる。

　このようにして、相手国に対して、不等価交換を強要することによって、相

手国の労働者がた搾取した剰余価値を収奪することができる。

　それだけではない。2国間の交換が不等価交換ではなく、等価交換が行われ

る場合でも、例えば、第1国は第2国の労働を収奪することができる。上述で

は、世界的分業において、第1国は生産財に、第2国は消費財に完全特課した

場合を考えた。しかし、第1国も第2国もともに生産財および消費財をともに

生産している場合も、もちろん存在する。この場合について考えよう。

　　　　　　　　　　　　　生　産　財　　　消　費　財

　　　　　　　　第1国　　αu，τ1］，π11　　α。、，τ。1，κ剛

　　　　　　　　第2国　　α蜆，τ、。，舳　　　α朋，τ理，蛎。

ここで、例えばα皿は第2国で生産財単位の生産する際の投入生産財、τ蜆は

直接労働、蛎は第2国での生産財生産量を示す。すると、世界全体では（α。1

κ・十α〃ll）だけの生産財と、（τllκ・十τ1州。）だけの直接労働を投入して、

生産財を（κ。十κ1。）だけを生産することになる。したがって、世界を一括し

て考えたとき、生産財および消費財をそれぞれ1単位生産するのに投下されね

ばならぬ世界労働量む1、ε。は

む1（κ1。十κ］。）＝亡1（α。π。十αユ。κ1。）十（τ。κ。十τ1。κ1里）

オ。（κ趾十κ盟）二士I（α別κ刮十α盟π盟）十（τ別κ別十τ盟π盟）

できまる。

　各国における各商品の個別的価値は

士u＝αu士1＋τu，　亡12＝α蜆む1＋τ12

t1王＝α12亡1＋τ1里，t囲＝α羽立1＋τ盟
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で定義される。すると、

亡1（κ11＋π1里）＝む11κu＋む1里κ12

‘呂（κ21＋肋）＝亡21κ別十亡盟肋

（｝〕

であることが分る。

　さて、生産財、消費財の価格がρ1、ρ。であるとき、両国の所得はそれぞれ

　　　　ツ、＝（ρrα。ρ1）κ。十紅一αψ）π。、

　　　　ツ。＝⑦rαIゆ）元1。十（ρr碗ρ、）物

となる。他方、それぞれの国の純生産物は

（π。一α。κrα。、π。、κ班）

（π】里一α1。κ1。一α囲肋π盟）

であるから、ツ1、ツ。はこれらを価格ρ1、ρ。で評価したものに等しい。

　世界全体での純生産物は

　　　　［（κ。十κ岨）一α。κrα。1κ。rα舳ゼα跳硯，（κ趾十工盟）］

であるが、これを世界的価値上』、亡。で評価すれば、亡1、亡望の定義式から分る

ように

　　　　τuπ11一トτ別κ王ユー←τ1里κ1雪一トτ四κ盟

すなわち、世界での全直接労働総書十に等しい。

　さて、両国の所得の比に着目すると、

ツ、　ρ（κ11一αllκ。一α別κ。1）十κ別

ツ。　ρ（κ1。一α伽一α舳）十蛎

となる。ここでρ二ρ1／ρ里である。このツユ／ツ。は、

　　　　（π11一αuπu一α別κ。。）／κ。、一（κ別一α1。π1。一α囲π腕）ノκ盟
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が正であればρの増加関数、負であれば減少関数である。例えば、第2国にお

いては、自国での生産（κ1。、κ蜆）のための補填だけさえも自国で生産する生

産財で行えない場合には

　　　　κ別一α蛇κ12一α盟π盟＜0，　　κll一αユ1κu一α別κ別＞O

となるから、ツ1／ツ1はρの増加関数となる。

　さて、生産財と消費財の交換が等価交換であり

　　　　ρ＝士1ノ仁王

であるとき、ツ1／ツ・はどのような大きさとなるであろうか。このとき

ツ1

ツ2

亡1（κ11一αllκ。一α。1κ別）十亡。κ別

亡1（π1。一α1舳一α挑囲）十亡。鮎

となる。右辺の分子および分母は

　　　　分子＝（亡r亡。）κ。十（亡。一亡理）π。1＋（τ。π。十τ別π。、）

　　　　分母＝（亡r亡、。）κ1。十（亡。一亡囲）蛎十（τ1伽。十τ挑理）

である。ところが、（＊）より

　　　λ＝（‘1一亡u）π11＋（亡2一士21）κ別＝（亡12一亡1）κ1里十（亡理一む里）κ盟

であるから、結局

ツ1

ツ2

τuκu＋τ別κ別十λ

τ1必。十τ銚囲一λ

であることが分る。

　例えば、第1国が生産性において第2国に後れており、第1国での個別的価

値亡、、、‘・、が世界的価値亡1、亡、より小であれば、λは正となる。それ故、等

価交換が行なわれている場合でも、第1国は自国の直接労働に比して、より大

なる所得を手に入れることとなる。つまり、第ユ国は第2国の直接労働の一部

を収奪することができるのである。このようにして、自国に有利な不等価交換
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を通じてだけでなく、等価交換の場合ですら、先進国は後進国の労働を収奪す

ることができるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　4．社会主義

　社会的分業が広汎に行われ、その分業の各肢における生産に周する生産手段

が私的、分散的に私有されている社会では、生産物は商品という形態をとらざ

るをえない。ところで、生産手段がすべて社会の全構成員の共有となっている

社会で、生産物は商品という形態をとるであろうか。とるとすれば、その根拠

はどこに求められるか。

　生産手段がすべて社会的共有であるということは何を意味するのだろうか。

それは、生産手段が私有ではないことを意味することは明らかである。すなわ

ちある個人あるいは集団（全社会的でない）が、その生産手段を用いて、生産

を行うか否か、生産を行う場合、何を、どれだけ、どのように生産するかの決

定を握り、これに対して、他の人々の介入を排除する状態が、生産手段が私有

されているということである。だから、生産手段が社会的共有である場合には、

ある個人、集団がその生産手段を用いて行う生産に関する決定を排他的に握る

ということがあってはならない。もし、そんなことがあれば、仮りに法的に、

建前のうえで生産手段は全社会的共有であるとされていても、実質は生産に関

する決定を排他的に握るその個人、集団が生産手段を私有していることになる。

　以上は、全社会的共有は私有ではないという消極的な規定である。積極的な

規定として何がいえるだろうか。それは、社会の全構成員がその生産手段をもっ

てする生産に関する決定に関与するということである。もし、このことがなさ

れず、社会の構成員のうちの一部分のみが生産に関する決定を掌握し、他の構

成員がこれから排除されることがあれば、その生産手段はその決定を握る人々

に私有あるいは集団所有されているのであって、社会的共有ではない。所有問

題の中心は誰が決定を握るかという点にある。
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　社会の全構成員が、社会に存在するすべての生産手段に関する決定に関与す

るということは、どのようにして可能だろうか。社会の構成員の数が小さく、

生産に関する決定をしなくてはならない項目がさほど大でない場合には、全構

成員が一堂に会して合議し決定を行うことができる。その場合には、社会的分

業の各枝で行う労働は、この決定によって行われるのであるから、事前的かつ

直接的に社会的な労働であり、したがって、生産物は商品という形態をとるこ

とはない。

　しかし、この場合でも、決定に関与する諸構成員の見解は異なるにもかかわ

らず、相対的多数見解によって社会的な決定を行わねばならない。この多数見

解と、決定に反映しなかった少数見解との間に決定的な対立関係がある場合に

は、その決定の実行は社会的緊張を生み出すことになる。これが累積すると全

社会的共有の崩壊に至る。したがって、共有が維持されるためには、決定にい

たる過程で、異なった見解の間の討論を繰返すことによる諸見解の接近や、少

数見解の尊重など、決定的な対立関係を回避する妥協の発見が必要となる。

　社会の構成員の数が多く、決定項目の数が膨大である場合には、全構成員が

決定に直接関与することは容易ではない。現在、急速に進歩しつつある情報処

理電子機構をもってしても、それは不可能であるといっていいほど困難である。

　社会的分業を行うすべての人々の数は、社会的分業がいまや世界的分業であ

ることを考えれば、全世界の人々を含む。その数は50億人を超える。

　広汎な社会的分業を遂行するために決定しなくてはならない決定項目の数は

ほとんど無数である。生産物の種類ηは電力、鉄鋼、…、小麦、…、ネクタイ

と数えるだけでなく、それぞれの晶質について考慮すると、その数は巨大であ

る。その各種の生産物について、その生産量、生産方法、生産時点、生産場所、

次期以後の生産のための蓄積などの諸項目肌が決定されなければならない。

決定項目の数π・肌は著しく大きい。

　この膨大な決定事項について、全構成員が直接に意見を表明し、共同決定を
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行うためには、情報処理電子機構を全面的に採用するとしても、各構成員はこ

のことに生活時間のほとんどを費すか、全く無責任な意見表明（非表町も含め

て）を行うかのいずれかになってしまうであろう。

　また、これら全項目について、各構成員が根拠のある意見を表明できるため

には、社会的分業全般にわたる膨大な情報が、各人に提供されていなければな

らない。この情報の解析には、これまた多大の時間と能力を必要とする。

　これらのことを考慮すると、社会の全構成員が生産に関する決定に関与する

ためには、直接的な意見表明による決定関与のほかに、いくつかの間接的な決

定関与のチャンネルが存在しなければならない。すなわち、（イ）基本的、全般的

事項についての全構成員の直接討論、意思表明による決定、／口）その他の基本的、

全般的事項についての決定を委任する人々の全構成員の選挙による選定・解任、

バ分権的な決定をゆだねられた企業での決定への関与、／→市場での個人的選択

（イ〕

直

接
決
定
関

与

基本的なルール

グローバルな決定

企 業

（ハ腔業における関与 （二席場における関与

社会構成員

（口〕

代
表
選
出

の表明による分権的決定の適否の事後的判定などがその主なるものである。

　チャンネル（イ）、（口）が十分に機能するためには、民主的な政治機構（複数政党、

議会、三権分立、情報公開など）が不可欠である。

　チャンネルバは次の3つからなる。（・）企業の構成員としての関与、（b）企業が

立地する地域の住民としての関与、（・）企業が生産する生産物の消費者としての

関与。
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　チャンネル←）が適切に機能するためには、価格が十分に需給状態を反映する

こと、企業が価格の示すシグナルに反応すること、貨幣総量が規制されている

こと、貨幣所得の人々への配分が合理的であることなどが必要である。

　企業による生産は（イトバまでのチャンネルを通じての社会構成員の意思表明

を反映しているとはいえ、細目にわたって全社会構成員の意思表明を反映して

いるわけではない。なによりも決定項目の膨大なことがそれを妨げている。し

たがって、企業において支出される労働は完全な意味ではマルクスのいう直接

的に社会的労働ではない。それ故、その労働が社会的労働としての成果を挙げ

たか否かは、事後的な点検を経て明らかになる。これを行うのがチャンネル（→

なのである。この市場における点検において貨幣はいわば投票用紙の役割を果

たす。

　従って、投票用紙：貨幣の総量、人々への分配の仕方が極めて重要である。

貨幣（預金通貨を含む）総量は、銀行の国家機関、企業や諸構成員への貸付に

よって増加させることが出来る。それ故、銀行の貸付が全構成員の関与しない

形で、ある方向、例えば軍需、へ大量に行われるならば、インフレーションが

生じ人々の市場を通じての意思表明はその実効を挙げ得なくなる。

　貨幣がいわば投票用紙として生産の事後的点検の役割を果たすには、諸商品

の価格は超過供給の場合には低下し、超過需要の場合には上昇しなければなら

ない。そして、企業はこの価格に着目し、価格が相対的に高く企業所得の増加

を見込める商品の生産を増加させ、その逆である商品の生産を減じるというルー

ルに従わなければならない。

　需要に対して供給が不足し超過需要状態にあるとき、価格を上昇させるとい

うことに対して、次のような反論がありうる。その場合には所得の大きい者が

その商品を得ることが出来、低いものは排除されるいう不公平が生じると。所

得（投票用紙＝貨幣）の分配が合理的でなければならないのはこの点があるか

らである。この条件が充たされれば、需要に対して供給が不足しているとき、
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その不足する商品を人々に配分する仕方として、これは弊害の多い行列、配給

制、必要度の行政的認定などと比して、合理的であるといえる。

　供給に対して需要が不足し超過供給状態にあるとき、価格を下落させるとい

うことに対して、次のような反論がありうる。そのようなことが続けば、その

商品を生産している企業は操業を停止しなくてはならなくなり、そこでの労働

者は失業するという事態が生じると。人々が必要としないものの生産を続ける

のは合理的ではない。そこでの労働者は他の生産に移行する。その条件の整う

までの間も所得をえ続ける。

　資本制的商品生産のもとでは、『蓄積論』（筑摩書房）で述べたように、不均

衡の累積が生じこれを反転させるために景気循環が不可避であった。その原因

は商品形態それ自体にあるのではなく、それが資本制的の行われる結果、賃金

労働者の搾取による「過小消費」、私的資本家が生産に関する基本的決定を掌

握することによる蓄積（新投資）決定の特殊性による。すなわち、資本制にお

いては資本家が蓄積需要を何らかの理由で減少させると、有効需要は縮小し、

生産能力の遊休・失業が生じる。これは蓄積需要の減少を相殺するように労働

者の所得したがって消費需要が上昇するメカニズムが作用しないからである。

また、有効需要が縮小し、生産能力の遊休が生じると私的資本家は蓄積需要を

さらに一層減少させ乱その結果、下方への不均衡は累積してゆく。

　社会主義のもとでも、商品生産は不均衡を発生させる。だからこそ事後的な

点検が必要なのである。しかし、その不均衡が累積する必然性はない。諸企業

が蓄積需要を減少させたとき、それを相殺するように労働者の所得したがって

消費需要が上昇するメカニズムが作用する。
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石油危機と価格体系の変化：1970～87年

新　庄　浩　二

　　　　　　　　　　　　　I．はじめに

　わが国経済は1973－74年および1979－80年の二度にわたる石油危機を契機と

して、省エネルギー・省資源型の産業構造への転換をはかり、いわゆる“産業

構造のソフト化・知識集約化”を進めてきた。そして、高度成長期に比べれば

大幅に鈍化したとはいえ、石油危機以降も依然として先進工業国中では相対的

に最も高いGNP成長率を実現させている。政府（主として通産省）は産業構

造の転換を促進するために、様々な政策的措置一例えば、産業構造ビジョ

ンの作成、構造不況産業に対する立法措置、先端技術開発やその産業化のため

の援助など一を実施してきたが、基本的には価格変化を通じての市場メカ

ニズムの働きが産業構造を変革させる上での原動力となったことは疑いを容れ

ない。

　例えば、石油危機前後のエネルギー価格の変化を卸売価格指数によって見る

と（図ユ）、輸入原油価格（円へ一ス）は1970年を100として、第一次石油危機

時に一たん579．4（！976年）でピークになった後、第二次石油危機後には更に

1396．5（1982年）にまで高騰したが、それに伴って石油製品卸売価格や電気・

ガス料金は3倍～7倍近くにまで値上がりした。その結果、アルミ精練や化学

肥料、石油化学、紙・パルプ、平電炉などエネルギー依存度の高い素材型産業

ではコストの急騰を惹起し、大きな打撃を受けたことは記憶に新しい。

　逆に、1983年以降は原油の世界的供給過剰傾向から国際石油市場では一転し

て価格の下落が始まる一方で、1985年後半からは大幅な円高の進行がこれに加
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　　　　　　　図1　エネルギー価格体系の推移（1970～87年）
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わり、輸入原油価格の急落をもたらした。因に、1987年平均の輸入原油価格は

449．0にまで下がっており、一般諸物価の値上がりを考慮すれば、それはすで

に第一次石油危機時の水準を実質的に下回っているといえる。1986年、87年の

両年には国内のエネルギー関連価格がこれに追随して引下げられ、同時に円高

による輸入原材料価格の全般的な低下から、総合卸売価格指数の下落が実現さ

れるに至っている。

　以上のように、わが国の相対価格体系は二度のオイルショック、および、そ

の後の逆オイルショックともいうべき時期を経て大きく変化したが、その変化

の実態はどのようなものであったか、そして、それは果してどの程度の“経済
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合理性”をもっており、理論的予測と合致しているのか、といった点が本稿で

取り上げようとする問題である。

　わが国のように、石油・石炭・LNG・核燃料などのエネルギー資源や食料

原料・鉱物資源等を海外にほとんど100％依存している経済では、世界市場で

決定されるこれらの原・燃料価格の動きに国内諸物価が連動するというのは、

経済原則から言って当然のことであり、むしろ資源の効率的配分のためには、

コストの変化を反映した価格形成が望ましいと判断される。勿論、例えば原油

輸入価格の上昇は、そのまま国内価格に転嫁されるのではなく、省エネルギー

技術の開発・導入によって可能な限り吸収されるべきことは言うまでもないが。

　価格は一般的に需要・供給の両面から決定される。供給側を規定する主たる

要因は単位当り生産コストであるが、これはエネルギーを含む中間投入財の価

格とその投入係数寸および労働・資本等の要素投入価格と要素投入係数とに依

存する。他方、需要要因としては、市場の成長率（あるいは、商品のライフサ

イクル・ステージ）や製品在庫率などが考えられる。ところで、石油危機のケー

スのように、輸入原油価格やその他の輸入原材料価格の外生的変化が国内価格

体系に与える影響を問題としようとする場合に利用できる分析道具として、産

業連関分析の価格決定モデルがある。そこで、小論では、この方法を適用して、

コスト条件の変化のみを反映させた“理論的価格”体系を導出し、これを現実

の価格動向と対比させることによって、石油危機時およびそれ以降の価格変化

がどの程度理論的予測に合致しているかを明らかにする。

　まず、次の第π節では価格決定モデルを説明した後、モデルに基づいて計算

された理論的価格と現実の価格変化とを比較し両者の対応関係を検討する。そ

して、第皿節では両者の乖離がどのような要因によって説明されるかを考察す

る。最後の第1V節では、得られた結果の要約とその含意について述べ、結びと

する。
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　　　　　　　　　　n　投入価格変化の波及効果分析

（1）　レオンティエフ型価格決定モデル

　モデルは次のような通常の産業連関表の縦の均等関係、すなわち、投入額合

計＝産出額の関係、に基づいている。

　　　　　　　π　　　　　　　　冊　　　　　　　　6
　　　乃。名。＝Σρ’oXら。＋Σq；oハ勾。＋Σωゐ。γ匂。　j＝1，2，…，η　　　（1）
　　　　　　工＝1　　　　　　’＝1　　　　　　　為＝1

　ここで、乃。j第ゴ部門価格、名。j第ノ部門生産数量、x∴第ノ部門の第｛国

産財投入量、q∴第王財輸入価格、M｛第ノ部門の第Z財輸入量、㌦㌧第ノ

部門第冶要素投入量（ただし、尾は家計外消費三1、雇用者所得：2、営業余

剰＝3、資本減耗引当＝4、間接税＝5、補助金＝6）、ω｛第冶要素価格

（ただし、ωF消費者物価指数、ω・＝賃金指数、ω・：卸売物価指数、肌＝投

資財価格指数、ω。＝卸売物価指数、ωF卸売物価指数、によって表される）

　なお、右肩の0は基準時点を意味する。

　ここで、価値的投入係数を

αノ＝ρ、。x〃パη、肌ポ＝q！Mポ／〆η

リ匂。：ωん。γ匂。／ρJoろ。

と定義し、基準時点の価格指数（＝1）をコスト要因で表すと、　（1）式は次

のように書ける。

　　　　　祀　　　1＝Σろ｛Jo（Σ1肌；、o＋Σ1吻ユ。）　　ノ＝1，2，…　，π　　　　　　　　　　（2）

　　　　　工　　　　’　　　　　　　ゐ

　ただし、6！は（トλ。）■’の第4要素である（なお、λ。はαノを要素とす

る〃×ηの行列）。

　　　　　　　　　　　　・　・・…　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　〈
　さて、ここで第0時点の技術が不変の下’で、輸入価格がg正（王＝1，2，…，π）、

　　　　　〈要素価格がω冶（々＝ユ，2，…6）の変化率でそれぞれ変化したとすると、このよ

うなコスト条件の変化に対応する理論的産出価格は次式で表される。
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　　　　　〈　　　　　　　　　　　　　〈　　　　　　　　　　　〈
　　　（1＋ρ’）＝Σ勾。（Σ（1＋gj）m’、〇十Σ（1＋ω危）吻。o）∫＝1，2，…，π（3）

　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　　　　　　ゐ

　以下では、この（3）式に基づいて投入係数一定という仮定の下で、輸入価

格および要素投入価格に実際に観察された変化率を代入して、各部門の産出価

　　　　　く
格変化率㎏，ノ＝1，…，〃）を算出する。なお・この“理論的価格”は技術革新

や省エネ・省力化などによるコスト削減努力を全く考慮していないので、経済

的に許容しうる上限価格とみなすべきであろう。

（ii）計算結果一卸売価格について

　まず、基準時点として、1970，75，80，85の四時点をとり、各時点に対応す

る名目の投入係数表を用意する。なお、使用した産業連関表は1970，75年は61

部門表、80，85年（延長表）は72部門表である。そして、各基準時点よりの輸

入価格変化および要素価格変化を求め、（3）式に従って計算された価格変化

　　　　　　　く
の理論値（1＋巧）を現実値（1†乃）と対比して示したのが、以下に示す表
　　　　　　　　　　　　　　　　ω
1－1、表1－2、表1－3、表1－4である。各表では、現実の諸要素価格変化と原油

輸入価格変化を与えると共に、WPI（卸売物価指数）の計算値を“要素価格変

化による部分”と“輸入価格変化による部分”とに分けて示してい乱

　以下、計算結果について期間別に検討しながら、簡単なコメントを加えてい

こう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈（1）なお、実際の計算は上の（3）式とは異なり、競争輸入型モデル（（卜（∫一M）λ）■’

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈を逆行列として用いるタイフ（ただし、M’は「輸出を除く国内需要」に対する輸入額

の比率を要素とする対角行列）によって行われている。また、輸入財の価格は日銀

r物価指数年報』の輸入価格指数（円へ一ス）を用いている。輸入財の価格変化を考慮

した部門数は、1970－75年、1975年一80年の各期間では全体の61部門のうち27部門、

1980－85年、1985－87年6月の各期間では全体の72部門のうち36部門である。
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（イ）第I期（1970～75年）

　表1－1が示すCPI（消費者物価指数）や賃金指数の上昇率から判断さ枠るよ

うに、この70～75年の期間では、その前半からすでにインフレが進行しており、

　　　　　　表1－1　エネルギー関連価格の理論値（括弧内）と現実値

　　　　　　　　　　　　　第I期（1970－75年）

ユ970　　　　71　　　　　72　　　　　73　　　　　74　　　　　75

WPI（ウェイト1000） ユ00，0　　　　99．2　　　100．0　　　115．9　　　152．2　　　ユ56．8

CPI 100．0　　　106．0　　　ユ10．9　　　124．0　　　154．ユ　　　172．4

賃金指数 100．0　　　1ユ4．6　　　133．0　　　161．6　　　205．4　　　235．9

投資財価格 100，0　　　　98．6　　　101．0　　　1ユ8．3　　　148．2　　　146．2

原油輸入価格 10010　・　115．3　　　117．0　　　131．4　　　465．6　　　545．5

石油製品 100．O　　　111．4　　　110．8　　　1ユ9．2　　　225．3　　　275．5

（106．1）（108．3）（124．5）（269．5）（302．9）

電力 100．0　　　100．0　　100．0　　　102．O　　　155．5　　　187．8

（103．9）（108．2）（126．0）（185．1）（200．7）

ガス 工00．0　　　100．0　　　107．3　　　ユi7．8　　　136．5　　　ユ80．0

（105．4）　（111．2）　（119．8）　（155．5）　（210．7）

国内WPI（ウェイト 100，0　　　　99．2　　　100．0　　　1ユ5．9　　　152．2　　　156．8
一g69．5） （104．4）　（110．4）　（130．6）　（175．4）　（189．4）

国内WPI変化の内訳
要素価格変化分
輸入価格変化分

1．1二1｝舳2111川1：1川1＝1；

諸投入価格の上昇を反映させた理論値は現実値を上回る傾向にある。すなわち、

1972年時点では原油価格はまだ117．0と比較的緩やかな上昇に止まっているが、

賃金コスト上昇などのために国内WPIの計算値は110．4と現実値（＝ユ00．0）

に比べてかなり上方に乖離している。

　そして、！973～75年にかけて起こった原油価格の4倍近い急騰（13ユ．4→465．6）

は、エネルギー関連価格を中心に“狂乱物価”と呼ばれるような諸価格の大幅

アップをもたらしたが、それでもそれらは投入価格上昇によるコストアップを

そのまま産出価格に転嫁させて求めた理論値と比べると、20～30％ポイント下

回っている（例えば、国内WPIでは1975年の理論値が189．4に対して、現実値

は156．8と32．6ポイントの差がある）。これは、この時期のコストアップが大幅

かつ急激であったのに対し、他方で、インフレ収束のための景気引締政策が同
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時にとられたため、企業側では人減らしや経費節約（すなわち、投入係数の変

化）、更には収益率＝営業余剰の低下という形の対応がなされ、結果とIしてコ

ストの転嫁が部分的に行われたに止まったことを意味する。

　言うまでもなく、現実の価格動向は、技術変化や設備稼働率などによって左

右される投入係数の変化のほか、市場の需給要因、更には市場における企業間

の競争関係など、種々の要因に依存して決定される。次節では、現実値の理論

値からの乖離に関して若干の計量分析を試みるが、そのための準備として24の

産業に統合した部門価格について、現実値と理論値とを対比させたのが図2で
　　（2〕

ある。

　すなわち、この図では棒グラフの左側が現実値、右側が理論値を示す。これ

から明らかになるのは、1970～75年の全般的な価格高騰は同時に相対価格の激

しい変化を伴っているという事実である。左側の上部の黒く塗った部分は1973

～75年（第1次石油ショック時）の2年間の上昇幅を示すものであるが、石油・

石炭製品、化学、紙・パルプ、電力、ガス、窯業・土石といったエネルギーや

素材関連財の価格が高騰しているのに対して、機械関連の加工・組立型産業に

おける比較的緩やかな価格上昇が対照的である。

　これに対して、右側の棒グラフは理論値の動向を表すが、産業間での価格変

化率には差があまり無く、全般的に過大な上昇率が算出されている。なお、図

1では理論値についても、1973～75年の期間の変化率を区別して示してある。

この期間に現実値が理論値を上回っているのは出版・印刷の一産業のみで、他

はすべて理論値が過大推定となっており、特に機械産業における両者の乖離が

著しい。

（2）図1～図4に示す理論値は6工部門（ユ970年表、1975年表）および72部門（1980年

表、1985年（延長表））について計算したものを24の産業部門に統合して求めたもので

ある。他方、現実値は日銀『物価指数年報』（各年）から得られる各産業分類の国内価

格指数である。
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（口〕第II期（1975～80年）

　1975～80年の期間では、表1－2に示されるように全体としてインフレ傾向が

鈍化するなかで、理論値と現実値とがかなり接近した動きをしている。特に、

エネルギー関連財については、石油製品にしろ、電力、ガスにしろ第2次石油

ショック時にはコストアップの価格への転嫁がむしろ政策的に支持された結果、

現実値が理論値を上回るに至っている。しかし、全体的な価格の動きを国内

WPIについて見ると、1980年では現実値133．0に対して理論値142．3と約10％の

過大予測となっている。このことは、エネルギー産業のようにコストアップの

価格転嫁が十分に図られた産業がある一方で、理論値をかなり下回った価格の

動きが存在していることを意味する。この点を明らかにするために、図3では

前出図2と同様の24の統合産業部門について、現実の価格変化と理論値とをグ

ラフに示している。前と同様に左側の棒グラフが現実値、右側が理論値である。

そして、第2次の石油危機に当たる！979～80年の1年間の価格変化幅が色分け

して明示されている。これから容易に分かるのは、やはり相対価格体系の激し

表1－2　エネルギー関連価格の理論値（括弧内）と現実値

　　　　　　　第n期（1975－80年）

1975　　　　76　　　　　77　　　　　78　　　　　79　　　　　80

WPI（ウェイト1000） 100．0　　　105．O　　　107．0　　　104．3　　　111．9　　　131．8

CPI 100．0　　　109．3　　　118、ユ　　　ユ22．6　　　127．0　　　137，2

賃金指数 10010　　　112．6　　　ユ22．1　　　130．0　　　137．8　　　146．4

投資財価格 100．0　　　102．8　　　ユ06．1　　　ユ08．6　　　ユ15．8　　　125．2

原油輸入価格 100．0　　　106．O　　　102，8　　　　82．7　　　112．9　　　205．8

石油製品 100．0　　　109．ユ　　　111．6　　　101．6　　　120．7　　　205．3

（106．1）（！04．9）（90．7）（118，6）（185．5）

電力 100．0　　　110．2　　　126．4　　　123．4　　　ユ23．4　　　183．2

（106．8）（108．9）（103．8）（118．5）（156．4）

ガス 10010　　　102．3　　　119．3　　　118．6　　　118．6　　　158．5

（1C7．3）（ユ10．7）（108．6）（120．6）（148．8）

国内WPI（ウェイト 100．0　　105．7　　108．3　　106．2　　113．4　　133．0
836．8） （108．O）（112．3）（112．ユ）（ユ22．7）（142．3）

国内WPI変化の内訳
要素価格変化分
輸入価格変化分

けザ1：1川1：1；！21二1川1二3

357



ω
蜆
。o

150

140

130

120

｝10

100

｝1
場埋
ﾀ論値値

［

I
I

一1，

1

ll
1

現理

議
鼠
繭
海

図繋
ω鴉
　窒艶｝
自

醤H
一’　自
。o　　）d

8
価

S
自
講
階
芹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～工　2　3　4　5　6　7　8　910n12131415161718ユ9202工22232425　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塗農石鉱原食繊木紙印度ゴ化石石黒鉄非金一電輸精電都幸　洋
薄質業費鷲維㌧雪山車ム挙麹嚢苧鋼嚢擾嚢霧驚嚢ガザ
業輸　輸　　木ル出　　　品品土　属械械械機械　ス
　入　入　　製プ版　　　　　石　　　　　械
　　　　　晶



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油危機と価格体系の変化（新庄）

い変化の動きである。すなわち、エネルギー・素材産業ではほぼ投入価格アッ

プに見合った価格上昇が生じているが、機械（一般機械・電気機械・輸送用機

械・精密機械）産業においてはコストアップがME技術革新の導入等によっ

てほぼ完全に吸収され、ほとんど価格への波及が見られない点が注目される。

い　第皿期（1980～85年）

　表1－3に表示されているように、1980～85年の期間では、CPIや賃金指数は

依然として緩やかな上昇を続けているが、原油価格が1982年以降低落を始める

とともに、多くの輸入財で価格は弱含みに転じたため、国内WPIに対して輸

入財はむしろ価格引下げ要因として作用しはじめている。また、同時に省エネ・

省力化を目的とする活発な技術革新が進展したこともあり、この時期の現実の

WPIは極めて安定的に推移している。他方、国内WPIの理論値は人件費やエ

ネルギー価格のアップをそのまま反映させているため、若干過大予測となって

いる。

　石油製品、電力、ガスなどのエネルギー関連価格については、1981～82年ま

表1－3　エネルギー関連価格の理論値（括弧内）と現実伯

　　　　　　　第㎜期（1980－85年）

且980　　　　81　　　　　82　　　　　83　　　　　84　　　　　85

WPI（ウエイト1000） 100．O　　　ユO1．4　　　103．2　　　100．9　　　100，6　　　　99．5

CPI 100．0　　　104．9　　　107．7　　　109．7　　　112．1　　　114．4

賃金指数 100．0　　　105．3　　　ユ10．0　　　1ユ3．8　　　118．9　　　123．2

投資財価格 100，0　　　　99，3　　　　99，9　　　　99．5　　　ユ00，1　　　　99．6

原油輸入価格 100．0　　　112．4　　　124．4　　　108．1　　　103．8　　　105．O

石油製品 100．O　　　ユ11．2　　　120．1　　　114．4　　　107．0　　　106．6

（109．6）（109．3）（106．8）（103，6）（104．5）

電力 100．0　　　1！0．1　　　ユ10．5　　　ユエ0．5　　　ユ10．5　　　110．5

（105．2）（111．1）（ユ05．6）（104．7）（105．3）

ガス 工00．0　　　108．0　　　108．O　　　108．0　　108．0　　108．0

（且04．9）（ユエ0，1）（105，8）（105－7）（106，6）

国内WPI（ウェイト 100．0　　　101．4　　　！01．9　　　101．2　　　101．3　　　100．5
763．O） （103．2）　（ユ07．6）　（105．8）　（106．7）　（107，7）

国内WPI変化の内訳
要素価格変化分
輸入価格変化分

！1131111｝1ポ．1二1；1．113
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油危機と価格体系の変化（新庄）

では現実値と理論値とがほぼ対応した上昇率を示している。しかし、原油価格

が下落を始めた1982年以降になると、石油製品価格は原油コストの低下と市場

の競争的圧力とが合いまって理論値の動きにかなり近い低下傾向を見せている

のに対し、電力、ガスの価格は硬直的な料金政策のために、理論値が示すよう

な下落の動きを全く反映していないことが表1－3から読み取れる。

　上記の期間の相対価格の変化を明らかにするために、上と同様に24の産業に

分類した価格について、現実値（左側）と理論値（右側）とを対比させたのが

図4である。これから一見して分かることは、1980～85年の期問の価格変化が

それ以前の両5年聞に比べてずっと安定しているという点であろう。理論値は

平均してほぼ8％程度の全般的な価格上昇を予測しているのに対し、現実の価

格動向は産業別のそれぞれの需給条件に左右されて独自の動きを強めている。

すなわち、機械産業における超安定的な価格パターンは依然として変わらない

が、木材・木製品、紙・パルプ、化学、非鉄金属などの素材型産業では、投入

コストの下落と需要の鈍化の両面から価格の引下げ圧力が生じていることが分

かる。このような価格の下落傾向は次の第IV期になると、ほぼ全産業に波及す

る。

目　第1V期（1985～1987年6月）

　1982年に1バーレル当り34．7ドル（53，909円／k4）とピークを打った原油輸

入価格は、その後供給過剰圧力から徐々に下降し始めていたが、1986年に入る

と、OPECの価格カルテルは完全にその機能を失い、同年のドル建平均輸入価

格は16．4ドル／バレルにまで低落した。同時に、1985年後半より始まった急激

な円高（ドル安）の効果が加わり、1986年平均の原油輸入価格（円へ一ス）は、

18，189円／k4とピーク時の3分の1近くにまで下り、逆オイルショックともい

うべき事態を迎えるに至った。

　表1－4では、1985年を基準時点にとり、1987年6月までの期問の価格変化を

月次データを用いて、上と同様の方法で計算した結果を示す。同表によれば、
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この期間のCPIおよび賃金指数はほぼ一定であったが、WPIや投資財価格な

どの要素投入価格は徐々に低下を始めている。そして、輸入原油価格は工985年

平均を100とする卸売価格指数によると、1986年8月には40．3と半分以下にま

で急落している。

　勿論、このような輸入原油の各月の価格低下が、前出の年データ分析の場合

と同じように、直ちに同率のコスト減に結びつくと考えるのは適当ではないで

あろう。なぜなら、実際には、例えば、過去の高価格時に購入した原油は一定

期間ストックされた後に、タイムラグを伴って生産過程にインプットされるか

らである。しかし、表1－4では、あくまで“理論的価格”の算出という意味で、

これまでと同様の方法で投入価格変化が即時的に産出価格に波及するとして計

算されている。それ故、結果を解釈するに当ってはこの点に注意を要する。

　まず、表1－4のWPI（国内）について見ると、計算値は86年8月に88．1まで

下った後やや微増気味で安定的に推移しているが、この動きは丁度原油輸入価

格の動きに符合する。これに対する現実値は86年中低下を続け87年に入って

91．4～91，5で安定している。従って、半年ほどのラグを伴って現実値と計算値

は対応した動きをしていると言えるが、その水準を比べると計算値は価格の下

方への変化を3ポイント程度過大に予測している。理論モデル（前出（3）式）

では中問投入財および労働投入・費用のみならず資本減耗引当や利潤マージン、

更には間接税等まで価格変化に比例して調整されるという前提が置かれている

ので、特に下方への変化はやや過大に予測される嫌いがある。しかし、同時に

これはコスト減に見合った価格低下が十分に実現されていないことを意味する。

　WPIの低下をもたらした要因を、要素投入価格、輸入財価格、および、そ

のうちの原油価格の三つに分けて見ると、原油輸入価格下落による貢献分が最

も大きいが（5％前後）、他の二要素もそれぞれ3～3．5％程度の価格引下げ効

果を発揮していることが分る。すなわち、原油以外の輸入価格の低下による価

格効果もかなり大きかったと判断される。ただし、日銀の輸入財価格指数は円
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　　　表1－4エネルギー関連価格の理論値（括弧内）と現実値：1985～1987年6月
1985年＝工00．O

86．1 86．2 86．3 86，4 86．5 86．6 86．7 86．8 86．9 86，1O

WPI（ウェイト1OOO） 96．9 95．5 93．4 92．1 91．2 90．6 89．5 88．7 87．8 87．1

CPI 100．9 100．4 100．2 100．5 101．2 100．7 100．4 100．2 100．7 100．8

賃金指数 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

投資財価格 99．2 99．0 98．7 98．4 98．0 97．8 97．6 97．5 97．5 97．3

原油輸入価格 91．4 85．4 60．3 52．2 48．0 47．6 44，5 40，3 4ユ．1 44．0

石油製品 96．2 93．0 89．7 83．6 83．3 80．3 76．2 75．8 61．5 54．4

（78．5） （93．8） （89．7） （73．3） （67．9） （65．O） （64．6） （62．3） （59．5） （59．8） （61．5）

電力 98．4 98．4 98．4 98．4 98，4 89．8 96．3 96．3 96．3 89．8
（37．5） （96．7） （94．6） （88．4） （86．1） （84．7） （84．2） （83．0） （81．7） （81，7） （82．1）

ガス 100．O 100．0 100．O 100．0 100．O 89，5 89．5 89．5 89．5 89．5

（2．4） （96．8） （94．7） （87．6） （85．1） （83．8） （8313） （82．O） （80．6） （80．7） （81，2）

WPI（国内） 98．5 98．0 97．4 96．5 96．3 95．6 95．1 94．8 93．4 92．3

（ウェイト763．O） （97．5） （95．8） （92．6） （91．4） （90．6） （90．！） （89．1） （88．1） （88．2） （88．4）

内訳
要素価格変イビ （一0．5） （」．1） （一1．8） （一2．O） （一2．0） （一2．4） （一2．8） （一311） （一3．1） （一3．3）

輸入価格変イビ （一2．O） （一3．O） （一5．7） （一6．6） （一7．4） （一7．5） （一8．1） （一8．8） （一8，6） （一8．4）

ウチ原油価格変イビ （一〇．8） （一1．4） （一3．8） （一4．6） （一5．0） （一5．0） （一5．3） （一5．7） （一5．6） （一5．3）

1985年＝100．O

86．ユ1 86．12 86卵． 87．1 87．2 87，3 87．4 87．5 87．6

WPI（ウェイト1㎜） 87．4 87．4 90，7 86．9 86．8 87．O 86．5 86．3 86．7

CPI 100．3 100．1 100．6 99．7 99．7 100．1 100．1 ユ01．2 101．0

賃金指数 〃 〃 103．5 99．8 99．8 1OO．1 101．O 101．2 101．O

投資財価格 97．4 97．3 98．O 97．2 97．O 96．9 96．7 96．4 96．6

原油輸入価格 45．1 45．5 53．8 46．8 48．7 48，6 47．9 48，3 48．8

石油製品 54．5 54．5 75．2 53．8 54．3 57．5 58．9 58．8 58．8

（78．5） （62．2） （62．4） （68．7） （63．1） （64．3） （64．3） （63．8） （64．0） （64．4）

電　　力 89．8 89．8 95，O 86．9 86．9 86，9 86．9 86．9 86．9

（37．5） （82．4） （82．4） （86，3） （82．4） （82．8） （82．9） （82．6） （82．6） （82．8）

ガ　　ス 89．5 89．5 93．9 84．9 84．9 84．9 84．9 84．9 84．9
（2．4） （81．5） （81．6） （85．6） （81，6） （82．1） （82．2） （82．0） （82．0） （82．3）

WPI（国内） 92．1 92．0 95．2 91，5 91．5 9！．4 91．5 91．4 91．5

（ウェイト763．0） （83．5） （88．5） （9ユ．9） （88，3） （88．4） （88．5） （88．5） （88．5） （88．7）

内訳

要素価格変化 （一3．5） （一3．5） （一1．3） （一3，8） （一3．8） （一3．7） （一3．4） （一3．4） （一3．4）

輸入価格変化 （一8．1） （一8．O） （一6．8） （一7．9） （一7．8） （一7．8） （一8．ユ） （一8．1） （一7．9）

ウチ原油価格変化 （一5．2） （一5．2） （一4．4） （一5，1） （一4．9） （一4，9） （一5．O） （一4．9） （一4，9）
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べ一スで表されているので、ここでの価格引下げは円高差益が100％すべて需

要者に還元されたものとして計算されていることに注意しておこう。

　次に、エネルギー関連価格に関しては、まず石油製品価格の現実値の低下が

目立っており、86年10月には理論値（6旦．5）をも下回って5414にまで下落し、

それ以後もずっと数ポイント下回ったままで推移している点が注目される。こ

れは、国内石油業界が“過当競争的”体質をもち、販売業者問では輸入原油コ

ストの低下を先取りした値引き競争がしばしば行われる結果である。

　他方、電気・ガス料金は公共料金として認可制の下にあり、料金改訂はコス

ト低減の定着を見極めた上で行われる慣行となっているため、コスト変化への

対応に一定の遅れ（いわゆる、規制ラグ）が認められる。すなわち、電気・ガ

スいずれも1986年当初から理論値は目立って下落を始めているのに対し、現実

に料金改訂が行われたのは、86年6月と87年1月においてであり（差益還元の

ための2回の暫定料金改定）、その引下げ率は理論値が示すコスト変化率には
　　　　　　（3〕
及んでいない。この間の、理論値と現実値の推移を図示したのが図5である。

　図6は1985年から1987年6月までの価格変化について、現実値と理論値とを

上と同様に24の産業別に対比したものである。これから明らかにされることは、

この期問には円高による輸出産業の収益減と景気後退期とが重なったこともあっ

て、現実の価格変化は投入価格変化を反映した理論値と同様、ほとんどが下方

に転じているという点である。例えば、繊維、化学、鉄鋼、非鉄金属、電気機

械等において両者はかなり良く対応した動きを見せている。しかし、食料品、

（3）なお、電気・ガス料金は1988年1月より第3次の改訂が行なわれ、1985年平均を

IOOとする卸売価格指数で見ると電力料金は86．9から82．3へ、また、ガス料金は84．9か

ら75．1へとそれぞれ引下げられた。これを表ユー4の結果（1987年6月時点）と比較すれ

ば、電力料金は理論値の82．8とほぼ一致しており、ガス料金はむしろ理論値82．3をも

下回る大幅な引下げとなっている。しかし、他方で1988年に入ってからも原油輸入価

格の低下は続いているので（1988年1～6月平均は32．3）、’1988年時点では理論値も更

に下落していると予想される。
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図5　エネルギー関連価格の現実伯と理論値：1985～1987年6月
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木材・木製品、印刷・出版、ゴム、窯業・土石、金属製品、輸送用機械などの

ように、コスト低下の割には価格下落が不十分な業種も数多く存在する。

　上で指摘したように、現実の価格の動きはコスト変化以外にも多くの要因に

よって影響されている。そこで、次の第皿節では、このように産業別に異なる

価格変化の理論値と現実値との対応関係が、どのような要因によって説明され

うるかを若干の計量的分析によって考察する。しかし、その前にこれまでは問

題としなかったサービス関連価格の動きについて簡単に考察しておこう。

（ω　計測結果一サービス価格について

　前出第（1）～（3）式のモデルは、理論上は財の価格のみならず、サービ

スの価格形成についても同様に妥当すると考えられる。そこで、産業連関表の

72部門（ただし、ユ975年表では61部門）のうち消費者物価指数と対応のつく8

部門を選び、上記皿、皿、wの期間について、モデルによる理論値と現実値

（消費者物価指数）とを対比させたのが図7』、皿、1Vである。

　卸売価格の場合には、第二次石油危機を含む1975－80年の期間では現実値が

概ね理論値を下回り、1980－85年になると、価格の下落する業種も現れるなど、

インフレの鎮静化が顕著であったのに対し、サービス価格に関しては、全体的

に現実値が理論値を上回って上昇する傾向が強く見られる。すなわち、1980－

85年期の金融・保険と通信の二業種を除くと、モデルによる価格変化予測はす

べて過少となっている。更に、卸売価格が全面的に低下を始めた1985－87年6

月の期間についても、サービス価格の理論値は下落を予測しているのに反して、

現実の価格変化は通信以外はいずれも上昇傾向を示している。

　以上から、総じてサービスの価格形成については、財の価格の場合に比較し

てコスト要因に影響される度合が少ないということができる。その理由として

は、（1）もともと中問財投入のウェイトが低く、投入価格変化の影響がわずか

であること、更に、（2）サービス価格はいろいろな形で政府規則を受けている場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　367



経済経営研究第39号（I・皿）

図7　非製造業消資者物価体系の変化　理論値と現実値との対比

W」　1洲O～1リO∪⊥ト

I㎜

170
祖胤

現理
loo 実論描植

1則

1仰

130

I加

110

100

㎜1975～1980年

O11〕　1980～85司三

1州

130

120

1m

100

阯売

110

1oo

⑪1　且985～1987年6月

1　2　3　4　　5
建　金
談　融

袖　保
修　険

不　運　通

産　輸　信

6　7　　8
教保保　そサ
　処障の1
　社機他ビ
育会関　のス

10

368



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油危機と価格体系の変化（新庄）

合が多く、必ずしもコスト変化に即応して調整されるとは限らない、といった

点が指摘できる。

　なお、図7中のCPIの理論値はモデルから計算された72部門（ただし、1975

－80年は61部門）の価格を、消費者物価指数のウェイトを用いて加重したもの

である。従って、その現実値との対応は完全なものではなく一応の参考値とい

うに止まる。これによると、1970－75年の期間ではCPIの理論値は現実値と

かなりよく対応しているが、1980－85年、1985－87年6月の各期間については

理論値の過少予測の傾向が明らかである。

　　　　　　　　　　　　㎜　価格変化の計量分析

（i）価格変化モデル

　これまでは投入係数一定という仮定の下で、投入価格変化分を産出価格にそ

のまま転嫁させた形で“理論的価格”を算出し、これを現実値と対比させてき

た。以下では、この理論値においては考慮されていなかった、その他の価格変

動要因を含むモデルを用いて・傾格変化の分析を試み糺

　本節でわれわれが取り上げる価格変動要因は、労働生産性上昇率、製品在庫

率、市場集中度の三つである。すでに繰り返し指摘したように、技術進歩によ

る投入係数の変化がコスト引下げに果たす役割は極めて大きいと思われる。理

想的に言えば、各投入係数の変化をすべて明示的に考慮することが望ましいが、

ここではやや便宜的に労働生産性の上昇率によって技術的投入係数変化を代表

させることにする。

　次に、市場の需給状態を表す変数として製品在庫率が考えられる。ただ、製

品在庫率といっても意図した在庫と意図しなかった在庫とがあり、両者の区別

がつけられないという問題がある。従って、計測結果の検討に当たっては、景

気循環の局面との関係等を加味して解釈することが必要となろう。

　最後に、企業がどのような価格政策を採るかは、市場における企業間の競争
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関係のあり方に依存するところが大である。それゆえ、この側面を考慮に入れ

るために、市場における競争的構造を代表する変数として市場集中度を取り上

げることにする。

　上記3変数を加えた価格変化分析のためのモデルとして、次に示す二つの型

を考えよう。

　　　　　　　　　〈　　〈
（A〕　P圭一片＿。三β1（片一P圭．j）十β。GX／工。十β。刀Vγ！8。十β。月Z｛十β。十α圭

　　　　　　　　　く
（B〕　P圭一1．0＝　β1（一P‡一1．0）十βヨGX／Z。十β。〃Vγ／8。十β。〃圭十β。十叫

ただし、P圭　：基準時点（1970．1975．1980の各年）を1．0として表した価

　　　　　　　　格指数、

　　　　〈
　　　　P圭　：前節（3）式から算出された各時点の理論的価格、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
　　　　GX／工圭：物的労働生産性の期間別平均成長率

　　　　W〃8王：製品在庫率（「通算統計」）

　　　　凪　　1ハーフィンダール指数（公正取引委員会集中度調査）

　すなわち、モデル（A〕では、価格指数の前年よりの変化分（Pr片．！）を被説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　く
明変数とし、これを理論値の変化分（片一P圭一1）と他の三変数で説明させてい

るのに対し、モデル（B）では、価格変数をいずれも基準時点からの変化分（Pr

　　　　　〈
ユ．0、およびP圭一ユ．0）としている点が異なる。モデル（A〕、（B）の推定に当たって

使用した標本産業は、上図で示された統合24産業のうち、各説明変数のデータ
　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
がすべて利用可能な15産業である。

（4）業種別の生産指数（「通算統計」）と従業者数（「毎月勤労統計」）とにより算出

する。ただし、皿、m期については平均成長率、第IV期については各月ごとの値を用いる。

（5）標本として使用された産業は、製造業（5～22）18業種のうち、木材・木製品、

皮革、出版・印刷を除く15業種である。なお、電力、ガスは関連データが得られない

ので標本には含まれていない。その結果、以下の回帰分析における自由度はわずかに

10に止まる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈（6）　ただし、本節で用いられている1986年8月時点のP舳は前節表1－4とは異な

り、1980年を基準時点として1980年の投入係数に基づいて計算されたものである。
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（h）計測結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6〕
　モデル（A）、（B）のOLSによる推定結果を示したのが、表皿一2である。

モデル（A）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　〈
　まず、モデル（A）の推定結果（表皿一1）から見ていこう。（片一P圭．、）の係数

値は、各年の投入価格変化に起因するコスト変化が、どの程度価格変化に転嫁

されたかを表していると解することができる。従って、石油危機以前の73年ま

では係数値が大体1．0を大きく越えていることから、コスト変化を上回る価格

の引き上げが行われていたと推測できる。しかし、73～74年の第1次石油危機

時には0168と110をかなり下回っており、現実の価格変化は平均して理論値の

上昇幅の約7割程度の上昇に止まったということになる。もっとも、75年時点

の1．62の係数が示す通り、コスト変化をはるかに上回る価格引き上げが翌年に

までずれ込んで実現されたことも明白である。

　他方、第2次石油危機時（78～81年）には、1．0をやや上回る係数値が続い

ていることから明らかなように、理論値の変化にほぼ対応した価格変化がなさ

れたことが確認される。しかし、価格が極めて安定的な80年代に入ると、係数

値は傾向として1．0を下回るようになり、理論値の変化（すなわち、投入コス

トの変化）に対する反応の度合は鈍くなっている。

　特に、84年以降は投入価格下落を反映して理論値の変化にはマイナス値が多

く見られるが、価格が全般的に下落傾向にある時に係数値が1．0以下の値をとっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
ているのは、価格の下方硬直性を表すものと解釈しうる。以上のように、（片一
く

P圭一1）の係数値は景気循環の局面に対応した動きをしており、一応有意味な結

果が得られたといえよう。

　次に、GX／ム1の係数についてみると、全部で16個の推定値は二つの例外

（76年と79年）を除き、すべて予想通りのマイナス符号をとっていることがわ

かる。しかし、10％以下の水準で有意と判定されるのは、そのうちわずかに三
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表皿一1　モデルAの推定結果

Pη　一1．O

P冊　一P刊

P鴉　一P。。

P刊　一P冊

P而　一P刊

P冊　一1．0

Pη　一P冊

P冊　一Pη

P祀　一P冊

P壇。一P拍

P．1－1．O

P醐　一P馴

P昭　一P朋

P醐　一P朋

P距　一P盟

P舳　一P朋

会、一会士．、GX／ムーW／S1則
　　　　　（×10一…）（×1O－3）（×10一’）

　　　　　　一；一
COW　　　月

　2．76目

（5．61）

1．01b

（2．55）

　2．38。

（1．95）

0．68a
（3．20）

　1．62且

（4．02）

一0．13
（0．14）

　0．64
（1．39）

　0．70。

（2．09）

1．13b

（3，08）

　1，27目

（7，35）

　1．33且

（4．85）

0．74b

（2．68）

O．37b

（2．97）

　O．72。

（2．22）

　O．62
（0，83）

　0．58目

（5．44）

上2．ユ6b

（3．02）

一1．69b

（2，3ユ）

　0，923
（O．44）

一3．16
（O．86）

一2．42
（1．24）

　0，019
（0．06）

一0，146
（0．75）

一0，256
（0．89）

　0．0工6
（0，05）

一〇．302
（O．07）

一0，113
（1．03）

一0，093
（0．77）

一0，175。

（1．93）

一0．ユ32
（O．84）

一〇．126
（ユ、10）

一0，149
（O．66）

一0，482。

（2．00）

一0．0032
（0，04）

　0，181
（0．75）

一1．39
（0．65）

一1．23b

（2．34）

2．49b

（2．89）

0，891b

（2．40）

　0，821
（0，27）

一〇．112
（0．31）

一0，439
（0．55）

一2．35目

（3．62）

一0，309
（0．96）

一0，082
（0．35）

一〇．113
（O．22）

一0，353
（ユ．06）

一0，313
（O．99）

0，286。

（1．86）

一〇．116
（O．79）

　0，8570
（1．86）

　O．479
（O．53）

　0，262
（0．65）

　　　b－0，462
（2．57）

一0，048
（O．37）

　0，061
（0．31）

O．539b

（2．34）

一〇、337
（0，99）

0，249b

（3．10）

　O．O08
（O．08）

0．18b

（2．48）

　0，139
（1．20）

　0，089
（1．09）

　O．38。

（2．19）

0．0058　　　0，72

0．062　　　　　0．46

一0．180　　　　　0，47

0．339　　　　0．45

0．064　　　　0，78

一〇．099　　　　0．53

一〇．595　　　　0．21

一0．0029　　　0．08

0．023　　　　0，65

0．034　　　　0．82

0．186　　　　　0，87

0．0057　　　　0．31

一〇．013　　　　0．43

一〇．0086　　　　0．11

O，156　　　－O．14

0．019　　　　0．68

注：（1）表中の数値は、実際に計測された係数推定値にそれぞれ10’（GX／L圭の係数）、

　　　ユ0ヨ（〃γ／S生の係数）、および10’（〃圭の係数）を掛けて示されている。

　　（2）カッコ内はt検定量である。各係数の右肩のa，b，cは、t検定（自由度10）に

　　　よって1％、5％、10％の水準でそれぞれ有意にゼロとは異なると判定されたこ

　　　とを意味する。
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つのケースに止まり、十分な説明力を発揮したとはいえない。これは、GX／ム1

の計測に際して労働生産性の各年の変化率ではなく、5年間の平均成長率を用

いたことに一部は起因すると思われる。なお、後に見るように、（馬一1．0）を

被説明変数とするモデル（B）においては、GX仏がかなり有意な説明力を示し

ている。

　〃γ／8主の価格変化に与える効果については、既に述べたように必ずしも一

様には論じられない。表皿一1の推定結果については、統計的に有意なマイナ

ス符号が計測されたのは、71，75，81の三時点であるが、これらはいずれもほ

ぼ景気の後退局面に対応しており、一応期待通りの結果といえる。他方、有意

にプラスの効果が得られたのは、76と77の二時点である。この時期は景気の弱

い回復期と下降の局面に当たるといえるので、必ずしもプラスの符号が正当化

されるとは思われ幸い。いずれにしろ、わずか15の産業を標本としている関係

から、業種別の多様性を十分に反映した推定値を得るには無理があるというべ

きかもしれない。

　最後に、凪の価格変化に対する影響について見よう。有意な係数値が得ら

れたのは全部で7ケースあり、そのうちプラスの符号が計測されたのが、71，

73，79，8工、83，86．8の6つである。景気局面との対応という点では、73と7

9の二時点はむしろ景気の上昇期、81，83，86．8の三時点は後退期に当たって

おり、必ずしもコンシステントな結果とは言えない。しかし、一応は寡占価格

の下方硬直性がある程度確認されたと解しうると思われる。ただ、〃・の影響

の計測という点でも、わずかに15の産業では分類が粗すぎて業種別の市場構造

の差異が十分にとらえられていないという憾は残る。

　しかしながら以上を総合すれば、モデル（A）の係数推定値は全体としてほぼ理

論的期待に合致した符号を示していると思われ、石油危機のように投入価格の

急激な変化が生じた時期における価格変化の分析モデルとして有効であると評

価できるだろう。
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モデル（B）

　次に、基準時点（1970，75，80の各年）よりの価格変化幅（易一1．0）を被

説明変数とする、モデル（B〕の検討に移ろう。この場合は各年ごとの変化の累積

値として価格変化がとらえられているので、計測結果を解釈する場合も若干視

点が異なることに注意する必要がある。

　　　　　　　　　　　　　〈　例えば、表皿一2における（P圭一1．0）の係数値について見ると、モデル（A）と

は異なり第1次石油危機時の75年において、0．93とまだ1．0を若干下回ってお

り、投入価格変化に対する産出価格面の対応が遅れていることが明らかとなる。

他方、第2次石油危機では79年時点の係数値が0．44と低く統計的有意性も見ら

れないが、80年においては1．20と1．0を上回る値が得られており、この時点で

価格面の対応がほぼ投入コストの変化に見合って行われたと判断できる。80年

代の価格変化についても、モデル（A〕では大体1．0を下回る係数が計測されてい

たのに対し、モデル（B）によれば、むしろ有意に1．0より大きな値が得られてお

り、投入コスト変化に対する調整が十分図られていると解釈できる。ただ、86

年8月の時点になると（投入価格の下落が顕著になった関係から）、コスト低

下への対応に遅れの生じている様子が0．55という110を大きく下回った値から

推測される。

　GX／μの係数については、76年時を除くとすべてマイナス符号を示し、そ

のうち8つの時点で統計的有意性が得られている。これは、すなわち、技術進

歩による投入係数の変化（＝労働生産性上昇）が理論的価格変化を修正する上

で大きな役割を果たしていることを意味する。そして、その背後では前節の図

2～図6で明らかにしたようモこ・機械産業幸中心とする加工・組立型産業にお

ける活発な技術革新と、その結果としての超安定的な価格の動きが貢献してい

ることは言うまでもない。

　〃γ／S｛の価格に対する影響は本来短期的なものであり、モデル（B）が問題と

374
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モデルBの推定結果

P”　一1．0

P肥　一工．0

P祀　一1．O

P刊　一1．0

P砧　一1．0

P冊　一1．0

P〃　一1．O

P珊　一1．0

P刊　一1．0

P㎜　一1．0

P目1・1．O

P肥　一1．0

P盟　一1．0

P顯　一1．0

P悶　一1．O

P舳　一1．O

会r1．・GX／μ
　　　　　（×10一さ）

〃γ／s圭

（×10－2）

　〃圭

（×10一’）

　　　　　　一　至
CON　　　月

　2．76目

（5．61）

　1．52a
（3．57）

　1．66a
（4．43）

0．61b

（2，41）

　0．93a
（3．87）

一0．13
（0．ユ4）

一0．15
（O．30）

　0．44
（1．14）

　0．44
（0．53）

1．20b

（3．10）

　1．33目

（4．85）

　1158目
（6．13）

　2．52目

（3．74）

　1．17。

（2．10）

1．44b

（3．12）

0．55b

（2．23）

　　　b－2．16
（3．02）

　　　b－3．36
（2．61）

一6．16目

（3．87）

一4．59
（ユ．ユ4）

一8．70。

（ユ．99）

　0，019
（0．06）

一0，261
（0．86）

一0，740
（1．36）

一1．07
（1．52）

一1，79。

（2．07）

一0，113
（1．03）

一0，042
（0．19）

一0，657。

（2．11）

　　　b－0，940
（2，24）

　　　b－1．06
（2．72）

一〇．688
（1．08）

一0，482。

（2．00）

　0．0015
（0．ユ1）

　0．0041
（0．25）

一0，243
（且．02）

一0．10ユ
（0．82）

O．249b

（2．89）

一0，180自

（4．16）

0，106。

（2．00）

　O．115
（1．16）

　0，172
（1．12）

一0，235目

（3．62）

一0，068
（1．13）

一0，056
（0．66）

一0，224
（1．71）

　　　b’0，322
（2．87）

一〇．079
（0．88）

0，286。

（1．86）

　0，652
（O．24）

一0，641。
（エ．89）

一1．00
（O．98）

　0，232
（O，24）

　　　b－0，462
（2．57）

一0，398。

（2．05）

一0，371
（1．01）

　　　b－1．01
（2．23）

’O．801
（1．13）

0，249b

（3．10）

　O．23ユ
（1．31）

　0，357
（1，42）

0，692b

（2．31）

0，777b

（2．78）

0，977。

（2．02）

O．0058　　　0．72

O．023　　　　　0．52

0，72　　　　　0．79

O，77　　　　　0．46

O，32　　　　　0．69

一0，10　　　　　0．53

一〇．008　　　　　0．65

O，032　　　　　0．19

0，17　　　　　0．39

一〇．10　　　　　0．61

0，19　　　　　0．87

一0，06　　　　　0．73

一0，13　　　　　0．45

0，74　　　　　0．26

O，13　　　　　0．46

O．96　　　　　0．23

柱：（1）表中の数値は、実際に計測された係数推定値にそれぞれ10ヨ（GX厄士と〃γ／S圭

　　　の係数）、および104（〃圭の係数）を掛けて示されている。

　　（2〕前表の注（2〕を参照。
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し．ているような数年間にわたる累積的価格変化に対する説明変数として、これ

は必ずしも適当とは言えないかもしれない。また、統計表に有意な係数値を見

ても、71年と81年（いずれもモデル（A）と同じ1年間の変化を対象とする）以外

では、85年においてマイナスの符号、76～78年の期間にプラスの符号が得られ

ているが、これらは景気循環局面との対応関係から言って、必ずしも解釈可能

な結果とも思われない。従って、モデル（B）におけるWγ／8主の役割については、

あまり重要視すべきではないと考えられる。

　最後に、凪については、価格に及ぼす影響は短期に限らず長期的視点から

も問題となりうるので、モデル（B）の型での計測にも意味があると思われる。係

数値の符号を見ると、7王、81（いずれも1年間の価格変化に対するもの）、84

～86，8の各時点でプラス、73，76，77，79の各時点でマイナスが得られている。

表rユのモデル（A）の結果と比較すると、プラスの効果が計測された時点に若

干の変更が生じ、同時にマイナス符号の得られた回数がモデル（A〕の場合の1時

点から4時点へとかなり増加していることがわかる。すなわち、この結果から

は、景気の上昇局面（73，76，77，79年はいずれもこれに対応する）を含むあ

る程度の長期間をとれば、寡占市場における価格上昇はむしろ相対的に低く、

コスト上昇の価格への転嫁に対して抑制的に作用していると解釈することがで

きる。以上のように、価格変化要因に関してモデル（B）はモデル（A）とはまた違っ

た側面を明らかにしているといえ、それなりの有用性を主張しうると思われる。

　　　　　　　　　　　　IV　お　わ　り　に

（i）結果の要約

　本稿では、産業連関分析の価格決定モデルを適用して石油危機以降の日本の

価格体系の変化について若干の考察を試みた。この期間のわが国の相対価格の

変化は、特にエネルギー関連価格を中心に“狂乱物価”と呼ばれるほど激しい

ものであったが、結果的には省エネルギー型の産業構造への転換を促進する上
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で大きな役割を果したことは既に指摘したところである。この点に関してわが

国の市場メカニズムのパーフォーマンスを検証する意味で、現実の価格体系の

変化がどの程度コスト要因を反映させた“理論的価格’’と対応しているかを検

討した。得られた結果を簡単に要約すると、次の通りである。

　（・）　エネルギー諸価格については、石油製品価格がコストの変化に極めて

密接に連動して変化しているのに対し、電気・ガス料金の場合は、認可制の下

にある関係から規制ラグが存在するため、コスト変化に対する調整に一定の時

聞的遅れが認められた。しかし、長期的にはほぼコストの変化に見合った料金

改訂が実現されているといえる。

　（b〕　エネルギー関連を除く卸売価格の変化に関しては、第一次石油危機時

の価格上昇は大幅なコストアップ率に比べるとむしろこれを下回っていたが、

第二次石油危機時には、機械製品価格を別にすれば、現実の価格上昇率とコス

ト上昇率とは比較的よく対応している。また、1980－85年の価格安定期におい

ては、現実の価格変化はコスト以外の要因の影響を強く受け、両者の対応はバ

ラバラであるが・1985年以後に奉るとコスト低下率が拡大するにつれて、現実

の動きもやや遅れ気味ながら下方へと転じ、両者の対応はある程度回復してい

る。

　（C）　現実の価格変化と理論モデルによる予測値との乖離を説明する要因と

して、技術変化（労働生産性の変化率で表された限りでの）、製品在庫率、及

び、市場の集中度の三つを考慮したところ、一応いずれも統計的な有意性をも

つことが見出された。

　（d）　非製造業サービス関連8業種の消費者価格変化についても、理論値と

の対応をテストしたが、実際の価格変化はコストの変化を常に上回る強い上昇

傾向をもち、両者の対応は必ずしも密接とは言えない。

　以上の結論は、レオンティエフ型価格モデルに基づくものであり、その強い

制約を伴ってはいるが、石油危機から最近に至るまでのわが国の価格体系変化
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について、一つの興味ある洞察を与えていると思われる。勿論、理想的にはレ

オンティエフの数量システムと価格システムとを統合したモデルを用いて、価

格体系変化の産業構造への波及過程を分析することが望ましい。しかし、その

ような壮大な体系は往々にして操作性に欠け、最近時点の経済動向の分析にタ

イムリーに適用するということが難しいので、本稿では価格体系の変化を考察

するという特定の分析目的に合わせたアプローチを採用したといえる。

　（ii）投入係数の変化について

　最後に、技術的投入係数の変化について若干コメントをしておこう。本研究

では、5年ごとの各期間内では投入係数一定という仮定が置かれていたが、各

5年ごとに異なる産業連関表を利用しているので、その限りでは投入係数の変

化が考慮されていたといえる。そこで、各5年ごとの投入係数の変化がどのよ

うに波及効果の面で差異をもたらすかを調べておこう。

　次の表IV－1は、原油輸入価格のみを2倍にしたときの、他の諸価格に及ぼ

す影響を示している。これによると、石油危機前のユ970年時点の技術係数の下

では、原油価格の2倍増は石油製品36％増、電力・ガスいずれも7～8％増、

WPI全体ではわずかに2．1％アップ、という比較的限られた影響をもたらすに

止まることがわかる。しかし、第1次石油危機後の1975年時点においては、原

油価格2倍アップの価格波及効果は、石油製品7115％、電力29．2％、ガス18．3

％、WPI8，2％、と大幅に増大していることが明らかにされる。これは、名目

表を使っているため、原油価格の上昇がそれだけ名目投入係数を増加させるた

めである。

　しかし、第2次石油危機以後の1980年表に関しては、1975年表と比べると、

WPIに対する影響は8．2％から13．4％へとかなり増加しているが、エネルギー

関連価格に与える影響の増加は2．5（電力）～8．4（ガス）％ポイントと比較的

小さい。これは、この間に原油価格の2倍以上の上昇があったのに対し、かな

りの省エネ努力が払われ名目投入係数の増大が抑制されたためと考えられる。
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更に、原油輸入価格の下落が始まった後のユ985年時点においては、省エネルギー・

代替エネルギーの一層の浸透もあり、原油価格倍増の波及効果は石油製品63％、

表1V－1　原油価格が2倍上昇したときのエネルギー関連諸価格への影響予測

技術状態

内生部門数

70年表　　　75年表

　61　　　　　　61

石油製品価格　　　136．3

電力料金　　　　107．O

ガス料金　　　　107．9

WPI　　　　　　102，1

80年表

　72

171．5　　　　　　175．4

i29．2　　　　　！31．7

118．3　　　　　　126．7

108．2　　　　　　113．4

80年表　　　85年表

　72　　　　　72

175．7　　　　　　　163．0

131．9　　　　　　121．4

121．6　　　　　　125．0

113．0　　　　　　109．5

輸入の取扱い　　競争型　　競争型　　競争型　　非競争型　　競争型

電力21．4％、ガス25％、WPI9．5％、と1980年に比べるとはっきりと減少して

いることが確認される。

　以上のように、5年ごとの名目産業連関表の比較から、技術的投入係数の変

化は第一次石油危機以前の1970年とそれ以後の各時点との間では、価格波及効

果という点で明確な差異が見出されるが、石油危機後の1975．1980．1985年の

3時点の間での差は案外小さいと言ってよい。

　また、同表では1980年名目表を例として、競争輸入型モデルと非競争輸入型

モデルによる計算結果を対比して示しているが、両者でほぼ同様の数値が得ら

れており、輸入の取扱いによって特に大きく結果が左右されるということはな

いと判断できる。

　今後の課題としては、もっと詳細な産業分類レベルで価格変化の理論値と現

実値とを対比させ、両者の乖離を説明する要因を考察することが必要であると

考えられる。その場合、1985年以降の円高期において、特に円高差益の還元度

合が需給条件の他に市場の競争状態や流通面での構造的特質にどのように関連

しているかを検討することも一つの興味ある論点となろう。
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（付記）この研究は昭和62年度科学研究費補助金（重点領域研究（1））の助成に

よる研究成果の一部である。本稿作成の過程で、計算作業を手伝って下さった

藤川清史（摂南大学）並びに神戸大学経済学部研究助成掛助手の方々に謝意を

表します。また、計算の一部は本学経済経営研究所の産業連関分析システム

（IIRAS）を利用して行われたが、同システムの利用に際しては、同研究所の

定道宏教授および布上康夫教授（甲南大学）に大変お世話になった。記して感

謝申し上げたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1988年12月）
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研　究　会　記　事

国際貿易専門委員会

第6回　　（平成元年2月7日）

プロダクトサイクル貿易における多国籍企業

神戸大学助教授　出　井　文　男

　先進国で開発された新製品は、はじめは先進国の経営資源と結びつけて生産を行うこと

が経済的である。しかし、労働コストが上昇すると低賃金を求めて多国籍企業として先進

国の経営資源と途上国の労働と結合した生産が経済的となる。途上国の労働者が経営能力

を持つにいたると、途上国だけの資源で生産するコストが低くなり技術移転が完了する。

その間、先進国では新製品が次々と生み出され、以上のプロセスがつづくことになる。

第7回　　（平成元年5月31日）

日米直接投資の相互交流について

神戸大学教授　原　　正　行

　日米間の直接投資と貿易の実際をみると、親会社・子会社問の貿易量の拡大が顕著であ

る。企業が市場取引を内部化し、同一（あるいは系列）企業的取引によって利益を拡大し

ている。また米国からの直接投資の収益率が高いのに対し、日本からの直接投資収益率は

低い（マイナスの場合もある）。この点は、直接収益に現れない外部経済の存在を・うかが

わせる。
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第8回　（平成元年6月28日）

取引コストと仲介組織

神戸大学教授　井　川　一　宏

　現実には取引コストはゼロでないし、このことから生じる特別の経済現象も多い。その

最も顕著なものは取引の仲介組織である。取引コスト節約の行動は、それを可能にするシ

ステムを形成させ、節約のための取引技術や組織の革新を持続させることになろう。本報

告ではある程度厳密なモデルによって、マーケット、仲介者・仲介組織の形成を示した。

マーケット組織の性格、流通組織の性格がどのようになるかは参加するメンバーが持つ情

報の程度と取引技術に依存す乱射による専門化、個人の集合・地域における専門化、そ

れらの総合されたものなど多殊な取引組織が可能となることが容易にわかる。

第9回　　（平成元年10月4日）

開放経済下の数量制約を伴う不均衡モデル

神戸大学大学院　石　黒　靖　子

　需要と供給の調整は価格の変化によってもたらされるとは限らない。むしろ短期的には

価格は不変で数量の調整がなされると考えられるケースが多い。数量の調整は需給の不均

衡に対して、その小さい側に大きい側が調整することになろう。この不均衡分析を開放経

済の変動レート制度に拡張したものが本報告のモデルであっれもちろん長期的には価格

も調整するので通常の均衡モデルと同様の最終均衡に向かう可能性がある。しかし、途中

の動源プロセスのあり方によっては不安定なもの、特異な終路をもたらすものがあり、そ

れが複雑な現実の1つの説明になることも考えられる。
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研究会言己事

第10回 （平成元年11月29日）国際経営財務専門委員会との共同研究会

Protection　and－foreign　capita1

　　　and　quotas　in　the　presence

inf1ows　with　tariffs

of　unemp1oyment

神戸大学研究員　荻　野　和　則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　Using　the　sector－speoific　factorエnode1of　a　sma11open㏄onomy，this

paper　examines　the　we1fare　effects　of　additiona1capita1inf工。ws　with　two

types　of　trade　restrictions，tariffs　and　quotas，when　there　is　domestio　un－

emp1oyment．In　previous（fu11－emp1oyment）1iteratures，opinions　seem　to　be

converging　on　that　tariff　induced　capita1inf1ows　harm　the　host　country　and

quota　indu㏄d　capita1inf1ows　improve　the　host　country－Our　ana1ysis　es－

tab1ishes　important　departures　from　provious　results．We　show　that＝（1）we1－

fare　eff㏄ts　of　capita1inf1ows　are　ambiguous　not　on1y　in　the　case　of　tariffs

but　in　the　case　of　quotas；②a　high　va1ue　of　a1abor’s　share　in　the　import

sector　tends　to　raise　we1fare　in　both　po1icies；（3）the　po1icy　ranking　of　two

types　of　trade　restrictions　depends　on　whether　or　not　proteotion　improves

the　nationa1we1fare．That　is，the　previous（fu11－employment）resu1ts　do　not

aIway昌ho1〔1and　can　be　reversed。

Patterns　of　Macroeconomic

　　　Mu1ti－Country　Monetary

　　　Perfe（ミt－Foresight　Uti1ity

Adjustment　in　a

Economy　with
Maximization

大阪大学助手池田新介

　時間選好率の異なる3国があり、それぞれが長期的な最遍化行動をとった場合、時間選

好率の低い国が最終的に債券を蓄積し、その高い国は債務を累積す糺金利がそれらの選

好率の問に決まり長期的に低い国の選好率に低下してゆく間、中間の選好率を持つ国の経

常収支は初期条件の与え方によって、いろいろな形状を示す可能性がある。これによって、
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現在のアメリカ、日本、南米の債権・債務の動向の一部が説明可能となる。

国際労働専門委員会

第12回　　（昭和63年12月9日）

“ILO：Economica11y　Active　Popu1ation”について

一コンピュータ・システムについての解説一

神戸商科大学講師　井　内　善　臣

　原典

LABORSTA　ON－LINE　SYSTEM，COMPUTER　SYSTEM　DOCUMENT，
Version1，March1988
Behoruz　BINESH　AGHEVLI　and　Chr1at1an　GERLIER，Bereau　of　Stat1st1c畠，

Internat1ona1Labour　Oifice，GENEVA，SW1TZERLAND

　LABORSTAは、SAS（SAS　MACRO，SAS／AF，SAS／FSP）によるオンライン
システムで1987年10月にVer．1がリリースされている。このデータベースには、　「Year

Book　ofLabour　Statistics」や「Bu11etin　of　Labour　Statistics」をもとに、雇用、

失業、労働時間、賃金に関する約3000の1980年以降の年次データが収録されており、ユー

ザは国や項目ごとに参照、印刷、保存が可能である。データは、雇用、失業、労働時間、

賃金について性別、産業分類別（農業と非農業あるいは、製造業、鉱業、建築、運輸、倉

庫、通信）ごとにデータセットとして保存されている。これらデータは、区分データセッ

トLOSTCSILABORSTACONSLABのMACROプログラムを呼び出すことにより、
性別のデータを一つにまとめたり反対に分割するなど、データの再構築が可能である。こ

のオンラインシステムLABORSTAはメニュー形式でデータ処理が可能でしかもメッセー

ジやデータ内容は英語、フランス語、スペイン語の3カ国語の中から1つを選択すること

ができる。また、TSSセションの開始や終了などのTSOコマンドが提供されているので

ユーザーは簡単なコマンドでこのシステムを利用できる。このシステムは1988年末には最

終バージョン4がリリースされる予定である。
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第13回　（平成元年1月13日）

国際間の労働統計データの整合

　　　　　　　　　　　　　神戸大学助教授　小　西　康　生

　「国際化」は最近のトレンドの1つとして必ず指摘されるものである。しかし、国際間

の比較を行い、各国の相対的な位置関係を明らかにするために利用されるさまざまな統計

には、深刻な制約があることも事実である。このような統計を用いて行われた国際比較で

は、その結果を解釈するには注意が必要である。しかし、往々にして、これらの統計とか、

それを用いた分析結果は、一旦公表されると、一人歩きをすることになる。これでは、不

必要な誤解を徒に増長し、時には悪意を持って利用されることにもなりかねない。

　このような、国際比較に付随し得るマイナスはできる限り除去しておくことが肝要であ

る。国際比較は、さまざまな側面について行われるが、ILOでも労働に関する統計につ

いて、国際的整合化の試みが行われている。1987年10月28日から行われた、第14回労働統

計担当者国際会議（ICLS）の議事録が工988年夏に公表されたので、これとILOの担当者

の意見を紹介した。

　今回の報告の詳細については、国民経済雑誌　第159巻　第4号　の拙稿「労働統計の

国際的整合化の試みについて」を参照されたい。

国際比較経済専門委員会

第36回　　（昭和63年且2月13日）

オーストラリアのマネー・サプライと金融政策

広島大学助教授　北　岡　孝　義

弟37回　途上国系種債務問題に関するワークショップ（平成元年4月18日）

I．　Externa1Debt，Rea1Exchange　Rate　and　Bud－get

　　　　　　　　　Deficit　in　La．tin　America

神戸大学助教授　西　島　章　次
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　　We　first　desoribe　the　debt　m㏄hanism　in　deve1oping　countries　using　a

simp1e　framework　that　focuses　on　the　ro！e　of　rea1exchange　rate　and　budget

deficit．The　fundamenta1causes　of　the　externa1debt　are　attributed　to　the

appreciated　rea1exchange　rate　and　the　maintained　budget　deficit．S㏄ond，

we　ana1yze，in　a　dynamic　mode1，the　adjustment　po1icies　that　have　been

suggested　by　the　IMF．Specia1attention　is　drawn　not　on1y　to　the　strong

1inkage　between　budget　deficit　and　inve畠tment　that　is　common　in　developing

countries，but　a1so　to　the　behavior　by　which　the　authority　tries　to　avoid　inf1a－

tion　and　unemp1oyment　fro㎜the　po1itioa1reasons．In　the　mode1we　examine

the　dynamics　of　the　two　types　of　po1icy　ru1e　separate1y：rea1exchange　rate

ru1e　and　budget　deficit　ruユe．It　is　shown　that　the　system　has　unstab1e　dynam－

ics　in　both　ru1es．The　paper，however，addresses　to　the　ro1e　of　debt　re1ief

to　get　the　favorab1e　debt　dynaエnics。

　皿．途上国への銀行貸出し

1つのノーマティブ・アプローチ

神戸大学教授　井　川　一　宏

　本報告では、国際的商業銀行が開発途上国企業に対してどのような条件で貸出しを行え

ば良いかについて1つの基準を示した。結果として2点が指摘できる。1つは、企業が成

功する確率に関する情報量で銀行よりも優位にある場合に、貸出しをスムーズに行うため

に真実の情報を申告させるというincentive　compatibi1ityの条件を満たす貸付け方法

を見出すためには、金利だけでなく他に担保に相当する何かが必要であること。もう1点

は、長期的な銀行貸出しについて、経済環境の不確実性に対処するためには、状況に応じ

てプロジェクトを中止することもできる貸付けの方法を作成しなければならないことであ

る。
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皿．The Brazi1ian　Externa1Debt：

　　　and　Consequences

Sao　Pau1o　University

Or1g1ns

Roberto　Macedo

1．

2．

The　Origins　of　the　Brazi1ian　Extema1Debt

工．1　The　Oi1shock　of1973

1．2　The　attempt　to　circumvent　the　shock

　　　　且．2．1Import　substitution

　　　　1．2．2　Export　promotion

　　　　1．2．3　The　financing：foreign　borrowing

1．3　The　fai1ure　of　the　strategy

　　　　1．3，1　The　oi1shock　of1979

　　　　1．3．2　The　interest　rate　shook　of1979

　　　　1．3．3　The　fa11in　terms　of　trade

The　Consequences

2．1　The　adjustment　po1icies　of　the　ear1y　eighties

2．2　The　re㏄ssive　impact

2－3　The　socia1impact

2．4　Thθrise　of　inf1ation

3－　The　present　situation　and　the　out1ook

国際比較金融専門委員会

第1回 （平成元年9月8日）

今後の研究方針について

神戸大学教授 石　垣　健　一
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第2回　　（平成元年10月21日）

　　　　　　　　　相対価格の変動と貨幣的要因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学講師地主敏樹

国際経営財務専門委員会

第8回　　（平成元年6月15日）

　　　　　　　会計利益情報の有用性：実証研究

　　　　　　　　　　　　20年の回顧と展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　カリフォルニア大学　バルーク・レプ

第9回　　（平成元年9月18日）

　　　　　　　　　　　APT、オプション問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学助手　池　田　新　介

第10回　　（平成元年11月29日）　国際貿易專門委員会との共同研究会

　Protection　and－foreign　capita1inf1ows　with　tariffs

　　　and－quotas　in　the　presence　of　unemp1oyment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学研究員荻野和則

　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　Using　the　sector－specific　factor　model　of　a　s血a11open　economy，this

paper　examユnes　the　we1fare　effects　of　additiona16apita1inf1ows　with　tw0
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types　of　trade　restrictions，tariffs　and　quotas，when　there　is　domestic　un－

emp1oyment．In　previous（fu11－emp1oyment）1iteratures，oPinions　seem　to　be

converging　on　that　tariff　induced　capita1inf1ows　harm　the　host　country

and　quota　induced　capita1inf1ows　improve　the　host　country．　Our　ana1ysis

estab1ishes　important　departures　from　previous　results．We　show　that：（1）

we1fare　effects　of　capita1　inflows　are　ambiguous　not　on1y　in
the　case　of　tariffs　but　in　tbe　case　of　quotas：　（2）　a　high　va1i］e　of　a1abor’s

share　in　the　import　s㏄tor　tends　to　r包ise　we1fare　in　both　po1icies：（3）the

po1icy　ranking　of　two　types　of　trade　restrictions　depends　on　whether　or　not

protection　improves　the　nat1onal　we1fare．That　is，the　previous伍u11－emp1oy－

ment）resu1ts　do　not　a1ways　ho1d　and　can　be　reversed．

Pattems　of　Macroeconomic　Adjustment　in　a

　　Mu1ti－Country　Monetary　Economy　with

　　Perfect－Foresight　uti1ity　Maximization

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学助手　池　田　新　介

　時間選好率の異なる3国があり、それぞれが長期的な最遍化行動をとった場合、時間選

好率の低い国が最終的に債権を蓄積し、その高い国は債務を累積する。金利がそれらの選

好率の間に決まり長期的に低い国の選好率に低下してゆく間、中間の選好率を持つ国の経

常収支は初期条件の与え方によって、いろいろな形状を示す可能性がある。これによって、

現在のアメリカ、日本、南米の債権・債務の動向の一部が説明可能となる。

経営・会計情報システム専門委員会

第123回　　（昭和63年12月17日）

会計測定構造に関する基本問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸学院大学助教授　大　野　俊　雄

「情報処理」に関する問題設定の基本的な枠組みとしては、①Shamon－Weaver（1949）
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の雑音一冗長性の問題、②決定理論における情報価値の問題などが挙げられるが、この報

告では、前二者ほどにはまだ十分理論化されてはいない「情報処理方式の共通化の問題」

を基本的な枠組みとして取り上げ、この観点から会計の測定構造に関する問題を分析して

みた。

　「情報処理方式の共通化」を前提とすれば、「もの」とちがって情報はその価値を減ず

ることなく複数の主体で共有することが可能で、また異種の情報を融合すると融合効果

［ブラスサム！シナジー効果］が生じることがある。このようなことから「情報の共有」

はimer　CirC1eの形成を可能とし、不確実性の減少という機能に加えて、共有化された

情報は組織の外延を規定するといういわば位相的な機能をもはたすことになる。

　コンピュータを中心とする情報機器の発達は、最先端のハイテク技術を背景として企業

の。ffice1andscapeに変化を与えつつある。もともと企業の。fficeは組織的な事務処理

の現場であり、企業の意思決定のために情報が集積され、加工され伝達される場所である。

この情報の収集・加工・伝達に対しコンピュータを中心とする最新の情報機器は威力を発

揮する。いわゆる事務処理の合理化（OA）である。

　しかし、このように機能的には同じとみられる企業の。fficeもこれを形態的にみると

国によって相当の違いがある。例えば、open－space　officeとprivate－room　offi㏄と

いう分類でみると、職階のハイヤラーキーが同じレウ・ニルでは明らかに日本では前者が好

まれ、アメリカでは後者が好まれてい机このような。ff1ceの形態上の差はしばしばそ

れぞれの国の文化の違いとして説明されることが多いが、OOmmuniCatiOn　ru1eSの違

いとして捉えるならば、information－communication　systemの問題としてより合理

的な説明が可能となるのかもしれない。

　財務会計の目的・機能が投資家の意思決定に役立つという点で同じであったとしても、

officeの場合と同じように、国によってその形態が違うということはあり得ることである。

とはいっても、財務会計の場合、officeというような観察できる限定された空間を設定し

にくいという事情がある。証券市場と企業とを結ぶ線を中心としてこの空間は漠然と拡がっ

ている。

　会計行為が必要になるのは、A㏄ountabihty関係ないしAgency関係という人間関係

の状況であることを考えれば、本来の関心の対象（認識の対象）はこのような人間関係の

状況における行為（特にAgentのAgentとしての行為A）ではなかろうか。特に長期的

な（メンバーシップとしての）資本の維持のためには組織のメンバーに対するゆるい相互

規制のシステムが必要であり、会計情報はそのような長期的な資本の維持という目的［組

織の（エントロピーの）維持］を第一次的な目的とするのではなかろうか。
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第124回　（平成元年ユ月28日）

テイクオーバー市場の論理と会計的困難性

神戸市外国語大学助教授　前　山　誠　也

　所有と経営が分離する場合、株主は経営者の忠実性と経営効率の二面に関心をいだくこ

とになる。経営者は必ずしも株主の二つの要請を満足させないかもしれない。一般の市場

（たとえば財の市場や経営労働市場）に同じく、テイクオーヴァー市場も経営者の効率性

を規律する機能を有しているといわれている。経営者の会計行動（たとえば会計ルールの

選択）もこれを考慮して、戦略的になされるとされてきた。

　いささか逆説的ではあるが、Grossman，Hartに、この市場の有効性は、株主が経営

者に株式価値の極大化からはずれる行動を許すことにかかっているとする主張がある。私

たちはこの主張に導かれる会計的なパラドックスを検討してみたい。

　株主の利益を損なう行動が所有経営者の個人的なshirkingのかたちで実現する場合、

論理的には市場が忠実性と効率性を同時に確保すること（あるいはこれを保証する会計シ

ステムを設計すること）は困難である。ただし議論を理念的な論理の次元から現実的な制

度の次元に移すとき、異なった展開が開けることは注意されてよい。たとえばファイナン

スの形態の多様化あるいはCorporate　Capitalismを特質づける企業グループの形成は

個人的なshirkingとは別種の利益機会を議決権の支配に与えることになっている。これ

に原因する効率性の欠如はいずれにせよ証券市場に解決を期待できない。この結論は経営

者に個人的なshirkingを認めるか否かに無関係である。このような状況は会計規制を弱

くして、これに動機づけられる効率性を証券市場の場に確保しようとする会計政策を無効

とすることになる。消極的ではあるが、先の二律背反性は解消されることになるだろう。

経営者個人のshirkingを阻止する会計政策は効率性の配慮に独立に追及できることにな

る。もちろんこの場合、効率性の確保はなお未解決のままである。

　私見ではこの問題の解決は証券市場にむかう情報の整備とは別のルートで解かれること

になるだろう。この問題はむしろ独禁法にも関係する規制におよんで議論されるべきであ

ろう。これを通じての効率性の規律が代替的な会計システム（＝厳格な情報の要求）と調

和的にありうるかは未だ不明である。
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第125回　　（平成元年2月25日）

会計基準設定の在り方一設定主体を中心に一

甲南大学教授　福　島　孝　夫

　本報告は、なんらかの権威ある機関によって会計基準は設定される必要がある、との前

提、すなわち「規制的アプローチ」に立って、会計基準設定の在り方を問題にする。具体

的なテーマは、会計基準の設定は、パブリック・セクターによって行われるべきか、それ

ともプライベート・セクターによって行われるのが妥当か、である。

　アメリカにおいては、一般にプライベート・セクターによって行われることを支持する

見解が支配的である。その一例として、J．ローネン等によって行われたアンケート調査

をとり上げ、その根拠を専門性、適格能力、印象、信望と承認可能性、および客観性の5

点に求める。

　その上で、これらの根拠が民主主義社会における社会的選択としての会計基準設定にとっ

て妥当性のあるものであるかを問題にする。現代における会計基準設定においては、会計

基準の「経済的影響」が重要な問題となっている。これを適切に考慮し、しかも「外部勢

力」による要請を考慮しながらも、なおかっこれらの要因によって不当に左右される度合

を最小限にした基準設定、すなわち中立性と衡平性に基づく基準設定を考えるとき、私見

においては上記の根拠は疑問であり、むしろオープン・システムをとるパブリック・セク

ターによる基準設定を支持する。

　パブリック・セクターによる基準設定にも問題点はある。しかし、オープン・システム

に加えて、基本規定と運用規則との区別等によって、これに対処することができよう。プ

ライベート・セクターによる基準設定を伝統的に実施しているアメリカにおいてもパブリッ

ク・セクターによる基準設定が行われてい乱それが「原価会計基準審議会」である。そ

の目的、組織、基準設定手続等を紹介し、それがオープン・システムによってかなりの程

度民主的に基準設定を行っていることを指摘す糺

　さらに、このようなパブリック・セクターによる基準設定と並行して、基準のもたらす

「経済的影響」をプライベート・セクターによるモニターの必要性と妥当性を同時に主張

する。それは民主主義社会のあるべき姿である、と考える。
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第126回　　（平成元年3月25日）

　　　　原価主義会計の再検討

一モクスター会計理論を中心に一

近畿大学教授　林　　良　治

　本報告は、モクスター（Ado1f　Moxter）の会計理論をより所としながら、伝統的な会

計理論を基礎として、長いあいだ実務に定着してきた会計方法を権威あるものと認め、原

価主義会計に対する種々の批判を検討して、1組の命題をつかみ出してみたい。モクスター

は原価主義会計の存在価値を「経営経済的な利益決定」のなかにもとめている。モクスター

は「利益」概念を正しく樹立し、期間利益の正確な算定の理論設定を究明している。そこ

には、原価主義会計の本来の理論的長所である、客観性概念やゴーイング・コンサーン概

念が秘められていることにもな孔モクスターは「利益」概念を静的利益概念と動的利益

概念に区分し、正しい利益処分の指標として、それぞれの概念を用いようと努めている。

更に、モクスターの考える貸借対照表の説明可能性や報告責任・会計責任にまで言及され

ている。

　本報告では、A．Moxter，Betriebswirtschaft1iche　Gewinnermitt1ung，1982．，個

人的な経済的利益（第1編）、財産増加としての企業利益（第2編）、実現可能な利益処分

水準としての企業利益（第3編）、利益概念の限界（第4編）に忠実に沿って、原価主義

会計を再検討してみたいと考える。

第127回　　（平成元年5月6日）

販売ネットワークと会計情報

関西大学教授　岡　部　孝　好

　メーカーが製品を小売に卸し、小売企業がそれを消費者に販売する場合には、両企業の

聞に持続的で親密な取引関係が形成されることが多い。本稿の目的は、これらの川上企業

と川下企業との企業間関係の中において、いったいどのような会計情報が、どう利用され

るかを分析することである。この分析のために、ここでは2企業の間の関係を工一シェン

シー関係（agency　re1ationship）として捉え、川上企業をプリンシバル、川下企業を

工一ジェント（agent）と呼ぶ。
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　工一シェンシー関係が存在する場合にはいつでも工一シェンシー問題の発生が予想され、

工一ジェントの利己的行動のためにプリンシバルの利害が損なわれるおそれがある。そこ

で、プりンジパルは市場取引の工夫を通じてこの工一シェンシー問題をコントロ」ルしよ

うとするし、またそうであるから種々の市場メカニズムが自然発生的に生まれる。川上企

業がいわゆる「垂直的コントロール」（VertiCa1COntrO1）、あるいは金銭的なインセンティ

ブの供与がその例である。このようなシステムは、情報システム　（information

SyStem）、それも特に会計情報システムの支援なしには有効には機能しえないと考えられ

る。良好な垂直的企業間関係を維持するうえにおいて重要なことはまず情報を共有するこ

とであり、この情報の共有を図るためには、企業と企業との問に、必要な情報を速く、正

確に伝達するシステムが準備されていなければならない。

　この目的に付随して、本稿においては川上企業から川下企業に拡がる情報ネットワーク

（information　Network）が取り上げられる。それは、企業と企業との間の情報移転の

仕組みが現在技術革新のさ中にあって、目ざましい変貌を遂げつつあるという認識による

ものである。

第128回　　（平成元年6月3日）

会計の新しい二分法

神戸大学助教授　山　地　秀　後

第129回　　（平成元年7月ユ日）

配当問題と目標計画

神戸大学助教授　伊　藤　駒　之
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第130回　　（平成元年9月9日）

静的貸借対照表現の社会経済的基盤に関する一考察

近畿大学教授　林　　良　治

　本報告の目的は、ドイツ会計学説史上、強い理論的影響をもつ静的貸借対照表観の社会

経済的基盤を考えることである。特に、連邦財政裁判所（Bmdesfinanzhof）の判決・

判例に見られる静的貸借対照表観を中心に検討してみたい。

　1965年の株式法及び1969年の所得税法改正は、連邦財政裁判所の法的性格と会計理論の

発展の交錯の中で、動態論の退潮と静態諭への回顧がみられるから、重要な歴史的事実を

示すことになる。動的貸借対照表観の核心は「費用」と「収益」であり、静的貸借対照表

観のキーワードは「財産」と「負債」である。静的貸借対照表は「時点関連的財産計算」

を重視し、財産決定上の「個別評価」及び異なる貸借対照表間の営業状態比較を検討する

ものである。静的貸借対照表上の「財産」及び「負債」の会計的性格は、貸借対照表項目

の個別評価問題の上で、いかにして、能率よく資産化したり、負債計上させるかというこ

とである。「財産」の決定に関しては、清算を仮定とし、消極側の「負債」に関しては、

継続性の原則を樹立して、債務弁済能力を高めようと努力してい乱

　連邦財政裁判所の判決内容は、静的貸借対照表観の利点を回顧し、各「財産」と各F負

債」の個別評価規定を決定しようとする意思がみられる。極めて、法規制の強い連邦財政

裁判所の判決内容における静的貸借対照表観を含んだ積極・消極側に対する判断に、社会

経済的に、果たして「統一原則」が存在するのかどうかを本報告では検討することが目的

である。

第131回　　（平成元年9月30日）

減価償却に関する一考察

神戸大学教授　中　野　　　勲

　いかなる場合に、いかなる減価償却方法がもっとも妥当適切であるか、という規範的な

問題は、容易に答えられうるものではない。しかし、この報告では、いわゆる「現在価値」

にもとづく減価償却のモデル構造と、定率法とが、ある種のかなり密接な関係を持ってい

ることを証明しようとした。つまり、かなりナチュラルな、ある種の仮定のもとで、前者
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のモデルから後者が導出され得ることを、示した。

第132回　　（平成元年1ユ月11日）

金融子会社の連結問題について

近畿大学助教授高須教夫

　近年、連結会計に関する基準を再検討しようとする動きがアメリカ、イギリスを初めと

して国際的に認められるのである。そこで、本報告ではこのような状況をふまえて、連結

会計基準の見直し作業の対象とされている諸問題の中から異業種子会社の連結問題につい

てアメリカにおける検討過程を手掛かりとしながら考察を加えた。

　その結果、アメリカにおいて異業種子会社とりわけ金融子会社を連結から除外するとい

う実務を多くの企業が採用していたのは、実質的なオフ・バランスシート・ファイナンシ

ングすなわち財務比率の実質的な改善を目指すことにあったのではなく、実務上長く採用

されていた営業の同質性に基づく連結実務を変更することを好まなかったこと及び社債に

関する財務制限条項を回避して企業行動の自由を確保することにあったことが明らかになっ

た。

国際比較統計専門委員会

第12回　　（昭和63年12月10日）

日米リンク・モデルと経済統計

神戸学院大学助教授　稲　田　義　久

　1．L．R．K1ein，L．J，Lau　and　Y．Inadaが現在開発申であるPersona1Computer

べ一スのJapan－U．S．一China　Link　Mode1Projectの現状について以下の点を中心に

報告を行なった。

　　　a．モデルの構造について

　　　b1経済政策をモデルでどの様に表現するか（特に日米貿易摩擦の解消を意図した
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　　　　　政策パラメーターの設定）

　　　C．モデル・ビルディングの際における各国の統計の異同と整合性

2．報告においては、特に、日米モデルで使用される国民所得統計について焦点にあてて

みた。U，S．の基本統計であるNationa1Income　and　Product　A㏄ount（NIPA）は

厳密な意味でSNAになっておらず、日本の基本統計である国民経済計算と比較する場合

は十分な注意が必要であることを指摘した。特に貯蓄・投資差額を両国で比較する場合注

意が必要である。制度部門勘定が豊富であること、SNAになっているという点からすれ

ば国民経済言十算はNIPAより優れているが、政府支出勘定の情報量の多さにおいてはNI

PAの方が優れているといえよう。このように一概に日本の統計がU．S．のそれより優れ

ているとはいえず、むしろそれぞれの経済の構造の差が基本統計の設計に色濃く反映して

いると思われる。

第13回　　（平成元年2月18日）

国民勘定の不変価格表示と国際比較

一橋大学教授　倉　林　義　正

　GDPなどの国民勘定集計量の不変価格表示問題のエッセンスは、国民勘定の不変価格

表示の問題にほかならない。報告ではこの認識の展開を、1950年代から1980年代に至る国

連統計委員会における討議と、それをめぐる国際的な研究の動向に即しながら展望し、か

つ論評を与える。まず導入として、1950年代における問題の研究状況が整理される。その

結果研究の主たる潮流が、いわゆる“行列整合性”（matrix　oonsistency）に対する2つ

の異なる見解と密接に対応するものであることが明らかにされる。この整理に基いて、ま

ず1960年代における研究の頂点としてSNAにおける不変価格系列の誘導を取り上げる。

ここで、二重デフレーション法の採用を主張するSNAの立場は、“行列整合性”の一方

の極の見解を代表するものである。これに対して1960年代の後半から1970年代の前半にか

けて、クルビース（R．Courbis）と倉林によって展開された方法は、“行列整合性”のも

う1つの極の見解の可能性を示唆するものである。上記SNAにおける不変格系列の誘導

は、1979年代における国連統計委員会を討議の場としてManuaユとGuideh鵬sの2つ

の主要な著作を産んだ。その展開における問題点を“行列整合性”の貫徹と言う観点から

整理し、それぞれの著作の特徴とそれらの評価に及ぶ。最後に、これまでの考察の神論と

して、国民勘定の時間比較一不変価格表示一との対比において、その空間比較の典型とし

てGDPの国際比較の問題を取り上げる。ここにおいても、国民勘定集計量を国際比較す

397



経済経営研究第39号（I・皿）

るための価格および数量測度の計測が“行列整合性”によって制約ずけられていることが

明らかにされる。倉林と作間によって提案されている上記の価格および数量測度の多国間

比較のためのK　S－S法は、“行列整合性’’の制約を明示的に一般化した方法であると考

えることができる。

第14回　　（平成元年3月27日）

An　Internat1ona1Compar1son　of　the　Mu1t1sectora1

　　　　　　　　　　Prod－uction　Structure

　　　　　　　U．S．A．，Wθst　Germany，Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学助教授　得　津　一　郎

　日本（1953－86年）、米国（1948－79年）、西ドイツ（196上79年）の3国の製造業2桁

分類の時系列データにKLEM型の多部門CES生産関数を適用することにより、資本

（K）、労働（L）、エネルギー（E）、非エネルギー原材料（M）間の代用の弾力性ならび

に技術進歩率を計測し生産構造の国際比較を行った。計測結果の大要は以下のとおりであ

る。

（1〕生産関数が、K，Eに関して弱分離可能であると仮定し、2段CES生産関数を推定

した場合、推定値は概して安定的であり、すべての国のすべての産業で、生産関数の四条

件を満足する推定結果を得た。

（2）ヒックス中立的技術進歩を仮定する限り、技術進歩卒は1973年の第一次オイル危機以

前、米国、西ドイツ、日本でそれぞれ、1．2％、2．2％、3．4％、1974年以後は、それぞれ

ユ．3％、2．1％、3．1％であり、日本の技術進歩率が最も高かったが、通常言われているよ

うな1974年以降の技術進歩率の低下は認められなかった。

（3〕資本・エネルギー間のアレン遍代用弾力性は、米国、日本でそれぞれ、一0，045、

一1，066と補完関係を示したが、西ドイツでは、1，249と代用関係を示した。その他の生産

要素間の代用弾力性は、米国0，364、西ドイツ0，404、日本0，489であり日本の推定値が最

も高かった。また、全ての生産要素の自己価格弾力性は、日本が最も高かった。

　すべての推定結果は、日本、西ドイツの企業の米国の企業に対する、伸縮性、効率性に

おける優越性を反映していると解釈することができるが、むしろ、3国間で、推定値に大

きな差がみられなかったことが、注目される。なお、本報告は、斎藤光雄との共同研究に

基づくものである。
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第15回　　（平成元年7月1日）

アジア国際産業連関表におけるハイアラーキ構造の検出

大阪産業大学助教授　福　井　幸　男

　Simpson＆丁昌ukui（ユ965，Review　of　Economics　and　Statistics）によれば、

一国産業連関表において、粗原材料、申聞生産物、最終生産物の流れに沿って、生産技術

のハイアラーキが存在することが確認されている。

　それでは、各国の産業連関表を貿易マトリックスで連結した国際産業連関表においても、

産業間のみならず、国家聞においてもこのようなハイアラーキが検出できるであろうか。

本研究の関心はそこにある。

　ユ975年アジア国際産業連関表にたいして、試行錯誤を基本とした三角化の方法（Fukui，

1986，Econometrica）を用いて、主対角線左下に投入係数をできるだけ集めるように産

業の配列順序を入れ替えた。主たる計測結果はつぎのとおりである。

　（1〕インドネシア鉱業がハイアラーキ最低辺にあり、現代産業の活動に不可欠の石油資

源の重要性を物語っている。　（2〕日米の製造業がインドネシア鉱業に続く。これは日米

製造業が東南アジア経済の生産構造の基礎にあり、これら諸国にたいする中間財、資本財

の供給基地であることを示唆している。　（3〕ハイアラーキ中位には、シンガポールの3

部門、すなわち商業・運輸業、サービス業地、製造業が入っている。これらシンガポール

の産業は、東南アジアの生産技術構造全体のキー部門である。すなわち、一方では、他の

7カ国の製造業から資材を中間生産物として購入し、他方では、自らの生産物をインドネ

シアとマレーシアの電気・ガス・水道業、建設業、商業・運輸業、サービス業の4部門に

販売してい乱　　（4j上位には、前節で指摘した公益事業と建設業が共通にあがってい私

生産物を主として最終需要として産出するからである。

　産業連関表を通じて、東南アジア経済の生産構造を日本、アメリカとの連関関係の観点

から数量的に分析する現代的意義は大きい。

研究所講演会

平成元年1月31日㈹　演題「The　Pacific　and　Wor1d　Trade　B1ocs」

　　　　　　　　　　　Dr．Peもer　D．Drysda1e（Austra1ian　Nationa1University）
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平成元年3月14日㈹　演題「戦間期日本経済と変動相場制度」

　　　　　　　　　　　高木信二氏（日本銀行・IMF研究員）

平成元年3月27日（月） 演題「China’s　Economic　Prospects≡Prob1ems　in

Eoonomio　Reform」

Dr．Peter　D．Drysda1e（Austra1ian　Nationa1University）

平成元年4月7日㈲ 演題「ブラジルのインフレと安定化政策」

Prof．Roberto　Macedo（S互。　Pau1o　University）

平成元年4月14日㈲ 演題「ブラジル；経済問題・社会政策の失敗・政治的展望」

Prof．Roberto　Macedo（Sao　Pau1o　University）

平成元年4月ユ8日㈹ 演題「対外債務・実質為替レート・財政赤字」

西島章次氏（神戸大学助教授）

演題「途上国への銀行貸出し：五つのノーマティブ・アプローチ」

井川一宏氏（神戸大学教授）

演題「ブラジルの対外債務：その原因と結果」

Prof．Roberto　Maoedo（Sao　Pau1o　University）

平成元年4月20日（利 演題rブラジルの発展問題；インフレーション・成長・配得分配」

Prof．Roberto　Macedo（S三〇Pau1o　University）

平成元年6月2日幽 演題「アジアむけ輸出の成功要因と失敗要因

一スウェーデン企業と日本企業の比較一」

Prof．Sikander　Khan（University　of　Stockho1m）

平成元年6月14日（水〕 演題「Perspective　Changes　in　Trade　Pattern　in　Japan」

Prof．Marcus　No1and　（Research　Associate　at　Institute
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